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平成１９年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１　議事日程 

　      第１日（平成１９年３月　７日　水曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　会議録署名議員の指名 

　　　第２　会期の決定 

　　　　○　諸般の報告 

　　　　○　行政方針の表明 

　　　第３　四国西南交通体系調査特別委員会中間報告 

　　　第４　議案第１号から議案第６５号まで 

　　　　　　議案第　１号　固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第　２号　固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第　３号　平成１８年度宿毛市一般会計補正予算について 

　　　　　　議案第　４号　平成１８年度宿毛市簡易水道事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　５号　平成１８年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　６号　平成１８年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　７号　平成１８年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　８号　平成１８年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第　９号　平成１８年度宿毛市老人保健特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１０号　平成１８年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１１号　平成１８年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１２号　平成１８年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１３号　平成１８年度幡多西部介護認定審査会特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１４号　平成１８年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１５号　平成１８年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

　　　　　　議案第１６号　平成１９年度宿毛市一般会計予算について 

　　　　　　議案第１７号　平成１９年度宿毛市簡易水道事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第１８号　平成１９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第１９号　平成１９年度宿毛市へき地診療事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２０号　平成１９年度宿毛市定期船事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２１号　平成１９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計予算について 

　　　　　　議案第２２号　平成１９年度宿毛市老人保健特別会計予算について 
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　　　　　　議案第２３号　平成１９年度宿毛市学校給食事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２４号　平成１９年度宿毛市下水道事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２５号　平成１９年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２６号　平成１９年度幡多西部介護認定審査会特別会計予算について 

　　　　　　議案第２７号　平成１９年度宿毛市介護保険事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２８号　平成１９年度宿毛市土地区画整理事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２９号　平成１９年度宿毛市水道事業会計予算について 

　　　　　　議案第３０号　宿毛市副市長定数条例の制定について 

　　　　　　議案第３１号　宿毛市施設等整備基金条例の制定について 

　　　　　　議案第３２号　宿毛市表彰条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３３号　宿毛市課設置条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３４号　宿毛市監査委員条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３５号　宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条 

　　　　　　　　　　　　　例について 

　　　　　　議案第３６号　職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を 

　　　　　　　　　　　　　改正する条例について 

　　　　　　議案第３７号　宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

　　　　　　　　　　　　　条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３８号　宿毛市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３９号　宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部を改正 

　　　　　　　　　　　　　する条例について 

　　　　　　議案第４０号　宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一 

　　　　　　　　　　　　　部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４１号　宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第４２号　宿毛市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条 

　　　　　　　　　　　　　例について 

　　　　　　議案第４３号　宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４４号　宿毛市特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４５号　宿毛市税条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４６号　宿毛湾港工業流通団地への工業等導入における固定資産税の課税 

　　　　　　　　　　　　　免除に関する条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４７号　宿毛市青少年育成センター設置条例の一部を改正する条例につい

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第４８号　宿毛市立運動場条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４９号　宿毛市和田体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

　　　　　　　　　　　　　条例について 
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　　　　　　議案第５０号　宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例の一部 

　　　　　　　　　　　　　を改正する条例について 

　　　　　　議案第５１号　宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第５２号　宿毛市営改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

　　　　　　　　　　　　　条例について 

　　　　　　議案第５３号　宿毛市ふるさと創生基金条例を廃止する条例について 

　　　　　　議案第５４号　宿毛市社会教育基金条例を廃止する条例について 

　　　　　　議案第５５号　幡多西部介護認定審査会共同設置規約の一部を改正する規約につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第５６号　幡西衛生処理組合の解散について 

　　　　　　議案第５７号　幡西衛生処理組合の解散に伴う事務の承継について 

　　　　　　議案第５８号　幡西衛生処理組合の解散に伴う財産処分について 

　　　　　　議案第５９号　市道路線の認定について 

　　　　　　議案第６０号　市道路線の認定について 

　　　　　　議案第６１号　市道路線の認定について 

　　　　　　議案第６２号　市道路線の変更について 

　　　　　　議案第６３号　市道路線の変更について 

　　　　　　議案第６４号　市道路線の変更について 

　　　　　　議案第６５号　市道路線の変更について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

　　　日程第２　会期の決定 

　　　日程第３　四国西南交通体系調査特別委員会中間報告 

　　　日程第４　議案第１号から議案第６５号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１７名） 

　　　１番　浅　木　　　敏　君　　　　　２番　中　平　富　宏　君 

　　　３番　有　田　都　子　君　　　　　４番　浦　尻　和　伸　君 

　　　５番　菊　地　　　徹　君　　　　　６番　寺　田　公　一　君 

　　　７番　菱　田　征　夫　君　　　　　８番　宮　本　有　二　君 

　　　９番　濵　田　陸　紀　君 

　　１１番　西　郷　典　生　君　　　　１２番　岡　村　佳　忠　君 

　　１３番　佐　田　忠　孝　君　　　　１４番　田　中　徳　武　君 

　　１５番　山　本　幸　雄　君　　　　１６番　中　川　　　貢　君 

　　１７番　西　村　六　男　君　　　　１８番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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４　欠席議員 

　　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　福　田　延　治　君 

　　　次 長　　小　野　正　二　君 

　　　議 事 係 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　調 査 係 長　　乾　　　　　均　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　中　西　清　二　君 

　　　助 役　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企 画 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　総 務 課 長　　出　口　君　男　君 

　　　市 民 課 長　　松　岡　繁　喜　君 

　　　税務課長補佐　　小　島　秀　夫　君 

　　　会 計 課 長　　夕　部　政　明　君 

　　　保健介護課長　　西　本　寿　彦　君 

　　　環 境 課 長　　岩　本　克　記　君 

　　　人権推進課長　　谷　本　秀　世　君 

　　　産業振興課長　　茨　木　　　隆　君 

　　　商工観光課長　　有　田　修　大　君 

　　　建 設 課 長　　豊　島　裕　一　君 

　　　福祉事務所長　　岡　添　吉　見　君 

　　　上下水道課長　　頼　田　達　彦　君 

　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 

　　　学校教育課長　　小　島　正　樹　君 

　　　千 寿 園 長　　尾　崎　重　幸　君 

 

 

 　　　教育長職務代理者 

　　　教 育 次 長
西　尾　　　諭　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

高　木　一　成　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
近　藤　勝　喜　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開会 

○議長（岡村佳忠君）　これより平成１９年第

１回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

　会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において田中徳武君及び山本幸雄

君を指名いたします。 

　日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

　この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

　議会運営委員長。 

○議会運営委員長（宮本有二君）　議会運営委

員長。 

　ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

３月５日、議会運営委員会を開きまして、今期

定例会に提案予定の案件等を勘案のうえ、慎重

に審査した結果、本日から３月２２日までの１

６日間とすることに、全会一致をもって決定を

いたしました。 

　以上、報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　おはかりいたします。 

　今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から３月２２日までの１６日間といたした

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、今期定例会の会期は、本日から３月

２２日までの１６日間と決定いたしました。 

　この際「諸般の報告」をいたします。 

　去る２月１６日、沖本年男君から、高知県議

会議員選挙に立候補するため、平成１９年２月

２８日付をもって議員を辞職したい旨の願い出

がありましたので、地方自治法第１２６条のた

だし書きの規定により、議長は２月２８日付を

もってこれを許可いたしました。 

　閉会中の議員派遣については、お手元に文書

を配付しておりますので、これによりご了承願

います。 

　本日までに、陳情２件を受理いたしました。

よって、お手元に配付してあります「陳情文書

表」のとおり、所管の常任委員会へ付託いたし

ます。 

　会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を３月８日正午と定めますの

で、質問者は期間内にその要旨を文書で通告し

てください。 

　なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました「事務報告書」のとおりで

あります。 

　以上で諸般の報告を終わります。 

　続いて、市長の「行政方針の表明」を行いま

す。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　おはようございます。 

　議員の皆様方には、大変ご多忙のところだと

思いますが、平成１９年第１回宿毛市議会定例

会にご参集をいただきまして、まことにありが

とうございます。 

　新年度予算案並びに各議案の審議をお願い申

し上げるに当たりまして、市政運営に対する基

本方針、並びに主要施策について、所信の一端

を申し上げ、市民並びに議員の皆様方のご理解

とご協力を賜りたいと存じ上げます。 

　まず、初めに行政改革について申し上げます。 

　都市部においては、戦後最長の好景気が続い

ていると、マスコミなどにより報道されており

ますが、本年１月に開催されました全国財務局

長会議において、高知県は全国で唯一、地域経

済動向が下方修正をされておりまして、景気浮

揚のきざしすら見ることのできない、きわめて
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厳しい経済状況となっております。 

　国の三位一体改革の推進により、大変厳しい

財政状況にある本市においても、依然として景

気回復は見られず、より効率的、効果的な行財

政運営を行っていかなければなりません。 

　このため、平成１７年度策定の宿毛市行政改

革大綱並びに集中改革プランを着実に実施する

ことが肝要でございます。平成１８年度は、事

務事業の見直し、職員の給与及び手当、各種料

金の改定や委託費等の見直しを行い、プランで

示しました数値目標をほぼ達成することができ

ました。 

　特に定員管理につきましては、５年間で３２

人削減する計画を大幅に前倒しをいたしまして、

３年間で３１人の削減をいたしました。 

　また、２１ありました各種審議会を９つに集

約をいたしました。 

　長年にわたり、審議会の委員を務めていただ

きました皆様には、この場をお借りしまして、

心よりお礼を申し上げます。 

　議会におきましても、議員報酬の削減や定数

の見直しなどをしていただきました。 

　平成１９年度におきましても、引き続き、プ

ランに沿った改革を着実に推進してまいります

ことはもとより、計画に掲げられていない項目

についても、市民の皆様のご理解、ご協力を賜

りながら、可能なものから、逐次、積極的に実

施してまいりたいと考えております。 

　財政状況について申し上げます。 

　平成１６年度から平成１８年度までの３年間

実施されました国、地方財政の三位一体改革が

終了し、平成１９年度の地方財政計画では、地

方の一般財源は対前年度０．９パーセント増と

なっています。この数値は、都市部における大

幅な税収増が大きな要因でありまして、景気回

復のきざしすら見えず、税収の増加が見込めな

い本市を初め、地方におきましては、所得譲与

税の廃止などの制度改正や、地方交付税の算定

方法が、一部面積と人口を測定単位とした方法

に変更されることによりまして、普通交付税が

減少するとの推計が出ております。 

　歳入の減少は避けられないと思います。 

　一方では、これまで国や県の業務であった障

害者関係業務の市町村への移管に伴う経費の増

加や、団塊世代の職員の退職手当などの義務的

な支出は、引き続き増加傾向にあります。 

　平成１８年度は、職員の大量退職に対応する

ため、本市では昭和４０年度以来の退職手当債

の借り入れを行い、財源の確保に努めました。 

　また、平成１８年度に財政破綻した夕張市の

状況を受け、国においては、新しい地方公共団

体再生法の制定に向け、準備が進められており

まして、これまでの単年度のみの赤字による判

断だけではなく、公営企業や出資法人等も含め

た、将来にわたる財政負担も、指標として用い

られる方向で検討がなされています。 

　土地開発公社の保有土地、公共下水道事業な

どの特別会計の地方債借入額も多額であります

本市にとりましては、危機的な数値が出るので

はないかと危惧をしております。 

　このような状況を踏まえ、平成１９年度の予

算では、前年度に引き続き、歳入の確保、歳出

の大幅な抑制、事務事業の見直しなどをして、

予算編成を行いました。 

　また、不足する財源を確保するため、当初の

目的を一定、達成した基金を廃止させていただ

きました。その結果、一般会計当初予算は９２

億８，２９６万６，０００円となり、２年連続

の減額予算となりました。 

　平成２０年度以降も、本市の財政運営はきわ

めて厳しい状況が想定されますが、市民生活に

多大な影響を与える財政再建団体への道はたど

らないよう、努めてまいります。 

　防災対策について申し上げます。 
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　昨年、本市では台風や豪雨等による大きな災

害は発生しなかったものの、全国的には７月の

豪雨や９月の台風１３号によって、長野県や佐

賀県が大きな被害を受けました。 

　また、昨年の１１月１５日、本年の１月１３

日には、千島列島東方を震源とする大規模な地

震により、北海道太平洋沿岸東部、北海道オホ

ーツク海沿岸などに「津波警報」や「津波注意

報」が発令され、２５市町村で避難勧告が出さ

れましたが、一部の報道機関によりますと、大

部分の住民が避難していなかったとの報道がな

されています。幸い、大きな被害はなかったも

のの、南海地震による津波被害が想定される本

市でも、改めて市民一人ひとりの防災意識を高

める必要性を強く認識したところであります。 

　本市では、これまで津波避難道の整備や、木

造住宅耐震診断事業などを実施するとともに、

自主防災組織が整備する資機材等に対する助成

など、南海地震対策に取り組んでまいりました。 

　また、平成１８年度の宿毛市総合防災訓練で

は、一人でも多くの市民の皆様に参加していた

だくため、初めて日曜日に開催し、自主防災組

織を初めとする多くの市民の皆様に、津波避難

訓練や初期消火訓練などにご参加をいただき、

大変有意義に開催することができました。 

　平成１９年度も引き続き、津波避難道の整備

や、木造住宅耐震診断事業はもとより、新たに

自主防災組織リーダー研修会の開催など、自主

防災組織に対する支援を実施してまいります。 

　また、県下一斉震災対策訓練にあわせた市民

の避難訓練や、職員の参集訓練を実施するなど、

南海地震対策を初めとする防災対策の推進に積

極的に取り組んでまいります。 

　交通運輸体系の整備について申し上げます。 

　土佐くろしお鉄道は、地域経済、観光振興は

もとより、住民の通勤・通学などの生活路線と

して、また地域の基幹的公共交通として、必要

不可欠な存在となっております。 

　しかしながら、利用者の減少に加え、土砂災

害や列車事故などにより、経営は依然として厳

しい状況が続いています。 

　こうしたことから、土佐くろしお鉄道では、

一層の利用促進を図ることはもとより、民間経

営感覚の徹底を図るなど、運営体制を含めた経

営の抜本的な見直しを進めているところでござ

います。 

　その中には、本市への特急列車の減便が決定

されておりまして、利用者や市民の皆様には、

大変ご不便、ご迷惑をおかけすることになりま

すが、ご理解を賜りますよう、お願いいたしま

す。 

　ことしは、平成９年１０月１日に宿毛駅が開

業して１０周年を迎えます。この宿毛駅開業１

０周年を祝うとともに、地域における鉄道の必

要性を、改めて考えていただくために、宿毛市

ではコンサートや、宿毛駅でのイベントを計画

しておりますので、市民の皆様や関係機関のご

支援、ご協力をお願いいたします。 

　地域の公共交通を長期的に維持していくため、

「乗って残そう」の精神を基本として、市民の

皆様にも積極的なご利用をお願いしますととも

に、行政としても、経営の安定化に向けて、財

政支援はもとより、観光ピーアールやイベント

の開催などによる利用促進事業を実施し、利用

者の増加に努めてまいります。 

　宿毛佐伯航路につきましては、平成１６年１

２月１５日に株式会社宿毛フェリーによる航路

再開から２年が経過いたしました。収入の３５

パーセントを占めるトラック利用の増加などに

より、当初の収支目標を上回る状況にあります

が、燃料費の高騰や他航路との競合など、本航

路を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあ

ります。 

　本航路は、当地域と九州を結ぶ海の国道とし
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て重要な航路であることから、宿毛市と高知県、

及び大分県と佐伯市で昨年１１月、宿毛佐伯航

路行政連絡協議会を設立し、経営の安定が図ら

れるよう、利用促進に対する取り組みを関係機

関と一体となって推進しております。 

　宿毛湾港の整備につきましては、港内の静穏

度を保つために、平成１７年度より第１防波堤

３００メートルの整備工事が進められ、現在、

延長約１７０メートルが概成しています。 

　平成１９年度も、引き続きケーソン制作工事

が行われることになっています。今後も港湾機

能のさらなる充実のために、第１防波堤の早期

完成に向けて、関係機関に強く要請してまいり

ます。 

　港の利活用につきましては、引き続き、国・

県などの関係機関と連携を図りながら、ポート

セールスや企業誘致を行うとともに、「みなと

オアシス」制度を活用した港のにぎわいの創設

や、豪華客船の寄港誘致に努めるなど、宿毛湾

港の優位性を生かした利活用に取り組んでまい

ります。 

　中村宿毛道路につきましては、中村・間イン

ター間は、平成１９年度完成目標で整備が進ん

でいましたが、平成２０年度の完成見込みとな

りました。平田・宿毛インター間につきまして

は、平成１９年度も引き続き用地買収を進める

ことになっています。今後も、中村・宿毛間の

早期完成に向けて、努力してまいります。 

　高速道路につきましても、四国横断自動車道

の予定路線区間であります宿毛・内海間の整備

方針が早期に決定されるよう、積極的に働きか

けてまいります。 

　市道につきましては、交通量の増大に伴い、

路面等道路施設の老朽化も著しく、維持修繕箇

所も年々増加しています。こうした箇所の修繕

や、改良工事につきましては、緊急性、優先度

等を十分に把握し、計画的に整備してまいりま

す。 

　また、先月、幡多けんみん病院へのアクセス

道である市道平田１号線の嵩上げ工事が完成い

たしましたので、台風や集中豪雨時の救急車両

の通行不能状態が解消されるものと考えていま

す。 

　市道大島中央線につきましては、平成１９年

度には起点部の工事に着手し、早期完成に向け

て取り組んでまいります。 

　地域の主要幹線である国道、県道の整備促進

につきましては、地域の要望が早期に実現でき

るよう、引き続き、各関係機関へ強く要請して

まいります。 

　企業誘致について申し上げます。 

　現在、高知西南中核工業団地内では、製造業

２０社、物流センター協業組合２４社に約８４

０人が就労しておりまして、雇用の確保はもと

より、地域の経済、産業の発展に多大な貢献を

していただいております。 

　平成１９年度には、タイム技研高知株式会社

の大規模増築、並びにハジメ産業株式会社の新

たな進出が決定されました。 

　今後は、未進出企業に対する進出への働きか

けはもとより、撤退や倒産した企業の用地を進

出希望のある企業にあっせんするなどの働きか

けを行い、さらなる雇用の場の確保に努めてま

いります。 

　また、宿毛湾港工業流通団地につきましては、

平成１３年度より１期分譲が、平成１８年度に

は２期分譲が開始され、企業誘致に取り組んで

きました。しかし、いまだに進出企業の誘致に

は至っていませんが、今後も企業誘致に向け、

積極的に取り組んでまいります。 

　農林業について申し上げます。 

　農業従事者の減少、高齢化、耕作放棄地の増

大などが、我が国の農業、農村が危機的な状況

にある中、政府は経営所得安定対策等の大綱を
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策定し、平成１９年度から具体的な各対策を実

施することになっています。 

　本市の農業も同様に、従事者の高齢化、後継

者不足により、山間地域はもとより、地域全体

で農地の荒廃が進み、集落機能が低下していま

す。このような状況の中で、地域の活性化を図

る振興策として、取り組んでいる中山間地域等

直接支払制度事業を、引き続き支援するととも

に、平成１９年度、新たに農用地区域内の平場

を対象に、「農地・水・環境保全向上対策」事

業を導入し、農用地の荒廃を防止するため、地

域ぐるみで農業施設を管理する事業に取り組ん

でまいります。 

　また、地域農業を支えていくために各関係機

関と連携をとりながら、農作業受委託、集落営

農組織化等の推進に努めてまいります。 

　稲作を中心とする水田農業は、米の消費減少

が続き、国の過剰米対策が強化される中で、平

成１９年度より米の生産調整も、国主導型から

農業者、農業団体主体に転換されますので、宿

毛市水田農業推進協議会を支援するとともに、

米以外の作物に転換する農業経営の対策として、

引き続きレンタルハウス整備事業を助成し、担

い手の育成に努めるなど、施設園芸を推進して

まいります。 

　また、「ＪＡ高知はた」が事業主体となり、

平成１９年度キュウリ生産農家の集積拠点施設

として黒潮町にキュウリ選果機導入が計画され

ています。本市の生産農家の労力軽減が図られ、

所得向上につながるよう、整備事業を支援して

まいります。 

　畜産業につきましては、幡多地区総合畜産共

進会が平成１９年度、本市で開催されますので、

関係機関と連携を図り、支援してまいります。 

　林業につきましては、木材価格、木材需要の

低迷等、林業生産活動が全般にわたって停滞し

ている厳しい状況の中で、地域林業の活性化を

図るため、引き続き高知県緊急間伐総合支援事

業を活用し、間伐等の森林整備を推進してまい

ります。 

　また、平成１８年度から、宿毛市森林組合が

事業主体となり、久礼ノ川地区の山林を団地化

し、高性能機械の導入により間伐時に切り捨て

ていた木材を集積し、所得につながる収入間伐

に取り組んでいます。この作業では、作業道開

設が必要不可欠でありますので、高知県森林整

備推進事業を活用した基盤整備を推進してまい

ります。 

　水産業について申し上げます。 

　漁業従事者の減少と高齢化、燃料価格の高騰

など、水産業を取り巻く環境は厳しい状況にあ

りますが、すくも湾漁協では、平成１７・１８

年度の第１期施設整備後には、年間計画取扱量

５，１６３トンに対し、１万４，７５９トン、

計画水揚げ高５億円に対し、１３億２，０００

万円の実績を上げておりまして、組合員の所得

向上に大きく貢献をしています。 

　すくも湾中央市場は、ハード、ソフト一体と

なった整備を行うことにより、水揚げ高が増加

するとともに、魚価の平均単価も向上するなど、

水産物の安定供給の場としての役割を担う拠点

市場となりました。 

　今後も第２期施設整備の早期実施に取り組む

とともに、漁協の販売事業の強化などを積極的

に支援してまいります。 

　養殖漁業につきましては、最近、価格が回復

傾向にあり、明るいきざしも見えていますが、

まだまだ厳しい状況にありますので、経営の安

定を図るため、漁業近代化資金の借り入れに対

する利子補給金の交付などにより、支援をして

まいります。 

　漁船漁業の振興につきましては、水産資源の

増殖、保護の推進のため、ヒラメ・イサキ・タ

イ等の種苗放流事業を実施し、海の森づくりや
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モイカの産卵床を設置し、漁家経営の安定に努

めてまいります。 

　また、平成１９年度は、沖の島灯台の沖合い

９．５キロメートルに中層型浮漁礁を新たに設

置する水産業振興対策事業を支援してまいりま

す。 

　商工業について申し上げます。 

　本市の商工業を取り巻く経営環境は、依然と

して厳しい状況にあります。特に、中心市街地

におきましては、商店街の空洞化が深刻な問題

となっています。このため、平成１９年度も引

き続き、商工業者支援のための預託融資を実施

するとともに、宿毛市中心市街地活性化基本計

画に基づき、関係機関、関係団体とのさらなる

連携強化を図り、具体的な事業内容の検討を進

めてまいります。 

　特産品につきましては、地域の素材を生かし

た開発及び販売を支援するとともに、インター

ネット等によるピーアールや、各種イベントに

おける物産展参加等により、普及宣伝に努めて

まいります。 

　観光について申し上げます。 

　本市の観光につきましては、広域観光を視野

に、他市町村との連携を図りながら、「だるま

夕日」等の主要な観光資源の利活用はもとより、

有為な人材を多数輩出した歴史や、出井の甌穴

などを生かした観光ルートのピーアールに積極

的に取り組むとともに、観光案内板を整備し、

観光客の利便性の向上に努めてまいります。 

　さらに、すばらしい景観美を有する県内唯一

の有人離島である沖の島、鵜来島の観光振興に

つきましては、平成１９年度も全国離島サミッ

トへの参加や、各種イベントの開催により、観

光客の誘致に努めてまいります。 

　また、都会からの修学旅行生や観光客に、離

島や漁村等の生活、漁業体験の場を提供するブ

ルーツーリズムを推進し、交流人口の増大によ

る地域の活性化を図ってまいります。 

　市民祭「宿毛まつり」につきましては、市民

が心から楽しんで参加していただけることが、

祭りを充実させることになり、ひいては観光客

の誘致にもつながるものと考えております。関

係団体と協力し、市民が楽しめる祭りやイベン

トとなるように取り組んでまいります。 

　また、早稲田大学が平成９年から全国各地で

開催していました「早稲田フェスタ」が、建学

の母・小野　梓先生の生誕地である本市で、創

立１２５周年を記念して開催されます。早稲田

フェスタ周年記念として、今回が最後のフェス

タとなりますが、同大学の運動クラブ等との交

流体験のほか、化学実験教室や文化講演会、進

路相談会など、多彩な交流事業を予定しており

ます。 

　このフェスタは、「元気都市宿毛」をピーア

ールする絶好の機会でもありますので、関係機

関はもとより、多くの市民のご参加をお願いを

いたします。 

　教育について申し上げます。 

　教育基本法が改正され、新たに公共の精神を

尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育

成を期することや、郷土文化を継承し、新しい

文化の創造を目指す教育を推進することなどが

規定されました。 

　また、高知県において１０年間取り組んでき

ました「土佐の教育改革」も、平成１８年度に

終わり、その間、教育環境の整備や、教育風土

の醸成を目指した取り組みを実施してきました。 

　宿毛市においては、これまで進めてきた教育

改革を生かし、開かれた学校づくりなどを推進

していく中で、学校や保護者、地域が一体とな

って子どもたちを育んでいく取り組みが定着し

つつあるものと考えています。 

　これからもこうした取り組みを継続するとと

もに、基礎学力の定着と、学力の向上を目指し
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て取り組んでまいります。 

　しかしながら、大人社会のモラルの崩壊や家

庭・地域の教育力の低下、不審者情報、いじめ

や不登校など、子どもたちを取り巻く社会環境

は厳しく、憂慮すべき状況にあります。 

　このような状況を踏まえて、「対処」から

「予防」、「量」から「質」への発想の転換や

市民との協働を積極的に進めながら、生きる力

を培い、「確かな学力」と「豊かな心」を身に

つけたたくましい子どもの育成に取り組んでま

いります。 

　学校統合につきましては、行政改革大綱に留

意しながら、将来ビジョンを策定し、保護者や

関係者の皆様と協議を進めてまいります。 

　施設整備につきましては、危険箇所等の改善

を図るとともに、災害時の避難施設として活用

することはもとより、子どもたちが安心して学

習できるよう、平成１９年度は咸陽小学校の耐

震補強工事にも取り組んでまいります。 

　社会教育の推進につきましては、生涯学習の

拠点施設であります宿毛文教センターをより一

層有効に活用し、地域住民のニーズにこたえた

学習を推進することで、地域文化の向上に努め

てまいります。 

　社会体育につきましては、宿毛市総合運動公

園体育施設等を拠点として施設を有効活用し、

市民の健康増進と体力づくりの意識高揚を図る

とともに、キャンプ誘致や各種大会の招致に努

めてまいります。 

　また、「だれもが、いつでも、どこでも」気

軽に体育・スポーツに親しみ、楽しむことので

きるスポーツ環境の整備や、ＮＰＯ法人宿毛市

体育協会を支援する中で、スポーツの振興を図

ってまいります。 

　人権について申し上げます。 

　本市では、これまですべての人々の人権が尊

重される明るい社会の実現を目指し、宿毛市人

権尊重の社会づくり条例の制定を初め、「すく

も男女共同参画プラン」「人権施策に関する宿

毛市総合計画」の策定を行うとともに、人権問

題講演会の開催、講座開設等、さまざまな事業

を実施する中で、人権意識の向上に努めてまい

りました。 

　平成１９年度も、引き続き関係機関と連携を

図りながら、人権問題の解消に向けた取り組み

を進め、市民一人ひとりが人権問題をみずから

の問題として考え、人権に対する正しい認識と

理解を深めるとともに、人を大切にする思いや

りのある社会の実現を目指してまいります。 

　地域情報化について申し上げます。 

　平成２３年７月２４日には、アナログ放送が

終了し、地上デジタル放送に切りかわります。 

　本市では、平成１９年度中にはデジタル試験

放送も開始されることから、ケーブルテレビ局

を通じてデジタル放送に対応したいと考えてい

ます。また、ケーブルテレビで対応できない地

域につきましては、共聴施設に対する国の補助

制度を活用してまいります。 

　西南地域ネットワーク株式会社につきまして

は、経営的に大変厳しい状況にありまして、金

融機関や役員の支援をいただいております。安

定経営を行うには４，５００件の加入が必要で

ありますが、平成１９年１月末で３，０８４件

となっております。地域に根ざした活動を続け

るには、市民の皆様の加入が最大の支援でござ

いますので、ケーブルの配線されている地域の

皆様のより一層のご協力をお願いいたします。 

　福祉について申し上げます。 

　障害者福祉につきましては、平成１８年４月

から、障害者自立支援法が施行されたことに伴

い、障害のあるすべての人が、共通のサービス

を身近な地域で受けられるようになりました。

その一方で、利用者負担として原則１割の負担

額が伴うなど、制度としての課題を抱える中、
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平成１９年１月より利用者の皆様の負担軽減を

市独自で行っています。 

　また、平成１９年度は、障害者が地域で自立

した生活をおくることができるよう、新たに

「地域生活支援センター」に障害者に対する相

談業務等を委託して実施してまいります。 

　児童福祉につきましては、子育てを行う家庭

の経済的負担の軽減等を図る観点から、平成１

９年度から国の制度が改正され、本市におきま

しても、３歳未満の乳幼児に対する児童手当の

額を、月額「５，０００円」から「１万円」に

引き上げます。また、育児不安や児童虐待等の

社会問題を解決するよう努めてまいります。 

　保育所につきましては、安心して子どもを預

けることができるよう、保育サービスの充実に

努めてまいります。また、少子化により、年々

園児が減少している現状にあり、当廃合を含め

た保育所のあり方について、保護者や関係地域

の皆様と協議を進めてまいります。 

　高齢者福祉につきましては、引き続き、「高

齢者保健福祉計画」に基づき、元気で、生きが

いのある生活ができるよう、在宅福祉サービス

の充実に努めてまいります。 

　保健事業について申し上げます。 

　本市では、生涯を通して健康で安心して暮ら

すことのできる地域づくりを目指し、乳幼児か

ら高齢者までを対象とした各種健診、予防接種、

食生活改善、母子保健などさまざまな保健事業

を推進しています。 

　平成１９年度も、基本健康審査や各種がん検

診を実施し、疾病の早期発見と受診率のより一

層の向上を図り、予防対策に主眼を置いた市民

の健康意識の高揚に取り組んでまいります。 

　また、本市では、死因の約６０パーセントが

生活習慣病であることを重く受けとめ、特に壮

年期層の基本健康診査の受診を進めてまいりま

す。 

　介護保険事業につきましては、平成１８年度

に介護保険法が改正されたことに伴い、高齢者

が地域において自立した日常生活を営むことが

できるよう、地域包括支援センターを設置、高

齢者の生活を支える地域包括ケアの中核機関と

して運営をしています。 

　また、６５歳以上の方を対象に介護予防とし

ての「はつらつ健診」を実施し、寝たきりの原

因となる生活機能低下の早期発見に努めてまい

ります。 

　さらに、「新予防給付事業」を活用し、要介

護状態となっても悪化しないよう、自立支援に

向けたサービスの提供にも努めてまいります。 

　今後とも、高齢者が住みなれた地域で尊厳あ

るその人らしい生活を継続できるよう、保健・

福祉・医療の連携をより一層強化するとともに、

予防対策を初め必要なサービスを提供してまい

ります。 

　生活環境について申し上げます。 

　今日の環境問題は、大気汚染や水質汚濁など

の身近な問題だけでなく、地球温暖化、オゾン

層の破壊、酸性雨などの地球規模での問題や、

ダイオキシン類などの有害化学物質、生態系の

異変などがあり、世界中の国や都市がともに協

力して取り組まなければならない課題となって

います。 

　循環型社会を構築するためには、ごみの発生

を抑制するリデュース、再使用を促進するリユ

ース、再生利用するリサイクルの３つを基本と

して資源の有効活用を推進するとともに、「も

ったいない、コップ１杯分」を合言葉に、水切

りによるごみの減量化と分別の徹底に努めるこ

とが肝要であります。 

　特にごみの減量化は処理経費の削減に直結し

ますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願

いいたします。 

　日常の生活環境問題については、事業者、市
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民が一体となって取り組むことが大切だと考え

ております。 

　生活環境の整備につきましては、市民の皆様

のご協力をいただき、宿毛市のクリーンデーを

年に２回実施しています。また、環境パトロー

ルを行い、不法投棄の防止にも努めています。

今後もこの取り組みを推進するとともに、生ご

みを堆肥化するコンポストの購入及び合併浄化

槽設置整備に対する補助を、引き続き実施する

ことで、ごみの減量化の推進と水質の保全に努

めてまいります。 

　また、リサイクル活動などの身近なテーマで

広報啓発活動にも努めながら、「人にも環境に

もやさしい、発展しながら持続可能なまち」の

実現に努めてまいります。 

　し尿処理場につきましては、平成１７年から

継続していました大規模改修が本年１月に完了

いたしまして、現在、順調に操業を再開してお

ります。なお、当施設を管理運営しています幡

西衛生処理組合につきましては、平成１９年度

からは、幡多西部消防組合に統合し、引き続き

事務を行ってまいります。 

　都市計画について申し上げます。 

　宿毛駅東地区土地区画整理事業につきまして

は、既に市道桜町藻津線沿いに新たな店舗も建

設されるなど、市街地が形成されつつあります

ので、財政状況の厳しい中ではありますが、事

業の早期完成に向けて取り組んでまいります。 

　都市計画道路片島線につきましては、大島片

島地区から県道片島港線、及び市街地への主要

幹線道路として整備しておりましたが、先月、

全線供用開始し、交通の利便性が図られていま

す。 

　宿毛市総合運動公園につきましては、現在、

整備中の遊歩道をもって、一応、事業が終了と

なります。今後はスポーツ大会の開催による地

域振興の拠点施設として、また、生涯スポーツ

や憩いの場として市民の皆様に広く活用してい

ただくことをお願いいたします。 

　下水道事業について申し上げます。 

　「下水道きれいな水を未来まで」をキャッチ

フレーズに、平成４年度から公共下水道工事に

着手し、平成１４年３月には宿毛クリーンセン

ターを供用開始して、市民の生活環境の向上と

公共水域等の環境保全を図るために工事を実施

してまいりました。 

　平成１９年度は、与市明、長田町と高砂の一

部約５．５ヘクタールを供用開始いたします。

これによって、供用開始区域が全体で約１４０．

５ヘクタール、対象戸数が２，２３９戸となり

ます。 

　管渠の整備につきましては、幸町、長田町並

びに区画整理地区で工事を行い、供用開始区域

の拡張を図ってまいります。 

　下水道の整備された地域の皆様には、積極的

な加入促進にご協力をお願いいたします。今後

も加入促進につきましては、広報「すくも」や

パンフレットの配布等による広報活動、また、

未接続者への戸別訪問や宿毛市排水設備工事指

定業者との連携により推進してまいりますので、

ご理解とご協力をお願いをいたします。 

　以上、平成１９年度を迎えるに当たり、市政

運営の基本的な考え方を申し上げましたが、職

員はもとより、市民の皆様にも、一定のご負担

をいただかなければならないような、極めて厳

しい財政状況の中、南海地震対策や、地域振興

のための各種事業等、今後さらに推進していか

なければならない課題も山積しています。これ

ら課題の解決のためには、地元のよいものを再

認識するとともに、近隣市町村の住民とも協調

して地域住民が「産業興し」を実行し、それを

行政が支援していくことが肝要であるというふ

うに考えております。 

　この上は、本市のおかれている現状を積極的
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にお知らせし、ともにこの厳しい状況を乗り越

えていただきたいと考えていますので、市民並

びに議員の皆様方におかれましては、より一層

のご理解とご協力をいただきますようお願いを

申し上げまして、所信の一端といたします。 

　ありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、市長の「行政

方針の表明」を終わります。 

　日程第３「四国西南交通体系調査特別委員会

中間報告」を議題といたします。 

　本件については、会議規則第４５条第２項の

規定により、同委員会より中間報告を行いたい

との申し出がありますので、この際、これを許

します。 

　四国西南交通体系調査特別委員長。 

○四国西南交通体系調査特別委員長（佐田忠孝

君）　おはようございます。風邪を少し引いて

おりますので、お聞き苦しい点はお許しをいた

だきまして、四国西南交通体系調査特別委員会

の中間報告を行います。 

　平成１５年第２回宿毛市議会定例会において

設置されました本特別委員会は、発足以来３０

回にわたる会合を行い、宿毛湾港の利活用促進、

高速道路の建設促進、空港の建設促進など、本

市をめぐる交通体系の整備についての調査研究

を行ってまいりました。 

　この間、宿毛観光汽船の破産という大変厳し

い事態にも直面することとなりましたが、関係

各位のご尽力により、株式会社宿毛フェリーに

宿毛～佐伯航路を引き継いでいただくこととな

りました。 

　同社の経営状況は燃料費の高騰や他航路との

競合という厳しい環境下に置かれているものの、

トラック輸送が増加傾向にあるなど、現在のと

ころ順調に推移をいたしております。 

　宿毛湾港の利用状況につきましては、毎年数

回にわたり豪華客船が寄港しているほか、昨年

１月には地球深部探査船「ちきゅう」が接岸す

るなど、積極的な誘致活動が実を結びつつあり

ますが、宿毛湾港背後地への企業立地はいまだ

実現しておらず、そのことが第２防波堤の建設

に大きな障害となっております。 

　本委員会といたしましても、２回にわたり海

上自衛隊呉地方総鑑部を訪問するなどの取り組

みを行ってまいりましたが、今後とも港湾の利

活用促進のために、官民一体となった積極的な

調査、陳情活動が必要であると考えるものであ

ります。 

　続きまして、高速道路の建設促進についてご

報告いたします。 

　ご承知のように、一般国道５６号中村宿毛道

路につきましては、現在、間・平田間７キロメ

ートルが開通し、さらに間・中村間６．１キロ

メートルにつきましても、平成２０年度の供用

開始を目指して工事が進められておりますが、

平田・宿毛間７．６キロメートルについては、

一部で用地買収が行われているものの、いまだ

工事に未着手であり、このままでは平成２１年

度の供用開始目標が大幅におくれることが見込

まれております。 

　このような状況の中、平成１８年第４回定例

会において、本委員会の委員全員が連名で提案

した「一般国道５６号中村宿毛道路の整備促進

を求める意見書」が、全会一致をもって可決さ

れ、内閣総理大臣並びに国土交通大臣に同意見

書が提出されることとなりましたが、あわせて

積極的な陳情活動にも努め、昨年の１１月１０

日には委員全員と議長で国土交通省四国整備局

中村河川国道事務所を、さらに本年１月２９日

には、委員長と議長で国土交通省四国整備局を

訪問し、それぞれ要望書を提出したところであ

ります。 

　そして、去る２月１日に正副委員長と議長で

冬柴国土交通大臣に面談する機会をいただき、
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地域のおかれた実情を直接説明し、平田・宿毛

間の工事促進について、理解を求めたところで

ありますが、その際、国土交通大臣からは心強

い言葉をいただき、訪問者一同大きな手ごたえ

を感じたところであります。 

　高速道路、湾港、空港はいずれも国民生活や

産業経済活動を支える重要な施設であり、地域

発展のために不可欠な社会資本であります。

我々の任期はあとわずかとなりましたが、本市

をめぐる各種交通インフラの一日も早い完成に

期待を込めて、中間報告といたします。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で委員長の報告は

終わりました。 

　ただいまの中間報告に対する質疑に入ります。 

　質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　日程第４、「議案第１号から議案第６５号ま

で」の６５議案を一括議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　ご提案いたしました議

案につきまして、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

　議案第１号及び議案第２号は、固定資産評価

審査委員会委員の選任について、議会の同意を

求めるものでございます。 

　現委員の山下博文氏が、３月３１日をもって、

田村剛基氏が、５月９日をもって、それぞれ任

期が満了となりますので、引き続き両氏を本市

の固定資産評価審査委員会委員に選任いたした

く、地方税法第４２３条第３項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

　議案第３号は、平成１８年度宿毛市一般会計

補正予算でございます。 

　総額で４，３９６万５，０００円を減額しよ

うとするものでございます。 

　歳出で増額しようとする主なものは、総務費

の職員退職手当５億３，３８７万８，０００円、

土木費の下水道事業特別会計繰出金４９６万２，

０００円などでございます。 

　減額をするものといたしましては、民生費の

知的障害者福祉費１，９９４万３，０００円、

介護保険費１，７３１万２，０００円、生活保

護扶助費６，６００万円、衛生費の塵芥処理費

２，４４６万４，０００円、農林水産業費の林

業振興費２，２９８万１，０００円、商工費の

商工業振興費３，０３０万円、土木費の土木総

務費６，９６９万５，０００円、土地区画整理

事業費３，４７７万円、災害復旧費の現年度農

業施設災害復旧費２，４４４万６，０００円、

現年度土木施設災害復旧費５，２０８万円など

でございます。 

　この財源の主なものは、増額するものといた

しましては、地方交付税５，９６６万７，００

０円、市債２億１，４４０万円などでございま

す。 

　減額するものとしましては、国庫支出金１億

１，４９０万１，０００円、県支出金７，４３

１万９，０００円、諸収入６，９０８万７，０

００円などを計上しております。 

　議案第４号から議案第１５号までの１２議案

は、平成１８年度の各特別会計補正予算でござ

います。いずれも決算見込額として、必要最小

限の経費を補正しております。 

　議案第１６号は、平成１９年度宿毛市一般会

計予算でございます。 

　先ほど申し上げましたが、総額で９２億８，

２９６万６，０００円を計上しております。 

　財政状況や予算編成につきましては、先ほど

行政方針の中で申し上げましたので、省略をさ

せていただきますが、前年度より減額予算とな
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っております。 

　歳入の主なものでございますが、市税２３億

４，３７４万８，０００円、地方譲与税１億３，

０００万円、地方消費税交付金２億４，３３８

万３，０００円、地方交付税３７億５，９００

万円、分担金及び負担金１億９，０４４万４，

０００円、使用料及び手数料１億２，８３１万

円、国庫支出金６億５，６２４万８，０００円、

県支出金６億６，１３８万５，０００円、繰入

金４億３，５３６万７，０００円、市債４億７，

０８０万円などを計上しております。 

　一方、歳出の中で経常経費を除く主なものは、

総務費のフェリー運航経費支援事業補助金２，

０００万円、財政調整基金積立金２，２６６万

２，０００円、施設等整備基金積立金８，００

０万円、選挙費１億１，６６６万６，０００円、

民生費の社会福祉協議会補助金２，７９３万４，

０００円、私立保育所運営補助金５，９５２万

１，０００円、児童館運営業務委託料２，１１

７万１，０００円、衛生費の浄化槽設置整備事

業補助金１，８００万円、斎場大型火葬炉入替

工事費３，４００万円、農林水産業費のレンタ

ルハウス整備事業費補助金１，３６０万円、漁

業経営構造改善事業費補助金７，６０２万円、

県営漁港事業負担金１，９６８万円、商工費の

観光案内板設置工事費１００万円、土木費の県

営港湾事業負担金７，７７５万円、市道維持補

修工事費１，６１０万円、地方道整備事業費１

億２４４万３，０００円、消防費の消防ポンプ

自動車購入費２，０００万円、小型動力ポンプ

付積載車購入費７４０万円、教育費の咸陽小学

校校舎耐震補強工事費５，３５５万円、放課後

子ども教室事業１４８万６，０００円などを計

上しております。 

議案第１７号は、平成１９年度宿毛市簡易水道

事業特別会計予算でございます。 

　総額で２億６，８３１万６，０００円を計上

しております。 

　この主なものは、沖の島簡易水道再編推進工

事費１億２，３００万円、鵜来島簡易水道生活

基盤近代化工事費５，０５０万円を計上してお

ります。 

　議案第１８号から議案第２７号までの１０議

案は、平成１９年度各特別会計予算でございま

す。総額で９１億８，６６２万７，０００円を

計上しております。 

　議案第２８号は、平成１９年度新設の宿毛市

土地区画整理事業特別会計予算でございます。 

　総額で１億１，３９８万３，０００円を計上

しております。 

　議案第２９号は、平成１９年度宿毛市水道事

業会計予算でございます。 

　総額で６億２，３８５万８，０００円を計上

しております。 

　次に、議案第３０号及び議案第３２号から議

案第３４号まで、議案第３８号から議案第４３

号まで、議案第４５号及び議案第５２号の１２

議案は、いずれも地方自治法の改正に伴い、宿

毛市副市長の定数条例の制定を初め、関連する

条例の一部を改正しようとするものでございま

す。 

　改正の主な内容でございますが、「助役」を

「副市長」に、特別職の「収入役」を一般職の

「会計管理者」に、「吏員」を「職員」に改め

まして、会計課を会計管理者の補助組織として

定めるもの、監査事務局の名称を監査委員事務

局に変更しようとするもの、また、宿毛市一般

職員の給与について、人事院勧告に基づきまし

て、扶養手当のうち、３人目以降の子どもの支

給額を１９年度から１，０００円引き上げ、６，

０００円に増額しようとするものなどでござい

ます。 

　議案第３１号、議案第５３号及び議案第５４

号は、新たに、「宿毛市施設等整備基金条例」



－ 17 －

を制定するとともに、「宿毛市ふるさと創生基

金条例」及び「宿毛市社会教育基金条例」を廃

止する条例でございます。 

　一定の目的を達成した基金については、厳し

い財政状況の中でございますので、整理し、新

たに地震対策を初め、市民の安全や福祉の向上

のための施設や機械備品などを調達する際の経

費に充てるため、基金を設置し、有効に活用し

ようとするものでございます。 

　議案第３５号は、宿毛市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例でござ

います。 

　内容につきましては、国と同様に休息時間を

廃止し、休憩時間を４５分から１時間に変更す

るものでございます。これに伴いまして、職員

の就業時間は１５分遅くなり、午後５時３０分

までの勤務となります。 

　議案第３６号は、職員団体のための職員の行

為の制限の特例に関する条例の一部を改正する

条例でございます。 

　内容につきましては、職員団体との交渉につ

いて、国の準則どおり適法な交渉に改め、明確

化しようとするものでございます。 

　議案第３７号及び議案第４７号は、「宿毛市

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例」及び「宿毛市青少年育成センタ

ー設置条例の一部を改正する条例」でございま

す。 

　内容につきましては、青少年育成センターの

運営に関する審議を宿毛市教育審議会に諮問す

ることができるよう、それぞれの条例を整備し

ようとするものでございます。 

　議案第４４号は、宿毛市特別会計設置条例の

一部を改正する条例でございます。 

　改正内容は、新たに宿毛市土地区画整理事業

特別会計を追加して、本事業の円滑な推進を図

ろうとするものでございます。 

　議案第４６号は、宿毛湾港工業流通団地への

工業等導入における固定資産税の課税免除に関

する条例の一部を改正する条例でございます。 

　内容につきましては、進出企業に対する優遇

措置として、進出後５年間、固定資産税の課税

を免除できるよう地方税法第６条に基づき、条

例の一部を改正しようとするものでございます。 

　議案第４８号、議案第４９号、及び議案第５

１号は、「宿毛市立運動場条例」、「宿毛市和

田体育館の設置及び管理に関する条例」及び

「宿毛市都市公園条例」の３条例をそれぞれ一

部改正しようとするものでございます。 

　内容につきましては、スポーツ施設の使用料

の改正でございます。施設間での使用料の格差

の是正と、利用者が使いやすいように使用時間

帯の細分化も行いました。また、電気料金など

光熱水費等につきましては、利用していただく

皆様に受益者負担として、実費相当額を負担し

ていただくことを基本としたものでございま

す。 

　議案第５０号は、宿毛市中央デイケアセンタ

ーの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例でございます。 

　内容につきましては、在宅サービスの充実を

図るため、宿毛市中央デイケアセンターを、日

曜日や祝祭日も開館しようとすることと、障害

者自立支援法の施行に伴いまして、障害者も利

用できる施設として規定しようとするものでご

ざいます。 

　議案第５５号は、幡多西部介護認定審査会共

同設置規約の一部を改正する規約でございま

す。 

　内容につきましては、適正な審査判定を行う

ため、審査会委員を１名増員し、１５名体制で

行おうとするものでございます。 

　議案第５６号、議案第５７号及び議案第５８
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号の３議案は、幡西衛生処理組合の解散に伴う

事務の承継、及び財産処分等でございます。 

　平成１９年度から幡多西部消防組合に幡西衛

生処理組合を統合することに伴い、議会の議決

を求めるものでございます。 

　議案第５９号から議案第６１号までの３議案

は、いずれも市道路線の認定でございます。 

　新たに市道路線を認定することについて、道

路法第８条第２項の規定に基づき、議会の議決

を求めるものでございます。 

　議案第６２号から議案第６５号までの４議案

は、いずれも市道路線の変更でございます。駅

前６号線を初め、４路線の終点を延長するなど

の変更について、道路法第１０条第３項の規定

に基づき、議会の議決を求めるものでございま

す。 

　以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

　よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りま

すようお願いを申し上げまして、提案理由の説

明といたします。 

　ありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

　おはかりいたします。議事の都合により、３

月８日及び３月９日は休会したいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、３月８日及び３月９日は休会するこ

とに決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　３月８日から３月１１日までの４日間は休会

し、３月１２日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時１３分　散会 
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平成１９年 
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　　　日程第１　一般質問 
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　　　な　し 
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　　　助 役　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 
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　　　総 務 課 長　　出　口　君　男　君 
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　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 

　　　学校教育課長　　小　島　正　樹　君 

　　　千 寿 園 長　　尾　崎　重　幸　君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、一般質問をいた

します。 

　おはようございます。 

　早いもので、私が議員としてこの議場に立た

せていただいて４年がたとうとしております。

この間、執行部の皆様方におかれましては、私

の質問を真摯に受けとめていただきまして、適

切な対応をしてきていただいたと思っておりま

す。ありがとうございました。 

　本日もよろしくお願いいたします。 

　それでは、一般質問に入ります。 

　まず、初めに、産業振興策についてお聞きい

たします。 

　我が国は、地方分権推進一括法の施行や、三

位一体改革など、地方分権改革が着実に進展し

てきております。地方分権を簡単に言うと、宿

毛市のことは宿毛市で考えて、自分たちでしな

さい。自立しなさいということだと思います。 

　国は、税源移譲という形で、権限とともにお

金も地方に渡そうとしておりますが、もともと

税収が少ない地方と税収の多い都市との間に、

格差が生まれます。 

　この格差の幾らかは、特別交付税などで埋め

ようとしておりますが、いまだはっきりしてお

りません。 

　はっきりしているのは、今まで以上に強い町

と弱い町ができるということです。 

　私たちは、国に対して都市と地方の格差是正

を訴えていくことも大切ですが、その一方で、

この宿毛市を自立のできる強い町にしていかな

くてはなりません。市長自身、財政再建団体へ

の道はたどらないよう努めてまいりますとの表

明がありましたが、このままでは、第２、第３

の夕張市になりかねません。 

　来年度から、税源移譲により、財源の一部が

国によって使い道が制限されたひもつき補助金

から、地方自治体の独自の判断で使える地方税

にかわります。 

　当初予算が年々減少している中で、今までと

同じ自治運営を行っていれば、使えるお金の総

額が減った分、サービスの低下が起こります。 

　私は、地方分権改革を後ろ向きに考えるので

はなく、今こそ特色ある地方自治運営を行い、

宿毛市を強い町にすべきだと考えております。

そのためには、他の地域のまねではなく、この

宿毛市の風土、特色を生かした産業振興をはか

るべきであると考えております。 

　宿毛湾では、昭和３０年ごろからハマチの養

殖が始まり、現在はハマチのほかにマダイやカ

ンパチなど、何種類もの魚が養殖され、その環

境がもたらす成長のよさで、全国において宿毛

湾の評価は高いものがあります。 

　しかし、えさの改良、漁場環境の改善などに

より、養殖魚の成育度、品質が向上したものの、

近年の輸入魚の増大による魚価の低迷により、

養殖業者を取り巻く状況は依然厳しいものとな

っております。 

　しかしながら、世界情勢を見たとき、北京オ

リンピック開催を控え、好調な中国経済を受け、

建設資材が高騰しております。 

　ちなみに、ステンレス鋼管の主原料のニッケ

ルは、この２年で価格が２倍以上にはね上がっ

ております。日本は、世界最大の水産物輸入国

であり、その相手国の１位は中国であります。

４年連続２けたの経済成長を見せる中国と、世

界的に高まっている水産物の需要を見たとき、

将来的に中国からの供給が減少し、日本国内に
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おける水産物が不足することは、多くの関係者

が予想しており、水産物の自給率向上のために

も生産量の安定した養殖に、今最も期待が寄せ

られております。 

　１７年度宿毛湾養殖魚の水揚げ統計額は、１

２４億１，０００万円でありますが、実際は１

５０億円以上といわれております。 

　私は、この養殖魚という特色を生かして、宿

毛市を強い町にすべきだと考えております。し

かし、立派な田ノ浦漁協とは裏腹に、４０年以

上使ってきた各漁港の護岸はくずれかけ、堆積

した土砂により、干潮時には船が岸壁につけな

い。または入港できない状況の港が何カ所もあ

ります。これでは、生産高は伸びません。 

　私は、漁港を管理する宿毛市として、将来を

見すえた上で、早急にしゅんせつや護岸整備な

どの漁港整備をすべきであると考えますが、市

長のお考えをお聞きいたします。 

　また、宿毛湾漁協の水揚げ１７億円と合わせ

て、水揚高２００億円の宿毛湾、それも可能だ

と考えております。この宿毛湾の恵みという特

色を生かした政策を打ち出すことが、宿毛市を

強くする近道だと考えますが、あわせて市長の

お考えをお聞きいたします。 

　次に、南海地震についてお聞きいたします。 

　私が初めて一般質問で自主防災組織の重要性

について訴えてから、早いもので４年が経過し

ようとしております。執行部はもとより、市民

の皆様の理解と協力により、津波浸水地域を初

めとする市内の各地で自主防災組織が立ち上が

ってきております。これからは、せっかく立ち

上がった自主防災組織の継続、活動について、

考えていく必要があると思います。 

　県は、高知県南海地震条例づくり検討会を昨

年５月に設置し、１０月上旬にかけて県内各地

でワークショップを開催いたしました。 

　宿毛市においては、９月１７日に開催され、

私も参加をいたしました。なぜ南海地震条例が

必要なのかというと、今世紀前半にも起こると

いわれている南海地震に備え、この長期的な政

策を継続していくことを法的に担保していくた

めに必要だそうです。 

　この条例の内容についてはここで述べません

が、この場で注目すべき点は、長期的な政策を

継続して行っていくために、法がいるというこ

とです。 

　南海地震は、必ず起こります。しかし、あす

なのか、４０年後なのかはわかりません。そん

な中、マスコミ報道とみんなで備える防災総合

補助金の後押しもあって、立ち上がった自主防

災組織の皆さんの危機感が、いつまで持続する

かが問題であり、名前のみで実態のない組織に

なってしまうのではないかと危惧をしておりま

す。 

　行政方針の表明の中で述べられております、

来年度より開催する自主防災組織リーダー研修

会の中で、自主防災組織を継続するための施策

を議題にしたワークショップも開くべきだと考

えます。 

　また、従来の防災訓練とは別に、市内すべて

の自主防災組織が参加する自主防災組織のため

の防災訓練、これも定期的に行うべきだと考え

ますが、市長のお考えをお聞きいたします。 

　そして、単に避難道整備をするのではなく、

自主防災組織のメンバーによって、道の補修や

危険箇所の整備などを行った場合の材料費の補

助を行えば、自分たちで協力し合って整備する

ことにより、コミュニティー力も高まり、将来

は宿毛市の大きな力になっていくと考えますが、

あわせて市長のお考えをお聞きいたします。 

　最後に、子育て支援についてお聞きいたしま

す。 

　日本の出生率は１９５２年に３を切り、１９

７４年の２．０５を最後に、一度も２を上回っ
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ておりません。 

　さらに、１９９４年には、１．５を下回り、

２００５年には１．２６となっております。宿

毛市も、若干の波はありますが、人口とともに

出生率も着実に減少をしてきております。 

　そんな中、子育て支援への関心は１９８０年

代後半から高まりを見せてきており、現在、少

子高齢化による社会保障費負担の問題などから、

今後の社会を担う子どもの減少傾向に歯どめを

かける国の政策が求められてきております。 

　宿毛市としても、出生率を上げ、人口をふや

していく施策が必要であり、出生率を上げるた

めには、子育て支援の充実が不可欠であります。 

　豊かな子育て支援とは、親が安心して、気持

ちに余裕を持って楽しみながら、子育てができ

る環境を与えてあげることだと思っております。 

　現在、宿毛市では、地域子育て支援センター

すくすく広場にて、生後３カ月から就学前の保

育園に入園していない子どもを対象に、育児相

談、絵本、おもちゃの紹介、遊び、お年寄り、

保育園児との交流、そういったことで子育て支

援をしており、大変好評ではありますが、月曜

日から金曜日の午前中の２時間半と午後の２時

間といった限られた時間しか利用できず、場所

も、現在、平田の１カ所のみとなっております。 

　しかし、現在の宿毛市の財政状況の中で、新

たな支援センターの新設は望めないと考えてお

ります。 

　そこで、新たな支援センターの代役として、

現在、高砂の宿毛クリーンセンター西側に整備

中であります「（仮称）すくもなかよし公園」

を使ってはどうでしょうか。この公園内には、

多目的広場、芝生広場、ブランコ、健康遊具、

コンビネーション遊具、幼児遊具、そしてアク

ションスポーツ施設などが計画されております。 

　私は、この公園に、新たに何かをつくれとい

うのではなく、この公園を計画どおり整備して

いただき、子育てに役立てたいと考えておりま

す。 

　子どもには親以外の大人から愛され、かわい

がられる体験が重要であり、地域のネットワー

クが支え合う育児環境が必要であると言われて

おります。 

　公園ができれば、多目的広場にはグラウンド

ゴルフをするお年寄りが、芝生広場にはペット

と遊ぶ人々、ブランコやコンビネーション遊具

には小学生たち、幼児遊具には就学前の子ども

たち、アクションスポーツ施設には若者たちが

来ます。 

　公園デビューという言葉もありますが、この

公園を利用することによって、同じ年齢の子ど

もを持つ親同士はもとより、さまざまな人々と

の交流をしていただき、子育てに役立てていた

だきたいと考えております。 

　私は、晴れた日に公園でボランティア団体に

よる絵本の読み聞かせを行ったり、保育士によ

る出張育児相談を行うのもよいと思いますが、

市長のお考えをお聞きいたします。 

　また、実際に小さな子ども持つ親から、宿毛

市には大きな公園がない。大方や一本松がうら

やましいという声もよく聞きます。そして、休

みの日に大型量販品店で時間をつぶしている親

子もよく見かけます。 

　近くに整備された公園があるだけで、親は助

かります。この公園は、県が整備をしており、

財政的な理由によって、計画していた遊具の整

備を中止するかもしれないと聞きましたが、宿

毛市民が主に利用する公園であります。宿毛市

として、どのような対応をとっているのか、市

長にお聞きいたしまして、１回目の質問を終わ

りたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長。中平議員の一般

質問にお答えをいたします。 
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　まず、最初に産業の振興策でございます。地

方分権が進む中で、地方は自立していかなきゃ

いけないというお話も承りました。自立するこ

と、非常に大切なことでございまして、これは、

市役所もそうでございますが、市民の方々も、

これからたくさん、産業おこしというものにご

協力を願わなきゃいけないというふうなことも

思っております。 

　それには、この地方におきましては、都市と

の格差というのの、１つにも、インフラの整備

というものは、まだまだ必要だ。政府は、イン

フラ整備は一定終わったというふうなことを言

っておりますが、我々のところには、高速道路

も通っておりませんし、また、先ほど中平議員

がおっしゃいました漁港の整備についても、ま

だまだのところもございます。 

　また、一般道路においても、曲がりくねった

道であるとか、市道の補修とか、そういったも

のが、まだまだ整備をされてないというのが実

情でございまして、これで地方分権だとか、都

会なみのことをしろと言っても、なかなかこれ

は進まないのが実情でございまして、それでも

やはり、我々としては頑張っていくしかないと

いうふうな気持ちで、今はおります。 

　ご質問にございました漁港の整備関係でござ

います。 

　現在、宿毛市の漁港、管理する漁港でござい

ますが、１１港ございます。宿毛市の管理漁港

は８港でございますが、１１港は、ほかの３港

につきましては、県管理漁港ということでござ

います。 

　今、漁港整備は、これまで漁港施設用地利用

計画に基づきまして、局部改良事業であるとか、

海岸保全施設整備事業、漁港改修事業等の事業

に取り組んできたわけでございます。 

　今後、整備が必要と思われます箇所でござい

ます。私どもとしましては、すくも湾漁協関係

では、湊浦漁港、大浦漁港、宇須々木漁港にお

いてのしゅんせつ、そして藻津漁協関係では、

藻津漁港のしゅんせつと護岸の整備が必要であ

るというふうに、認識をしておるわけでござい

ます。 

　中平議員もご存じだと思いますが、非常に財

政的には厳しい折でございまして、そしてまた、

これから公債比率を下げていかなきゃいけない

というふうな、政府からの方針もございます。

非常に厳しくて、新たな起債をたてるというこ

とが、非常に辛い立場にあるわけでございます

が、そういった中で、早急な整備を、本当はし

ていかなきゃいけない。これは、ちょっと難し

いわけでございますが、すくも湾漁協、そして

藻津漁協ともお話し合いをさせていただきなが

ら、また一方で財政状況を勘案しながら、優先

度を考慮して取り組んでいかなきゃいけないと

いうふうなことを、我々思っております。 

　また、この宿毛市管理の漁港で整備をします

と、形、ものによりますが、国で５０パーセン

ト、県で１０パーセント、その他の残りが市の

負担ということでございまして、また、地元に

も一定、ご負担を今までもお願いしている部分

がございます。 

　これからの作業としまして、私どもとしては、

先ほど申し上げました各整備事業に、どれくら

いのお金が、トータル要るのかというふうなこ

とも含めて、きちんとした数字を出しながら、

整備をしていかなきゃいけないというふうに思

っておるところでございます。 

　また、水産関係でございます。非常に優れた

宿毛湾の恵みと申しますか、宿毛湾は非常に、

数でも有数の魚がおりますし、種類もおります。

そういったところで、非常に宿毛湾の水産業は

恵まれた漁場があります。そして、豊かな水産

資源がございます。 

　古くからいろんな漁業が営まれまして、中で
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も、先ほど中平議員おっしゃいましたように、

養殖漁業でございますが、１２０億円の生産を

誇るというふうなことでございまして、この地

域の基幹産業というふうに、私は認識しておる

わけでございます。 

　この流通関係をきちんとしていかなきゃいけ

ないのかなというふうに思っております。流通

につきましては、漁業者個々人の流通体系、形

態をもちまして、市場との販売取引ではなくて、

ほとんどが県外業者との取引となっているよう

でございます。 

　こういった流通体系を変革させるためには、

漁協が養殖魚販売に参入して、宿毛湾の養殖、

ブリとかマダイとかカンパチでございます。そ

ういったすべての魚が、衛生管理型の市場を通

じて流通体系を築いていただいて、ブランド化

の確立が理想の姿ではないかなというふうなこ

とを思っておるわけでございます。 

　この実現のためには、ちょっとおこがましい

かもしれませんが、養殖漁業者の意識の改革と

か、積極的な協力、そしてまた漁協の熱意ある、

主体的な取り組み、さらに行政が支援していく。

つまり、漁業者と漁協と行政、三者が一体とな

って挑戦するような仕組みをつくっていくこと

がいいのではないかなというふうに思っており

まして、こういった認識のもとで、これから中

心的な役割を担うこととなろうかと思います。 

　すくも湾漁協とも、意見交換を重ねていきた

いというふうに思っております。 

　次に、自主防災組織でございます。南海地震

関係についてのご質問で、県の方が南海地震条

例をつくって、そういう形でいろいろワークシ

ョップもしているというところでございます。 

　中平議員ご指摘のとおり、これ、継続を、危

機管理というものは、やっぱりこの継続をして

いかなきゃいけない。継続して訓練していかな

きゃいけないというのは当然でございますが、

これが、緊張というものがなきゃいけない。こ

れがずっと続いていくかどうかというのが、非

常に大切なことでございます。 

　さきの東北の方の地震でも、例えば地震が起

きて津波警報が出ているのにもかかわらず、テ

レビは１日そういうニュースを流しながらも、

避難勧告が出て、それが守られてないというか、

後の報道で聞きましたら、避難をしている人が

ほとんどいなかったというふうなところでござ

います。やはりそういったところが、訓練をき

ちんとやってない部分もあるんじゃないかなと

いうふうに、私自身も感じたことでございます。 

　自主防災組織の活動でございますが、これは

もう、全国的にも大きな課題というふうになっ

てくるんじゃないかと思います。 

　本市におきましても、１９年度、新たにこの

自主防災組織リーダー研修会というものを実施

しまして、活性化を図っていきたい。そのため

の予算を、本議会に計上させていただいており

ます。 

　この自主防災組織リーダー研修会の中での、

自主防災組織を継続するための施策の、ワーク

ショップを行うべきであるというふうな質問だ

というふうに思っておりますが、先ほどの研修

会につきましては、自主防災組織の活動の推進、

それから活性化を図ることを目的として、これ

は実施するものでございまして、先進事例の紹

介であるとか、グループ討議など、これも取り

入れまして、それぞれの地域における自主防災

組織が、本来の目的でございます。 

　自分たちの安全は自分たちの力でを実現でき

る組織として、実際の災害時に、有効に活動で

きるということはもとよりでございますが、地

域のコミュニティーの活性化を図れるように、

支援をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

　それから、議員ご指摘の住民自主防災組織が
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参加する、自主防災組織のための防災訓練でご

ざいますが、これ、昨年は宿毛市総合防災訓練

におきまして、初めて日曜日に開催しまして、

倒壊家屋の救出訓練だとか、津波避難訓練など

に、１８地区の自主防災組織、これは延べ１，

０９０人の方にご参加をいただきました。 

　これはもう、大変有意義な訓練であったとい

うふうに感じております。 

　また、１７年度より、９月の第一日曜日が県

下一斉震災対策訓練と位置づけられておりまし

て、自主防災組織の皆様方にご参加をいただき

まして、避難訓練などを実施しているところで

ございます。 

　こういった機会に、より多くの方々にご参加

をいただいて、それぞれの地域においても、訓

練を実施していただくことが、地域全体の防災

意識の向上につながっていくんではないかなと

いうふうなことを考えております。 

　それから、自主防災組織が実施する避難道の

整備などへの材料等の補助でございます。 

　こういった取り組みを、地域の皆様で実施し

ていただくことも、自主防災活動の活性化とか、

地域の防災意識の向上にもつながっていくんで

はないかというふうなことも思っております。 

　補助制度の導入でございますが、これはまた、

それぞれの区の維持補修なんかの要望もござい

ます。そういったものとあわせまして、これは

前向きな実施をしてまいりたいというふうに考

えております。 

　いずれにしましても、自主防災組織、地域に

は消防団もございます。この方々とも協力をし

合いながら、ぜひ、この認識をずっと維持して

いただくことが大切だというふうに、私自身は

思っております。 

　それから、次に、子育て支援でございます。

「すくもなかよし公園」等で、保育士さんが出

向いて、出張育児相談等を行うというふうなこ

とでございます。 

　先ほど、本の読み聞かせなんかも、そんなと

ころで、天気のいいときには、行ってやってい

ただければいいんじゃないかということでござ

います。 

　非常にすばらしい提案ではございますが、私

どもとしましては、公園が今、整備中でござい

ます。今、保育所そのものも、どういった形で

運営していくか。そして、保育士さんの配置と

いうふうなことも、総合的に考えていかなきゃ

いけない。そういったところに、職員を行かせ

られると、非常にいいなとは思いながらも、行

政全体のあり方として、非常的な、常設でない

ところに職員を張りつけていくというふうなこ

とができるかどうかとか、そういったことを、

少し検討してみなきゃいけないというふうに思

っております。 

　それから、公園の整備でございますが、私も

先週、この公園整備の絵を、初めていただきま

して、これ、民間の団体、皆さん方が、団体が、

こういう絵を初めていただきました。こういっ

た形のものができているわけでございますので、

この公園というのは、宿毛市には本当に、運動

公園はございますが、お子様を連れて遊びに行

くのが、それほど大きなところはございません。

小さなところぐらいしかないものですから、こ

ういった公園ができれば、非常に皆様が、暇が

あるときとか、天気のいい日とか、遊びに行け

るなというふうに思っております。 

　これ、国の補助事業で、港湾環境整備事業と

いうことでの公園整備をされておりまして、い

ろいろな、先ほど中平議員おっしゃいましたよ

うなアクションスポーツ施設であるとか、遊歩

道とか、いろいろなものができるというふうな

絵でございまして、今現在、駐車場とトイレぐ

らいができております。 

　これ、１６年度から工事に着手しまして、多



－ 29 －

目的広場が、完成が１９年度にでき上がるとい

うことで、この事業、１９年度以降も残事業費

が１億９，５００万ほどあります。 

　やはり、この宿毛の地にできる公園でござい

ます。高知県も財政的には厳しいとは思います

が、我々も、市は負担金として１５パーセント、

物を出さなきゃいけない。そういうお金のかか

わりもございまして、宿毛市にできるという公

園でございますので、一定やはり、行政として

もこういったことはやっていただきたいとか、

そういう要望を出せる立場にあるというふうに、

私自身は思っております。 

　中平議員のおっしゃる形の、例えば何かを、

例えば、せっかく皆さんが話し合って決めた絵

でございますから、これをカットするようなこ

とは、ぜひやめていただきたい。できれば、工

事が財政的に厳しいんであれば、少し期間を延

長してでも、こういった形の、皆様に気にいっ

ていただける公園を整備することが、やはり肝

要だというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再質問をいたし

ます。 

　まず、漁港整備についてからですが、現在、

少しここで、議員の中にも組合長がおられると

いうことで、私よりも大変詳しい方がおられる

わけですが、今のすくも湾漁協の方のことを、

若干ここで述べさせていただきますと、すくも

湾中央市場というのが開設をして、１周年を迎

えました。 

　それで、そちらの水揚げ高の方が、約１０億

８，０００万、これから１７億円というふうに

上がってきております。この１７億円に対する

手数料が、組合の収入になるわけですが、こち

らが５パーセントとして８，５００万円の収益

になります。 

　そして、この水揚げ高に比例するような形に

はなりますが、製氷施設、これでつくられた氷

が、これの売り上げが年間に約、現在７，００

０万円ほどあります。 

　そして、もう１つ大きな収入が湾漁協にはご

ざいまして、これは養殖業者に貸している漁場

料であります。これが受け入れ漁業料として、

年間約１億５，０００万円から、昨年に対しま

しては１億６，５００万円ほどの収益になって

おります。 

　この３つが漁協の大きな収入となっておるわ

けですが、これのどれが欠けても、漁業者のた

めに頑張っておられる漁協が、大変、運営が難

しくなってくるということになります。 

　そして、ここで注目すべき点は、確かに養殖

業も、いろいろな魚価の低迷とか、それから思

わぬ病気が発生したりとか、そういったことで

上下はいたします。 

　そして、それよりも、先日、ちょうど高知新

聞にもありましたが、現在、土佐清水市の方で

メジカが不良で、大変悲鳴をあげているという

記事が載っておりました。これによると、先月

２月は、前年比の９９．９パーセントの減だと。

ほとんどゼロということです。そういう状況で

あると。 

　こういった状況が、あってほしくは当然ない

わけですが、宿毛湾の漁業者を襲う状況が生ま

れる可能性も、これは自然相手ですからありま

す。 

　そういった中で、安定な経営を図っていくた

めには、どの、今言った３つですが、実際、２

つの柱、これをお互い、バランスのとれた形で

やっていく必要があると思っております。 

　そして、先ほどから言っている漁港の整備で

すが、この漁港というのは、当然、養殖業者だ

けが使っている漁港ではありません。中まき網、

そして小釣りの皆さん、いろんな業種の方、皆
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さん船を持たれております。この船をとめてい

るのが、漁港であります。 

　そういったことで、すべての漁業者にとって、

この漁港を整備することは、自分たちの生産率

の向上につながると考えております。 

　そして、今の市長の答弁の中で、新たな起債

をこれからしていくのには、大変厳しい状況で

はあるが、漁協の方から要望があれば、漁港整

備を前向きに検討をしていく考えはある、そう

いうふうに私は判断したわけですが、再度、そ

ういった形で判断していいのか、市長にお聞き

をいたします。 

　そして、その話の中で、大変重要なことを言

っておられました。漁業者が、漁業者みずから

の協力が必要であると。それが大切である。そ

して、漁協、漁業者、そして市が一緒になって、

これからのそういったことを考えていく必要が

あるんじゃないかと。輪になって盛り上げてい

こうという話だと思いますが、私もまさしくそ

のとおりだと思います。 

　また、そういった話の中で、先日、田ノ浦の

市場の方に、大型選別機の導入が行われたと思

います。それによって、大変、まき網の方々が

取られた魚が、単価がアップして、効果があっ

たよと、そういったお話をお聞きいたしました。 

　養殖マダイの、例えばですけれども、養殖マ

ダイのフィレカットの機械を導入して、先ほど、

市長の答弁の中にもありました流通経路の開拓

に利用することができれば、これもまた、新た

な宿毛市のそういった漁業者に対する支援にな

ると思うわけですが、こういった必要性があれ

ば、漁協の方からそういった要望があれば、そ

ういったことにも、市として対応していくつも

りはあるのか、市長の方にあわせてお聞きをし

ておきます。 

　そして、続いて自主防災組織についてですが、

自主防災組織については、継続という部分と、

それからあわせていろいろな訓練とかが必要な

わけですが、執行部としても、１９年度予算計

上までして、やっていきますよ、そういった大

変前向きと言いますか、力強いお言葉をいただ

いたので、この件に対しては、再度、市長に答

弁は求めませんが、その中で、少し、私が住ん

でいる港南台の方で、自主防災組織を利用して

コミュニティー力をアップする、そういったこ

とをしてますので、ここで紹介をさせていただ

いておきます。 

　港南台では、年に１回、これ市が協力してい

ただいていると思うんですが、地区の排水路の

清掃がございます。そのときに、この地区の排

水路をするときに、この自主防災組織のグルー

プ、班に分かれて清掃をしております。そして、

組織のメンバーが中心になって、いろいろな活

動をする中で、最終的には放水訓練などをして、

人が集まったときに、地域全体で自主防災組織

の訓練にもつながるような、そういった活動を

しております。 

　そういったことで、大変、コミュニティー力

も上がって、今、自主防災組織自体も、かなり

団結力があると言いますか、かたまった形にな

ってきておりますので、この場を借りて紹介を

しておきます。 

　続きまして、子育て支援についてですが、市

長の方から、答弁の中で、なかなか公園も現在、

整備中でありますし、そしてまた、保育所の問

題、これもありまして、なかなか難しいよとい

うような話の中で、これから前向きに検討をし

ていただけるというふうな答弁だったと受けと

めております。 

　その中で、出張育児相談という形で、今回、

質問をさせていただきましたが、これは、別に

保育士、保健師の方に張りついていただく必要

はないと思っております。月に１回だけでも、

実施していただければ、それがもし可能であれ
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ば、日曜日に実施していただければ、親として

は、少し気になっていることを、遊びに行った

ついでに気軽に相談ができるとか、気になって

いることはあるんだが、仕事を休んで市役所に

行ってまで、ちょっと相談するにはどんなかな

いうて。このぐらいのことを相談する必要があ

るのかなとか、そういった小さなことで、それ

が結構、ストレスになっている親がいると思い

ます。 

　だれでも気軽に相談できる、そういった環境

づくりをしてあげることが、親の精神的なスト

レスの解除といいますか、軽減につながると考

えております。こういった観点から、ぜひ、月

に１回でも公園が整備が完了したその後で、当

然いいわけですから、整備が完了したら、そう

いったことができるかどうか、すぐに対応でき

るように、今から考えていただきたいなと思い

ます。 

　これについて、市長の考え方があれば、答弁

を求めたいと思います。 

　そして、仮称ではありますが、「すくもなか

よし公園」の整備についてですが、先ほど、市

長も設計図と言いますか、予想図と言いますか、

絵の方を提示されて、お話をしておりましたが、

そういった計画とかけ離れた整備になれば、市

民の要望を無視した、利用価値の低い公園にな

ってしまうと考えます。 

　その中で、現在、トイレと駐車場の一部の整

備が完了しているようなお話もありました。 

　先日、私もそちらを見に行かさせていただい

たんですが、大変立派なトイレ。そして、とて

もきれいな、インターロッキングというんです

か、舗装じゃなくてブロックを積み合わせたよ

うな、そういった駐車場が完成しておりました。 

　ただ、私が思うには、そういったお金が、も

し、これから予算が厳しくてお金がないのなら、

そういった高い舗装ブロック、インターロッキ

ングを使って駐車場を整備したり、立派なトイ

レをつくっていただくよりも、駐車場はアスフ

ァルトでもいいので、遊具の一つでも、減額し

てのけてしまうとか、そういったことは市民は

望んでないと思います。 

　やはり、市民は自分たちがそこに行って、有

意義に遊べる、そういった環境の中で、どうし

ても遊具とか、そういった構造物というか、つ

くるものですよね。駐車場とかじゃなくて、そ

ういった物の方に、そういった物の方が大切に

思っていると、私は思うわけですが。 

　現在、国道を、四万十市の方に走っていって

ますと、松田川の、そこの宿毛市の松田川の橋

の上の歩道を、同じような形でインターロッキ

ングでつくった歩道をはずしております。 

　これ、聞くところによると、なかなか維持費

の問題があって、一度はそれで整備したが、は

ずして、今度はカラー舗装か何かにやり直すと

いうような、間違っているかもしれませんが、

そういうお話も聞きました。 

　そういったのを踏まえて、そういった県の対

応に対して、市長が何かお考えがあるのであれ

ば、答弁を求めたいと思います。 

　よろしくお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　中平議員の再質問にお

答えをいたします。 

　まず、１つは漁港の整備でございますが、こ

れ、先ほど中平議員が確認されたとおりでござ

いまして、特にまた、二重に言うべき話でもな

いし、漁港はやっぱり、みんなが使うもので、

整備していかなきゃいけない。これは全くその

とおりでございますので、財政的なものもしっ

かり計画を立てて、そして、先ほども申し上げ

ましたように、この概算でどれくらいかかるか、

そして、何カ年でしなきゃいけないか、そうい

った財政の起債の関係も含めてやらなきゃいけ
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ない。 

　早速、調査だけには図って、国の、例えば交

付金をいただけるとかいう話にもってもいかな

きゃいけないというふうに考えております。 

　それから、流通の関係等でございます。まさ

に先ほど申しましたように、漁業者と、それか

ら漁協、そして行政、これが三者一体、三位一

体と。これの方が、三位一体の方がいいんじゃ

ないかなというふうにも考えておりますので、

そういった形で、行政としても民間の皆様がや

っていくことについては支援をしていかなきゃ

いけない。これは漁協ばかりでなくて、農協も

そうですし、林業の方でもそうです。そういう

ふうなことを思っているわけでございます。 

　それから、自主防災組織の港南台の取り組み

をご紹介をしていただきました。こういった取

り組みで、また地域の皆様が一緒になってやる

ということと、もう一つ、地域の皆さんの活力

を養成する。また、訓練にもなるというふうな

ことで、非常にすばらしいことだと思っており

ます。 

　また、自主防災組織間でも、いろいろこうい

うことをやっている、ああいうことをやってい

るとかいうふうなことが、まさにワークショッ

プになろうかと思いますし、そのリーダー研修

会においても、こういったものを情報交換、生

かしていっていただければ、よりよいものにな

ってくるんじゃないかなというふうに思ってお

ります。 

　それから、子育て支援での講演等、それから

出前の話でございます。 

　子育て支援そのものも必要ですし、出生率の

話から、中平議員入っておりますので、出生率

を上げるためには、まず、市全体の雇用の問題

であるとか、それから若い人にも、結婚もして

いただかなきゃいけない、そういった問題もご

ざいます。 

　また、先ほどの、ずっと主張されてます出張

育児相談、子育てに悩んでいる親御さんの相談

相手にもなってあげるということも、非常に大

切だと思います。 

　公園ができてからの話というふうなことも申

し上げましたが、これについては、総合的に考

えて、できるならそうしていきたいと。保育士

さんでなくてもいい。その公園でという話でご

ざいます。 

　また、例えば近所の保育園にいくと、保育士

もおりますし、保育所もありますので、そうい

ったところでも相談ができるように、気軽に行

けるようになればいいかなというふうなことも

検討してまいりたいというふうに思います。 

　それから、仮称だということですが、「すく

もなかよし公園」でございます。市民の望むも

のにということでございます。これは、先ほど

申し上げましたように、市民の皆様が寄り集ま

って、こういった公園にしてくれという要望の

中から出て来ているというふうに、私は承って

おります。 

　また、本当に財政的に厳しいんであれば、そ

の節約できるところは節約して、材質とかいろ

いろ考えてやる。 

　例えば、私はスケートボード場ですか、ああ

いったところにも、それほどメーカーの言うよ

うな、何千万というふうなものをかけないで、

例えばこちらに木がありますから、木材ででも

回してやれば、それほどのお金かけなくても、

遊具に何千万じゃなくて、何百万ぐらいで済む

んじゃないか。そういった方法を考えていった

方がいいと思います。 

　私も、貧乏人のこせがれで育ってますので、

やはりもったいないということ、よくわかって

おりますので、先ほどの駐車場にインターロッ

ク、これはどういった考えでやっている、県が

実施しているのか、私もまだ聞いておりません
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が、やはりこういった物についても、提案とい

うか、そういうものもしていって、余り華美に

わたらず、できる限りお金の状態に応じた形で

の材質等、そういったものをつくっていくとい

うことが、またこれも市民のためにもなるんじ

ゃないか。 

　また、ブランコなんかでも、それほど既製の

ものを、例えば高いものを買うことはないし、

せっかく木があるわけですから、木のものでつ

くっていくとか、そういったことも考えていっ

ていいんじゃないかなというふうに思っており

ます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再質問をいたし

ます。 

　ただいまの市長の答弁で、大体のことはわか

りました。ぜひ、そういった方向性で実施して

いただきたいと思います。 

　それで、１点だけ再質問をいたします。 

　再質問の内容は、産業振興についてですが、

現在、これはまあ、市の方からいただいた資料

をもとにお話をするわけですが、１７年度の宿

毛市の主な産業の販売額というものを、出して

いただいたところによると、水産物、水産関係

ですね、そちらの方が約１２３億円、これもっ

と上がると思います、実際は。 

　そして、農業の方が３０億円。そして、製造

業の方が１６０億円となっております。これは、

すべて「約」がつくわけですが。 

　こういったのを見たときに、ほかの、宿毛市

以外の町と比べてみて、平均的な町と比べて見

ていただければわかると思うんですが、かなり

水産業のウエートが高いということはわかって

いただけると思います。 

　現在、先ほどからいろんな三位一体改革で、

地方分権が進んでますよと。いろいろな話を、

僕もしましたし、市長もずっとされてきており

ます。 

　そういった厳しい財政状況の中で、限られた、

少ない予算を少しずつ分けて、産業の振興、活

性化につなげようとしても、なかなか難しい状

況であるのではないかと思っております。 

　私の考え方なんですが、まず、宿毛市として、

何に力を入れていくのか。可能性の高いものを

見きわめていただきまして、それに先行投資を

し、そしてそこがもたらす雇用や流通、そして

利益を生むことによって、市に入ってきます税

金、そういったものを使って、そして周りの産

業も底上げを行っていく。そういった方向性を

考える時期で、今はあるのではないかと、そう

いうふうに思っております。 

　そういった宿毛市全体の底上げを図っていく

ためには、現在、漁業者に元気になってもらう、

そういった政策こそが即効性があり、水産業を

産業振興の、そういった振興策の中心に位置づ

けるべきではないかと、そういった思いがあり

ます。 

　これについて、市長の考え方がございました

ら、ぜひ答弁をいただきたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　中平議員の再々質問に

お答えいたします。 

　なかなかいいご提案とはいうふうには考えて

おりますが、少しずつの予算も、なかなかでき

ないような状況もございまして、やはり水産業

も農業も、やっぱり林業も、それぞれに長所を

伸ばしていくということは大切でございますの

で、水産業に特化した形での、今、優先度を全

部つけていくということには、なかなかちょっ

と、内部におります執行部といたしましては、

それだけにという特化は、ちょっと厳しいもの

がございます。 

　いいところを伸ばしていくということで、産
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業が振興していくんだというふうに思います。 

　予算は限られておりますが、どこを重点的に

やっていくかというのは、それぞれの分析も要

ります。今すぐ、ここで分析をしておりません

ので、まことに申しわけないんですが、こうい

った形で産業振興は、何をどこに、重点的にお

金を配分するのがいいのか。そしてまた、お金

を配分ではなくて、意識の問題でやっていただ

くというところもございますし、そういったも

のも、少し考えていかなきゃいけない。また、

皆様にもご協力を願わなきゃいけないというふ

うなことを、今は思っております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　今の市長の答弁をお聞

きいたしまして、水産業だけではなくて、農業、

林業、そういったものではありますが、その中

で、必要性、ある程度は優先順位をつけて、予

算配分とかも実行していただけると、そういう

ふうに私は思いました。 

　ぜひ、市長には早い段階で、いろいろな決断

をしていただきまして、宿毛市が財政再建団体

に陥ることのないように、頑張っていただきた

いという思いを込めまして、私の一般質問を終

わります。 

　ありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　おはようございます。

１番、一般質問をいたします。 

　私がこの壇上に立って、こうして質問をさせ

ていただくようになってから、はや４年の歳月

が流れました。みずからの不注意による事故で、

入院を余儀なくされた一昨年の９月議会は欠席

してしまいましたが、きょうで１５回目の一般

質問となります。 

　私は、地方自治体は市民生活の防波堤である

べきとの信念のもとに、議員活動を続けてまい

りましたが、市長を初め、皆様からは難題の質

問にも心ある答弁を続けていただきまして、ま

ことにありがとうございました。 

　市民から託された要望が、行政に携わる皆さ

んに伝わり、それが実現できたときに、議員と

しての責務の一端が果たせたと感じたことでし

た。 

　本日も、暮らしに直結する問題で、質問通告

に従い、一般質問をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

　まず、市長の政治姿勢についてお尋ねいたし

ます。 

　１番目には、介護認定者の減税手続について

であります。 

　昨年の夏ごろ、多くの市民から住民税が昨年

の何倍にもなっている。市からの課税通知が間

違っているのではないか、見てもらいたいと相

談を受けました。しかし、どれも市民税と県民

税の納税通知書が間違ってはいませんでした。 

　異常な増税通知となってしまった原因は、平

成１６年と１７年の通常国会で、自民党と公明

党に支えられた小泉内閣が、公的年金等控除の

縮小、老齢者控除の廃止、住民税における高齢

者の非課税限度額の廃止という、３つの税制改

悪法案を提出し、成立させてしまったことにあ

るわけでございます。 

　特に高齢者は、国保税や介護保険料を初め、

公営住宅家賃並びに医療費自己負担等の増加に

も影響を与えました。 

　さらに昨年、住民税非課税世帯の市民は、新

年度には定率減税がすべて廃止されるために、

昨年よりも一段と増額となった納税通知書が届

くものと思われます。 

　税源移譲の関係で、今年の２月分以降の年金

からの所得税が減り、喜んでいる方もおるかも

わかりません。しかし、よかったと思う間もな

く、この夏に市から届く納税通知書は、その年



－ 35 －

金の減税額を上回る増税通知となり、多くの市

民が驚かれるのではないかと思います。 

　小泉内閣の５年間で、定率減税の廃止、配偶

者特別控除の廃止、消費税の免税点引き下げな

どとともに、高齢者への増税額約４，０００億

円を含め、庶民には総額約５兆円を超える増額

が押しつけられました。 

　一方、大企業や大資産家には、約３兆円もの

減税が行われました。新たな政権、安倍内閣も

この路線をさらに進めようとしております。 

　さて、法律で決められてしまった税金は、罰

則を伴っているのでだれも拒否することができ

ません。しかし、所得の低い人等に対する税金

の減税や免除の措置、確定申告による税金の還

付等は、これも法で定められた節税の手続であ

ります。 

　ここで、市長にお尋ねしたいのは、この確定

申告をするときに必要な介護認定者に対する障

害者控除対象者認定書の発行を、宿毛市として

はどのようにされているかということでありま

す。 

　ご承知のように、障害者手帳の交付を受けて

いる場合、納税者本人や扶養親族に障害者がい

る納税者は、障害者控除が受けられます。また、

本人が障害者である場合には、年間所得が１２

５万円以下なら、住民税が非課税になります。 

　これまでの税制では、６５歳以上の高齢者は、

年間所得１２５万までの人は、住民税が非課税

でした。ですから、障害者である高齢者も、障

害者控除の手続をするメリットはありませんで

した。 

　しかし、住民税における高齢者の非課税限度

額の廃止が決められてしまった今日では、障害

者控除の申請をすることで、納税する税金が少

なくなります。この障害者控除は、身体障害者

手帳を持っている人だけでなく、寝たきり状態

の人や、障害者手帳を交付されている人と同程

度の障害があると、市町村長や福祉事務所長か

ら認定をもらえば、身体障害者控除の手続がで

き、減税となります。 

　６５歳以上で介護認定を受けている人には、

多くの自治体が障害者控除対象者認定書を交付

し、納税者はそれを添えて確定申告をすれば減

税となります。 

　具体的には、要介護２以下であれば、障害の

３ないし６級に。要介護３以上であれば、障害

の１、２級を目安に、障害控除対象者認定書を

交付している自治体もあります。 

　この認定書交付を受けるためには、まず本人

が認定書交付申請書を提出しなくてはなりませ

ん。この申請書の用紙は、市町村や福祉事務所

の窓口に多くの自治体が準備しています。 

　そこでまず、１点目としては、宿毛市では、

この申請書が福祉事務所の窓口に準備されてい

るのかどうか。 

　２点目としては、これまでに認定書の発行実

績があるのかないのか。 

　３点目としては、介護認定を受けている市民

に、認定書をつけて確定申告をすれば、減税に

なることを知らせてあげるべきではないか。 

　最後に、もしこの認定書を交付するようにし

ていないのであれば、すぐに認定書を交付する

ようにすべきではないかと、私は思います。 

　以上の点について、市長の所見をお尋ねいた

します。 

　次に、保育行政についてでございます。 

　私は、１２月議会で少子化対策について議論

させていただきました。 

　先ほど、中平議員からも少子化問題について

の提起がありました。 

　親が働きやすい環境をつくるためにも、保育

行政や教育行政の充実を求めているわけでござ

います。 

　この少子化対策の根本的考え方としても、将
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来、我が国の税金や年金の払い手がいなくなる

とか、労働力確保のためとか、国家にとっての

必要論ではなく、自分が子どもを産んで育てた

いと考えている人のために、産みやすい、育て

やすい環境を整えることこそ、行政が行う子育

て支援であることを明らかにしました。 

　これは、日本共産党の政策でもあるし、私自

身の考え方でもあります。 

　ところが、こうしたことを所管する厚生労働

大臣が、国会論議の場で、「女性は子どもを産

む機械」と発言するとともに、「子ども２人が

健全」とも発言しました。女性を出産する機械

とみなし、一人っ子や子どもを生めない人は不

健全であるかのような発言をすることは、言語

道断であります。 

　自民党政府の要人の発言に加えて、自民党の

高知市議は、「機械のさびきった子どもの産め

ないおばさん」発言をしています。どちらも社

会的批判の大きさに、一応、形ばかりの謝罪は

しましたが、職を辞任するなどの責任はとって

いません。 

　女性を子どもを産む機械と発言しても、責任

をとるほどの問題ではない。こう判断する、こ

れが美しい国論を説く安倍内閣の本質ではない

でしょうか。 

　このことについて、市長の所見があればお聞

きしたいと思います。 

　さて、子どもを産みやすい、育てやすい社会

的環境づくりの面から、今回は２つのことにつ

いてお尋ねいたします。 

　まず１点は、公立保育所の統廃合についてで

あります。昨年１２月には、保護者に対して、

そして１月には、和田区に対して、和田保育園

を１８年度で廃止したいとの説明がありました。

保護者会、和田区は、ともに１８年度廃止には

反対であることを決議し、その旨を市に申し入

れたわけでございます。 

　宿毛市の行革プランでは、統合目標が２１年

度と計画には上がっていたので、私は昨年の３

月議会でこうした組織や機構の統廃合は、関係

市民の反対を押して強行しないことを求めまし

た。市長も、関係市民の理解を得て進めると答

弁をいただきました。 

　こうしたことから、じっくり話し合いを持つ

中で、当初説明を変更していただき、関係者一

同は安堵したことでした。 

　市長が住民の声を聞き、判断される民主的立

場を選択されたことを、私も高く評価したいと

思います。 

　地元では引き続き、和田保育園を残してほし

いとの強い要望があります。行革大綱では、１

小学校区に１保育園を基本とするとし、行革プ

ランでは、二ノ宮とすみれ、和田保育園の統合

となっています。 

　どこかを先につぶすという説明では、納得し

がたいとの声が多く聞かれます。今後の保育所

問題について、長期ビジョンをどうお持ちか、

市長にお尋ねいたします。 

　また、現在、和田保育園では、延長保育が実

施されていないため、仕方なく他の保育園に子

どもを入所させている保護者もあります。こう

したことから、延長保育についての強い要望が

ありますので、これの実現についてもお尋ねい

たします。 

　保育行政の２点目として、認定こども園につ

いてお尋ねいたします。 

　昨年の６月９日、国会で「就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律」、通称「認定こども園法」が、政府

与党と民主党などの賛成により可決されました。 

　この認定こども園制度は、一口で言うならば、

幼稚園と保育園を一体化して経営する園であり

ます。そして、この制度は、小泉内閣が保育行

政の財政負担削減、市場原理の導入という目的
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から検討したものであり、現在の保育行政をさ

らに後退させる内容を含んでおります。 

　この法を受け、県はこれに伴う条例を制定し、

４月１日から認定こども園が始まります。就学

前の子どもへの教育や保育の一体的提供と、地

域の子育て家庭に子育て支援を総合的に供給し

ている幼稚園、保育園のうちで、設置者が申請

してきたものを、県が認定こども園として認定

するものであります。 

　今のところ、安田町とほかに１村、５つの法

人に申請の動きが見られると報道されておりま

す。 

　宿毛市内の動向も、心配する市民もあり、次

の点について、お尋ねいたします。 

　まず、認定こども園制度の内容と制度につい

ての、市長の所見をお聞かせいただきたい。 

　次に、この制度の問題点として、まず１番目

に、幼稚園や保育所の認可基準をさらに引き下

げ、認可外施設を公認化することになり、保育、

教育環境を一層悪化させる恐れがあるのではな

いか。政府が定めた指針に基づき、県が認定基

準を条例で定めますが、児童福祉法で国が定め

た最低基準のように、その条件を満たすことが

義務づけられていません。 

　基準を示しながらも、そのほとんどが望まし

いとのあいまい表現で、規制することにはなっ

ていません。これでは、保護者が安心して子ど

もを預けることができないと思います。 

　２番目には、認定こども園では、保護者と施

設との直接契約であり、保育料の自由設定方式

が導入されるため、国と自治体が責任を負う公

的保育制度の解体に道を開き、憲法や児童福祉

法に基づく保育に欠ける子どもたちへの責任が

あいまいにされるのではないでしょうか。 

　３番目に、県の教育長は、認定や廃止に当た

っては、市町村を経由すると答弁しておられま

すが、宿毛市内での申請の動きについて、あれ

ばお聞かせ願いたい、このように思います。 

　次に、教育行政について、お尋ねいたします。 

　１２月議会でも議論になりましたが、教育長

不在ということではございますが、課題が近々

に迫っておりますので、質問させていただきま

す。 

　１点だけでございますが、全国一斉学力テス

トについてでございます。 

　文部科学省は、来月の２４日に、全国学力、

学習状況調査全国一斉学力テストを実施しよう

としておりますので、このことについてお尋ね

いたします。 

　この調査とテストは、全国の小学６年生と、

中学３年生、約２４０万人を対象に、６０億円

もの税金を投入して実施しようとしているもの

でありますが、その必要性はどこにあるのでし

ょうか。 

　子どもを持つ親は、その子どもの健やかな成

長、人として生きられる人格の形成、その基礎

となる学力を身につけさせたいと願っているわ

けでございます。 

　ところが、今回行われようとしている文部科

学省の調査とテストは、こうした親の願いに逆

行するものであります。このテストは、学校と

子どもに全国規模で、成績順の序列をつけるも

のであります。過度な競争を押しつけることに

より、成長途中の子どもに大きな心の傷をつけ

ることにもなるものであり、この中止を強く求

めるとともに、次の点についてお尋ねいたしま

す。 

　まず、１点目には、この調査の目的を、児童

生徒の学力と学習状況の把握と分析としている。

しかし、高知県では、問題を残しつつも、高知

県教委が実施しているＣＲＴがあり、児童生徒

の学力把握と、指導力向上に生かす材料とすべ

く、教育現場では取り扱われています。 

　さまざまな問題が懸念される全国一斉学力テ
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ストへの参加が、なぜ必要なのでしょうか。 

　２番目に、テストと同時に行われる子どもの

学習状況調査では、家庭に２０１冊以上の本が

あるかないかとか、コンピューターがあるかな

いかとか、インターネットに接続しているかい

ないか、こういった家庭の親や、家庭の状況ま

で調べようとしています。 

　こうしたプライバシー、個人情報を、政府と

文部科学省が把握する必要性がどこにあるので

しょうか。 

　また、政府や文部科学省は、個人の家庭の所

有物まで調査収集し、そのデータを保存する権

限がどこにあるのでしょうか。 

　３番目に、こうした家庭内のことまでも踏み

込む調査を実施するのに、親や保護者には説明

もしなければ理解も得ていない。秘密のうちに、

子どもを通じて個人情報を把握しようとしてい

るのではないかと思われます。 

　４番目に、さらに重大なのは、こうした調査

の回収、採点、集計、発送業務等を民間企業に

委託しているということであります。 

　小学校においては、進研ゼミで有名なベネッ

セコーポレーションに委託されます。中学校は、

ＮＴＴデータ教育測定所、旺文社グループと連

携して当たることになっているようであります。 

　こうした受験産業が業務を請け負い、政府、

文部科学省とともに、個人情報を握ることにな

ります。 

　これらの企業も、物量を中心に、工程によっ

ては他の企業に委託したり、請け負わすことに

もなるのではないか。過去には、民間企業が請

け負う学力テストをめぐって、紛失する事件も

起こっているようであります。このように、個

人情報保護の観点からも、重大な問題があるわ

けでございます。 

　こうした重要なテストや調査をするのに、実

施マニュアルが示されていません。このマニュ

アルは、公開すべきであると思います。 

　６番目に、調査結果の取り扱いについては、

県教委は個々の市町村名や学校名が明らかにな

る公表はしない。市町村の教育委員会が、管轄

内の結果を公表することについては、それぞれ

の判断に任せるとなっているが、宿毛市教育委

員会としては、どこまで公表するのか、明らか

にしていただきたい。 

　非公開で個人情報は守るとは言っていますが、

大阪の枚方市では、こうしたテストの公開を求

める裁判の２審で敗訴し、上告もせず、結果の

公開を決めてしまいました。この種の問題では、

行政の非公開約束は何の保証もないことを立証

したものであります。 

　こういう諸問題がありますので、私は、この

全国一斉学力テストは、宿毛市教育委員会とし

ても、やめるべきだと考えるわけでございます。 

　以上の点について、明快な説明を求めて、１

回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　介護認定者の減税手続ということでございま

す。包括的な説明を、先にさせていただきまし

て、個別にありました申請様式の窓口準備とか、

証明書の発行実績等、具体的なものについては、

福祉事務所長の方からお答えさせていただきま

す。 

　まず、要介護認定者の減税手続でございます。

老齢者所得税法施行令と、地方税法施行令の規

定によりまして、身体障害者手帳の交付を受け

ているもの等のほか、身体障害者に準ずるもの

として、市町村長の認定を受けているものが、

障害者控除の対象とされております。 

　県内で介護保険法に基づく要介護認定結果の

みを基準として、障害者控除対象者認定書を発

行している自治体がほかにはございます。これ
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は承知をしておるわけでございますが、介護保

険法に基づく要介護認定は、障害や機能の状況

を直接判断するんじゃなくて、どの程度の介護

サービスを提供するかを判断するために、介護

の手間のかかりぐあいを判断するものでござい

ます。 

　一方、身体障害者福祉法に基づく障害認定で

ございます。これは、障害者手帳交付のために、

認定されるものでございますが、これは永続す

る機能障害の程度と機能障害による日常生活活

動の制限の度合いに基づいて、判定するものと

いうふうにあります。 

　したがいまして、要介護認定と障害認定は、

判断基準が異なるものでございまして、要介護

認定の結果のみをもって、一律に身体障害者の

何級に相当するかを判断することは、非常に困

難でございます。 

　老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取

り扱いは、国及び県におきましても、要介護認

定結果のみをもって、障害者に準ずるものとみ

なすのは、公平を欠く結果となりまして、不適

切な取り扱いとの明確な見解が示されておりま

す。 

　以上のことから、要介護認定者から障害者控

除対象者認定申請があった場合、介護保険法に

基づく要介護認定結果のみを基準として、障害

者控除対象者認定書の発行はできないというふ

うに考えているわけでございます。 

　障害者控除対象者認定については、やみくも

に市長が判定するということはできないという

ふうに思いますし、一定の、これは基準づくり

が必要だというふうに、私は考えております。 

　個々の事例を参考にしまして、これから基準

をつくっていかなきゃならないのじゃないかな

というふうなことを思っているわけでございま

す。 

　それから、障害者控除制度の周知でございま

すが、これは広報とか介護認定結果通知書送付

時に、周知するように考えております。 

　次に、保育行政でございますが、公立保育所

の統廃合でございます。先ほど、浅木議員から

も、和田の保育園の廃止のことについての経過

が、お話がございました。 

　これ、和田の保育所を廃止するということに

つきましては、これはちょっと、行政側の勇み

足というものもあったようでございます。詳細

に、事前にいろいろなお話をした上で、目標年

次を定めてご説明をすべきところ、これを昨年

末とか、ことし１月になって、ようやく話した

ということがございまして、これは４月にすぐ

廃園ということにはならないという判断をした

ものでございまして、こういった形での取り扱

いについては、絶対しないということでござい

ます。 

　ご協力を願わなきゃいけないことでございま

すので、事前に十分な説明をし、またお話も聞

かせていただいた上で、ご協力、ご理解を願わ

なきゃいけないというふうに、基本的には、私

は思っております。 

　それから、公立保育所でございますが、長期

ビジョンをどういうふうに、市民合意というこ

とでございます。これは、先ほど申し上げまし

たように、これ、宿毛市全体として、一応、考

えなきゃいけない。 

　宿毛市行政改革大綱に基づいての統廃合計画

というふうなことも、具体的には出しておるわ

けでございます。 

　先ほど、浅木議員が小学校区に１園を基本に

というふうなこともおっしゃられておりますし、

これが入っておりますが、こういった少子高齢

化、少子化の時代に、後で申し上げますが、認

定こども園ですか、そういったことが出てきた

りしております。 

　地域として、どういった保育所のあり方。保
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育所というよりも、保育所を含めた小学校、中

学校のあり方もやっぱり、これの中に入れてい

かなきゃいけないんじゃないかというふうなこ

とを、あらためて感じておるところでございま

して、そういったところの長期ビジョンを出さ

なきゃいけないというふうに思っております。 

　それから、出生数の減少に伴い、非常に定員

に満たない園ばっかりでございます。各保育所

でも十分な保育サービスの提供ができにくいよ

うな状況もございます。 

　保育サービスをきちんとした形で提供してい

ける体制をつくっていくためにも、先ほど申し

ましたように、保護者の方々とか、地域の方々

の理解と協力が十分得なきゃいけないというふ

うなことを思っておるわけでございます。 

　それから、延長保育の件がございました。た

だいま、平成７年度から延長保育を実施してお

ります。延長保育を実施していないのが、現在、

和田、みなみというところでございまして、こ

の２園につきましては、財政状況等も含めて、

また定員管理も含めて、現職員体制では非常に

無理なところもございますが、可能な限り、ど

ういった形で延長保育をしていける。 

　例えば、保護者の方が、どういった延長保育、

何時までを求めているのかというふうなことも

調査をさせていただきまして、現職員体制で可

能な範囲で実施していくように努めてまいりま

す。 

　次に、認定こども園でございます。先ほど、

るる浅木議員からもご説明がございましたが、

就学前の保育、教育ニーズに対しては、新たな

選択肢として、平成１８年１０月１日付で施行

されました。 

　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律という、非常に長

ったらしい名前の法律ができておりまして、こ

れに基づきまして、先ほどご質問の中にもござ

いました、高知県認定こども園条例がことしの

１月１日から施行されております。 

　認定こども園というのは、保護者の就労の有

無にかかわらず、保育、教育を行うとともに、

地域の子育て家庭を対象に、子育て相談とか、

親子の集いの場を提供する施設というふうな定

義をされております。 

　特徴といたしましては、保護者の就労の有無

を問わないこと。先ほど申しました。それから、

ゼロ歳児から就学前のすべての子どもが対象で、

４時間利用にも８時間利用にも対応ができると

いうことでございます。 

　従来、文部科学省が所管する幼稚園は、３歳

から５歳の子どもに幼児教育を行いまして、厚

生労働省が所管する保育所は、親の就労状況に

よりまして、ゼロ歳から５歳の子どもの保育を

行ってきております。 

　都市部におきましては、保育所に入りたくて

も入れない、待機児童がふえている状況である

ようでございまして、認定こども園を設置する

ことによりまして、待機児童の解消につながる

ことも考えられますが、先ほど申しましたよう

に、宿毛市では幼稚園、保育所があっても、子

どもの数が少なくなりまして、定員数を割る保

育所ばかりでございます。 

　新たに認定こども園ができると、さらに小規

模の保育所になるというふうに考えております。 

　ご質問にありました現在の幼稚園、保育園よ

り、国の基準が下げられることはないというふ

うに考えてはおります。 

　また、ここでは、保護者と直接契約によりま

して、保育料が自由設定になるために、公立の

保育所に影響が出る恐れもあるというふうに思

っております。 

　認定基準のことを、ちょっと申し上げます。 

　これ、職員の配置でございますが、満１歳に

満たない子どもは、職員、子どもおおむね３人
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につき１人以上、それから満１歳以上３歳に満

たない子どもは、おおむね６人につき１人以上、

それから、満３歳以上の子どものうち、幼稚園

と同様に１日に４時間程度利用するものは、お

おむね３５人につき１人以上。それから、満３

歳以上満４歳に満たない子どものうち、保育所

と同様に、１日に８時間程度を利用するもの、

長時間利用児童というふうになりますが、おお

むね２０人につき１人以上。それから、満４歳

以上の子どものうち、長時間利用児は、おおむ

ね３０人につき１人以上となっております。 

　常時２人を下回ってはならないというふうに

なっております。 

　それから、施設の基準でございますが、幼稚

園及び保育所等の、それぞれの用に供される建

物及びその附属設備が、これは同一の敷地内に

あること。または隣接する敷地内に設置されて

いることというふうなことが、基本的な基準と

いうふうになっております。 

　宿毛市では、現在、どういう認定子ども園の

申請ということがあるかどうかでございますが、

現在、申請をした施設はないというふうに思っ

ておりますが、宿毛幼稚園が実施する方向で取

り組んでいるというふうに聞いております。 

　私どもといたしましては、定員割れの保育所

ばかりでございますし、これ以上、例えば保育

的な施設がふえるというのがいいものかどうか

ということに、ちょっと疑問がございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君）　福祉事務所長。

浅木議員の一般質問にお答えいたします。 

　介護認定者の減税手続についての中で、障害

者控除対象認定申請書があるかどうかというご

質問でございました。 

　現在のところ、置いてございません。 

　それから、もう１点、これまで証明書を発行

したことがあるかというご質問でございますが、

証明書の発行も、これまで行ったことはござい

ません。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長職務代理者教育

次長。 

○教育長職務代理者教育次長（西尾　諭君）　

教育長職務代理者教育次長。１番、浅木議員さ

んの一般質問にお答えをいたします。 

　全国一斉学力テストについてのご質問でござ

います。 

　ＣＲＴを行っておるから、全国学力調査を実

施する必要がないのではないかというご質問で

ございます。 

　宿毛市におきましては、学力の実態を客観的

に把握し、児童生徒への学習指導への活用、あ

るいは指導計画の作成、指導方法の改善に役立

て、基礎学力の定着と学力の向上を図るため、

ＣＲＴを実施しております。 

　一方、平成１９年度実施されます全国学力学

習状況調査の目的は、大きく２点あります。 

　１点は、教育委員会、各学校等が全国的な状

況との関係において、みずからの教育及び教育

施策の成果と課題を把握し、その改善を図るこ

とにより、児童生徒の基礎学力の定着と、学力

の向上を目的とするものであります。 

　もう１点は、全国的な義務教育の機会均等と、

その水準の維持向上の観点から、各地域におけ

る児童生徒の学力、学習状況を把握、分析する

ことによりまして、教育及び教育施策の成果と

課題を検証し、その改善を図るものであります。 

　このことから、全国学力学習調査は、委員会

としましては、実施すべきであるというふうに

考えております。 

　次に、個人情報の取り扱いに関しましてであ

りますが、文部科学省の考え方としましては、

個人情報保護法上、あらかじめ明示された利用
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目的の範囲内であれば、個人情報を利用するこ

と等が許容されており、今回の調査においては、

その実施の目的について、事前に明示しつつ、

今後、さらに十分な説明に努めることとしてお

り、個人情報の取り扱いに関して、特段の問題

は生じないものと考えると、こういう見解がな

されております。 

　次に、民間企業への委託についてでございま

すが、このことにつきましても、文部科学省は、

締結した契約書の中で、機密の保持や個人情報

の取り扱いにおいて遵守すべき事項を明示して

いる。 

　また、契約書に基づき、安全確保の措置や従

業者の監督について、作業所のセキュリティー

確保や情報の取り扱い手順の確実な実施を初め

とする、個人の情報保護等に関する取り扱いを

求めておる。 

　委託先においては、これに基づいて、個人情

報取扱に関する内規等の整備、安全性確保のた

めの研修、データベースへのアクセス制限等を

行っているところであると、こういう見解であ

ります。 

　個人情報の保護の担保がなされているものと

考えております。 

　それから、国において、個人情報を把握する

必要があるかということですが、国において、

直接、個々を特定した児童生徒の情報は、特に

必要ではないだろうというふうには考えており

ます。ただ、学校では、一人一人の児童生徒の

基礎学力の定着と、学力の向上を図るためには、

必要であるというふうに考えております。 

　中学校３年生については、解答用紙から名前

の部分を学校で切り取り、組と出席番号で本人

を特定することとしております。 

　しかし、小学校６年生では、昨年１１月に行

われました予備調査、この中で出席番号と名前

の食い違いが見られたという。このため、解答

用紙には、名前を記入して正確性を期すると、

こういう取り扱いになっております。 

　次に、全国学力学習調査の結果の公表でござ

いますが、委員会として、学校ごとの公表は考

えておりません。 

　それから、全国学力学習調査結果の利用につ

いてでございますが、これについては、結果の

分析を十分に踏まえながら、全国の中でどのよ

うな状況であるかを認識し、その上で指導改善

に生かしていきたいというふうに考えておりま

す。 

　それから、実施マニュアルについてのご質問

でございますが、実施マニュアルについては、

配送業者名や回収の日時等が記載されているこ

とから、問題用紙の盗難や配送、回収の運搬時

のトラブルを防ぐため、関係者以外には知らせ

ない旨の通知が、県を通じて国より参っており

ますので、お見せすることはできないという状

況になっております。 

　次に、子どもと保護者へのこの調査の説明に

ついてでございますが、既に国よりリーフレッ

トが送付されており、各学校に配布されており

ます。学校においては、そのリーフレットの写

しを対象学年の児童生徒を通じ、各家庭に配布

するとともに、学校通信などで保護者に周知し、

理解を得ることとしております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　この際、昼食のため、

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時４５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 

○副議長（菱田征夫君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　１番浅木　敏君の質問を継続いたします。 

　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　１番、再質問をいたし
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ます。 

　午前中に、市長の方から１回目の回答をいた

だきました。 

　介護認定者の減税手続についてですが、特に、

タイトルが市長の政治姿勢ということでござい

ましたが、市の運営の上で、昨年、私も決算委

員会へ所属させてもらいましたが、決算委員会

の書類の審査をしていく中で、いろんな形での

税金、それから公的料金等の未納も見られるわ

けです。これについては、決算委員会としても、

適正に集めるべきじゃないかという議論にもな

ったわけです。 

　当然、能力のある人には、きちっと払っても

らうと。それと同時に、そういう支払能力がな

いと、非常に経済的に厳しい人については、税

金等も含めて、いろんな減税措置、そういうも

のがあるわけです。そういうものについては、

困っている人に対しては、減税の措置をして、

払わなくてもいいようにしていく。もらえる人

から、経済力のある人からは、決められた税金

というものをきちっと払ってもらう。負担金等

についても、きちきち徴収していく、こういう

ことは必要なわけです。 

　それと同時に、それぞれの市民の生活を見て

みたときに、やはり、今これだけ格差が激しく

なって、生活が厳しくなっているわけですので、

減額できるものにおいては、市の行政としても、

積極的にそういう法律、規則、条例、こういう

ものを使って、個人の、市民の負担が少しでも

安くなるように、低くなるようにしていくのが、

私は市政ではないかと思うわけです。これこそ、

まさに市民の生活を守る方法だと思うわけです。 

　何も違法なことをやってくれというて頼んで

いるわけではないわけです。決められたことを、

法律そういうものに基づいてできるものであり

ます 

　先ほど来、議論しておりますこの介護認定者

の控除対象認定書、これにつきましても、ほか

の自治体でも既に発行しているわけです。 

　ここへ、一例を挙げますと、例えば、かなり

遠くになりますが、北海道の十勝管内、十勝い

うとこですね。ここでは、２００３年度には８

７通発行したと。それから、４年度には２７９

通になったと。５年度には５１２通、６年は、

１０月現在で５０６通になったということで、

介護を受けているということで、現在はこの認

定書を発行しているということでございます。 

　それぞれ建前もあろうかと思いますが、介護

認定を受けるということは、それに伴って医師

の所見、診断、そういうものも当然必要になっ

てくるわけでございます。 

　それぞれの担当課において、関係書類を持っ

ているわけですので、それに基づいて、この認

定をすればできるわけでございます。 

　そういうことで、よそでもやっている。そし

てまた、先般、隣の四万十市の方へ行ってみま

しても、こういうふうに障害者控除対象者認定

申請書という様式がちゃんとあります、窓口に。

これへ本人が来て書いて提出すれば、それを担

当の方で検討して、認定書発行すると。 

　先ほど、福祉の所長の方からお話ありました

が、宿毛市としては、まだこの認定申請書も準

備してないということです。それを、今ここで

私がけしからんと言うて何するつもりではない

ですが、やはりこういう制度がある。こういう

ものについて、ぜひとも考えていただき、市民

の負担が少しでも楽になるように、同じ税務署

管内にあって、中村に住む人、四万十市に住む

人は、税務署へこの書類を持っていけば還付金

が戻ってくる。宿毛市は発行してくれんきに、

還付金を戻らないと。宿毛市の市民は、税制負

担が、中村の、四万十市の市民よりも重くなる

と。 

　こういうことになっても、おかしいんじゃな
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いかと思うわけです。 

　市長も先ほど、今後、一定の基準をつけて、

つくって、考えていくということですが、具体

的にどういうふうにしていかれるのか、それを

お聞きしたいと思います。 

　それから、保育の行政についてですが、多く

ある課題の中で、的を絞って議論させてもらい

ましたら、保育園の統廃合問題につきましては、

市長からさっき、きちっとした説明がありまし

た。長期ビジョンについては、まだ確立されて

ないということですが、もし市長の方で、こう

いうふうな形でやりたいというふうな概要、こ

ういうものでもあれば、ぜひ示していただきた

いと。 

　特に、保育に対する要望、これはそれぞれの

保護者から、いろんな角度から出されています。

そういうものを踏まえて、今後の宿毛市の保育

行政をどうしていくのかいうことについて、お

聞きしたいと思います。 

　なお、認定こども園につきましては、宿毛で

は今のところ、希望しそうなところはあるけど、

今すぐに申請ということではないということで

すので、深くは入りませんが、なお問題点とし

ては、先ほど指摘しましたように、この現在の

厚生労働省の基準、こういったものを下回るよ

うなものになってもしようがないような部分が

あると。望ましいという表現を使うことによっ

て、特に、例えばその園での給食の問題ですね。

今はそれぞれの園で、保育所でつくって食べさ

すというふうになってますが、こども認定園の

場合は、必ずしもそういうふうに拘束されてな

い。このことによって、先般も新聞記事でも問

題になっておりましたが、小さい子どもには、

食物に対するアレルギー、これがあるというこ

とです。そういったことを把握して、それぞれ

の園でやる場合は、子どもに適した食事、こう

いうものを提供する、与えることができるわけ

ですが、これを外注とか、そういうことになっ

てくると、子どもの状態を把握してまで食事は

つくれないということもあるわけです。 

　これは１つの例でございますが、こういった

問題がある。そしてまた、市長も先ほど触れま

したが、保育料の問題、これにしても、預けた

い人と園側との自由契約であるということで、

ここに問題あるわけです。 

　今、公立保育所であれば、それぞれ所得によ

って、本人の支払能力によって、保育料の料金

が決まっているわけです。低所得者は低い保育

料、収入の高い人は、それ相応に高い保育料と

なっているわけですが、認定こども園では、そ

れを自由に決定してよろしいということになっ

ているために、例えば収入の低い人でも、園の

示すとおりの料金を支払わなくちゃあ入れない

というような問題も起こってくるというふうに

聞いているわけです。 

　こういった面で、問題がありますが、この解

決については、宿毛市長はここで解決というこ

とにはならんと思いますので、問題点だけ指摘

をしておきたいと思います。 

　教育行政については、後から質問させていた

だきます。 

　まず、市長についての再質問をいたします。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の再質

問にお答えをいたします。 

　まず、１点でございますが、介護認定者の減

税手続の関係でございます。 

　先ほど、再質問の中でお話がございました支

払能力のない人とかの減税ということでござい

ます。できる限りのことは、執行部としてやっ

ているつもりでございまして、可能なことにつ

きましても、しているつもりでございます。 

　それから、この介護認定と障害認定の件でご

ざいます。先ほど申し上げましたように、判断
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基準が異なるものでございまして、厚生労働省

の方からも、その判断、これが一律に身体障害

者何級に相当するかとか、それを要介護認定の

結果のみをもって判断するのは、困難というふ

うに表現された通達のようなものが出ておりま

す。 

　したがって、この困難というふうに、国が決

めつけてるということ自体が、我々にとっても

非常に判断のしづらいところがございます。 

　そういうことで、この問題については、少し

県とも相談をしていかなきゃいけないというふ

うに思いますし、どこどこがやっているから宿

毛市もやれということで、我々、判断が困難な

ものを、すぐにやりますというわけには、なか

なかまいりません。 

　したがって、先ほど、私も申し上げましたが、

一定の基準づくりというものが必要ではないか

ということでございます。 

　その基準づくりの具体例ということでござい

ますが、先ほど申し上げました、これは個々の

事例等を参考にして、そういった基準をつくっ

ていかなきゃいけないんじゃないか、そういう

ふうに思いますし、きちんとした障害認定、そ

れから要介護認定とのかかわりを、個々の事例

で見ていかざるを得ないんじゃないかなという

ふうに、私自身は思っておりまして、この基準

づくりを、そういった形での具体的にしていか

なきゃいけない。 

　これも、一応、県等と話し合いの中でやって

いかざるを得ないんじゃないかなというふうに

思っております。 

　それから、保育園の長期ビジョンの概要でご

ざいますが、これから長期ビジョンの概要を、

概要というものを決めていかなきゃいけない。

決めた上で、関係者の皆さん、保護者の皆様と

か、地域の皆様に説明をしていかなきゃいけな

い。説明をした上で、了解をいただいて、一つ

一つから手をつけていくという形になろうかと

思います。 

　私自身が、今やってますのは、宿毛市全体の

地図の中に、それぞれの保育園、保育所、小学

校、中学校の定員を入れたもの、そして、この

中で、今現在だと、１８年度なんですが、現在

員、保育児童、それから児童生徒の現在員数と

いったものを入れたものを、今、つくりつつあ

ります。 

　そういった中で、その区域全体の中で、この

区域をどうしていくか。小学校、中学校、保育

所を含めた形で、ここの地区はこう形をつくっ

ていったらいいじゃないかというふうなことを、

今現在、やっているところでございますので、

概要そのものというものを、表にしたようなも

のでは、まだ示せない状況でございます。 

　そういった形で、宿毛市域全体の中で、考え

ていかなきゃいけない。 

　先ほどもお話がございました、認定こども園

につきましても、宿毛幼稚園の方が、認定こど

も園をというふうなお話もございますし、じゃ

あ、都会では保育所、幼稚園が少ない。子ども

の方が多いという状況がございます。ところが、

我々のところでは、子どもが少なくて保育所が

多いというふうな状況がございます。これ、全

く都会の問題と正反対のものでございますから。 

　例えば、じゃあ、幼稚園の方に、保育所に通

っている園児を、全部入れて、定員をいっぱい

にしていくのか、それとも、まだ地域として、

保育所があるから、そこをずっと継続していか

なきゃいけないのか、その問題を、やっぱり解

決していかなきゃいけない、こんなふうに思っ

ております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　１番、再質問をいたし

ます。 



－ 46 －

　市長に求めた内容につきましては、先ほどの

答弁で、市長は今後、介護者の認定については、

県とも協議して、ほかでも実現しているという

こともありますので、そういうことも含めて、

いろいろ検討するということですので、それを

待ちたいと思います。 

　それと、もう１つ、保育行政につきましては、

やはり、市長、今話しましたように、長期ビジ

ョンについては、立地条件、位置、建てる位置

の問題もありましょうし、それから保育の質の

問題ですね、こういったものも含めて、住民要

求を把握して、今後の、どうしていくのかとい

うことで、聞かせてくれるものと考え、市長へ

の再質問はいたしません。 

　教育問題ですが、学力テストについて、先ほ

ど回答いただきましたが、この全国一斉学力テ

スト、私はそれぞれのクラスで、先生が自分の

教えている子どもに対して、どれくらい力がつ

いたかということをテストすることについては、

全く否定するものではないわけです。 

　しかし、文部省、それからこういう広域にお

いてやる場合には、いわゆる競争をあおるとい

うことが主たる目的になってきているという面

があるわけです。 

　例えば、東京では、既にこれと似たような形

で、今の石原知事がやっているわけですが、こ

の内容を見ると、一斉にテストをやって、これ

を公開すると。学校では、これに対して、１位

からランクづけが全部されていくという結果に

なるわけです。 

　私の手元にも、これ、学校だより、１位校の

学校だよりと、最下位校の学校だよりがありま

すが、名前は言いません。 

　１位校の学校については、この調査の平成１

７年度の結果が発表されました。ここで、国語、

社会、算数、理科を総合した調査結果において、

本校６年生が区内の１位という、すばらしい成

績をあげることができましたと。地域の皆様の

ご支援のたまものと、深く感謝していますとい

うことで、校長先生の名前でお礼を出している

わけですね。 

　一方、最下位になった学校では、本年度の学

力測定調査の結果が出ましたので、報告させて

いただきます。昨年度、放課後学習、サタデー

スクールと頑張ってきましたが、結果は昨年と

同様に最下位でした。大変申しわけなく思って

おりますということで、謝罪文になっているわ

けです。 

　この文書を持って帰る子どもの気持ちはどう

でしょうかね。先生もサタデースクールという

ことですので、恐らく土曜日にも子どもを集め

たり、それから放課後も子どもを集めて、勉強

をさせたけれども、それでも最下位を脱出でき

なかった。順位をつければ、１位から最下位に

なるわけでございます。 

　こういうふうな先生にも苦労をかける、無理

をかける。そして、子どもにも、最下位校とい

うレッテルが張られる。これが、私は心の傷だ

ということです。最下位校の卒業生かというこ

とになって、ほかからいじめに遭う可能性もあ

るわけです。 

　こういった状況の中で、東京では、例えば１

位校には、これは１９年度、今予定されている

分ですが、１位校には受入可能数、俗に言う定

員ですかね、これが１９０名のところへ、４１

６名の入学希望が来ていると。一方では、１１

０名の定員に対して、３５名しか希望がないと。

３分の１しか希望がないと。 

　同じ学校でありながら、東京都内の学校であ

りながら、こういうふうな格差ができるわけで

す。これは、それぞれ校区制を排除したという

か、どこでも好きなところへ行ってよろしいと

いう結果にしたために、こういう状況が起こっ

ているわけです。 
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　これから見ても、学校に、子どもに、全国的

にランクづけをすることの問題点が明らかにな

るわけであります。果たしてこれの１位校にな

った子どもが、人間として優秀なのか。必ずし

もそういうものではないと思います。 

　私は、こういった面から、こういう無用な学

力テスト、これに６０億もつぎ込んでやること

自体に反対するものであります。 

　それと、先ほどの説明の中で、名前の問題に

ついて、ちょっとわかりにくかったわけですが、

個人情報との関係で、その個人情報はいつ外へ

出るかわからんと。警察の、あれば大事にして

いる情報でさえ、捜査情報でさえ、今は外へ出

てしまうという状況なわけです。こういった情

報が、この間の大阪の裁判を通じても、全部表

へ出てしもたと。保護されないというのが現実

の社会であります。 

　こういったものを、文部科学省が率先してや

ること自体に問題があると。 

　万一、これをやったとして、もし成績が悪か

ったところについて、大幅に予算でも入れて、

先生も入れましょう、設備もよくしましょうと

いうことで、これを盛り上げるような行政支援

でもするというんなら、わからんわけでもない

わけですが、そういう保証は何も、文部省は言

ってないと。 

　ただ、ランクづけしているだけやというふう

なことになっているわけです。こういったもの

に協力すること自体に、問題あるんじゃないか

と思うわけです。 

　再度、教育委員会としての、この問題につい

ての答弁を求めます。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長職務代理者教

育次長。 

○教育長職務代理者教育次長（西尾　諭君）　

教育長職務代理者教育次長。浅木議員さんの一

般質問の再質問にお答えをいたします。 

　今回の全国一斉学力調査について、競争をあ

おるだけではないかというようなご質問だろう

と思います。ただ、国の方も、あるいは県も、

宿毛市もでございますが、学校ごとの情報公開、

ランクづけを公表するつもりは持っておりませ

ん。 

　国の方でも、学校ごとの公表はしないという

ことでございます。 

　宿毛市においても、情報公開条例の中で、こ

の国が、あるいはやっていく調査研究について、

将来的に、その事務に支障を及ぼすような状況

であれば、情報公開する必要がないというよう

な規定もありますので、宿毛市として、学校ご

との情報公開をしないという方向でありますの

で、そういう懸念はないだろうというふうに思

っております。 

　それから、個人情報が外へ漏れるというお話

ですが、これについても、先ほど、民間企業の

問題もありましたが、当然、学校には個人ごと

の情報が来てまいります。ただ、これはあくま

でも学習指導上の問題でございますので、当然、

学校の管理下の中で管理をしてまいります。そ

れは、成績表等も、いろんな部分で一緒の取り

扱いができるものと思っておりますので、特に

これが外へ漏れるから、やめたらどうぞという

議論にはならないのではないかというふうに思

っております。 

　以上です。 

○副議長（菱田征夫君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　先ほど答弁をいただき

まして、平行線という部分がありますが、これ

以上議論しても詰めてはいけんと思いますので、

以上をもちまして、私の質問は終わります。 

　なお、先ほど約束した部分、これについては

教育委員会としても、きっちり履行するように

してもらいたいということをお願いしておきま

す。 
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　以上で、私の一般質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　４番浦尻和伸君。 

○４番（浦尻和伸君）　４番、通告に従い、一

般質問を行います。 

　まず、漁業振興について、市長に伺います。

　一昨年の１１月、地元宿毛市や大月町、そし

て国、県の支援をいただき、宿毛市田ノ浦地区

に衛生管理型市場すくも湾中央市場が開設をい

たしました。 

　この市場は、宿毛湾内の１８漁協が合併した

すくも湾漁業協同組合の長年の悲願であったわ

けですが、おかげさまで大きなトラブルもなく、

また、開設から１年で当初計画の５億円に対し、

１３億円が水揚げされるなど、順調に滑り出し

たところでございます。 

　また、荷さばき施設の拡張工事や冷海水、選

別機の増設を内容とする２期工事につきまして

は、宿毛市、大月町とも平成１９年度の事業と

して予算計上をしていただきました。この場を

お借りして、厚くお礼を申し上げます。 

　関係者一同、宿毛湾の拠点市場の運営を通じ

て、宿毛市の大事な基幹産業の１つでございま

す水産業の発展に向け、取り組むべく、決意を

新たにしているところでございます。 

　しかしながら、漁業全般を取り巻く状況は決

して楽観視できるものではございません。 

　ちなみに、農林統計資料の数字を拾い、試算

してみますと、平成７年度の宿毛湾の漁業生産

量が３万９，０００トン、生産額が１８１億円

に対して、平成１６年には２万３，０００トン、

９１億円と、数量で４０パーセント、金額で５

０パーセントと、１０年間に大きく減少してい

るのが、数字の上からも明らかになっています。 

　こうした漁業の長期低落傾向は、何も宿毛湾

に限ったことでなく、県下全域、いや全国的な

傾向と言えるわけですが、漁業に負うところが

大きい宿毛市にとって、漁業が元気になること

は、大きな行政課題ではないでしょうか。 

　さて、厳しい環境にある漁業でございますが、

宿毛湾は、漁業にしても養殖業にしても、県内

では最も恵まれた環境にございます。 

　と申しますのは、先ほど触れました宿毛湾の

漁業生産量と生産額とは、遠洋近海漁業を除い

た高知県全体の漁業生産量、生産額の３分の１

を占めております。宿毛湾は、県内でもトップ

クラスの漁業生産を誇る産地といえるからです。 

　この少なくなったとはいえ、豊富に生産され

る水産物を地域全体の活性化に、上手につなげ

ていく仕組みをつくることができれば、まだま

だ漁業や地域は元気を取り戻せるのではないで

しょうか。 

　このような視点から、すくも湾漁協では、前

段で触れました新しいすくも湾中央市場での鮮

度管理や、衛生管理は言うに及ばず、宿毛湾で

生産されるあらゆる水産物を利用して、漁業者

や地域、漁協に果実を落とそうということをね

らいに、流通販売に取り組むセクションを新た

に設置をすることにしています。 

　近年の食事スタイルを見ますと、中食産業、

外食産業は大きく伸び、核家族化や家族みんな

が集まって一家団らんで食事をするスタイルが

変わり、特に都会におきましては、まな板、包

丁のない家がふえていると言われています。 

　さらに、魚の流通を見ても、産地市場から消

費地市場を経由して、量販店や居酒屋などに魚

が流れる従来型の流通から、市場を経由せず、

産地と消費者とがより近づいた流通、いわゆる

産直と呼ばれるスタイルの移行も進んでいます。 

　こうした食のスタイルの変化、流通の変化を

目のあたりにしますと、鮮魚をそのまま販売す

るには限界はありやしないか。衛生管理や鮮度

管理による食の安全、安心確保もさることなが

ら、食べやすいとか、すぐ食べられる、安くて

おいしい、ごみが出ないといったニーズ側に合
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った食材を、産地側でも用意しておかないと、

今後の産地間競争に打ち勝てないのではないか

という懸念があるからです。 

　ご案内のとおり、宿毛湾では、漁獲されてい

る魚はアジやサバ、イワシといった多獲性の大

衆魚が多く占めていますが、こうした魚がその

まま鮮魚として販売されるのはごく一部で、そ

の大半がえさや水産加工品の原材料として利用

されています。 

　また、マダイやブリといった養殖魚にしても、

そのまま販売される割合は低く、フィレ加工や

味つけ料理といった一次加工や、１．５次加工、

物によっては、２次加工までされて販売されて

いるわけですが、残念ながら、こういった加工

処理の大半が地区外でされているのが実態でご

ざいます。 

　もちろん、宿毛市にもさまざまな水産加工場

が存在します。煮干産地としては、全国的にも

名が通っていますし、練り製品や乾物の製造場

もございます。 

　しかしながら、宿毛湾では、地元の加工形態

では使用しない魚や、さばききれない量の魚が

生産されています。せっかく水揚げされても、

多くの魚が地区外で加工し、販売されていると

いう現状を見ますと、もうひとひねり、もうひ

と工夫して、地元で付加価値を高め、漁業者に

とっても漁協にとっても、そして地域にも潤い

をもたらす仕組みをつくる必要はありはしない

でしょうか。 

　そういう意味で、私は、ある水産資源を利用

した、既存の加工スタイルとは異なる、新たな

水産加工業をおこせないかと考えています。 

　そうすれば、地区外へ流れている果実を地元

にとめることができ、魚価へ反映させることが

できるかもしれません。 

　新たな雇用の場も、確保にもつながります。 

　ただ、断っておきますが、最初から多大な投

資ではなく、具体的に申しますと、本格的な加

工場をつくって、いろいろ加工品を製造しよう

という考えは毛頭ありません。 

　その前段に、綿密な市場リサーチも必要でし

ょう。既存の人的資源や物理的資源を利用して、

試作品を製造し、評価をしてもらいながら、改

良を繰り返すといった地道な努力の積み重ねが

必要でしょう。 

　事業性のめどが立つまでに、どれくらいの経

費がかかるのか、どのくらいの時間がかかるの

かは全くわかりませんし、全くの新規事業だけ

に、漁協にしろ、企業や個人が単独で取り組む

にはリスクが大きく、何らかの行政支援が不可

欠ではないでしょうか。 

　繰り返しになりますが、利用できる資源があ

り、上手に利用できれば、漁業者だけのメリッ

トだけでなく、新たな産業をおこし、雇用の場

の創出という地域振興の１つの柱になり得る事

業ではないかと考えますが、水産加工品への取

り組みについて、市長のお考えをお聞きします。 

　次に、宿毛発情報発信、産品販売についてお

聞きします。 

　先ほど、水産資源の有効活用のため、新たな

加工産業への支援と関連しますが、新商品を開

発しても、それが売れなければ事業として成立

しません。こうしたリスクを回避するためには、

事前の市場リサーチとか、開発に当たってのこ

だわりなど、開発者みずから努力が必要でしょ

う。 

　物があふれ、金太郎飴のように、似たような

商品が乱立する中で、弱小な組織や、個人が単

品だけで売り込みかけても、消費者の方々に選

んでもらえるのは容易なことではございません。 

　自助努力も必要でありますが、こうした単品

単品で販売するさまざまな地域情報、例えば自

然とか環境、そこに生活する人々の暮らし、さ

らには、水産加工品でなく、農産物や、新たに
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商品化された焼酎、ミネラルウオーターなど、

宿毛発、いや必要であれば大月町とも連携し、

地域にあるすべての情報、産品をセットで販売

していく、そういったトータルでの販売戦略も

必要でないでしょうか。 

　商品を選んでもらうのではなく、産地や生産

者、地域を選択肢にしてもらう、そういう発想

です。 

　地域イメージが強力なブランドに育てば、そ

の地域で生産された商品や、サービスも当然売

りやすくなります。現在、修学旅行の誘致を前

提とした体験型観光への取り組みも進んでいる

わけですが、地域イメージに好感を持っていた

だければ、交流人口の拡大にもつながります。 

　また、漁協では、漁師と子どもの森づくりと

して、坂本ダムにおいて、植樹活動に取り組ん

でいますが、この取り組みは、森づくりが最終

的に豊かな海づくりにつながるという基本的な

考え方に加え、第三者の方々に、こうした取り

組みを行っている漁協ということを知ってもら

うことで、漁協そのもののイメージアップにも

なるのではないか。そして、消費者が商品を選

択する際、植樹活動をやっている漁協の商品だ

というイメージを浮かべてくれれば、１つでも

多く買ってもらえるかもしれません。 

　水産業、農業、林業、観光など、宿毛市には

まだまだ売れる資源や産品があると思います。

ただ、それを有機的に連携し、トータルで販売

する仕組みができていないのではないでしょう

か。 

　例えば、漁協では、ゆうパックの顧客リスト

を持っています。恐らく、漁業以外の分野、例

えば農業関係者や商業関係者でも、いろいろな

顧客リストをお持ちでないでしょうか。競合す

る商品どうしでは難しいでしょうが、魚を買っ

てくれたお客さんに、宿毛で生産された農産品

情報も提供する。先ほど触れましたミネラルウ

オーターや、焼酎といった商品情報も流す。観

光情報として、四季折々の見どころやイベント

情報の提供をする。そうした横の連携を、地域

ぐるみで行い、情報発信を行うことができれば、

単品で物を販売するのに比べて、消費者の好感

度が増して、商品として選んでもらえる可能性

が高まるかもしれません。 

　個人情報保護の関係もあり、顧客リストを勝

手に共有すること難しいでしょうが、地域資源

を、地域ぐるみで情報発信する仕組みを構築し

てはどうか、市長のお考えをお聞きします。 

　次に、後継者対策についてお聞きします。 

　漁村の高齢化と新規参入者の減少は著しく、

ある調査によりますと、宿毛湾における２００

３年の漁業就業者数１，０００名が、１０年後、

２０１３年には７００人に、６０歳以上の構成

比も４６パーセントから６０パーセントになる

という予想があります。 

　漁業は、収入が不安定なことに加え、仕事が

きつい、魚のにおいがついて汚い、板子一枚下

は地獄といわれるように危険という、まさに典

型的な３Ｋ職場ということで、若い人々が敬遠

されがちな仕事でもあります。 

　ただ、一方では、まじめに努力すれば、年収

１，０００万を稼ぐことも可能ですし、現に、

若い後継者でそれだけの水揚げをしている漁業

者もいます。 

　また、都会生活から逃れて、豊かな自然の中

で暮らしたい。自然を相手に漁業をやってみた

いという人もふえていまして、漁協の方にも、

都会からの問い合わせがあったり、宿毛まで直

接やってきて、体験乗船までした人います。 

県では、こうした新規就業者の生活費や漁労技

術等を指導する方への謝金を助成する制度があ

り、宿毛市でも一定の支援をいただくことにな

っています。 

　ただ、この制度による研修期間は、２年だけ
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で、その後は本人が船を構え、ひとり立ちする

ことが条件になっています。 

　もちろん、漁船を用意するための支援制度も、

別に用意はされていますが、いずれにしろ、２

年間で漁業技術を身につけ、一人前の漁師にな

るのは大変です。 

　漁師をやりたい方の中には、奥さんや子ども

さんがいる方もいます。見知らぬ地へやってき

て、一家４人の生計を支えるのは大変です。ま

してや、ご主人の漁業研修期間中の収入が、さ

きの県の助成制度だけということであれば、奥

さんも働かなければ生活はできないでしょう。

研修期間が終わっても、よほど優秀な人でなけ

れば、すぐに本人の漁業収入だけで生計を維持

するのは難しいでしょう。 

　先ほど申しましたとおり、漁協としても、新

規就業者の確保は大きなテーマです。新たに漁

業に参入したいという方がいれば、組織として、

全面的にバックアップする考えですが、行政と

して、宿毛へ新たに移り住むという方がふえる

という意味で、水産振興とは別の側面からの支

援ができないでしょうか、市長のお考えをお聞

きします。 

　次に、小筑紫バイパス早期実現について、市

長に伺います。 

　国道３２１号は、小筑紫を経由し、大月町、

土佐清水市への幹線道路であり、観光産業の振

興、福祉の向上等、この地域の振興を図る上で

大変重要な役割を果たしておりますが、小筑紫

町の中心周辺は、道路が狭い上に歩道がなく、

住宅や店舗が接近し、子どもたちの通学のみな

らず、地域住民生活に非常に危険な状態であり

ます。 

　今後、地域住民の快適な生活環境の確保を考

え、市街地を迂回する小筑紫バイパスの建設が、

地域発展の喫緊の課題であり、早期実現できる

よう、高知県へ要望するなどの取り組みをお聞

きいたします。 

　次に、パチンコ店の営業について、市長にお

聞きします。 

　パチンコの営業時間は、２０年前は９時半か

ら９時半までと、私としては記憶をしています。

が、最近では、９時から１１時までとなってい

ます。風俗営業法では、午後１２時まで営業す

ることになっていますが、最近、パチンコファ

ンが多く、若者たちが夜遅くまですることによ

り、労働意欲が失われるとか、夫婦が遅くまで

することにより、子どもたちが夜遅くまで家で

待っている話を聞きます。 

　我々自民党宿毛支部も、商工会議所、ＪＣと

協議をし、午後１０時までにできないか、相談

したことがあります。風俗営業法もありますの

で、これはあくまでもお願いです。宿毛市のト

ップとして、市長のお考えをお聞きします。 

　以上で１回目の質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浦尻議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　浦尻議員、いろいろとお話をいただき、田ノ

浦の市場開設の話から、漁業が元気になるとい

うことが、宿毛市全体が元気になるということ

であるというふうなお話も承りました。 

　先ほど、中平議員も漁業関係の立場からも、

お話もいただきました。私自身も、一次産業、

やっぱり宿毛市そのものは農林水産業、一次産

業が元気になることが一番大切なことだという

ふうにも思っております。 

　先ほど、浦尻議員がおっしゃいました森は海

の恋人ということで、先だっても小学生が山の

方に植林をして、これは漁業組合の主催という

ことでやっていただきまして、各森林組合の皆

様方の、そして川の組合の方々も、いろいろご

協力してやっていただきました。本当に意義深

いことであるし、これから産業を育てるという
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意味でも、そういうことが非常に大切なことだ

というふうに、私自身も思っております。 

　地域に潤いをもたらす仕組み、これは私自身

も一次産業産品については、非常に宿毛市はい

ろんな物があって、そのことが皆さん、気づか

ないようなところも結構あるんじゃないかなと。

いい物が非常にたくさんあるということを、私

自身も認識もしております。 

　今、浦尻議員の全体的な話として、大変よい

ご提案をいただいたというふうに、私自身は思

っております。 

　個別にお答えをいたさせていただきますと、

最初は、漁獲される魚に付加価値を高める加工

品開発への取り組みということでございますが、

これ、議員の質問の中にもありました、魚の加

工商品等ありますが、魚の種類も豊富に水揚げ

されますので、加工の方法次第では、宿毛だけ

の特産品になる商品ができるんじゃないかなと

いうふうな考えは持っております。 

　現在、県の出先機関であります宿毛漁業指導

所が中心となりまして、宿毛市、それから大月

町、湾漁協等、協力体制を整えて、特産となる

何か魚の加工品ができないものか、いろいろ検

討しているところでございます。 

　既存の施設を使って、特に、新たな大きな投

資をするんじゃなくてということで、浦尻議員

からもお話がございまして、アイデアが決まっ

て、加工する魚の種類等の材料がそろった時に、

試作品は県の工業技術センターへお願いすれば、

加工の指導にも来てくれますし、つくってもく

れますので、そういったところをぜひ利用して

いきたいというふうなことを思っております。 

　こういったことが、ある程度、試作関係、そ

してまた試作するだけじゃなく、試してもいた

だかなきゃいけないというふうに思っておりま

すので、一定の時間はかかりますが、この取り

組みには、ぜひ力を入れていきたいというふう

なことも思っております。 

　次に、宿毛発の情報発信とか、特産品販売に

ついて、隣同士提携して、いろいろ宿毛市だけ

の単品でなくて、お隣の市町とかの商品も一緒

に入れたり、農産物と水産物を一緒にしたりと

いうふうな、複数の品物を入れた形で売らせて

いけばいいんじゃないかと。発信していけばい

いじゃないかというふうなご質問だと思います

が。 

　これは、既に昨年７月、８月からですか、宿

毛駅の方で与力という会社にやっていただいて

おりまして、駅が非常ににぎわいを持っている

わけですが、この駅での販売をする際にも、こ

れは宿毛市だけのものではなくて、駅というも

のは、土佐清水、大月町、そして三原村、そし

てまた、隣、愛媛県の愛南町のものでもあると

いう考えで、この宿毛市以外の市町村から、こ

こに展示販売していただきたいというものがあ

れば、拒むものではなくて、全体を受け入れる

ということの基本方針を示しておりまして、そ

こでやっていただいておるわけでございます。 

　非常にそういった、先ほどの浦尻議員からの、

これは私、ご提案というふうに受けとめまして、

提案の形でもっていきたいなというふうなこと

を思っております。 

　せっかくいいものがあるわけですから、これ

を開発し、そして販売していくというふうなこ

とで、市民の皆様の所得向上につながることで

ございますので、ぜひ、お互いに手を携えて、

漁業組合、そしてまたほかの森林組合であると

か、農協等ございます。そういった形で、協力

し合ってやっていきたいなというふうに思って

おります。 

　次に、後継者、Ｉターン、Ｕターン者の漁業

支援でございますが、大変、漁業就業者の減少

と後継者の不足というふうなことがございます。 

　後継者には、地元に残りたいけど仕事がない
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とか、あってもパートやアルバイト等であって、

賃金が安いとか、そういうことがございます。 

　片や、家族で宿毛に住みたい。漁師をやって

みたい、希望を持ってＵターン、Ｉターンする

家族がいるというふうな情報も得ておるわけで

ございます。 

　こんな状況で、置かれておる人たちを、地元

に定着する雇用の場、魅力ある田舎暮らしを創

出するか、環境というものが大事だというふう

に考えております。 

　現在の漁業支援策は、一本釣りですか、釣り

漁業の新規就労者には、現行の補助制度を活用

できておるわけですが、その他の漁業形態とか、

家族等の支援策は、補助制度が現在、適用でき

ていません。 

　浦尻議員ご指摘のとおり、２年の漁師体験で

は、一人前の漁師になれというのが、ちょっと

無理と思いますし、漁師の世界は、そんなに甘

くないというふうには感じております。 

　厳しい上に、大変なリスクを負うので、住居、

職場、そういったところ等の支援策は、市単独

では非常に困難な部分がございますが、これは

また、漁協等の関係者の方々とも共同して、知

恵を絞りながら、市も何らかの助成をしたい。

そしてまた、高知県にも要望したいというふう

に思っておるわけでございます。 

　次に、小筑紫バイパスの早期実現ということ

でございます。国道３２１号は、県管理という

ことでございますが、市政懇談会でも、毎年小

筑紫地区から要望を受けております。市として

も、宿毛市の取り組むべき重点事業に位置づけ

ておるわけでございます。 

　１８年度も県議会の企画建設委員会を初め、

関係各位に要望、陳情を行ってもおります。 

　また、昨年、７月２７日に土佐清水で開催さ

れました国道３２１号改良促進期成同盟会にお

きましても、小筑紫地区バイパスの早期着工に

ついて、強く要望しておりますし、また、同盟

会で９月、昨年の９月６日には、高知県の土木

部長へも要望を行ったところでございます。 

　要望ばかり行っても、なかなかまだ実現でき

ないところがございます。これは、現在、３２

１号線につきましては、以布利バイパスを施工

中でございまして、県の方のお答えとしては、

早期着工は難しいというふうなことでございま

すが、先ほど申し上げましたように、本市の取

り組むべき重点事業として、早期実現できるよ

う、引き続き国、県にも要望をしてまいりたい

というふうに考えております。 

　次に、パチンコ店の営業時間でございますが、

実は、パチンコに関しましては、市外からの、

市内業者さんと市外からの業者さんが２店ござ

います。 

　私、先日、実は古い方の市外からのパチンコ

屋さんと、それから新しい方のパチンコ屋さん

に行きまして、古い方のパチンコ屋さんにつき

ましては、社長にお会いできまして、その時に、

我々も税金が少ないものですから、ぜひよそか

らたばこを買わないで、宿毛市内業者さんから

たばこを買っていただきたいというふうに要望

をしてまいりまして、古い方からあるパチンコ

店さんにつきましては、非常にそのことを理解

を示していただきまして、宿毛市からたばこを

買うことについて、宿毛市の少しでも役に立つ

んであれば、そういうふうにしたいというふう

なご表明をいただきました。 

　もう１店は、全然そういうことはできないと

いうことを言われまして、帰ってきたわけでご

ざいますが。 

　そういうふうに、パチンコ店の方からも、税

金もいただいておるわけでございます。そうい

ったところを、ひとつ申し上げた上で、一応、

営業時間が１０時ぐらいになるまでというふう

なご要望でございます。 
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　これ、私、隣の四万十市長とお二人で話した

時に、やはり四万十市長も同じ考えで、せめて

午後１０時までぐらいでパチンコ店は閉店とい

うか、営業時間はそれまでにしていただきたい

なという話をしたことがございます。 

　ただ、法律というものがございまして、一応、

この法律の関係を申し上げますと、営業許可は

高知県の公安委員会が許可権を有しております。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律、これによりますと、午前０時までは営業

できるということになっています。これは、第

１３条にございます。 

　ただし、都道府県は、政令で定める基準に従

い、地域を定めて営業時間を制限できることと、

できるとされております。 

　営業を営んではならない時間を指定できるの

が、午後１１時からというふうになっているわ

けでございます。 

　ちなみに、県の条例、これは題名を申し上げ

ますと、高知県風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律施行条例というわけですが、

これでは、時間制限をしていませんが、現在、

高知県遊技場協同組合の申し合わせによりまし

て、営業時間を午後１１時までというふうなこ

とでやっております。 

　このような理由から、行政的には、これ以上

の時間制限をすることはできないわけでござい

ますが、ご指摘の事例等について、今後の家庭

教育の大きな問題として、課題として取り組む

べきであるというふうなことも認識しておりま

すし、また、業界においても、考えてももらい

たいことでございます。 

　また、家庭教育に大きな影響を及ぼすんであ

れば、親御さんとして、節度を持ってやってい

ただきたいというふうにも思います。 

　こういった形で、営業時間の制限というもの

を、市役所から法律、条例等をもってできない

というのが実情でございますので、ご了解を願

いたいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　４番浦尻和伸君。 

○４番（浦尻和伸君）　４番、再質問をいたし

ます。 

　まず、再質問をする前に、すくも湾中央市場

については、衛生管理型市場として、日本の５

カ所のモデル市場でございます。この市場につ

きましては、厳しい財政の中、宿毛市、大月町

の大切な税金を投入しています。多いときには

３００トンを超える水揚げがあります。トラッ

クを初め、たくさんの人が出入りをし、食堂を

初め、煮立てをする女性、遅い時は夜中の１２

時を超えます。 

　施設ができたことにより、雇用の場が広がり

ました。漁協も魚を集めることにより、１日１

００トンの氷が足らない日々があります。宿毛

市で一番水道を使う企業、または固定資産税を

含め、大切にいただいた税金を、一生懸命宿毛

市に還元していることを言いまして、再質問に

入ります。 

　ただいま市長の答弁では、商品開発に取り組

み、知恵を使い、商品できればぜひ力を入れて

いきたいという答弁がいただきましたので、質

問はしにくいんですが。例えば、サバを３枚に

おろし、酢に漬け、真空パックをし、急速冷凍

し、大手スーパーで御飯をはめて焼きサバ寿司

とか、酢を特別な酢にするとか、宿毛湾のいろ

いろな魚の身を容器で冷凍し、市長が進める、

直七をはめた、ポイ捨てができる宿毛湾独自の

水炊きができる小さな容器なんかは、いいので

はないかと、私自身も思っております。 

　この件について、答弁は要りませんが、あれ

ばお願いします。 

　次に、宿毛発情報発信についての再質問なん

ですが、先ほどの個人保護の関係については、

個人保護条例の関係がありまして、余り入りま
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せんが、先ほどの１回目の質問の中に、少しだ

けありました。 

　今、ことし修学旅行の誘致を前提の体験型の

取り組みをしています、観光の。長崎県の松浦

におきましては、体験型観光で毎日大型バスが

入っていることを聞きました。今回、栄喜の女

性部を初め、地区の役員の皆様の協力で、修学

旅行生の受け入れの準備をしています。すぐに

うまくはいくとは思いませんが、私が思ってい

るのは、例えば片島に大型バスが何台も入り、

片島では、観光うたせ船を走らせ、とれた魚を

女性部の協力で、みんなで料理をする。また、

栄喜では、チヌかご漁とか、養殖のえさやり、

また夜は小型まき網の観光、そして沖の島では

定置網といったように、長期滞在型の観光にな

ってもらいたいと思っております。 

　ただ、これはボランティアではなく、やはり

ビジネスです。入り込み客が宿毛に来れば来る

ほど、ホテル、民宿、地場産品の販売、いろん

な形で宿毛の活性化になります。市長の意見も

聞いてみたいと思っております。 

　次に、後継者について、再質問をいたします。 

　ただいま、市長も答弁ありましたように、や

はり漁協と検討しながら、県にも要望していき

たいという考えがありました。 

　その中で、今、宿毛湾の漁業形態は多種多様

な漁業が営まれています。高知県では、こんな

にいい環境の海はないです。 

　まず、夜明けとともに養殖業者、渡船業、一

本釣り、定置網、刺し網、かご漁といったメン

バーが、一斉に宿毛湾の海に出ます。宿毛湾の、

そして夕方、船が帰港しますと、今度は加工利

用の小型まき網船団や、沖の島沖で操業する中

型まき網船団、メダイなどを釣る一本釣り船団、

そして引き縄船団が出航します。 

　このように、宿毛湾の海は、一日中漁業が営

まれている海でございます。全国を見ても、こ

のようにサイクルで回っている場所はないと思

います。 

　それだけ宿毛市は、宿毛湾といった恵まれた

財産を持っています。 

　養殖につきましては、日本では屈指の漁場と、

養殖技術のレベルアップを図られ、安心で安全

な、うまい魚が出荷されていますし、若い後継

者もいます。 

　そして、中型まき網船団も、経営者も宿毛、

大月に若いメンバーで構成をされています。乗

組員についても、ほとんどが若者に変わってい

ますが、船を持ち、一人で操業する引き縄船団

を初め、一本釣りのメンバーが高齢になってお

ります。 

　やがておかにあがる時期が近づいてきます。

沖の島沖の黒潮牧場も整備をされていますが、

これからはやはり、後継者不足が心配です。 

　最近、県外から漁師になりたい希望の方は、

主にこの引き縄漁業です。今、漁協も基盤強化

を図り、計画的に新しい漁業者を誕生させたい

のが本当なんですが、例えば、これは例えばな

んですけれども、例えば高齢になった漁師が退

職をして、その後、すくも湾漁協に来てもらい、

教官として船と一緒に来ていただき、鵜来島に

ある廃校なんかを利用した漁業学校なんかをや

ってもろたら、何かいいかなという。 

　そして、生徒に教え、水揚げされた魚は、す

べて漁協に還元し、漁協の方は、給料というか、

補償ができるいうような形でやったら、今後、

いい若者ができるんかなという気もあります。 

　ただ、これは私、今、パッと思ったんですが、

市長がどういうふうな形で、今後の後継者、や

がて皆さんが年老いて生産力も落ちてくるかも

しれませんので、そういうふうなことに、市長

にもいろんなビジョンがあるとは思いますので、

参考にお聞きしたいと思います。 

　それと、小筑紫バイパスについては、やはり
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市長も国の方の大きいパイプがありますので、

ぜひ、この小筑紫バイパスを早目にやり上げて

いただきたいと思います。 

　今、南海地震が叫ばれている中、あの狭い道

に、もし南海地震が起きれば、本当に大変な状

態になります。私も、小筑紫町民の一人として、

ぜひ市長にお願いをいたします。 

　パチンコ店については、これ以上、余り深入

りをすると、営業妨害とかになるかもしれませ

んので、パチンコ店については、再質問をいた

しません。 

　以上です。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浦尻議員の再質

問にお答えをいたします。 

　商品開発でございます。商品開発の前に、田

ノ浦市場が非常に宿毛市にも貢献していただい

ていることに対しまして、お礼もここで申し上

げておきます。 

　商品開発、いろいろ、やはり魚を使ったもの

については、地元の方は非常においしいものば

っかり食べているんじゃないかと、私自身は思

っておりまして。干物ひとつにしても、非常に

おいしいんです。このおいしさは、普通のこと

ですから、余りわかってないんじゃないかなと

いうふうな気持ちを、私自身は思っておりまし

て、実は、たまに東京に、前にもどこかで話し

たかもしれませんが、私、行きましたら、デパ

ートの地下の食品売り場はどんなものが、どれ

ぐらいの値段で売れているかなとか、築地の方

に近かったら、ちょっと時間あれば行って、ど

ういったものが、どれくらいの値段とか、そう

いうものを時々のぞくわけでございますが。 

　１つの例を言いますと、こんな小さなキビナ

ゴが５匹、干物で入っておりまして、これが３

５０円で売られているということなんですね。 

　そういった、本当にキビナゴの干物を目刺し

にしているだけなんですね。それが３５０円っ

たら、宿毛の人なら、恐らく買わないだろうと

思いますが、デパートの地下ですから、やっぱ

り都会の方はそういうものを買って食べている

ということでございます。 

　ついでに言うと、ちょっと弱ったような感じ

だったんですが。こういったものを、価値のあ

る３５０円という値段。恐らく宿毛では５０円

もしないんじゃないかなというふうな感じをい

たします。 

　そしてまた、キビナゴ関係でも、煮つければ

おいしいし、そういったものを味付けして、真

空パックにすれば出て行きます。 

　先ほど浦尻議員もおっしゃいましたように、

サバのすしに、サバずしの姿のすぐ手前まで加

工してあげれば、あとはご自分で酢飯を詰めて、

サバの姿ずしができるというふうな、そこまで

やってあげるというふうな、こういったことを

加工としてやれば、非常に量が豊富であります

ので、東京の市場、東京まで行かなくても、大

阪でもありますし、そういったところにどんど

ん出していけば、ひと工夫することによって、

ちょっと加工することによって、商品開発は十

分できるんではないかなと。 

　大それたことを考える必要ないし、我々の持

っているものをちょっと工夫すればできるんじ

ゃないかなというふうに、また思っております。 

　それから、あと、ブルーツーリズムというこ

とでございます。片島を基地にしてというふう

なこともございますが、こういった形を、民間

の方々でいろいろ取り組んでいただける。そし

てまた、これまた行政も観光資源として、後押

しをしていくということが大変重要なことだと

思いますし、特に田ノ浦市場ができた関係での、

片島をこれから生かしていくためにも、片島基

地で沖の島へ行ったり、それこそ漁師体験をし

ていただくということは、非常に有意義なこと
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でもあるし、これはやっていくべきだなという

ふうに思っております。 

　また、片島については、私自身の頭の中では、

フィッシャマンズワーフ、いわゆる漁師小屋と

申しますか、食事もできるところ、魚の加工品

も販売できるところとか、おいしいものを食べ

させてくれるところ、そういうふうなことでの

使い方、そして大型客船等も着きましたときに、

アクションプログラムとして、魚釣りなんかも、

今はやっておりませんが、これからも入れてい

くべきではないかというふうに思っております。 

　大型客船の方々も、旅行の企画の中にそうい

うものが入れば、四万十、全部が四万十、足摺

というふうにはいかないで、宿毛の地にもとど

まった形での滞在型を、１日おるわけですから、

そういうことを観光としてやっていただけると

いうふうに思っているわけでございます。 

　これにつきましても、釣りについては、漁業

者の方々のご協力が必要でございますので、ぜ

ひご協力を願いたいというふうに思っておりま

す。 

　それから、後継者、Ｕターンの関係での後継

者づくりということでございます。今、浦尻議

員からよい提案があったのは、漁師の方が島で

若い人たちを集めて漁師学校を開くというふう

なことでございます。これも非常にすばらしい

と思いますし、また、そういったことが一緒に、

行政と漁民の方々と一緒になってやれれば、こ

れは生徒さんを、例えば宿毛市のホームページ

で募集するとか、一般的に公募するとか、そう

いったことも含めてやっていけば、これはまた

来る人も結構いるんじゃないかなというふうに

思っております。 

　そしてまた、小筑紫バイパスの件でございま

す。これは、国、県への要望というものは、小

筑紫バイパスは本当に重点事業という形での位

置づけをしておりますので、これからも強く要

望はしてまいりたい。 

　いろいろな理由をつけなきゃいけませんが、

それをずっとやっていきたいというふうに思っ

ております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　４番浦尻和伸君。 

○４番（浦尻和伸君）　今、市長からいろんな

意見をいただきました。本当にありがたい意見

で、本当にうれしく思っています。 

　また、新しい加工品ができましたら、都会と

田舎を知っている市長が、やはり食べていただ

き、悪いかいいかを判断してもらう、そういう

ような形で、実験は市長でやりたいというよう

な形も思っております。 

　それと、ブルーツーリズムの関係については、

細かく、この後、同僚議員が入ってますので、

この辺で、私としては終わりたいと思います。 

　また、漁師学校とか、そういう夢があるよう

な形の海づくりとか、そういう分についても、

今後また、行政といろんな協議をしながら、前

進していきたいと思います。 

　これをもちまして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

○副議長（菱田征夫君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、通告に従って一

般質問をいたしますが、その前に、この場をお

借りしまして、一言ごあいさつをさせていただ

きます。 

　私は、平成１１年４月に宿毛市議に初当選さ

せていただいてより、ちょうど今月で２期８年

が過ぎようとしております。この間、私は市民

の皆様に選ばれた代表の一人として、市民の声

に真摯に耳を傾けながら、宿毛市の発展が市民

一人一人の幸せと、安心で希望あふれる暮らし

に結びつく市政を目指して、微力ながら職務に

全力で取り組んでまいりました。 

　林市長が急逝された平成１１年の１２月定例
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会を除き、毎回登壇し、執行部に対しまして、

さまざまな質問や、時には無理かなと思われる

提案、提言もさせていただきました。 

　今議会での登壇が、私にとっての最後の一般

質問になりますが、これまで真剣に議論し、対

応していただいた中西市長を初め、山下前市長、

林元市長、そして執行部の皆様に感謝申し上げ

るものでございます。 

　大変厳しい財政状況の中ではありますが、市

長におかれましては、市民が安心して暮らせる

地域づくりを目指して、夢と希望の持てる市政

運営を心から要望し、質問に入ります。 

　さて、最初の質問は、環境行政についてであ

ります。 

　現在、各地の映画館で、アメリカ映画「不都

合な真実」が上映され、人々の関心を呼んでお

ります。 

　アメリカ民主党のゴア前副大統領が先頭に立

ってつくられた、話題のドキュメンタリー映画

ですが、私はまだ見ておりませんので、詳しい

ことはわかりません。 

　ただ、確実に言えることは、このまま経済至

上主義で大量生産、大量消費、大量廃棄を続け

ていけば、数十億年かけて蓄えてきた資源や環

境を、我々の世代が、快適さと便利さとひきか

えて、壊すことになるという厳然たる事実です。 

　世界的規模で急速に地球温暖化が進み、こと

しの冬は雪が降らないという、何十年ぶりの暖

冬異変であります。こうした地球温暖化の事実

が身近に感じられるようになって、住民の環境

への意識もようやく高まっているとは思われま

すが、まだまだ現実は環境に対する認識が薄く、

関心も低い。もはや事態は、自分さえよければ

いい。自分の地域や国さえよければいいという

エゴイズムの範疇を超えて、地球そのものが近

い将来、大変危機的な状況に追い込まれつつあ

るという客観的な事実を直視しなければならな

いと思います。 

　こうした思いから、私は、去る２月１日、清

風会田中議員とともに、佐賀県伊万里市へ生ご

みの堆肥化の取り組みと、木材を活用した地域

活性化事業の調査に行ってまいりました。 

　伊万里市のＮＰＯ法人、「はちがめプラン」、

このハチガメというのは、２億年前から生きて

きているというカブトガニの名前、地元での名

前らしいんですが、ずっと永続して続くという

意味で、ハチガメという名にしたというふうに

聞いております。 

　「はちがめプラン」が、ごみ問題を解決する

ため、各種団体、行政、農業者、市民、大学が

協力して、ごみ減量という課題に取り組むとと

もに、資源循環型社会構築を目指した生ごみや

廃食用油、その他有機廃棄物の資源化、リサイ

クル活動を行っている実態を視察してまいりま

した。 

　伊万里市は、人口約６万人の市でありますが、

可燃ごみの焼却量は１日４１トン、年間４億２，

５００万円もかけて焼却処分し、廃棄物として

２，３５３トンもの焼却残灰を出しております。 

　平成４年に、生ごみを可燃ごみと一緒に焼却

処分するのはもったいない、何かおかしいと気

づいた飲食店や、旅館、ホテルの経営者、市民

が中心となって、生ごみ資源化研究会を結成し、

調査研究を開始したようです。 

　平成９年には、伊万里はちがめプランが発足

し、環境保全運動と堆肥化のための微生物の研

究により、発酵菌群の選別、培養に成功し、平

成１２年に待望の生ごみ堆肥化実験プラントが

完成し、現在、回収、持ち込みで１日３トンの

生ごみの堆肥化が可能であるとのことでした。 

　伊万里市の分別可能な生ごみの日量、１０ト

ンから１５トンを、近い将来、伊万里市が生ご

み堆肥化事業を政策として実施することを想定

し、実用化に向けた本格的な微生物による生ご
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み堆肥化実証実験を開始して、今日に至ってい

るとの説明でありました。 

　現地を視察してみて感じたことは、生ごみを

堆肥化することによって、有機農業を推進し、

安全な作物やナタネ油を生産し、廃食用油は回

収して、ＢＤＦ廃食用油ディーゼル燃料に精製、

クリーンなバイオマス燃料としてディーゼル自

動車に活用するなど、資源循環型社会の構築を

目指している熱意でありました。 

　そこで、１点目の質問は、本市におけるごみ

の年間排出量と内容、処分経費についてお尋ね

します。 

　２点目は、レジ袋、トレイ等の削減について。 

　レジ袋は、国内で現在約、年間３００億枚、

金額にして約６００億円が使用されているよう

です。年々ふえ続けるレジ袋やトレイ、ペット

ボトルなど、容器包装廃棄物の大幅削減を目的

に、去年６月に改正容器包装リサイクル法が成

立しました。 

　この４月から、レジ袋など、容器包装廃棄物

の排出抑制が取り組まれることになっておりま

す。 

　減らない家庭ごみのかなりの量を占める容器

包装ごみは、２００３年度で一般ごみの総排出

量の容積比で６１パーセント、重量比で２３パ

ーセント、これを削減すれば、家庭ごみの高ど

まりは脱することになるわけです。 

　ごみの減量削減については、市民一人一人の

意識改革が絶対に必要であると思います。私も

買い物をするときは、マイバッグを持参し、減

量に努めております。 

　広報の２月号、３月号でごみ減量化小作戦と

して、今できる小さなことをコツコツすること

ということが、根本的な解決手段と結論づけて

おりますが、減量化の１つの方法として、マイ

バッグの推進が大事であると考えます。 

　現在、市内の大手スーパーやコンビニなどで

は、マイバッグの持参状況がどうなっているの

か、伺います。 

　３点目は、ごみの不法投棄対策について、お

聞きします。 

　本市においても、依然として人目につきにく

いところへ、さまざまなごみが不法に投棄され

ているのが現状であり、大きな社会問題になっ

ております。 

　対策専門の監視員を初め、公用車等に不法投

棄監視車のステッカーを張って、防止に努めて

いることは承知もし、評価もしておりますが、

この問題に対して、市はどのような対策をとっ

て指導しているのか、お尋ねいたします。 

　４点目は、廃食用油の処理について。 

　河川や海、汚濁の元凶と言われる廃食用油の

処理については、どのように取り組んでいるの

か。また、その利用等についても、お聞きいた

します。 

　次に、観光行政について。 

　市長の新年度行政方針の中で、ブルーツーリ

ズムの推進のことなどが表明されておりますが、

具体的にはどういう施策を考えておられるのか、

ご答弁を求めたいと思います。 

　２点目は、高知県は観光立県を目指し、新年

度から知事部局に観光部を新設し、その中にお

もてなし課ができるとのことであり、観光客ら

を積極的にもてなすことを主たる目的に、観光

ボランティアガイドを養成するようであります。

本市においても、観光ボランティアガイドの養

成は大事であると思いますが、市長のご所見を

伺います。 

　３点目は、宿毛の観光ルートを考えた場合に、

宿毛歴史館は重要な拠点の１つであると考えま

す。もっと魅力ある歴史館にするために、例え

ば宿毛十傑等の人材を紹介する企画展示を、毎

年、観光シーズンに合わせて計画的に開催して

いったらどうかと提案いたします。 
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　４点目は、今年夏に予定されている早稲田フ

ェスタの開催と、今後の早大との交流について

は、１０日に行われた第５回梓立祭でも、市長

が言及されておりましたが、梓会などを通して

の早稲田大学とのパイプを、いかに太くしてい

くのかについてもお聞きします。 

　最後に、本市にとって貴重な観光資源の１つ

になった「だるま夕日」のピーアール作戦につ

いて、質問いたします。 

　ことしで７回目を迎えた宿毛湾だるま夕日フ

ォトコンテストの応募状況について、応募人数、

作品数、出展者等についてお尋ねします。 

　昨日１１日付の高知新聞に、県東部観光開発

促進協議会などが、だるま太陽を観光資源に生

かそうと企画して始めた第５回だるま太陽フォ

トコンテストの入選作品の記事が出ておりまし

た。 

　ある審査員の方は、暖冬の影響で、特に朝日

が見られる機会が少なかったが、それでも応募

点数は右肩上がりでふえており、今後もだるま

太陽を東部観光のピーアールに役立てたいとコ

メントしております。 

　写真愛好家、特にプロのカメラマンの目から

見て、宿毛湾の「だるま夕日」は、国内では間

違いなくトップクラスの夕日であると、評価が

出ております。 

　こうしたすばらしい自然の恵みである宿毛湾

の「だるま夕日」を、東部のだるま太陽に負け

ずに、積極的に全国へ向けて情報発信すべきで

あると訴えておきたい。特に、本市を訪れる人

のために、「だるま夕日」の撮影ポイントを示

す案内板を設置すべきではないかと提案し、１

回目の質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　この際、５番菊地　

徹君の質問に対する答弁保留のまま、１５分間

休憩いたします。 

午後　２時２５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時４０分　再開 

○副議長（菱田征夫君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　５番菊地　徹君の質問に対する答弁を求めま

す。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、菊地議員の一般

質問にお答えを申し上げます。 

　私、行政方針の方でも申し上げましたように、

ごみの問題につきまして、ごみの減量化を初め、

資源の再利用、また不法投棄の防止を市民の

方々に理解と協力をお願いをしているところで

ございます。 

　市も財政難でございますし、いかに負担を減

らすかということが、非常に重大な問題だと思

っております。菊地議員を初め、議員各位の皆

様におかれましても、ごみの問題について、関

心を持っていただくことが、行政側として、非

常に心強い気持ちでいっぱいでございます。 

　まず、１点目のご質問のごみの年間の持込量

でございますが、１７年度の一般廃棄物年間処

理量といたしましては、公社の収集量、直接搬

入量、合わせて総処理量が１万２８３トンでご

ざいます。内訳でございますが、資源ごみが６

３０トン、埋立ごみが１，２１５トン、溶融ご

みが８，４３７トン、そのうちクリーンセンタ

ーで年間８，８０５トンを処理をしております。 

　また、処理にかかる費用でございますが、施

設運営費負担金、これは持ち込み重量分でござ

いまして、これが１億５，１２０万８，３３４

円でございまして、トン当たり約１万７，２０

０円の負担というふうになっております。 

　また、２月１４日の地区長連合会の定期総会

におきましても、ごみの減量化について、地区

長さん方にもお願いをしまして、搬入する際に

は、少しでも重量を軽くするようにというお願
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いもしております。 

　２点目のレジ袋、トレイ等の減量についてで

ございます。宿毛市では、平成１４年よりマイ

バッグ運動を推進しておりまして、市民に配布

したり、マイバッグを持参して買い物をしよう

とするのぼり旗を、各量販店に設置しまして、

啓発をしてきております。 

　昨年、容器包装リサイクル法が改正されまし

て、一部施行されておるわけでございますが、

レジ袋も容器包装に定義をされております。 

　これによりまして、排出抑制の対象となり、

量販店はことし１月より排出量を報告する義務

が課せられる。それとともに、なるべく薄い物、

または軽量化された容器包装を用いている商品

や、詰め替え可能な商品等を選択して、消費者

の排出抑制を促進することとされております。 

　また、量販店によりましては、消費者への取

り組みとして、消費者がマイバッグ持参の場合

は、ポイントを発行して、ある程度たまると現

金と交換する。または、グリーンカードと交換

する等の方法をとっている量販店もあるようで

ございます。 

　また、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにそ

の分別収集及び分別基準適合物の再商品化に関

する基本方針も、全部改正されまして、昨年１

２月１日に公表されております。 

　基本方針には、レジ袋等の排出抑制の促進を

するための方策に関する事項がございまして、

消費者は買い物袋等を持参することによりまし

て、レジ袋を辞退し、できるだけ排出の抑制に

取り組むようにというふうな、具体的なことも

明記されております。 

　地方公共団体も排出抑制を促進することを求

められておりますので、現在の宿毛市分別収集

計画を改正しまして、レジ袋等、ごみの排出の

抑制に関する方策を定めるとともに、これを公

表することを考えております。 

　トレイに関してでございますが、指定法人が

引き取りする分は、量販店の方で回収をしてい

ただいております。 

　市が回収しているのは、汚れていて指定法人

が引き取らない物を収集しているというふうに

なっております。 

　３点目のごみの不法投棄対策でございますが、

平成１３年より、市単独事業によりまして、環

境指導員を１名委嘱して、月１０日の市内パト

ロールを行っております。 

　最近は、不法投棄物より、行為者が特定でき

る証拠が見つかるケースが３件続いておりまし

て、職員が行為者の家庭を訪問しまして、廃棄

物の回収を命じているというふうなことと、厳

重注意を行っております。 

　平成１７年には、不法投棄監視車のステッカ

ーを１，０００枚購入しまして、猟友会の皆様、

建設業者の皆様、老人クラブへ配布をいたしま

して、不法投棄行為者の発見、通報に協力を願

っておるところでございます。 

　現在まで３件の通報がございまして、１件は

行為者が特定できました。廃棄物の回収と厳重

注意を行ったところでもございます。 

　そしてまた、不法投棄防止看板も購入しまし

て、要請等があれば立てておるわけでございま

すが、職員手づくりの看板もつくりまして、工

夫をしながら不法投棄防止に努めているところ

でございます。 

　いずれにしても、市民の不法投棄は絶対いけ

ないとする意識を高めることが何より重要でご

ざいますので、環境教育にも力を込めていかな

きゃいけないというふうに考えております。 

　４点目の廃食用油の処理でございますが、宿

毛市では、全国的に見ても、廃食用油のリサイ

クルに早くから取り組んでおります。 

　平成９年度に官民を交えた有識者で構成する

食用廃油検討委員会を設立しまして、検討を重
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ねて、平成１３年度には高知西南福祉協会の宿

毛授産園が、中央競馬馬主財団の補助金とか、

市民の寄附金などで、独自に廃食用油をバイオ

ディーゼル燃料の精製と、石けんにリサイクル

する施設を建設しまして、廃食用油のリサイク

ル事業を始めております。 

　現在では、市内の飲食店、病院などの事業所、

並びに市が協力をお願いをしています芳奈地区、

中角地区等を含めますと、市内約４０カ所、年

間２万５，０００リットルもの廃食用油を収集

してリサイクルをしております。 

　なお、給食センターにおきましても、発生し

ている年間２，４００リットルございますが、

この廃食用油についても、当然ながら、引き渡

しております。 

　リサイクルされて、製品として生まれかわっ

た石けんにつきましては、宿毛授産園のアンテ

ナショップであります宿毛授産園分場ひだまり

で販売をしておりまして、廃食用油の収集に協

力してくれた事業所にも、無償で提供している

ということでございます。 

　それから、バイオディーゼル燃料につきまし

ては、宿毛授産園が所有する車や、重機、農機

具などに軽油の代替燃料として利用されており

まして、宿毛市のごみ収集車１台にも、この燃

料を使用しております。 

　宿毛市のごみ収集車、従来２台にこの燃料を

使用しておりましたが、１台がちょっと故障を

しまして、現在では１台ということになってお

ります。 

　次に、観光行政につきまして、ブルーツーリ

ズムの推進でございます。先ほど、浦尻議員の

一般質問の中でもいろいろなご提案もございま

した。まず、ブルーツーリズムの言葉の意味を

申し上げますと、ブルーツーリズムとは、島や

沿岸部の漁村に滞在し、地域の自然や文化に触

れ、地元の方々との交流など、魅力的で充実し

た海辺での生活体験を通じて、心と体をリフレ

ッシュさせる余暇活動の総称で、これは平成１

５年に千葉県が使い始めた和製英語というふう

になっております。 

　国土交通省及び水産庁が、漁村滞在型余暇活

動として推進しております。漁業体験、漁村の

生活体験、海の自然観察を中心としたさまざま

なメニューが、各地の海辺で企画されて、実施

をされております。 

　高知県内におきましては、中土佐町の上ノ加

江地区とか、先だっても新聞に、つい最近出て

おりました土佐清水市の窪津、それから大月町

柏島等が取り組んでおります。 

　宿毛市におきましても、昨年１０月にすくも

湾漁協、高知県、そして宿毛市等が中心となり

まして、宿毛市ブルーツーリズム推進協議会を

設立しまして、本市の漁村文化や豊かな海洋資

源を活用して、修学旅行とか、観光客などの都

市部住民の誘致を図り、住民との交流を通じて、

地域を活性化させる取り組みを始めたところで

ございます。 

　現在は水産庁の委託を受けております財団法

人漁港漁場漁村技術研究所の指導を受けまして、

小筑紫町栄喜地区をモデル地区として取り組ん

でおりますが、本年の秋ごろには、体験メニュ

ーを作成して、受入態勢を確立する予定にして

おります。 

　ちなみに、体験メニューとして予定されてい

るのが、チヌのかご漁、それから養殖マダイ等

のえさやり、干物づくり、刺し網漁、網直し、

ロープワーク、魚の調理体験などを予定をして

いるところでございます。 

　本事業につきましては、すくも湾漁協はもと

より、栄喜地区の漁業者、漁協婦人部の皆さん

が意欲的に取り組んでくれております。必ず成

功に導き、全市的な取り組みに発展をさせてい

きたいというふうに思っております。 



－ 63 －

　次に、観光ボランティアガイドの養成でござ

いますが、ご存じのとおり、本市におきまして

も、豪華客船の入港に伴う観光案内とか、一般

旅行客の観光案内とか、観光ボランティアの必

要性は強く感じておるところでございます。 

　現在は、史跡案内などは必要に応じて関係団

体に要請をしておりまして、案内をしていただ

いております。 

　常時受け入れる、受け入れができる体制には

なっておりません。観光ボランティアガイドに

つきましては、専門的な知識も必要でございま

すが、今後はその観光ボランティアガイドを登

録制にできないか。先進地の事例も参考にしな

がら、観光客に対するおもてなしの心を大切に

する取り組みを進めてまいりたいというふうに

思っております。 

　次に、宿毛歴史館の内容を充実させるという

ことでございます。 

　ご指摘のとおり、市内の限られた観光資源の

１つとして、宿毛歴史館の果たす役割も結構大

きなものがあるというふうに思っております。

多くの有為な人材を輩出しました宿毛の歴史と

か風土を、皆様にも広く共感していただくため

に、これまでも常設展示とともに、企画展示も

逐次開催してきたところでございます。 

　宿毛の人物に関しましては、私がいまさら言

うまでもないことではございますが、大江　卓、

北見志保子、本山白雲、竹内　綱、明太郎とか、

岩村３兄弟、いろいろな方々の資料の中での展

示に取り組んできたわけでございます。 

　現在でも、書家の中平南谿をピックアップし

ていますし、歴史館で収蔵している奥谷博画伯

の絵画を、スマイルギャラリーとして、画伯の

紹介とあわせて、可能な限り展示をしておりま

す。 

　また、観光面の拠点という意味では、歴史館

から次の場所への観光も十分にご案内をできる

よう、市内の地図などの常設はもちろんでござ

います、受付職員によります説明にも心がけて

おります。宿毛での観光を喜んでいただくお手

伝いができるようにしているところでございま

す。 

　今後も限られたスペースと資料を最大限に活

用しまして、展示を含めて、視点や思考を柔軟

に変えながら、工夫をして、新しい歴史館で宿

毛が紹介できるように努めてまいります。 

　次に、ことし８月に予定されております早稲

田フェスタでございます。 

　先日も、市内で梓立祭が行われまして、早稲

田大学関係者、小松の関係者等々、たくさんお

見えになって、いろいろな話もしたところでご

ざいます。 

　早稲田フェスタの開催は、一応、今のところ

８月４日が土曜日でございますが、４日の土曜

日、５日の日曜日の２日間で行うということに

しております。 

　その実施内容につきましては、これから詰め

の段階ですが、概要といたしましては、オープ

ニングに文教センターにおいて、早稲田大学総

長の講演会から始まりまして、対談形式の文化

講演会であるとか、沈壽官氏によります陶芸教

室だとか講演、そして進路ガイダンス、それか

らあとは場所をかえたりしまして、運動公園と

か野球場等の体育施設でございます。こういっ

たところで早稲田大学の先生方や生徒の方々を

含めまして、バスケットボールとか野球とかサ

ッカー、ラグビーなんかの技術指導をしていた

だくというふうなことになっております。 

　詳細につきましては、どの種目がどういった

形でというのは、これから最後の詰めの段階に

入ります。 

　そういったところで、早稲田大学との調整を

図ってまいりたいと思っております。 

　そして、その内容を市民の皆様に早く公表で
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きるようにしたいというふうに思います。 

　次に、早稲田大学との交流でございます。今

言いましたような形で、早稲田大学の方でも、

早稲田フェスタということで、これが１２５周

年のこの年に宿毛市でやっていただくというこ

とでございます。既に宿毛市と早稲田大学とい

う形での大きなパイプはできているわけでござ

います。これに民間組織の梓会の皆様とも手を

携えて、共同していろいろな行事もしていきた

いというふうに思っております。 

　このほかにも、市の主催しますいろんな講演

会がございます。人権講演会であるとか、文化

講演会等がございますが、そういった場所に、

早稲田の大学の関係者をお招きをいたしまして、

講演をしていただくというふうなことも考えて

おりますし、スポーツクラブの合宿誘致なども

お願いをしているところでございます。 

　そういった形での、早稲田大学との交流とい

うものを、ますます深めていきたいというふう

に思います。 

　菊地議員の「だるま夕日」関係につきまして、

ピーアールについて、日本一だということで、

特に菊地議員には、この「だるま夕日」につい

ては力を入れていただいているというふうに、

私自身も思っております。 

　ほかが、「だるま太陽」だとか、「だるま朝

日」だとかいうふうなことをやっておりますが、

ご先祖はここの「だるま夕日」じゃないかとい

うふうに、私自身も認識をしております。宿毛

市がこの「だるま夕日」が一番であるというこ

とでございます。 

　まず、ご質問の第７回宿毛湾だるま夕日フォ

トコンテストの応募状況でございますが、夕日

部門が、出点数が１７６点、出点者数で４７名、

そして四季の部門が、出点数が１２４点、出点

者数で３８名でございます。合計で出点数が３

００点、出点者数で８５名というふうになって

おります。 

　ちなみに、昨年と比較をしますと、出点数で

２８点の増加、出点者数で１４名の増加という

ふうになっておりまして、地域別に、まず申し

上げますと、愛知県、京都府、大阪府等の四国

から外の方が９名、愛媛、香川県が１１名、高

知県内が１２名、宿毛市が２７名という内訳に

なっております。 

　それから、「だるま夕日」の撮影ポイントを

示す案内板を設置すべきではないかというお話

でございました。これは咸陽島公園及びサニー

サイドパークが非常にいいポイントだというふ

うに聞いておりますし、皆さん、そこに行かれ

ます。 

　今回、議案として一般会計の中で提案をして

おります観光案内板設置工事に含めて、検討し

てまいりたいというふうに思っております。 

　また、この撮影ポイントではございませんが、

先日、開通しました大島橋へ、鷺洲橋から大島

へ行く道が開通しました。あそこの案内が、ま

だ大島行きの案内板になっておりませんので、

この案内板に大島へ行く方向、それから、つい

でと言っちゃあ悪いですが、咸陽島という名前

も入れていただき、さらに国民宿舎「椰子」と

いう名前も案内板に入れていただくように、今、

県の方の土木にお願いをしているところでござ

います。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、再質問をいたし

ます。 

　まず、ごみの問題につきましては、数字的な

こともわかりました。 

　それで、先ほど話しましたように、伊万里市

におきましては、ＮＰＯ法人が見事に、このご

みの中でも生ごみの処理を堆肥化する方向にも

っていく活動を、非常に熱心にやっておりまし
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て、佐賀大学ともタイアップして、学術的な裏

づけもとりながら、その堆肥化、約３カ月ぐら

いかけまして、生ごみ有機廃棄物を処理してい

るという、その現場を見に行きまして、本当に

ＮＰＯ法人が、本当に真剣にごみの問題に取り

組んでいるなと。 

　しかも、循環型社会構築という視点から、地

元の小学生にも、学校教育の中にも取り上げて、

ごみ問題、それから堆肥化して、それを有機農

業に使っていく、そういうことをやっています。 

　そして、老人クラブにも協力をお願いしなが

ら、その堆肥になった肥料をもって、ナタネ油

を生産している。そして、そのＢＤＦ、バイオ

ディーゼル燃料、それで学校給食を初め、その

燃料で、燃費が約半分ぐらいで済んでいるとい

うことも言っておりました。 

　先ほどの答弁の中で、宿毛においても、大変

早くからこの取り組みをやっておりますが、廃

食用油、これは伊万里の場合はナタネ油を使っ

てもらって、飲食店とかホテル、旅館、そうい

う関係のところに、ナタネ油を使った廃食用油

なものですから、非常に精度が高い、クリーン

なバイオの燃料になっていると。 

　だから、故障しているという話は全く出てこ

なかったわけでありますけれども、これも長年

積み上げてきた結果として、そういうＢＤＦの

燃料になって、それも、そのＮＰＯで販売をし

ております。 

　それから、堆肥も手ごろな値段で、１袋１０

０円、あるいは農業者には５００円、１，００

０円という単位で堆肥化された、本当にさらさ

らした、においも全くないきれいな粒状の堆肥

になっておりますが、そういうことを取り組ん

でおりまして、やがては行政で、伊万里市が将

来的には生ごみを処理する年間の４億円の、こ

れが右肩上がりでどんどん、毎年上がってきて

いる。これを何とか、財政上も少なくしたいと

いうことから、行政も取り組んでくれるであろ

うという、大きな期待を持って、現在、このは

ちがめプランが取り組んでおるということもお

聞きいたしまして、宿毛市におきましても、今

すぐどうこうということは難しいかもわかりま

せんけれども、将来的に、近い将来、必ずこう

いう生ごみを、高いお金を使って燃やしていく、

このリユースという面からも、リサイクル、そ

ういった３Ｒの面から見ても、本当にむだが多

いわけでありまして、そういった意味で、広報

の２月、３月号に、このごみ減量化小作戦、こ

れが出ております。 

　コンビニでもらう、スーパーでもらう割りば

し、おしぼり、そういったものを断っていると

いうような市民からの声を取り上げて、小さい

ことからこのごみの減量を始める。それが小さ

な一歩が、やがては大きな結果を生み出してい

くと、これしかないと思います。 

　大きく、ますますこの問題が重要になってま

いりますので、ケーブルテレビとか、この広報

だけではなくて、今、やっていると思いますけ

れども、あらゆる手段を講じて、市民への啓発

活動、これを要望しておきたいと思います。 

　それから、レジ袋、トレイ等につきましては、

この減量については、本当に、どの家庭でもレ

ジ袋が、余ったレジ袋が、恐らくごみとして出

されているケースが多いんではないかと思いま

す。 

　中には、生ごみを入れるのに、非常に便利だ

ということで、利用もされておりますけれども、

それは恐らく、買い物でもらうレジ袋から見た

ら、ほんの少しの量しかないと思うんです。 

　だから、そういった意味で、東京の杉並区で

２月１５日から３月３１日、今月末まで実験的

に有料化を、ある大手スーパーと話し合いをし

て、区の職員が２名、２週間待機して、そのス

ーパーの店頭に立って、有料化、２月１４日か
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ら有料化しますよと。実験しますよと言うこと

で、それまでは、そのスーパーで扱っていたマ

イバッグの持参率は、約３０パーセントだった

ものが、これも非常に、言えば高いと思います。

それが、この３月１５日の速報値で８０パーセ

ントまで、マイバッグを持ってくるようになっ

た、お客さんが。 

　というのは、１カ月間でやっと周知徹底され

て、有料化になるんであれば、マイバッグを持

っていこうということで、杉並区におきまして

は、杉並環境目的税条例というのが、５年前に

条例ができたようでありますけれども、いろん

な議論があって、この税金をかけるということ

はちょっと早いんじゃないかということで、実

験的に有料化を、あるスーパーでやったところ

が、非常に、その区民の関心が高くて、途端に

マイバッグを持ってくるようになったと。 

　このまま推移していけば、条例を全く活用す

ることもいらないし、ことし、容リ法、この４

月から特にレジ袋に焦点を合わせて、削減する

いろんな手だてが行われるようになるわけです

けれども。 

　そういうように、潜在的な、私は市民の意識

はあると思うんですよね。そのきっかけをつく

るために、行政として、いろんな方法でレジ袋、

まず身近なものから、小さいことから削減をし

ていきましょうと。そのことが、生ごみを減ら

すこと、量も減らすことになるし、ごみ総量の

削減にもなりますし、負担金も減ってくると、

こういうことでございますので、さらに推進を

お願いしたいと思います。 

　この点について、市長の考えがあればお願い

したいと思います。 

　それから、不法投棄については、私もいろん

なところを走ってみても、皆さんも気がつかれ

ておりますが、同僚議員もたびたび指摘をして

まいりましたが、目につきにくいところに家庭

ごみを初め、電化製品も、まだ結構捨てられて

おると、こういう状況がありまして、先ほど、

監視員の体制も、効果が少しずつ上がっている

ということでございますが、私は、郵便局の配

達される方に、もう一回お願いして、市内全域

を配達をしているわけなので、協力をお願いし

てもらえないかなと思っております。 

　不法投棄されている場所、その通報だけでも

してもらえば、すばやく手が打てるということ

で、これは提案をしたいと思います。 

　それから、観光行政につきまして、ブルーツ

ーリズム、これについては、先ほど浦尻議員の

方からも、関連の質問がありまして、また市長

答弁で、内容についてはよくわかりました。 

　漁村滞在型余暇活動という形で、非常に宿毛

市にとっては、こういう形で交流人口をふやし

ていく。そしてまた、観光客、修学旅行生を受

け入れしながら、地元の人たちとの交流を深め

ながら、町全体、あるいは集落全体が活性して

いける、大変すばらしい考え方で、ことしの秋

にプランができるようでありますけれども、大

いに工夫しながら、先進地を参考にしながら、

ぜひとも成功をするように、取り組んでいただ

きたいと、このように思っております。 

　それから、「だるま夕日」関係でございます

が、ことしの高橋　毅審査委員長、四国中央市

に在住の方だそうですけれども、大変著名なプ

ロの写真家でありますが、この宿毛湾の「だる

ま夕日」は、本当にすばらしいと。全国に自慢

できる夕日であると。 

　また、ある人は、もう日本一の夕日であると。

これをもっともっと宣揚して、全国に発信をし

て、情報を発信して、あらゆる媒体を使って、

「だるま夕日」の宣伝をすべきであると、この

ような声がだんだんと強くなってきておるよう

に思います。 

　こういった意味で、看板、撮影ポイント、そ
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れからことしの予算にも案内看板広域でつくる

という予算も計上されておりますが、その中に

も、ぜひともそういったものをうたっていただ

いて、この貴重な観光資源、大いに活用してい

ただきたい、このように思います。 

　１回目の再質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、菊地議員の再質

問にお答えいたします。 

　伊万里の方では、生ごみの堆肥化ということ

で、民間組織が非常に頑張っておられるという

お話を聞きました。 

　これは、本当に生ごみの堆肥化と、生ごみを

減らせるということ、すべてに、ごみ処理につ

いてはつながるわけでございますが、これは市

民の皆様の意識を、毎日のことでございますの

で、やっぱりそういう、菊地議員、今おっしゃ

ったようなことを、意識をいつも持っていただ

くということが、非常に大切なことだろうとい

うふうに、私自身も思っております。 

　自分自身、今回、例えば芋焼酎づくりを推進

してきましたし、今、水の方も芳奈の水をペッ

トボトルのように開発していただきました。 

　ひとつここの中で示しておりますことをちょ

いと申し上げますと、焼酎づくりには水も要り

ます。こういったいい水を使って、そして芋焼

酎をつくりましたら、今度はかすが出ます。こ

れもごみになります。このかすを堆肥化して、

有機農業の肥料にしていくと、こういう循環を

つくっていくと、非常にいいんではないかとい

うことを、庁内の中でも話しますし、ある方々

にも話してはおります。 

　堆肥化につきましては、投資、施設が要ると

いうことでございますが、この、できるだけ施

設が安くあがらないかなというふうなことでも

考えてはおりまして、今のところ、この堆肥化

についての施設づくりに、どれくらいの予算が

要るだろうかというのが、まだ業者さんの方か

ら示されていないということでございます。 

　また、ここにおられる議員の皆様方も、堆肥

化についての勉強にも行かれているということ

も聞いておりますので、そういった情報をたく

さん入れて取り組めば、生ごみなんかも非常に

減量になるんじゃないかなというふうなことを

思っておりますし、また、いろいろな集め方に

ついても、きちんとした研究をしてみなきゃい

けない。 

　いずれにしましても、市民の皆様が生ごみを

少なくする工夫、広報でも今月お願いしており

ますが、減らせる工夫、みんなが取り組める、

何かいい方法が、簡単にできる方法がないかと

いうふうなことも募集をしておりまして、いい

方法を採用できた方には、マイバッグを差し上

げるというふうなこともやっております。 

　ぜひ、皆様に、この場を借りまして、市民の

皆様に、ぜひごみの減量化について、ご協力を

お願いをしたいというふうに思っております。 

　また、不法投棄の関係につきましては、毎年、

土手の方の掃除もしているわけでございますが、

そのとき、やはり草ぼうぼうになったところに

は、必ず何か捨てられるなと。やっぱり、普段

から草も刈り、施設管理をきちんとしていかな

きゃいけないなということも感じております。 

　そういったことでの市民皆様のご協力を、ぜ

ひいただきたいと思います。 

　また、次にブルーツーリズムの関係は、これ

もメニューを用意しましたけれども、学校が来

てくれないじゃ困りますので、この来ていただ

くメニューを、学校等に働きかけを、やっぱり

していかなきゃいけない。これについては、先

ほどの早稲田大学ではございませんが、早稲田

にもいろいろな、小学校から高校まであります。

そういった形で、例えば早稲田関連の学校の生

徒さんに、修学旅行に来てもらうとか、そうい
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うことが手っ取り早くできるんじゃないかなと

も思っていますし、大学へ行きました折にも、

こういうことを話しております。 

　それから、最後に、「だるま夕日」でござい

ますが、これにつきましては、昨年、宿毛大使

を任命させていただきまして、２４名の方に、

「だるま夕日」の名刺と、カンランの名刺と、

そしてまた、沖の島の海の様子の名刺、３種類

を持っていただきまして、ぜひこれで宿毛をア

ピールしていただきたいというふうなこともお

願いしております。 

　いずれにしましても、宿毛市の大切な観光で

ございます。「だるま夕日」は、これからもア

ピールをしてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、再質問をいたし

ます。 

　ごみ減量問題につきましては、これ以上、質

問をいたしません。 

　観光面については、庵治にあります、ストー

ンミュージアムというところがあるそうであり

ますが、地域総合研究所、森戸　哲所長が、あ

るところで話している内容を引用させてもらい

たいと思います。 

　今は、老舗の観光地より、今まで観光地でな

かった地域が人を引きつけ、集めている。そし

て、中略しますが、今まで、従来型の大型観光

バスで、どんとホテル、観光ホテルへ入って、

温泉に入り、みんなでそろって食事をしながら、

いろんなショーを楽しみ、みやげ物もホテル内

の売店で買って、また次の日、朝、次の観光地

へ移動していくと、こういう時代ではなくなっ

たと。 

　確かに、全体的に感ずることは、小グループ、

マイカーとか、本当に少ない人数、家族、友人、

そういった人たちで、小人数での旅行、好きな

形で旅行する、そういうスタイルが主流になっ

てきているというのが、今の状況であります。 

　そして、今は目立った観光資源がなくてもい

いから、ゆっくりと町を散策できるような町が、

人気があると。そして、地域の人と交流が持て、

暮らしぶりを知ることができるような町が魅力

あると。今は観光ではなく、旅が似合うような

町が、人を引きつける。こういうことで、道す

がら、花が、四季折々の花が咲いているとか、

あるいは土の道がまだ残っているとか、そうい

う本当に開発からおくれている面を、逆にとっ

て、そういうきれいな、自分たちでできる風情

をかもし出していく、そういうことを参考にし

ながら、宿毛市が本当に豊かで、自然豊かで、

人情味のある、すばらしい元気都市になってい

くことをしっかり願いながら、私の一般質問を

終わります。 

　ありがとうございました。 

○副議長（菱田征夫君）　おはかりいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○副議長（菱田征夫君）　ご異議なしと認めま

す。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日は、これにて延会いたします。 

午後　３時２３分　延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○副議長（菱田征夫君）　これより本日の会議

を開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　おはようございます。

６番、一般質問を行います。 

　まず、地域情報化について、地上デジタル放

送への対応について、お聞きをいたします。 

　２０１１年７月２４日、現在の地上アナログ

放送が終了して、デジタル放送だけになること

は、毎日幾度となく放送されているので、ほと

んどの市民は承知していることと思います。 

　しかし、デジタル放送のすばらしさばかりが

強調され、難視聴地域に対する対応について、

よくわからないのが現状であります。 

　これまでも、私を初め、何人かの議員が質問

をしてきたところではありますが、そのために

も、ＳＷＡＮテレビが必要であるという説明も

受けてきたところであります。 

　本年度中に、宿毛、平田局については、デジ

タル放送の試験電波を発信する予定になってお

り、電波を発信してみなければ受信可能なのか、

不可能なのかがわからないというのが、現在の

状況であります。 

　そこで、現在のＮＨＫ共聴施設、また自主共

聴施設の現状を、どのように把握しているのか。

また、その今後の難視聴地域に対して、宿毛市

としてどのように対応していくのか、姿勢をお

聞きいたします。 

　次に、携帯電話のエリア拡大についてお聞き

をいたします。 

　現在は、市民の２人に１人が携帯電話を持っ

ているというような時代になっております。宿

毛市でも、市内でも、整備が進められてはおり

ますが、携帯の普及に伴って、公衆電話の設置

台数は年々減少しているのも事実であります。 

　携帯電話を持っていない方や、携帯電話を利

用できない地域の方々にとっては、大きな問題

になっております。 

　特に人口の少ない地域は、利用台数も少なく、

整備がおくれているのが現状であり、地域に住

んでいる方々はもとより、その地域を往来する

方々にとっても、大変大きな問題であります。 

　また、現在、危惧されております近い将来、

必ず起こるといわれております南海・東南海地

震の発生時における通信手段としても、必要不

可欠なものと考えております。 

　宿毛市として、現在の状況をどのようにとら

え、整備に対して、どのように対応していくの

かをお聞きをいたします。 

　続いて、道路問題について、お聞きをいたし

ます。 

　現在、愛媛県に向かう道路は、国道５６号線

と海岸を通る宿毛城辺線、そして県道宿毛津島

線があるわけですが、実質的には５６号線１本

であるというふうに言ってもいい状態であると

思います。 

　以前からこの問題については取り組んできた

わけですが、県道４号線宿毛津島線については、

国道５６号線の補完路的な要素が強く、特に近

年、愛媛県側については、ほとんど改良が終わ

り、高知県側の約６キロを残すだけとなってお

ります。 

　愛媛県側の改良が進んだことによって、５６

号線を利用するより、約３０分近く時間短縮が

できるということで、この路線を利用する車も

年々増加しております。 

　加えて、先ほども言いました地震発生時にお

いては、救援隊や救援物資といった輸送にも、

物資の輸送にも重要な路線になってくると考え

ております。 
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　現在、篠山登山口までの改良は着手をされて

おります。先ほど申しましたいろいろなことを

考えると、残された５キロについても、早急に

改修されるべきであるというふうに考えますが、

宿毛市の対応についてお聞きをいたします。 

　最後に、市道の維持管理についてお聞きをい

たします。 

　現在、市内全域に多くの市道があります。そ

の維持管理について、担当課の職員が大変努力

をしていることは承知してはおりますが、住民

生活に密接にかかわる道路であります。 

　特に、人口減少の激しい地域につながる路線

については、路肩の草刈りや路面の補修といっ

た、維持に苦慮している地域もございます。市

道の維持管理について、基本的な方針をお聞き

して、１回目の質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　おはようございます。

市長、寺田議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

　まず、最初に地域情報化についてでございま

すが、共聴施設への地デジ対策についてでござ

います。 

　現在、全国の県庁所在地では、地上デジタル

放送が開始されておりまして、１９年度中には、

本市の２局の中継局からも発信されるというふ

うな予定にはなっております。 

　共聴施設でございますが、これは本市にも十

数カ所ございます。これは大きなところ、小さ

なところ、個人的に入っているという形でもあ

りますが、デジタル放送受信に際しては、何ら

かの改修作業が必要ではないかというふうに考

えております。 

　本市の２局も、先ほど寺田議員ご指摘のとお

り、中継局から発信されて、どこまでが入るの

か、これがやってみないとわからないような状

況でございます。そういうふうな話を聞いてお

りまして、そこから外れたところについては、

共聴施設を改修していくというふうなことが必

要だというふうな形で思っております。 

　施設の設置改修につきましては、本来、放送

事業者と受益者の負担というのが原則でござい

ますが、施設規模等によりまして、受益者の負

担が過大となる場合、そういう場合もございま

すので、総務省におきまして、辺地共聴施設の

デジタル化支援としまして、補助制度が創設さ

れております。 

　現在、補助要綱等を作成しているところであ

るというふうに、説明会において報告がありま

した。 

　ただ、この補助要綱を作成しているというと

ころの説明会の中でも、我々、少しわからない

部分がまだございます。 

　先ほど申しました放送事業者と受益者の負担

というところが、原則と言いながらも、ここに

行政側というふうなことも入ってたり、その辺

がちょっとわからない部分がありまして、担当

の方が問い合わせもしております。 

　また、今月の２８日にも説明会が開催される

というふうなところでございまして、その席で

詳細な説明がなされると思っておりますので、

この国の補助制度を活用した取り組みを、我々

もしていきたいと、このように考えております。 

　また、本市には、先ほど寺田議員もおっしゃ

いましたケーブルテレビ局が開設されておりま

すので、ケーブルテレビ局による対応について

も、積極的に取り組んでいかなきゃいけない。

ケーブルテレビが配線されてないところについ

ては、共聴施設等で対応していかなきゃいけな

いというふうな形になろうかと思います。 

　続きまして、携帯電話のエリア拡大について

でございますが、１７年度には、総務省の補助

制度を活用しまして、寺田議員にも地元として

大変なご協力をいただきまして、坂本地区に移
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動通信用鉄塔を建設しました。そしてまた、平

成１８年度には、携帯電話事業者によりまして、

福良、石原地区にこれが建設されまして、受信

エリアの拡大は図られております。 

　今後、受信困難地域であります楠山地区につ

きましても、時期は未定でございますが、楠山

にはキャンプ場もございますし、これは住民の

人数ということではなくて、ほかからの入れ込

み客のことも、やっぱり考えなきゃいけない。 

　非常時に、例えばキャンプ場にたくさんの人

がいたとき、どうやって連絡とるんだというふ

うなこともございますので、現在、場所も含め

た検討をしているとの回答をいただいておりま

す。 

　引き続き、早急な整備着手についての働きか

けをしてまいりたいと思っております。 

　次に、道路整備でございますが、県道４号線、

宿毛津島線でございますが、宿毛市と愛媛県宇

和島市を結ぶ主要地方道で、将来、起きると予

想される、地震時の輸送ルートを確保するため

の緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づけら

れた重要な路線というふうな位置づけになって

おります。 

　現在、ダムのつけかえ道路の終点から、篠山

登山口までの１．１キロを整備中でございまし

て、同区間の北久橋から上流は、地域の地形と

か、道路の利用状況等を考慮しまして、１．５

車線で整備をして、工事の進捗を図っておると

ころでございます。 

　篠山登山口から愛媛県境までの、これが約５

キロが未改良区間でございますが、この整備に

つきましては、宿毛市の、昨日も小筑紫のバイ

パスもございましたが、宿毛市の取り組むべき

重点事業に位置づけております。 

　平成１８年度も、県土木や高知県議会の企画

建設委員会を初め、関係各機関に要望を行って

いるところでございます。 

　次に、市道の関係でございますが、現在、市

道が７５２路線、延長約３７４キロメートルを

維持管理をしております。交通量の増大とか、

古くなった道路でございまして、維持修繕箇所

も年々増加しております。 

　この維持管理についての基本的な方針でござ

いますが、これは、緊急性、安全性等、そして

優先度を考慮して、計画的に対応しておりまし

て、財政状況は大変厳しい中ではございますが、

交通量の少ない市道路線について、路肩の草刈

りとか、路面の維持について、まだまだ十分な

対応ができないところがあろうかと思いますが、

地域の方々と協働した形で、できるだけ地域の

皆様のニーズにこたえられるような対応をして

まいりたいと、このように考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　再質問を行います。 

　まず、テレビ放送に、地上デジタルへの対応

についてですが、なかなかわかりにくい、まだ

国の方針が不透明な部分が多いということで、

これまでもそういう話もずっと聞いてきたわけ

ですが、今度、２８日ですか、説明会があると

いうことですので、できるだけその内容的な部

分がわかれば、早急に市民に、対象の市民に伝

達もしていくと。 

　２０１１年７月２４日というと、あと４年ち

ょっとあるんですか。ただ、この時期に、全国

でこういう共聴施設がかなりあると。事業者に

聞くと、なかなかいっぺんには間に合わんのじ

ゃないかというふうな話も聞いたことがありま

す。 

　人口の少ない地域、特に楠山の奥に、まだ出

井というところもありますし、還住藪というと

ころもあります。奥下藤、京法といったところ

もあります。人口が少ないところにとっては、

テレビの見えない、特に高齢者ばかりのところ
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もありますので、そういうところにとって、情

報源はテレビだけというようなところもありま

す。そういうところに対しての対応を、ぜひ、

市として、行政として取り組んでいただきたい

というふうに考えております。 

　次に、携帯ですが、時期的な部分はわからな

いにしても、楠山地区に場所を検討していると

いうことであります。これも、ぜひ早く、決ま

れば地区と、場所の選定等話し合えるように、

地区におろしていっていただきたいというふう

に考えます。 

　次に、道路問題ですが、市長の行政方針の中

に、出井の甌穴などを生かした観光ルートとい

うふうに出てます。 

　これ、やはり市長としても、以前聞いたこと

があると思うんですが、全国でも有数の甌穴で

あるというふうにとらえているようですので、

こういう観光面も前面に出した形で、県とも話

をしていただきたいというふうに考えます。 

　それと、１．５車線という改良方法ですが、

現在、篠山登山口から出井の県境までの間、何

カ所か緊急対策という形で改修がされてます。 

　ただ、山ののり面のもとと言いますか、道路

幅がほとんど現状のままで改良されずに改修さ

れていると。広く全然なってないんですね。 

　車のよけ違いが、そこの改良した部分でなか

なかできないというのが、現状であります。こ

れは、愛媛県の考え方とちょっと違うようです

ので、ここらあたりが、なかなか往来する人に

とっては危険な道であるというふうなとらえ方

をされているようです。 

　この部分、やはり市としても、もうちょっと

改良、同じ金をつぎ込むのであれば、５０セン

チでも１メートルでもいいですので、現状より

もちょっと広くしていくということを働きかけ

てみてはどうかと思いますが、考えをお聞きし

たいと思います。 

　次に、市道は、ぜひこれ、少ない予算で大き

な仕事をするという部分でいえば、地域と協働

の中で、地区が作業をすると。物資を市が見る

というような形をとれば、１メートルしか伸び

ないところが２メートル、３メートルと伸びて

いくようなことができるんじゃないかというふ

うに考えますが、市として、そのようなことが

できるのかどうか、そこらあたりもお聞きした

いと思います。 

　以上で再質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、寺田議員の再質

問にお答えをいたします。 

　地デジ対応でございますが、これ、３月２８

日の結果、前回の報告会の結果というよりも、

今回が、結構詳細にくるんじゃないかと。こち

らからも問題提起をしておりますので、２８日

には、その答えなんかも出るんじゃないかなと

いうふうなつもりでおります。 

　わかりやすい説明にしていただいて、ぜひ、

早い時間に、市民の皆様にお知らせするような

形をとりたいというふうに思っております。 

　これについては、総務省に、私どもも、実は

隣の四万十市長も、やはり西土佐村を抱えた関

係で、これは西土佐の方が、非常に難視聴とい

うことでございまして、一緒に行きまして、総

務省の局長の方とも、３０分ぐらい直談判をし

て、ぜひこういうことは、我々地デジに移行し

て、これが映らなくなったら、これはもう、本

当に暴動も起こるぞというふうなことも、我々

は言ってきたわけでございますので、その２０

１１年の７月のときに、１件たりとも、これ１

件でもこれが見えなくなるということがあると、

非常に地域にとってはマイナスの効果の方が大

きいものですから、そういうことも言ってきた

わけでございます。 

　それから、楠山地区の携帯の鉄塔関係でござ
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いますが、ぜひ早急に、今も働きかけはしてお

るわけでございますが、地区とも建設予定地等

の検討もしてまいりたいというふうに思います。 

　一定の筋が見えましたら、すぐに地区に入っ

て、どういうところにということで、話をして

まいりたいというふうに思います。 

　それから、１．５車線が、県道４号が１．５

車線になってないんじゃないかというふうなご

指摘でございます。私どもの方とも、県の土木

とも、一応、話をしまして、きょうの寺田議員

のお話も踏まえた中で、安全性についてどう考

えるかというふうなことも聞いてまいりたいと

いうふうに思います。 

　また、次の機会でも、わかりましたらご説明

をさせていただきたいと思います。 

　それから、市道の維持補修でございます。県

道とか国道が整備されるたびに、その古いとこ

ろを払い下げられて、市道が非常に延長が長く

なっているところもございます。また、交通量

の少ないところの草刈り等、それから簡易な舗

装とか、いろんな材料費を提供してはどうかと

いう話でございます。 

　これ、以前にも何かの折に答えたと思います

が、皆様との、地域の方々の協働の中で、材料

費を提供してできるものであれば、そういう形

でとらせていただきたい。地域の皆様にもご協

力願って、維持管理をしていきたいというふう

には思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　大体わかりましたが、

最後に１点、ケーブルテレビについて、今後の

話の中で、国の有利な補助が、例えば得られて、

ケーブルテレビが延長できると。その中で、行

政が事業主体になるとかいう部分がもしあれば、

そういうケーブルテレビの延長という部分を、

市として考えるのかどうか、この部分をお聞き

したいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、寺田議員の再々

質問にお答えいたします。 

　ケーブルテレビ、今のところ、行政の方で経

営していくという考え、今のところもっており

ませんが。 

　ただ、今のケーブルテレビ会社が、今、４，

０００ぐらい入っていただければ、大体、経営

軌道に乗りますので、そういう形になれば、少

しずつ延長はしていけるというふうに思ってお

りますし、ただいまの状況では、第３セクター

という形になっておりますので、このケーブル

テレビ会社に、市民の皆様に一人でも多く入っ

ていただきたい。 

　地区によって、地区全体で入っていただいて、

ご協力をいただいているところもございますし、

当面は、このケーブルテレビは４，０００を確

保するという目標をとにかく立てて、それから

延伸をしていくというふうなことを思っており

ます。 

　また、地区によって、先に説明をしまして、

入っていただくという確約をとってから、この

ケーブルを延ばしていくというふうな対応も必

要じゃないかなと、いうふうなことで思ってま

す。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　ありがとうございまし

た。 

　大体の部分がわかりましたので、私の一般質

問を、これで終わります。どうもありがとうこ

ざいました。 

○副議長（菱田征夫君）　３番有田都子君。 

○３番（有田都子君）　おはようございます。

３番、一般質問をいたします。 

　日本語の中で、最も美しい言葉と言われる



－ 76 －

「ありがとう」に、もし形があるとするならば、

それを緋縮緬のふろしきにそっと包み、携え、

この８年出会わせていただいたすべての人に感

謝の思いをこめて、今、ここで静かにひも解き

たい、そんな思いを胸に、２期目最後の一般質

問の場に立たせていただいております。 

　お教えいただきましたこと、お支えいただき

ましたこと、励ましをいただきましたこと、本

当にありがとうございました。 

　質問に入らせていただきます。 

　まず１点目。道に清掃の文化を根づかせるこ

とについて、市長の思いをお聞きいたします。 

　清掃の文化という言葉は、以前、一軒一軒が

自分の家の前の道を美しく保とうという趣旨の

質問をさせていただいた折にも出させていただ

きました。 

　飛騨に昔からずっと受け継がれてきた心、い

つ、どなたが、どこから訪れても、すがすがし

く、気持ちよく歩いてもらえるよう、道路を掃

き清め、打ち水をしておくという、清掃を通じ

てもてなす心を示す言葉、清掃の文化が飛騨の

高山には生きていることを、数年前の行政視察

の折に知ることができてより、私にとって、大

切な言葉となっております。 

　しかし、私は、飛騨の高山の道を含めた町の

美しさを知る以前に、清掃の面において、深く

頭を垂れるほどの感銘を受けた経験をいたして

おります。 

　１０年前、友人のお招きにより、イギリスに

３週間身を置き、各地をめぐる機会を得た折、

美術館、博物館、城、寺院等々の建造物、何百

年も昔のままの古き町並み、自然の保存、広大

な公園等々の見事さ、壮大さに圧倒されたこと

はもちろんですが、何よりも、頭を垂れるほか

ないほどに深く感じ入ったのは、イギリス住民

の古きよきものを残し守ろうとする姿勢。街路

にごみ一つとして落とすことなく、心地よい環

境を守ろうとする姿勢でした。 

　教えられることのなんと多かったことか、今、

改めて思い起こしています。 

　我が宿毛も、歴史と文化の香る町とうたい上

げています。とするならば、この宿毛にも清掃

の文化を根づかせるために、市民、行政一丸と

なって、捨てない、拾おう、咲かせようの心を

持って、今以上の宿毛市内の道を中心とした場

の清掃、清掃活動体制を高めていきたいと考え

ます。 

　そして、その姿を大人がしっかりと示すこと

は、子どもたちに無言の教育となり、清掃の文

化がおのずと引き継がれていくことになるはず

です。 

　四国遍路文化を世界遺産にという大きな目標

を抱いている今、お遍路さんに気持ちよく歩い

てもらえる道を、豪華客船から降り立ったお客

様に散策していただいて恥ずかしくない道を、

その他さまざまな目的でこの宿毛を訪れる人た

ちの安らぎのためにも、市民の皆様への啓発運

動も含めて、より前向きな清掃活動のための先

達として、ご努力いただきたいと願われます。 

　お考え、具体的な施策をお伝えください。 

　２点目、旧高知銀行の活用について、市長に

お聞きいたします。 

　早稲田の母といわれる小野　梓氏は、中庸、

高潔、博愛、奉仕等、およそ人間としての最高

の品性、知恵を有した人物であったがゆえに、

早稲田大学の梓氏に寄せる敬意の流れは絶える

ことがなかったといえましょう。 

　その敬意が、小野　梓という人物を生んだこ

の宿毛の地との縁となり、梓立祭、梓公園、旧

高知銀行寄贈という歩みを進めていただいたと

いう現実を知るとき、一人の人間がどう生きて、

どう社会に作用するかという意味の深さを痛感

せざるを得ません。 

　この高知銀行の建物の活用について、質問さ
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せていただきますことには、おこがましい思い

も否めないながらも、市民の多くの方々の声を

受けたこと、また、私自身の思いもあり、提案

の形をとらせていただきます。 

　結論的要望としては、この建物を壊すことな

く、有効活用していただきたいということであ

ります。 

　世代間交流の場、青少年の心の育成の場、子

どもから高齢者までの幅広い作品展示の場、映

画、講演会等の催しごとの場、昔遊び伝承の場、

民具の展示としての場、水害時の避難の場等々、

その活用の道筋は数多く生まれてくるはずです。 

　もちろん、この建物の方向ということについ

ては、早稲田大学側の意向の把握も重要なこと

でありますし、小野　梓記念館的色彩を確保す

ることも当然でありましょうが、相当の広さを

有するこの建物を、多目的に使用できる場とし

て残し、活用していく方向性をお考えいただき

たいと思います。 

　現段階での市長としてのお答えを求めます。 

　３点目、いじめゼロに向けての取り組みにつ

いて、教育委員会へお尋ねいたします。 

　オギャーと生まれてきたみどりごの命の灯火

を守るために待っているものが、赤ちゃんポス

トとは。そして、育ちいく過程においても、子

どもたちに虐待、いじめなるものが待っていた

としたら、小さな子どもたちの心の大きな大き

な悲しみのふるえを思うとき、いても立っても

いられない思いがいたします。 

　このままではいけない。今、何が人間に欠け

てきたのか、どういう日本になってきたのか、

個々人が、一人一人の大人が立ちどまり、しっ

かりとこの重い課題に立ち向かわねばならない

ときに来ていると思われてなりません。 

　多くの課題の中、意図的に人にいやな思いを

させることと定義されるいじめ、それも小中学

校においてのいじめなるものが、限りなくゼロ

に近づいていくための道を求めて、質問させて

いただきます。 

　昨年、当市にても、ご講演いただいた夜回り

先生こと水谷　修氏は、今、大人社会のイライ

ラが子どもにぶつけられ、イライラのはけ口に

され、子どもたちは、子どもたちの心は救われ

ず、自分を見失い、苦しんでいる子どもが増加

していると伝えています。 

　大人から子どもへのいじめが、そして子ども

同士の中に生まれるいじめが、子どもから笑顔

を奪い、学習意欲を奪い、ひいては最悪の方向

へ進んでいくことになる。ストップいじめに動

かなくてはならないのです。 

　もちろん、当市の小・中・高においても、教

育委員会としても、この問題に真剣に向かって

いくお心ありと信じますが、現在の各校の状況、

そして対応について、お伝えいただきたいと思

います。 

　以上で最初の質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、有田議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　まず、最初に、道に清掃の文化を根づかせる

ということでございますが、なかなか、非常に

難しい問題でございます。いろいろ、これは、

やはり人の道徳律に訴えかけなきゃいけない問

題であろうかと思います。 

　よく、他のところでは、ポイ捨てだめだよと

いうふうな条例をつくるとか、こういった行政

としての法律みたいな形で縛るというふうなと

ころもございますが、私はそういうことには、

ちょっと向きたくない。やはり、人の心に訴え

る問題につきましては、啓蒙していくというこ

としかないのではないか。 

　これはまた、小さいころからそういうことを

親が教えていかなきゃいけないし、親が率先し

て清掃する。自分の庭先でいいと思いますよね。
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家の中もさりながら、公共の場所たる道路であ

るとか、溝であるとか、そういうことも非常に

必要なことだと思います。 

　市では、昨年、一昨年までは年に１回のクリ

ーンデーをやっていったわけなんですが、これ

は１回では少ないではないかというふうなこと

もございまして、２回にしております。 

　ただ、本当に残念なことに、クリーンデーの

ときにも、昨年１日でごみが１６トンだとか、

かなりの、４６トンですか、そういったごみが

拾われると。本当に、いわば情けない話なんで

すが、そういったところにごみがたくさん落ち

ているということは、日ごろから皆さんが協力

して、気をつけてごみを拾っていれば、そうい

うクリーンデーのときも、ああ、きれいだった

ねというふうなことで済むわけでございますが、

なかなかそこまでいってないのが実情でござい

ます。 

　行政として、できることは、汚れたとこはき

れいにしなきゃいけないというのは、まず第一

でございますが、ぜひこの場を借りましても、

せっかくの有田議員のお話の中で、清掃の文化

を根づかせようじゃないかという呼びかけとい

うふうに私も承っておりますので、できれば市

民の皆様が、ちょっと汚いところ、ちょっとご

みが落ちているところをひとつ拾おうかという

ふうなことをやっていただきたい。 

　そしてまた、昨年は、秋のクリーンデーには

小学生から中学生、高校生まで、こういった生

徒さんも参加してくれました。こういった大人

がやる行事に対して、きれいにしようという気

持ちを学校でも持っていただけるということが、

これからの宿毛市の清掃の文化に発展していく

んじゃないかなと、こんなことを実は思ってお

ります。 

　そして、次に高知銀行の活用でございますが、

これは、壊すな、多目的に有効活用せよという

ご提案でございますが、実は、私も高知銀行の

今あるところに入ってみて、最初は残して、こ

れ有効活用、もったいないと思いましたので、

入ってみたんですが、なかなかこれは有効活用

できるような施設でないんじゃないかと。 

　というのは、中へ入りましたら、もう壁がボ

ロボロ落ちております。例えば、先ほどの話も

ありました、イギリスの古い建物とか、路面と

かいう話もありました。ああいった石造りで、

昔からの頑強なもので、きちんと建てているも

のであれば、これは何十年というふうなことで

も、いっぱいもつと思いますが、モルタルの部

分とかが、もうボロボロはげてたり、非常にも

ろくなっているんじゃないか。 

　これ、耐震設計されているかどうかは、まだ

確認をしておりませんが、そういった、多分、

経年の変化プラス、地震等のときに、壁なんか

が落ちてきたんじゃないか。ひび割れがあった

んじゃないかなと思われるんですが、そういっ

たところが見受けられまして、先だっての梓立

祭のときも、奥島先生がお見えになってました

ので、早稲田大学との話し合いで、いろんなこ

とを決めていこうということで、これを残した

場合と撤去した場合ということで、宿毛工業高

校の生徒さんにもいろんな絵をかいていただき

まして、その絵をかいていただいたり、活用策、

有田議員が今おっしゃった活用策なんかも入っ

ておりました。 

　そういったものを、早稲田大学に、総長のと

ころに持っていきまして、こういう高校生から

の提案もございますということでお話はしてお

りますが、なかなか結論的には出ていない。 

　そして、先だって、奥島先生がお見えになっ

たときに、私が中を、担当の課長と一緒に見に

行ったことを話しましたら、じゃあ、壊さざる

を得ないのかなというふうな話がありました。 

　なお、これは建物のことですから、私は専門
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家でございませんので、一度やはり、これが耐

えられる物かどうか、その調査もやっぱりしな

きゃいけないというふうに思います。 

　これは、耐えられないものであったら、やは

りこれは取り壊さないと、かえって危険でござ

いますので、そのまま有効利用ということには、

なかなかまいらないかなというふうなことを思

っております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長職務代理者教

育次長。 

○教育長職務代理者教育次長（西尾　諭君）　

教育長職務代理者教育次長。３番、有田議員の

一般質問にお答えをいたします。 

　いじめゼロに向けての取り組みについてとい

うことでございます。 

　最近、いじめにより、子どもたちがみずから

の命を絶つという痛ましい事件が相次ぎまして、

大きな社会問題となっております。 

　文部科学省からは、いじめ問題への早期発見、

早期対応への取り組みの徹底を図っていくよう、

通知が参っております。委員会としても、大変

苦慮しておるところでございます。 

　ご質問は、いじめ対策についての学校の取り

組みについてということでございます。学校で

は、生徒指導、担当者や各学年担任と、心の研

究部会を設置し、情報の収集やいじめ防止対策

について、具体的に提案し、全教員でいじめ防

止へ取り組む対策を研究するなど、指導体制の

整備に努めておるところでございます。 

　また、スクールカウンセラーとの連携を図り、

早期の情報収集に努めるとともに、アンケート

調査の実施や相談箱を設置するなど、児童生徒

の悩み相談体制の充実を図り、いじめに対する

早期発見に努めておるところでございます。 

　さらに、児童生徒への気配りや、声かけを日

ごろから常に心がけ、教師全体で共通の認識を

持ちながら、これからもいじめ等の問題に対し、

学校だけの問題としてとどめるのではなく、家

庭、ＰＴＡ、教育委員会、子ども支援ネットワ

ーク委員会など、関係機関等と連携を図りなが

ら、未然防止に取り組んでまいりたいと、この

ように思っております 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　３番有田都子君。 

○３番（有田都子君）　３番、再質問をいたし

ます。 

　１点目の清掃に関する点につきましては、昨

日も同僚議員のごみの問題等について、出され

ましたことを受けますと、重複の感も否めませ

んで、申しわけなさもありましたが、３点にわ

たりまして、温かいお答え、ありがとうござい

ました。 

　１点目の道の清掃の文化を、いわゆる条例や

もろもろの罰則でくくることなく、心の問題、

心の啓発の方向に動いて、ぜひとも美しいまち

づくりを、道づくりをという市長の心を伝えて

いただきました。 

　この道のことにつきまして、先ほど、前段で

は、１回目の折には、余り触れませんでしたけ

れども、四国遍路文化は、１０年内には必ず世

界遺産に登録されるであろうと。これは、先日、

高知において、世界遺産の選定にもかかわって

おります広島の古田陽久さんという方の講演が

ありまして、参ったわけですけれども、それが、

その折に非常に前向きな方向性というものをお

伝えいただいたわけですが、しかし、その陰に

は、行政の努力と、そこにかかわる市民の、住

民の熱意が、その時期の早さを決めると話され

ておりました。 

　結局、住民の、例えばその清掃に対する行動

とか、思いとか、そうしたお遍路さんへの温か

いお接待の心とかが、もろもろ大きく動いたと

きに、そして行政がそれのリード役となって、
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もろもろ遍路文化への心を傾けたときに、世界

遺産への暫定リストへの方向性が見えてくると

申されております。 

　別にその世界遺産の遍路道のみにこだわるわ

けではありませんが、どうにかして、何とかし

て、ごみのない、ごみの少ない美しいまちづく

り、道づくりに行政、市民が一体となって努力

したいものだと願われてなりません。 

　私、車にごみのちり袋を積んでおりまして、

時々目につきますと、車を安全な場所によけて

拾ったりもしておりますが。私、これは差し出

がましい提案かもわかりませんが、ごみ袋と仲

よしドライブ的に、全職員の皆様、ごみの袋、

小袋でもよろしいですがお積みいただいて、気

のついたときにお拾いいただくという、リード

的な、清掃のリード的なお役目をしていただき

たいという思いもしております。 

　そして、子どもたちに、今、市長も申されま

したように、環境教育の一環として、学校にこ

のごみの問題についてどう考え、どう思うかと

いう投げかけをしきりにしていただく中で、標

語なり作文なり詩なり、そのごみを見詰めたも

のを、子どもたちに書いて、考えていただいて、

例えばその標語を何か１つの紙に、何百枚かの

紙に刷って、それは世帯数に、私は配りたいと

いうことですが、ごみの袋を、例えば小袋を１

０枚が無理なら５枚でも、各世帯に、その子ど

もたちから集まった標語なり、ごみを見詰める

言葉なりを添えて、各世帯に配布する。 

　それは別に、ごみの袋をあげるから掃除をし

なさいという威圧的なことでも、横着な観点か

らでもなく、今の家計への１つのおもいやりの

意味も含めて、ごみの袋を５枚でも１０枚でも

援助していく中で、その清掃の文化を根づかせ

るための１つの方策として、子どもたちの標語

なり思いの何かを印刷されたものを添えて、各

家庭に配るというのも、１つの方法かなという

ことなども、小さい、具体的な思いですけれど

も、しております。 

　ともかく、気づいたらごみの袋を、弁当の食

べかすが市の公園などに散乱してても、横目で

見て通り過ぎるということのない市民がふえて

ほしい。そして、１つでもちりを拾っていこう

という市民がふえていくための啓発活動をする

ための、さらなるご検討をお加えいただきまし

て、ご努力いただきたいと思いますが。 

　先ほど述べさせていたただきました小さな提

案について、市長が何か思うことがございまし

たら、お伝えいただきたいと思います。 

　それから、２点目の高知銀行の活用でござい

ますが、今、文教センターが非常に利用者の数

の増加により、もろもろの長期的な利用が非常

に難しいくらい、過密的な状況になっていると

いうことも伺っております。 

　また、子どもたちが心の悲しみを抱えて、駆

け込んでいける駆け込み寺的、この言葉は余り

ふさわしくないかもしれませんが、夜、非常に

心の寂しさを抱えて、夜の町を徘回する子ども

たちが、もしいたとしたら、その立ち寄るさき

の、心の休める場所の役目としても、その場が

提供されるという意味においても、もろもろの

形において、この活用は、私は本当に必要では

ないかと思います。 

　ただ、今申されたように、その建物が耐え得

る形なのかどうかということは、大きな課題で

ありますから、早急なる、その建物の耐震、も

ろもろの状況を把握していただいて、専門家に

ゆだねて、把握していただいて、私は、一度壊

してしまえば、それは取り返しのつかない形に

なると思いますし、今、建物の公共的な、そう

いった本当にもろもろの会合をもつ場、そして

いろんな形の催しの場の、少ないこの宿毛にお

いて、やはりできるだけこれを残そうという方

向性というものを前提においたご検討をいただ
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きたいと思うわけです。 

　私、以前、法務局が東西南北の地点から、一

番いい場所で、そこがあいている状態でありま

したので、あそこを何か利用できないかという

ことで、中村の法務局の方にも行ってお話させ

ていただきましたが、土地と建物との管轄の省

庁が違っているということで、市に安い値段で、

安く買っていただきたいということの以外の借

用、借りるということが非常に難しい状況であ

りまして、私もそのころ、林邸の問題も抱えて

おりました関係上、ここで一般質問に出すこと

なく、提案することはなかったわけですが。 

　ともかく、今、もろもろの、これだけ心の荒

れ、そしてもろもろの形で問題の起きている、

この今の世において、さまざまな場所で語り合

い、伝え合い、話し合う、そういう場が、そう

いう場所が非常に欲しいと、そういうふうに思

う中で、この建物が利用できたらどんなにいい

のかと、私も思うことが多くあります。 

　私も実は、中を見せていただきましたが、壁

面、床、もろもろはげた形で、余り、今すぐ使

っていくという状態ではないことは承知もいた

しましたけれども、どうか耐震的な面で耐え得

る形であるかということの点において、お調べ

いただいた後は、できるだけ活用できる方向で

ご検討いただきたいと。 

　これは、今ここで、最初に出させていただき

ましたことでもありますし、今ここで、どうい

う結論、どうしてということの結論めいたこと

はお話するつもりもありませんが、どうか活用

の方向性というものを先に見据えてのご検討を

いただきたいと、重ねて申し上げさせていただ

きます。 

　それから、３点目のいじめの件でございます

が、いじめは、いじめも虐待も、そして養育放

棄も、その最終、行き着くところは３歳児まで

の心の不安定によることが多いと、心理学上、

もろもろの学術的にも言われております。 

　しかし、人間であるがゆえに、家庭や、幼い

ころに受けた、かかわられた人以外に、出会え

た人々によって、子どもは変わっていくという

可能性があるというところも、また人間である

かと思います。 

　その面において、教育の、そして教師の、そ

して地域の人々の思いやりある態度や心が、ど

れだけ子どもに作用するかということになると

思います。 

　その面におきまして、私は１つの提案でござ

いますが、学校内でももろもろ、先生方もご苦

労なされて、検討されているということはよく

承知しましたけれども、保育園、幼稚園、小学

校、中学校、高校の縦の関係の機関の子どもの

心を見据えた問題に対して、縦の関係でのご協

議、お話し合い、そして課題に向かっての思い

などを語り合う、そういう機会をぜひとも持っ

てほしいと思います。 

　単なる小学校、中学校、それぞれの形でなく、

すべて行き着くところ、幼いころにかかってく

るということもありますし、そういった面での

縦の関係の機関の話し合いをもっていただきた

いと思います。 

　私、先日、この問題については、非常に開か

れた学校づくりの宿毛中学校の委員の方にかか

わらせていただいておりますが、子どもたちも、

非常にこの問題については、１つの言葉をテー

マとして、自分が受けていやなことを相手にす

ることはしてはいけないということのテーマで

もって、いろいろ子どもたちも協議をしている

ということなども伺っておりますけれども、今、

いろんな機関で、本当に温かい心づくり、そし

て人との温かいかかわりを求めての道を探る動

きは、確かに出ております。 

　今言いましたように、そういった意味で、教

育委員会として、今の縦の関係の点についての
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ご協議について、どう思われるかということを、

１点お聞きいたしまして、市長の最初の、私の

ささやかな提案に対してと、今の点について、

２番目の質問についてはご答弁は求めませんが、

再質問の形でお答えいただきたいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、有田議員の再質

問にお答えをいたします。 

　いろいろ、拾って歩くというのが、お話をさ

れました。私は、拾って歩くというのも大切だ

と思いますが、ごみを捨てないということの方

が、まず先じゃないかと。 

　きのうもご質問議員がありましたけど、不法

投棄の問題であるとか、そしてまた、土手の清

掃しておりましても、本当に生活ごみを草むら

の中に捨てている。瓶、缶、いろんなものを投

げている。 

　これ、やっぱりいちいち拾っている。これが

クリーンデーの１６トン、４０何トンにつなが

っているんじゃないかと。 

　やはり、捨てない、ポイ捨てというのは、こ

れはしちゃいけないんだと。ごみは自分のポケ

ットにでも入れて持って帰ってくれというふう

な気持ちを、まず持っていただきたい。 

　その上で、やっぱり捨てられたごみを、また

拾っていく。散歩の途中にごみ袋を持って、い

ろいろ拾って、してくださる方も、市民の方に

はおられます。こういう方ばっかりだと、ほと

んどもうごみはないような状態になろうかと思

いますが、なかなかそこまでは、皆さんいけま

せん。 

　ささやかな提案という形で、有田議員からも

今、提案がございました。それもまた、１つの

とるべき施策だというふうにも思っております

し、いろいろなことを、やっぱりごみのポイ捨

てをやめてほしい。そして、捨てられたごみを

みんなで拾って歩こうじゃないかということも

大切、そういうことはみんなで、全体として、

ごみが町にないような状況をつくり出すことが、

一番の目的だろうというふうなことでのご提案

と承っておりますので、そういうこともみんな

で呼びかけていきたいなという気はいたしてお

ります。 

　それから、高銀の跡地の問題は、ご提案とし

て承っておきますが、なかなかあの状況では難

しいというのが、今、私の感じでございますが、

それは先ほど申しましたように、専門家に見て

いただいて、危ないものを、これはおいとくわ

けにいきません、これは。地震が来たら壊れま

すよ、耐震補強をしなさいよというんじゃ大変

な話ですし、これは、壊すにもお金が要ります。

非常な、高額なお金が要りますし、改修するに

も、またお金が要ると思います。 

　咸陽小学校、今年度、１９年度耐震補強をや

らせていただきますが、あれで５，０００万と

いうお金が要るわけでございまして、だから、

どういった形をとれば一番いいのか。これを残

しておくのがいいのか、安全性を考えなきゃい

けないし、改修も要ります。そして、壊すにし

ても、またお金が要ります。 

　こういった両面で、いろんな面から、やっぱ

り検討していかなきゃいけない問題だというふ

うに、私自身は受けとめておりますので。 

　お話の、ご提案の向きはお聞きしておきます

ので、十分そこの辺は配慮した形で、対処をさ

せていただきたいと、このように思っておりま

す。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長職務代理者教

育次長。 

○教育長職務代理者教育次長（西尾　諭君）　

教育長職務代理者教育次長。３番、有田議員の

一般質問の２回目の質問にお答えをいたします。 

　いじめゼロに向けての取り組みについて、い

じめ、虐待等、不登校も含めてでしょうが、保
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幼小中、縦の関係についてということでござい

ます。 

　宿毛市教育委員会といたしましても、市内の

小中学校に対して、いじめに対する認識を再点

検してほしいということで、その徹底を図った

ところでございます。 

　平成１２年度に、宿毛市教育研究所を中心と

いたしまして、宿毛市生徒指導総合連携推進会

議という部分を設立いたしまして、いじめ、不

登校、虐待、問題行動等について、各学校、地

域、子ども支援会議及び関係機関と連携を図り

ながら、その予防と解決に向けて取り組んでお

るところでございます。 

　この生徒指導総合連携推進会議は、民生児童

委員さん、ＰＴＡ連合会、警察、それから児童

相談所、保健介護課、医療機関、スクールカウ

ンセラー、それから福祉事務所の家庭相談員、

あるいは学校、そして保育所、さまざまな機関

から集まりまして、いじめ、不登校、虐待等に

ついて、調査研究、あるいは相談、具体的な対

応については、宿毛市子ども支援ネットワーク

委員会という部分で、それぞれの事例について、

具体的な対応、あるいは児相への相談、強制措

置も含めて、児相への相談等も対応しておると

いう状況でございます。 

　よろしくお願いします。 

○副議長（菱田征夫君）　３番有田都子君。 

○３番（有田都子君）　１つ、１点目の点にお

いて、再質問を含めて、再質問とさせていただ

きますが、再々質問ですか。 

　ごみの問題は、いろいろこうして出させてい

ただきますけれども、環境課が中心となって、

花いっぱい、花街道みんなできれいにする事業

ですか、非常にそういうことの取り上げもあり

まして、以前よりは、道を歩くときに美しさを

感じるような思いもいたします。 

　私、出させていただきましたのは、本当に徹

底して美しい町をという思いもあって、さらに

出させていただいたわけですが、今少し、先ほ

どの提案の中で、ごみの、ちりの袋を各世帯に

配って、それが１つの行政としての、市民の皆

様への思いやりの形として、標語などを添えて

お配りいただいて、そして、１つの動きの運動、

清掃運動のきっかけというか、１つのそういう

ものにもしていただきたいなという、小さな提

案、もう１つさせていただきましたが、それに

は、もちろん３０円の、１枚３０円の小さな袋

であれば、それが１０枚単位でしたら３００円、

それが１万強ですか、世帯数にすれば３００万

ぐらいかかるわけですし、５枚ずつに分けてあ

れすれば、１５０万くらいかかるわけですし、

予算的な措置が必要となってきますので、その

ことについては、今すぐここでご即答は無理か

とは思いますけれども、その方向性についての

質問に対してのお答えを、ひとついただきたい

思います。 

　それから、２点目の、これは再質問ではなか

ったので、もう申すことはできないとは思いま

すけれども、早急なる、そういう建物の耐え得

る力というものをお調べいただいた上で、耐え

得る力がある限りにおいては、本当に、できる

だけ残していただく方向をお願いしたいと思い

ます。 

　教育委員会の方にお聞きいたします。 

　総合教育連携の事業ですよね。その中に、も

ろもろの機関、保育園も入り、段階的な教育機

関が入っているからということではございます

が、それとはまた別に、本当に子どもたちの心

の問題を見つめた、そういった会を、その機関

だけに任すのではなく、やはり数多く、持ち得

る限り、そういう話し合いの場、そして子ども

の心育てについての、そういった先輩というか、

指導者のお話を聞くと、もろもろの点の、そう

いう視点を持っていただきたいと思うわけです
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が、その点、そのほかに今早急に、そういう段

階的な機関との話し合いを持つご計画などはお

ありでないかということを、ちょっとお聞きし

たいと思います。 

　総合連携事業にのみゆだねるのではなくて、

いじめ、そして虐待、もろもろの面を含めた形

の、別の形のそういう縦の関係の話し合いを持

つご予定的なものを、教育委員会はお持ちでな

いかということを、いま一度お聞きしたいと思

います。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、有田議員の再質

問にお答えいたします。 

　学校の生徒にごみ等の関連する作文を書かせ

ろという話も承りまして、その関連で、標語等

を印刷したごみ袋を、各家庭に配ってはどうか

というご提案を、市としてできるかどうかと。

やるのかどうかと、その方向性を示せというこ

とでございますね。 

　これは、学校にこういったものの作文を書か

せるというのは、教育委員会とも相談をしてみ

ます。これは、先生方に、いろいろな話もして

いかなきゃいけない問題でございます。その上

で、標語になったときに、袋を持たせる。各家

庭に配るということにつきましては、ここでは、

はい、やりますということでは、ちょっとお金

にかかる問題も入ってきますので、そこのとこ

ろは、できるかどうかの検討をさせていただき

たい。 

　これ、どうしても１００万、２００万、５０

０万もかかるようであれば、先ほど、市道の維

持管理とか、住民生活の交通の安全にもかかる、

そういったものとの優先度とか、いろいろなこ

とをやっぱり、財政的なものを考えていかなき

ゃいけないというのが、我々に課せられた課題

であるというふうに思っておりますので、有田

議員の今のご提案につきましては、少し財政的

なものもかかるものですから、まことに申しわ

けございませんが、ちょっと検討させていただ

きたいと、このように思っております。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長職務代理者教

育次長。 

○教育長職務代理者教育次長（西尾　諭君）　

教育長職務代理者教育次長。３番、有田議員さ

んの一般質問の３回目のご質問にお答えをいた

します。 

　保幼小中の関係で、縦の関係いうことで、生

徒指導総合連携推進会議は推進会議として、別

の会をということですが、実は、生徒指導総合

連携推進会議の中に、先ほど言いました宿毛市

子ども支援ネットワーク委員会というのがあり

ます。 

　そして、もう１つ、その組織の中に、宿毛市

中学校区地域子ども支援会議というのがありま

す。これは、各中学校が拠点になりまして、例

えば東部であれば、東中学校、それから平田小

学校、山奈小学校、それから平田保育園、山奈

保育園、それから貝礎保育園、こういう形の中

での会もありますので、その中での議論は、当

然、今もしていってますので、その部分を充実

していきたいと、こういうふうに思っておりま

す。 

　よろしくお願いします。 

○副議長（菱田征夫君）　３番有田都子君。 

○３番（有田都子君）　３点にわたる質問に対

してのご答弁、再質問に対しての答弁、ありが

とうございました。 

　日々、さまざまな課題に向かって、各課の職

員の皆様、市長を初め、各課の皆様、日々本当

にご努力なされている姿を承知しながらも、さ

らに温かい町、温かい宿毛市、そして美しい宿

毛市、そして支え合う宿毛市づくりのために、

さらなるご努力をいただきたいとの思い心に多

くわき上がることにおいて、本日の３つの質問
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をさせていただきました。 

　ありがとうございました。以上で質問を終わ

ります。 

○副議長（菱田征夫君）　１４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君）　１４番、一般質問を

行います。 

　ちょうど、私の取り上げるのは、森林の関係

と生ごみを含めて、自然循環の関係でございま

すけれども、今、この緑の羽根をつけさせて、

登壇させていただいております。 

　森林を大切に、自然環境を大切にという、ち

ょうど時期が適しているというか、そういう中

でございますので、一生懸命、一般質問をさせ

ていただきたいと思います。 

　私の第１点目の質問であります、森林資源を

生かした企業誘致につきましては、非常に提言

的な面が強いものでございますので、初めの話

が少し長くなるかもしれませんけれども、よろ

しくお願いいたします。 

　宿毛市の現状におきましては、昨日も同僚議

員さんが、非常に今後の宿毛はどうなるのか。

景気対策を含めて、何とかしなくちゃいけない

という切々たる思いの質問が相次ぎました。 

　この格差にさいなまれるというか、この地方

の宿毛はどうしたらいいかという思いは、それ

ぞれ皆さん、同じ思いだと思います。私もいろ

んな意味で、そういう思いの中、今回、この質

問のテーマにありますように、林業について、

森林について、少し触れさせていただきたいと

思います。 

　昨年でしたけれども、集成材の製造企業が進

出先を探しているという情報を耳にいたしまし

た。その具体的な１つが、昨年末、大豊の方に

進出してきた岡山の銘建工業の工場進出という

ことにつながっていると思います。 

　大豊の方は、高知、徳島、香川、愛媛という

形で、ある面では山間地の中心という要素を持

っておりますけれども、逆に本市におきまして

は、重量物の材の動きが可能な港湾というもの

を持っておりますし、四国西南というエリアで

見たときには、この地域が何とかできるんじゃ

ないかというような思いにとらわれたわけでご

ざいます。 

　集成材のそういう動きについて、なぜそうい

う動きが起きたのかなということにつきまして

は、まず、国産材の活用のメリットが生じてき

た。輸入材価の値上がり、いわゆる伐採規制等

がありまして、そういう輸入材価の値上がり、

それに対して、国内の杉の価格の低落、そうし

たことを受け、また、製材技術の向上等により、

外材で集成材をつくるよりは、国内産を使った

方が安くできるというような流れがあります。 

　そしてまた、平成１２年度には、住宅の品質

を確保する、そういうことについての法律がで

きました。 

　構造を含めて、主要部分に対しては、１０年

間施工者は保証しなくてはいけないと。とする

と、しっかりした構造材を使う必要があるとい

うことで、集成材がもてはやされてきたと。 

　こういうことにつきましては、昨年１１月、

本市の議員の皆さんで組織する宿毛市林業活性

化議員連盟の研修会が、宿毛市森林組合及び現

地でもたれましたが、その中で、県の林業者の

担当者間からいろんな、そういう現在の状況等

説明を受けたところは、皆さんご承知のことと

思います。 

　その中で、話を聞く中で、私も、どうしても

生産現場を一度見てみたいという思いで、昨日、

チラッと菊地議員さん、同僚の菊地議員さんが

触れましたけれども、１月３０日、平成会の視

察としまして、佐賀の伊万里木材コンビナート

を見に行かさせていただきました。 

　また、２月２６日ですか、これは私的に岡山

の、大豊に進出してきた銘建工業の工場を視察
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させていただきました。 

　この、ついででございますけれども、銘建工

業の集成材につきましては、ちょうど今、建築

中の、完成したと言ってもいいかと思いますけ

れども、篠山小中学校の校舎の構造、いわゆる

柱、梁に使われている用材を、集成材を納入さ

れた先でございます。 

　そこを見させてもらう中で、本当にこれは、

非常に真剣に考えなくちゃいけない企業の進出

だなという形で思いました。 

　その事業内容について、視察内容について、

若干触れさせてもらいます。 

　業績といたしましては、両者とも非常に右肩

上がりということが、データとかお聞きした話

では伺えました。 

　例えば、伊万里の工場では、１７年からスタ

ートですけれども、１年の間にはや計画の５０

パーセント修正の必要。そして木材が足らない

と、現状が。そういう状況が既に発生してきて

いる。 

　あるいは、銘建工業におきましては、１２年

から１６年にかけての４カ年で、事業量は倍に

近い事業量になっているという、需要の大きさ、

伸びがありました。 

　規模といたしましては、銘建は分散されてま

すけれども、伊万里の工場におきましては、木

材市場、製材工場を含むコンビナートとして２

４ヘクタール、ちょうど当市の湾の背後地の面

積と匹敵する、同じような状況の中で稼働して

おりましたし、集成材工場そのものは、１５ヘ

クタール、１５町歩使った工場が、集積を含め

てありましたし、ちょうど隣には１１ヘクター

ル、なお今後、間伐の加工工場をつくるんだと

いう形で、既に用地を構えて取り組みが強めら

れておりました。 

　そういう状況の中の雇用関係をお聞きします

と、木材コンビナートでは２５０人の従業員を

雇用していると。これには、木材の搬出、搬入

含めて、附帯的な労働関係、雇用関係は含まれ

ておりませんので、波及的いいますか、そうい

う関連関係を含めると、相当の雇用状況に至っ

ているということが伺えられました。 

　原料につきましては、先ほど申しましたけれ

ども、不足状態ということでございますが、そ

うした中で、どういう対応をしているかといえ

ば、どんどん、初めは北九州だけを目的にした

けども、もう鹿児島以外は全部集めなくちゃい

けない。あるいは、山口からも船で取り寄せな

くちゃいけないという状況なもので、宿毛の湾

港から、ひとつ何とか材が供給していただけま

せんかねというような話があるような事業状況

と、いうことをお伺いいたしましたし、ある面

で、そういう大きな工場が来ると、一般の既存

の製材業者等がダメージを受ける、潰れるんで

はないかという心配もございましたので、そう

いう当たりも聞きましたら、いや、うちの方は

曲がり材含めて、いわゆる曲がり材といえば、

直材がとれないもので、二足三文に該当するん

ですけれども、そういうのをカーブ製材機いう

ことで、曲がったなりに引ける機械も入れてい

るんで、そういうことを含め、いわゆる並材、

２級材を主に扱ってますと。だから、ヒノキ含

めて、いいものは一般の製材業者がやって、そ

れぞれすみ分けをしているので、お互いが生き

ていけてますというような話も伺いました。 

　この業者に共通することとしまして、びっく

りしたのは、まず、材を引いたら、伊万里の場

合は半年間、自然乾燥せんといかんということ

でねらしなんですが、約ストック金額２０億円

ぐらいがストックされてましたし、岡山の真庭

の方は、スウェーデンから材をメーンとして入

れてましたが、これは３６億円相当の材が、半

年間ストックされているという状況で、これは

すごい金額が動いているんだなという気持ちを
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抱きましたし、国産材時代が来たということが、

両者の方の話でございました。 

　まず、中国木材の伊万里工場の方では、今ま

で外材に押されてたけども、今、国産材２０パ

ーセント、外材輸入８０パーセントという壁が

破られようとしていると。まさに国産材時代の

トンネルが、抜けたという形の表現をして、今

後の期待感をあらわしてましたし、銘建工業に

おきましては、もうスウェーデンの方から輸入

は、あと３年が限界でしょうと。それ以後にな

ると、もう国産材で対応せざるを得んという状

況をお聞きしましたし、なおまた、この両者に

おいては、廃材、おがくず等、すべてボイラー

で燃焼したり、それによって乾燥、熱源をつく

ったり、あるいは、発電をして、工場内の電力

を賄ったりと、まさに温暖化におけるＣＯ２の

排出関係は、自分とこで全部処理する、そうい

う体制をとっての企業活動でございました。 

　こういうのを見る中で、私としては、本当に

集成材、この情報と言いますか、そういう工場

が進出先を探しているということでございまし

たら、県の方も、新聞で２度ほどありました。

いかにこの湾の背後地を売るかということで、

３人体制でいろいろ、九州をメーンに探すとい

うことを言っておりますけれども、これが１つ

できないものか。 

　例えば、一般的な製造業でしたら、材料を入

れて、加工して出していくと。そこでは、労働

力の雇用が確保されることと、あるいは、ある

一定すぎれば固定資産税が入るというようなこ

とでございますけれども、木材というのは、こ

こにある資源でございます。 

　自分たちの持っている資源を使うということ

は、資源を切り出し、工場へ送る。そういう林

業の、まさに活性化になるんで、単に一般的な

企業が来ると、全然違った効果を生むんじゃな

いかという思いがいたしまして、この資源を、

自分たちの資源を使う。そして、工場が成り立

つということならば、まさに四国西南地域一円

をエリアとしての活動にならざるを得ん。そう

すると、資源が全部、この宿毛へ集約される。

そしたら、宿毛での動きというのは、すごい企

業活動になってくるという思いがして、これは

大きな、本市の課題ではないかなというふうに、

私としては取り扱いたいと思って、今回の質問

要旨に加えさせていただきました。 

　今後の宿毛の活性化として、雇用景気対策等

魅力ありますので、集中的に生き残りへ向けて

の取り組み、これについて市長の所見をお伺い

いたしたいと存じます。 

　２点目の循環型社会についてでございますが、

表題は「循環型」と言っておりますので、リサ

イクルを含め、資源の再利用をあらわす言葉と

は言えますけれども、今回の質問につきまして

は、生ごみについての循環という形で質問いた

しますということで、通告しておりますので、

それに絞らさせていただきます。 

　昨日、同僚議員が、同趣旨の質問をいたして

おりますので、重複部分は気をつけながら、追

加的にお聞きいたしたいと存じます。 

　生ごみの処理には２つの意義があろうかと存

じます。１つには、まさにその焼却経費の削減。

２つ目には、いわゆる生ごみをいかに有効活用

するかということでございます。 

　これはええねと、まさに活用の有効性が伴わ

なければ、生ごみの処理は継続いたしません。 

　昨日、菊地議員も触れておられましたはちが

めプラン、これにつきましても、まさに完熟堆

肥にして、堆肥需要がある、また処理経費の節

減とか、環境保全に貢献しているという市民の

誇りがあるから、私は続いているのだと思いま

す。 

　現在、当市において、生ごみの処理でコンポ

ストを補助しておりますけれども、このコンポ
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ストで本当に完熟堆肥までつくれているのだろ

うかという疑問もわいてまいります。 

　行政方針や広報における記載を見る限り、市

民への問いかけとお願いというような面が強く

感じられます。 

　生ごみの堆肥化に向けては、行政として、前

向きな取り組みをしているという形が、ちょっ

と読みにくいというのが、私の感想でございま

す。 

　一昨年ころでしたか、担当課にはそういう資

料を含めて、提言したことでしたけれども、こ

の生ごみの堆肥化については、たくさんの事例

が、もう既に出ております。要は、踏み出すか

どうかということに、私はかかっていると思い

ます。 

　はちがめプランでは、採算性を含め、軌道に

乗ったから、行政にお任せして、行政で対応し

て経費節減を含めて運営をしていただきたいと

いうような話がございましたのは、きのう菊地

議員もお話しましたが、いわゆる行政が有機農

業の取り組みを含めて、主体的に公社などをも

って堆肥化施設を運営するにしても、あるいは、

個々人が堆肥化するにしても、生ごみの一次処

理を初め、堆肥をつくる要領、技術などの排出

者の協力、理解が不可欠であります。 

　１つの改革運動ととらえる必要があるように、

私は思います。そのためには、知識収得のため

の講習会などを持ち、関心ある方々のグループ

化など、市民の運動体をつくり、実績を出して

いく必要があると考えます。 

　行政がきっかけづくりを行う積極性がない中

では、進みにくいというのが、私の考えでござ

いますが、市長の所見をお伺いいたします。 

　以上で１回目、終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、田中議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　非常に、集成材の産業、企業誘致というふう

な形で、具体的なご提案でございました。 

　こういった形での宿毛湾港を、この工業団地

を使っていただける企業、あるんであれば、こ

れは船でまた運びもできますし、非常に有益な

ことだというふうに、私自身は思っております。 

　ただ、その銘建工業ですか、岡山の方の。こ

れまあ、大豊町に進出しております。こういっ

た形が、ほとんど県の仲介でなされているとい

うことでございますので、また、県の、宿毛湾

港の部分につきましては、県の港湾局の所管と

いうことで、そこら辺が、企業立地課との調整

がうまくいってたのかどうか、そこら辺がちょ

っと、私もわからないところが、県の内部であ

りまして、こういった、今、田中議員がいろい

ろとおっしゃってた集成材の工場進出というこ

とが可能であれば、私はどこでも飛んでいって、

ぜひこちらに来ていただきたいというふうな話

もしていきたいというふうに思っているわけで

ございます。 

　これについては、宿毛市単独というよりは、

県有地でございますので、県の港湾課ともまた

話をしながらやっていかなきゃいけないという

ふうに思っております。 

　湾港の背後地の企業誘致が、まず一番うまく

いってないというのは、防波堤と、何回も私、

言っているかもしれませんが、岸壁が一体とな

った港でございます。そういう形で、まだ不完

全な港で、船がついたときにも、ロープが切れ

たりという、自衛艦がついたときですね。そう

いった不測の事態が起こっているということが

ございまして、まだこの港は使えないんじゃな

いかというふうな、船の操船する方の方の判断

があるんじゃないか。 

　船の操船する方、船長協会というのがあるん

ですが、こういった方々によりますと、こうい

った船が、ロープが切れたりする港については、
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すぐに情報が、各船にいくというふうなことを

お聞きしまして、こういう状況を一日も早く解

消しなきゃいけない。安全に、いつでもつけま

すよというふうな港を、まず先につくっていか

なきゃいけないということでございます。 

　先ほど、田中議員のお話の中で、企業からの

お話で、３年後には国産材主流になるぞという

ふうなことがございました。恐らく３年後であ

りましたら、防波堤も３００メートル区間でき

ているというふうに、私は思っておりますので、

そっちの方にも力を入れて、なお並行的にこう

いった形の企業が進出してくれるというふうな

企業がありましたら、ぜひそれは県の方と話し

て、飛んで行ってまいりたいというふうに思っ

ております。 

　それから、生ごみ、循環型社会についての生

ごみの堆肥化の件でございます。行政が主体的

にリードをとれという話でもございますが、行

政も民間も、これは一緒になってやっていかな

きゃいけない問題じゃないかなというふうに思

っております。 

　１つご提案で、講習会、こういったものにつ

いての講習会等、知識を持った方がたくさんお

られます。 

　昨年、たしか９月かにも、中平議員からも、

バイオマスタウン構想もお話を承っておりまし

て、非常にいい形なものですから、堆肥化して

有機農業ができるような形をとれれば、非常に

いいというふうに、私自身も思っているわけで

ございますが、なかなかその一歩の踏み出しが、

まだいってないのは反省をしているところでご

ざいます。 

　どういった形でやれるのか、今、田中議員の

ご提案の、例えば市民に周知をさせるための講

習会等をやれという１つの提案がございました。

これにつきましては、行政としても、すぐでき

る問題だというふうに受けとめておりますので、

そういったことを実行をしてまいりたいという

ふうに思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　１４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君）　再質問をいたします。 

　港の利用の関係につきましては、いわゆる、

伊万里の方では、３，０００トン、５，０００

トンくらいの貨物で、中国木材の本社との物流

というような話もされておりましたので、５，

０００トン岸壁がどういう影響を受けるか。ま

た、その材木等の積みおろしにおいて、どれだ

けの波が、どういう支障を来すのか、その当た

り、今後、研究することが必要かと思いますし、

私もちょっとそのあたり、理解できにくいとこ

ろがございますので。それは１つの課題として

おきますけれども。 

　私どもが昨年、話を受けたのは、県の林業事

務所の方でございましたし、昨年春ころですか、

ちょっと伝え聞くところによると、森林局の方

と、トップに近い方の話というようなこともあ

ったようですので、かなり、その流れの中では、

大豊を含めての１つの候補地というとらえ方が

されてたと思います。 

　今回、初めて私も中国木材とか、銘建工業と

か、いう会社をわかったというか、いろいろ見

詰めさせてもらったわけですけれども。 

　その話の中で、企業関係の。例えば、住友林

業というような話も出てきました。まだ二、三、

そういう集成材の関係では企業名が出ておりま

したが、そういういろんな知名度の高い企業等

もあるわけでございまして、そのあたりについ

ての打診というか、そういうのは、やはり行政

が、あるいは県が対応していただかんと、ちょ

っとわかりにくいという面がございますので、

ぜひとも企業調査というのを、そのあたり、も

し構わなければ絞り込んだ形で、１つやってい

ただければという思いがいたします。 
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　そして、今後の関係で、集成材工場という形

では上げてますけれども、いわゆる今、住宅の

強度というような意味で、どうしても乾燥材が

欲しいという、前段の段階ですが、そういうの

を要望しているところもありますが、ただ、乾

燥材ということになると、やはり熱効率とか、

そういう乾燥施設とかいうようなことを含めた

ときに、若干、うまく回転しない面が出るんじ

ゃないかなという思いがいたします。 

　温暖化の対応で、京都議定書の約束を果たす

という意味からしまして、政府の方も、今後６

年間で間伐材の面積を３６パーセント、現在よ

り増加さすと。１２０万ヘクタール間伐材をや

っていきますよというようなことで、どんどん

山林の伐採をしなくてはいけないという状況も

ありますし、いろいろ施設をつくるにしても、

いわゆる温暖化防止という意味で、事業者に補

助金を、国も出していくという、企業進出にお

いても、非常に有利な状況下にあるという思い

がいたします。 

　本来、三原の方で、最近のあれですが、いわ

ゆる間伐材をログハウス等に加工する換金事業

が、半島振興法の関係で、国土交通省の方から

採用されたというような話があり、ログハウス

工場を三原に建てるかとか、あるいはそれを湾

港の方に持ってきたらとか、いうような話もあ

るようでございますけれども、本来、大きな企

業が来て、利益をよそに持っていかれるよりは、

そら地元で利益も確保したらいいという意味合

いもあるんですけれども、やはり四国西南エリ

アを含めて、１つの大きな、時代の流れに沿う

という形になれば、やはり大きな企業の進出、

その端でいいものについては、そういうログハ

ウス等の丸太加工という、地場企業も附帯さす

というような取り組みも必要ではないかなとい

う思いがいたします。 

　それで、そういう今後の流れと、温暖化対策

の関係を含めて、再度、県との関係、そして森

林組合の方には、組合長の方にも、私、言わさ

せてもらっているんですけれども、市の方も県

の方も動くかもしれないけれども、森林組合と

しても、四国西南の森林組合に組合長協議会か

持ちかけて、どういう形で材が搬出できるか、

１つ協議の呼びかけをしてみてくれんかという

話は、投げかけております。 

　と言いますのは、はや中国木材、伊万里工場

で聞いた話ですけれども、国産材時代が来るけ

ども、実は、一番心配なのは、材木の切り出し。

切ったり出してきたりする従業員が確保できる

かどうか、これができなんだら、工場を云々し

ても、十分工場が回りませんと。それが大きな

課題に、今、なってきてます。先々のと、いう

形の話をされてましたが、それはイコール、今

後、宿毛湾の方へ、そういう工場を企業誘致し

ようとしたときには、どうしても今後の見通し

として、不可欠になる課題でございますので、

そのあたりも含めて、いろんな県、森林組合、

市、それぞれが協議しながら、ぜひとも進めて

いってほしいという思いがいたしますので、そ

れについて、再度所見をお伺いいたしたいと思

います。 

　それと、生ごみの関係でございますけれども、

市長もその一歩をどう対応していくかという形

の絞り込みの話されておりますが、きのうの質

問の中で、処理経費が１トン１万８，０００円

要るという話がございました。けど、生ごみを

いかに有効に利用するか。そして温暖化防止含

めて、環境を守っていくかという、そういう市

民運動が起こるならば、例えば１万８，０００

円の経費のうち、１トン節減すれば１万円の、

そういう活動補助というか、運営補助を出しま

しょうよ言ったところで、これ構わんわけでご

ざいまして、そうすると、じゃあそれができる

かどうかの企画含めて、しっかりしたものを、
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１つお互いにつくろうやと。まさに市民と行政

の協働の中で、練り上げることはできると思い

ます。 

　一方が必要ということなんですけれども、要

は、どういうふうにやっていくかは、政策の、

選挙のマニフェストではないですけれども、あ

る面、具体的な数値で、これをこれだけ減らし

ますよという課題を、みずからに掲げた行政運

営をせんと、なかなか具体的に、前に動いてい

かないんじゃないかなという思いもいたします。 

　そういう件につきまして、市長に再度、ご所

見をいただきたいと思います。 

　それと、先ほど、第１回目の質問のときに、

私、平成会と視察したという形で言ったそうで

ございますが、清風会の間違いでございますの

で、訂正方お願いいたしたいと存じます。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、田中議員のお話、

たくさん承りました。 

　私、宿毛、なんかもう、森林局の幹部のお話

で、宿毛もある程度、お話があったというよう

な話が出ておりましたが、ほとんど情報不足な

のか、そこら辺の話は我々の方には入っていな

かったということを、まず申し上げておきます。 

　やはり、ここら辺、県の主体的にやっている

部分について、宿毛市に対する情報はほとんど

入って来ないというのが、１つは問題でもあろ

うかというふうに、私自身思ってます。 

　また、入ってこないというものが、私の責任

でもあるかもしれませんが、この情報をきちん

とした形でとるようなことも、していかなきゃ

いけないということでの取り組みもしてまいり

たいと思っております。 

　宿毛市そのものも、８割方が森林でございま

すので、こういった原材料があるということに

つきましては、これやっぱり、生かしていかな

きゃいけない。それを、土地があるから、土地

もやっぱり使っていかなきゃいけないというこ

とは、十分認識しておるわけでございますが、

その具体的な方法を、これからはやはり企業誘

致そのものにしましても、先ほどちょっと、住

友林業の話が出まして、これは住友林業の方に

は、私も行ってまいった。 

　これ、２年ほど前になりますので、少し、こ

のときと状況が、木材の関係、需要が違ってき

たんじゃないかなというふうには思っておりま

す。 

　これ、国土交通省の港湾局の方と一緒にまい

りまして、この宿毛湾港の活用に林業ができな

いかということでの、住友林業の幹部の方にお

話を伺ったということでございまして、その後、

状況が変わっておりますので、またこの分につ

いては、情報もこちらからとってみたいなとい

う気はいたしております。 

　それから、生ごみの方の話なんですが、田中

議員からは、数値目標を出せと。マニフェスト

的にというふうなことも受けているわけですが、

ここの数値目標が、じゃあ、どういった形で出

るのか。施設的にどうやってやるのか。 

　まず、頭にすぐ来ますのが、財政の問題が入

ってきますので、豊かなところであれば、これ

はすぐにでも取り組みたいという気持ちはいっ

ぱいなんですが、そこの部分が、ちょっと不足

と申しますか、一歩踏み出せないところでござ

います。 

　数値的な目標が、その部分で出せれば、本当

に自分にとってもありがたいことでございます

けれども、ぜひ、その部分については、ここま

ではやろうというふうなこと。 

　これ、幡多の広域の組合でも、クリーンセン

ター、今、満杯でございます。そういった形で、

前回にも、確かそういう話をしたと思いますが、

満杯の状況ですから、幡多の広域の組合、市町

村でも、このごみ減量化について取り組もうと
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いうことを、この間の幡多広域組合議会の中で

も話し合ったばっかりでございます。 

　じゃあ、どれぐらい減していくのか。これは、

限りなくゼロに近づけば、それでよろしいわけ

ですが、その目標値を定めていく。当面の目標

値を定めていくということを、ちょっと検討し

てみたいと思います。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　１４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君）　市長として、港湾の

関係、２年前、住友林業にお伺いして、対応し

たというようなことで、常にそういう、いかに

この湾港の関係を含めて、地域の関係を考えら

れているかということにつきましては、評価を

いたしたいと思います。 

　一応、提言という形の一般質問でございます

ので、いろいろ、今後、そのあたりにつきまし

て、県あるいは組合等との協議の中で、いわゆ

る企業誘致の件につきましても、ぜひともご検

討を願いたいと思いますし、生ごみの堆肥化に

つきましても、これ、日常的な業務、いろいろ、

それぞれの課において忙しいとは思いますけれ

ども、生ごみの問題にしても、あるいは１番の

企業誘致にしても、それぞれ、これはというと

きには、組織的な、大きな組織を持っているわ

けでございますので、いかに組織をうまく動か

して対応するかということで、また成果も見え

ると思いますので、そういう点、よろしくご含

みいただきたいと存じます。 

　以上をもちまして、一般質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　この際、昼食のため、

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時４９分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　８番、一般質問をいた

します。 

　はからずも、最後の質問者になりまして、私

がきょう、市長にお聞きしたいのは、２点でご

ざいますが。 

　１点は、産業振興と雇用の促進。２点目は、

フェリーの航路の支援についてということでお

聞きをいたします。 

　産業振興につきましては、きのうから質問者

が、やはりこの宿毛市の現状を見て、何とか仕

事を起こすことが一番大切ではないかと、こう

いう思いから、ほぼ出尽くした感がございます

けれども、一次産業の部門について、たくさん

の提案もございました。 

　私の方は、残った部分になりますが、宿毛市

の今の産業、１次、２次、３次と見渡しますと、

大体、どこの町も３次産業がたくさん、多くな

っておるわけでございますけれども、金額に直

しますと、１次産業が水産関係で百二、三十億

ですか。農業が三、四十億、製造関係が百六、

七十億、合わせて３００億と、サービス業部門、

いわゆる３次産業が５００億ぐらいあるわけで

すから、残った部分が、まだ６００億ぐらい、

６５０億ぐらいありますので、その部分は、私

が産業振興で聞いていこうかなと。残りの部分

を、市長にもお聞きをいたしたいと思います。 

　安倍内閣が発足をしましてから、「美しい国

日本」をつくる。戦う政治家でありたいという

思いでスタートをしまして、半年が経過をいた

しました。 

　昨日は、浅木議員からも、自民党はなっちゃ

おらんと。貧しい者からは税金を取って、大企

業を助けると、こういう発言もございましたけ

れども、そのことについては、それぞれの考え

方もございます。 

　先ほどの読売新聞で、こういう調査がござい
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ました。あってはならない格差は何ですかとい

う問いに対して、インターネットの調査でござ

いますが、１番は都市と地方の格差、２番は親

の資産による教育の格差、第３位が、賃金の格

差でございました。 

　この格差が、どうして生まれてきたのかとい

うのは、それぞれの時代背景がございますから、

例えば、神武、岩戸、いざなぎと続いた景気の

中でも、それぞれ、今回の名前はまだついてお

りませんが、経済の波に従って、それぞれの質

の違いがあったように思います。 

　現在の格差は、やはり地球がフラットになっ

たということで、ボーダレスの、国境のない、

ビジネスの世界では、物と人と金が同時に動い

ていく、こういうグローバルな社会で、やはり

日本企業も国際競争の中で勝ち抜かねばならな

いと。 

　そうしますと、今、勝組企業が、日本企業全

体で３２パーセントという数字になっておりま

すが、今までの景気であれば、５０パーセント

ぐらいの企業は利益を出して、そして国内での

雇用があったわけでございます。 

　現在では、企業はコストを削減のために、い

わゆるリストラ、そして下請の洗い直し、ある

いは安い労賃を求めての海外へのシフト、ある

いは、２兆円もうかったというトヨタにおいて

も、１兆円は金融市場でのもうけでございます。 

　そしてまた、海外へ輸出をする業者は、円安

差益によって多大な利益を得ていると。いわゆ

る経済を支えるものは、健全な消費と、国内で

の設備投資、それが回転することによって、支

えられるわけですけれども、そういうような条

件が整っていないところに、やはり都市と地方

の格差の根本的なものがあると思います。 

　こういうふうに考えますと、なかなか市町村

でこの格差の中で、何かを起こしながら自立を

していくというのは、きのうも市長が申しまし

たように、この高知県のような社会整備資本が

整っていないところで、交付税を限られた、減

額をされる中、やりたくてもやれないという状

況はよくわかりますし、何か文句を言いたい気

持ちもよくわかりますが、市長は全国の市長会

などにも出席をしますので、これは自民党の政

治が悪いということではなく、やはりこういう

状況になっておるんだから、そのことを力強く、

トップセールスマンとして、是正する方向に働

いていただきたいと思います。 

　そこで、本県の予算は４，２００億余りで組

み立てられました。橋本知事は、何を削るかと

いうことはもうできないと。削れないものは何

か。いわゆる削減困難率を示して、県民へのサ

ービスを低下させないように頑張るしかない。

金がなければ、人と知恵でやり抜こうというこ

とで、４つの重点課題をのせておりました。 

　その第１に挙げたものは、いわゆる産業振興

と雇用の確保。４，２００億余りの予算の中で、

この事業に３８事業３５億６，０００万という

ものをつぎ込んでおります。中でも、県の頑張

る企業総合支援事業に対して、前年度５０パー

セント増しの４億７，０００万円の予算を組ん

でおります。 

　また、総務省におきましても、頑張る地方応

援プログラムという名目で、特色を生かした施

策に対して、３００億円を地方交付税に盛り込

むと。いわゆる、この格差是正のために、県、

国を問わず、協力をしていこうという体制づく

りがされております。 

　中平君の最後に、夕張のようにならないよう

に、市長も頑張れというエールがございました

が、けさ、ニュースで見ますと、夕張も救う神

もあるなという思いがしましたが、皆さん、見

た方もございましょうが、東京のネット企業が

夕張メロンを中心に、夕張でとれる農作物をネ

ットで売ると。本社を夕張に移しまして、これ
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ほど有名になったんだから、ここでもやってい

けるんではないかという思いを、社長が話して

おりましたが、やっぱりそういうふうに、夕張

も必ず立ち直るのではないかと思って見ており

ました。 

　本市の本年度の当初予算は９２億余りでござ

いますが、非常に予算編成には苦心をされたこ

とが見受けられます。 

　その中でも、新たな起債は、これから数年が

大変だということで、平準化をする意味で、起

債を抑えて、人件費もあと議会費、それから一

部事務組合の統合等で１億３，０００万ぐらい

減額をして、非常に緊縮型の予算になっており

ます。 

　今議会に提案をされておりますが、私は、そ

の行政方針を見たときに、もう１つこの雇用に

対する予算が組まれておればよかったなという

思いもありましたが、これは各課の予算の中で

取り組んでいく姿勢があろうかと思いますので、

具体的な質問に移りますが、本年１月の時点で、

四万十ハローワークの求職状況を見ております

と、求職者２，０７２名に対して、求人数９４

９人、０．４６パーセントとなっておりまして、

２人に１人しか就職をできない。 

　本市の経済に大きく貢献をしていただいてお

る平田の工業団地を見ましても、最盛期には１，

１５０名の従事者がいたわけでございますが、

現在は８４０名となっております。市内の商店

街も空き店舗が目立ち、とりわけ食品や衣料等

の製造業は、交通の発達とか大型店舗の進出と

か、海外というような状況もありまして、青息

吐息の状態になっておるわけでございます。 

　サービス業におきましても、市外、県外の資

本が流入をしておりまして、余り宿毛市の小売

業や、その他の商店などが、お金が回っていな

い状態ではないかと、こういうような思いでお

ります。 

　今回、県議会議員選挙や市長選挙が間近に控

えておりますので、講演会活動という形で市内

をいろいろと回っておりますと、たくさんの若

い者と会う機会もございまして、彼らと話して

みますと、やはり、真剣に将来のことを悩んで

おりますし、また、市内では店じまいをする店

や、倒産をする企業も若干見受けられます。 

　これは、今までは、やり方が悪かったんでは

ないかという思いもございましたけれども、こ

の状況になりますと、あすは我が身でないかな

という深刻な思いが、町の中にあるんではない

かと、そういう思いを持って、聞いておりまし

た。 

　そこで、市長にお聞きしたい点は、国や県の

施策を活用して、また、工業団地や港湾の活用、

そして行政方針でも、最後に示されておった、

住民が企業を起こし、行政がバックアップをし

ていくということに対して、改めて市長のお考

えをお伺いしたいと思います。 

　２番目は、フェリーの航路支援についてでご

ざいますが、平成１６年の暮れに、宿毛佐伯フ

ェリーが再開をされました。当時、市長は、海

の国道として支援をしてまいりたいということ

で、再開にこぎつけたわけでございますが、最

初は県と宿毛市を中心にする幡多広域で、４億

円の補助金を用意いたしまして、航路を再開し

たわけでございますが、２杯の船では経営上難

しいということで、古い方の船で運行を開始し

たわけであります。 

　その間、県も市も支援をしてまいったわけで

ございますけれども、非常な燃料高で、経営は

非常に厳しいものが、いまだあると思います。 

　市の方は、単独で２，０００万円を３カ年と

いうことで、支援体制の枠組みをしてまいりま

したが、この２年３カ月にわたるフェリーに対

する支援と、それから、今後、どのように考え

ておるかという基本的な考えを、あわせてお聞
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かせをいただきたいと思います。 

　以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、宮本議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　産業振興と雇用促進という観点からのご質問

と承りました。 

　雇用の場の確保についてでございます。本市

では、高知西南中核工業団地に、宮本議員から

のお話もございました。多くの企業が進出して

いただきまして、雇用の場の確保はもとより、

地域の経済産業の発展に多大な貢献をしていた

だいておりますが、地方の雇用状況は、大変厳

しい状況でございます。 

　先ほど、宮本議員からも、幡多地域の四万十

ハローワークの件でございますが、幡多地域の

求人倍率０．４６ということで、雇用の場が非

常に少ないということで、今後、雇用の場の確

保としまして、高知西南中核工業団地内の未進

出企業に対する進出への働きかけ、そしてまた、

今まで撤退した会社、そしてまた倒産した企業

に対しまして、進出希望のある企業への転売と

いうことも、働きかけております。 

　また、こういうことで、雇用の場の確保にも

努めてまいりたいというふうに思ってもおりま

す。 

　平成１８年度でございますが、休止撤退した

企業の跡地へ、３社が進出していただいており

ます。また、企業誘致への取り組みにつきまし

ては、進出計画がある企業に対する誘致要請で

ございます。 

　これ、昨年１０月に行っておりまして、私自

身も、ことしの１月末には大阪、京都方面へ行

ってまいりました。２月末には、愛媛県の企業

へも訪問をいたしまして、お願いをしてきまし

たし、また、先だって、株式会社小松製作所の

会長、そして１月には社長もお見えになったと

きに、小松そのものの進出はなかなか難しいと

いうことでございましたが、お知り合いの企業

へのご紹介というものも、ぜひお願いをします

ということでのお願いもしております。 

　今後も、積極的に企業訪問をするなど、先ほ

ど、午前中に田中議員の森林関係の活用もござ

いましたし、可能な限り、ぜひ、県とともに連

携を図りながら、雇用の場の確保ということで

の企業誘致というものにも努めてまいりたいと

いうふうに思っております。 

　湾港の工業流通団地への誘致については、ま

だまだでございますが、午前中にも申し上げま

した、港湾の完成というものも、非常に重要な

ことでございます。 

　九州や、県の方が担当職員を３名を配置して、

九州を中心に、セールス活動をするということ

も聞いております。 

　私どもも、独自にもやりたいと思っておりま

して、今月４月の人事で、ポートセールスを担

当する国土交通省の方をお招きしまして、宿毛

市に入っていただいて、このポートセールス活

動も積極的にやっていきたいと、このようにも

思っております。 

　それから、あと住民が事業を起こし、行政が

バックアップするという形についてでございま

すが、事業を起こしたくても、どうやっていい

のかというのがわからないというふうな若者も

多いんじゃないかなというふうに思ってもおり

ます。 

　そうした方には、相談内容に応じて、諸制度

を紹介いたしましたり、県等の支援機関と連携

をとりながら、対応してまいりたい。 

　昨年の８月ですか、宿毛駅に進出しておりま

す若者のグループが、宿毛駅で売店を営んでい

ただいておりますが、こういった形で進出して

いただいても、これは高知県の元気の出る総合

補助金というものなんかも活用しまして、店舗



－ 96 －

の改良というふうなことにも取り組んでいただ

いている状況でございます。 

　そういったことを、県や国の施策、いわゆる

補助金を廃止して、各省庁とも、いろいろ交付

金制度というような形で、いろいろな地方のバ

ックアップ体制を整えているということもござ

いますし、それをうまく利用したいなというふ

うなことで、思っております。 

　それから、あと、宿毛佐伯フェリーの支援で

ございます。平成１６年１２月１５日に株式会

社宿毛フェリーによります運行再開から、もう

２年が過ぎました。 

　１６年度につきましては、これは１２月半ば

からでございますので、３カ月程度の運行実績

でございますが、これ、８５０万円の当初、年

度赤字でございました。次の年の１７年度でご

ざいますが、輸送実績が、トラックが若干、計

画を下回りましたが、それ以外は計画を上回っ

ております。全体で旧フェリー２隻運航時の６

割程度の実績を上げております。 

　しかしながら、先ほど宮本議員ご指摘のとお

り、燃料油の高騰がございまして、３，４００

万程度の赤字で、当初、会社としては、この１

７年度においては３，０００万程度の赤字とい

うことで予想していたわけなんですが、燃料の

高騰ということで、３，４００万の赤字という

ふうなことが発生しました。 

　燃料費の高騰による増加分が４，４００万円

ありました。経費削減に、会社としても努めて

おりまして、合理的な経営努力をしていること

はうかがわれます。こういった形での増加分が

４，４００万で、予想よりも４００万上回る赤

字ということで、非常に会社としては努力をし

ているということでございます。 

　平成１８年度でございますが、これは決算見

込みでございます。単年度で４３０万円の赤字

が予想されております。これは、運行収益につ

きましては、収入の方ですが、前年に比べまし

て、旅客が９２パーセント、バスが７４パーセ

ント、それから乗用車が９６パーセント、二輪

車が９３パーセントというふうに、若干、減少

はしておるんですが、収入割合の高いトラック

利用でございます。これが１１０パーセントと

増加しておりまして、もう１つ、運賃も少し値

上げさせていただきましたので、前年度より、

１７年度より５，２００万円程度増の、これは

収入として４億７７０万円が見込まれておりま

す。 

　この運行収入のほかに、運行経費に対する宿

毛市単独の補助金として、２，０００万円。そ

れから、船舶の改装とか修繕に対しまして、高

知県と幡多広域、これは宿毛市も含みますが、

幡多広域の補助が２，６００万程度ございます

ので、総額で４，６００万を、いわゆる行政側

からの補助という形になりまして、総収入の見

込みは４億５，３９１万３，０００円というふ

うな数字が出ております。 

　一方、経費でございますが、これは労務費と

か、一般管理費、燃料費などで、４億５，８０

０万が見込まれております。 

　これ、やはり燃料費の高騰が非常にひびいて

おりまして、燃料費だけで１億８，２７０万で

ございまして、運行経費に占める割合、これ３

９パーセントと、非常に高い数字になっており

ます。 

　今後も、これが、燃料費が下がるのかどうか、

ちょっと我々には想像がつかないんですが、非

常に高値維持の傾向にあるんじゃないかなとい

うふうなことを思っておりまして、１８年度、

単年度で４３０万の赤字ということでありまし

たら、まだまだいい方かなという形は思ってま

す。 

　もちろん、これが、赤字がいいということで

はございませんで、この燃料高騰時代に、これ
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ぐらいでおさまっているというふうなことだろ

うと思います。 

　続きまして、これまで宿毛フェリーに対する

支援でございます。１６年１２月から支援を実

施しておりまして、宿毛市といたしましては、

議会でもご説明させていただいて、予算も通し

ていただいておりますが、運行経費の補助とし

まして、２，０００万円を３カ年ということで、

表明もさせていただいておりますし、予算もつ

けていただいております。 

　それから、宿毛市を含めました幡多広域の市

町村組合でございます。これが、１６年度には、

船体購入、修繕、広告宣伝費という名目で２億

２，２００万、そして１７年度で２，６００万

というふうな数字でございます。 

　そしてまた、高知県と大分県におきましては、

可動橋、岸壁使用料の減免。これは、両県が港

湾管理者でございますので、この減免措置とし

まして、高知県では１６年度９４万５，０００

円、１７年度で３２１万５，０００円。１８年

度もほぼ同じ額になろうかと思います。 

　大分県では、１７年度からでございまして、

２４３万５，０００円。これが１７、１８とな

ろうかと思います。 

　次に、高知県がほかにモーダルシフト、いわ

ゆるトラック輸送車に対する補助ということで

ございまして、これが１６年度に２８０万、１

７年度に７８０万、１８年度に８９０万という

数字で、３カ年の数字が出ております。 

　また、高知県の観光コンベンション協会から、

企画旅行商品構想料の一部補助というふうな名

目で、昨年度、１７年度１００万、１８年度も

１００万という数字で出ております。 

　こういった形と、もう１つ、宿毛市側の民間

支援ということで、約３，０００万の数字が出

ております。 

　今までの船体購入だとか、修繕費含めまして、

支援総額といたしましては、約３億２，５８３

万２，０００円という数字を、この宿毛フェリ

ー会社に対して、支援をしております。 

　次に、平成２０年度以降、１９年度は宿毛市

としまして、先ほど申し上げました３カ年２，

０００万円を運航補助として出すということに

しておりますが、２０年度以降の直接支援につ

きましては、今後の、先ほど、燃料費の高騰等、

経営状況を見極めながら、どういった支援が有

効であるのか。お金だけで片づく問題なのか、

それとも、いろんな企画方針でもしていくのか、

そういったところを考えた形での支援をしてい

きたい、そういう形を、私は思っております。 

　また、行政方針でも触れましたように、宿毛

市と高知県、それから大分県と佐伯市、この４

者で宿毛佐伯航路行政連絡協議会を設立をいた

しまして、この協議会でフェリー利用者に対す

る助成制度であるとか、双方のイベント情報の

発信、それからスポーツ交流、宿毛運動公園も

活用していただいて、サッカー大会だとか、い

ろいろ運動大会を開いておりまして、こういっ

た方々、スポーツ交流をすることによってフェ

リーを利用するというふうな、支援というもの

があると思います。 

　こういった形での利用促進を検討してまいり

たいというふうに思っております。 

　先ほど、宮本議員も言っていただきました、

本航路、その当地域と九州を結ぶ海の国道とし

て、重要な航路でございますので、これは四国

地方整備局の道路部長、局長にも、この海の国

道として位置づけて、このフェリー航路をぜひ、

国土交通省としても支援をしていただきたいと

いうことも、行政的に申し上げて、要望もして

あるところでございます。 

　以上でございます。 

○市長（中西清二君）　８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　再質問をいたします。 
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　雇用の確保、産業振興については、１次産業

の部分はもう、きのうからたくさん聞きました

ので、今、市長が説明された、工業団地の方に

も、３社が進出をされたということ。 

　また、大阪や京都、そして愛媛方面にも企業

訪問をして、努力をされておると。そしてまた、

本年度は九州にも県の職員が３人配置されると

いう中にあって、取り組みをしていくという田

中議員の質問にも重なりますが、そういう、市

長はトップセールスマンとして、支援の姿勢を

持っておるということはよく理解ができました。 

　その中で、団地の方で、私も少し、企画の方

から統計をもらいまして、比較をしてみますと、 

平成８年が宿毛市全体の製造業、金属とか機械

類とか食料品、衣服も含めて製造業の出荷額が、

平成８年時点で２３０億ぐらいありまして、現

在は１６２億、約７０億ぐらい落ち込んでおる

わけですが、その中で、平成８年に２３０億の

うち、工業団地が１３０億ありまして、残りが

市内の１００億です。 

　現在は、全体が１６０億になりましたところ、

工業団地は１２０億と、出荷額は１０億円程度

しか落ちておりません。そうしますと、差し引

きしますと、７０億のうち団地が１０億しか落

ちてないということは、実に６０億。というこ

とは、平成８年に１００億あった宿毛市内、団

地以外の製造出荷額が６０億落ち込んで、残り

が４０億しかないということは、これは農業、

水産業のけてますから、森林も。これは、二次

産業は壊滅的な状態だなというのが、数字でわ

かるわけですね。 

　だから、若い人が働くとこがない。そこで、

サービス業の部門は５００億ぐらいありまして、

余り変化がないんですが、やはりパート労働で

あるとか、またその他のことで、県外資本なん

かもたくさん来ておりますから、雇用の場が少

ない、いうような状況が、今、町にあふれてお

るんではないかと、この数字から見ると、そう

いう思いがいたします。 

　そこで、去年、私たちの会派で、西郷議員と

岡崎議員と菱田議員とで政務調査で山形県の長

井市に行ってまいりましたが、この長井は、実

はごみの問題で、環境問題に取り組んで勉強に

行ったわけですが。 

　長井にはレインボープランというのがありま

して、これ、全国のモデルになっておるという

ことで、私たちも循環型社会ということで行き

ましたが、一定、レインボープランのＮＰＯの

関係者から説明を受ける中で、説明用のビデオ

が用意されてまして、それをまず見てくれませ

んかということで見ておりますと、全産業の長

井の生産高とか、従事者のグラフがございまし

て、長井は山形県の新潟よりと申しますか、場

所的には米沢、福島の米沢から少し接したとこ

ろで、米沢盆地の一角にありますが、米沢とい

うところは、非常に江戸時代から貧乏で、上杉

鷹山が１７歳に藩主について行革をやったとこ

ろですから、長井も似たようなところでござい

ますね。 

　それと、そういう場所でありながら、農業が

約１０パーセント、製造業が４５パーセント、

サービス業が４５パーセントという、全産業の

比率を示されまして、私はそこで、ちょっと、

ごみの方はストップして、そのことについて、

ちょっとお聞かせ願えませんかということでお

聞きしますと、２０年前に、非常に人口減少と

財政難に苦しんで、当時の市長が市民を集めて、

どんどん意見を出してくれと。これから市はど

うしたらいいんだということで、おおよそ２つ

の意見にまとまって、１つはごみ問題。 

　これは、ごみを環境のためにという発想では

なくて、ごみは宝という発想で、先だって、中

平君もこのことも申しましたが、長井の取り組

みは食育、食の安全は、いわゆる循環型社会の
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有機農法でつくる野菜、そういうものを台所と

農家を結んで食の安全、健康になる食をつくろ

うということでごみを片づけたということでし

たが、もう１つ驚いたのが、先ほど言った工業

生産が４５パーセントというのは、とにかく長

井の町には何もないと。人口３万１，０００ぐ

らいで、宿毛市と大差ないわけですから。しか

も、地の利も、山形空港からは２時間近くかか

りまして、東北自動車道は近くを通ってますが、

鉄道の便も第三セクターで非常に悪い。しかも、

バスで山形市内から１時間２０分ですから、ど

ちらかと言えば、辺鄙なところなんですが、こ

こに３００社の工場が来ておりまして、従事者

が６，０００人ということで、循環型のごみの

施設と一緒に、工場の方にも足を延ばしてみま

したが、説明を受けますと、電子部品とかロボ

ット産業を多く、物づくりをしているらしいん

ですが。 

　長井の工業高校卒業生が実に９０パーセント、

このどちらかの会社に就職をしておる。そして、

長井の工場主が集まった会から年間２００万円、

工業高校に寄附をして、十分に研究してくれと。

そのことが、また工場に人材が返ってくる。基

礎的な知識を得た人が返ってくるという、循環

ができておりました。 

　これは、２０年前から取り組んだわけですが、

非常に町が活気がありまして、ぜひ宿毛市も、

２０年前に平田の工業団地は、平成２年オープ

ンでしたかね、林市長とか、いろいろ努力をな

さって、私が聞き覚えた範囲では、その当時、

５００億円の生産高で２，０００人の雇用を目

指すという勢いであったんですが、現在のとこ

ろは、先ほど申したような状態になっておりま

す。 

　そういうことも１つの目標でございますが、

この若い方々が非常に仕事場がない中で、やは

り市長も言われたように、小さいことからでも

いいから、こつこつとやっていくと、こういう

取り組みが最も大切になるんではないかと思い

ます。 

　そこで、先ほど言った県の支援体制とか、総

務省の支援体制、これははっきりしない部分も、

総務省の方にはございますけれども、新聞紙上

で出たものを読んでおりますと、やっぱり地場

産品のブランド化であるとか、定住の促進であ

るとか、観光の振興であるとか、特色を生かし

た施策に対しては、先ほど言いましたように、

３００億円を交付税の中に盛り込んで支援をす

ると。県の方も、西南地域の宗田節であるとか、

芋焼酎であるとか、こういうブランド品の開発

には後押しをしますよというものが、記事とし

て出ておりましたので、こういうことを活用し

ながら、産業振興に努めていただきたいと思っ

ております。 

　そこで、高知県の方は、先ほど言ったように、

お金がなければ、知恵と人材でやりぬくんだと。

部の方も、タイムリーにチーム制にして、例え

ば雇用促進チームであるとか、障害者自立支援

チームであるとか、そういうチーム制にして取

り組んでいくというのは、知事も申しておりま

したが、本市においても、各課でやっておりま

すけれども、そういうような方向も考えてみれ

ばいいのではないかというふうにも思います。 

　それから、例えば、都市計画で保留地を駅前

に持っておるわけですが、一般会計から特会に

移して、１億６，０００万円ぐらいの土地を順

次売っていってという計画がございますが、こ

れも、経過も私もわかっておりますが、なかな

か今すぐには買い手がつきません。 

　いろいろと売却目的でありますから、なかな

か難しい面もあろうと思いますが、実際のとこ

ろ、すぐに売れない土地がある。しかも、一等

地ですから、例えば若者とか、団塊の世代の

方々とかの力を生かして、そういう場所で、常
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設は無理でしょうけれども、何とか企業おこし

ができないものかということも、提案をしてみ

たいと思います。 

　また、雇用の促進の立場から、前回もちょっ

と、市長にも言いましたが、指定管理者制度に

なって、さまざまなものをアウトソーシングを

していくわけですが、アウトソーシングをする

ときに、当然、市の集中プランの中に年度を切

って実行してまいるわけですから、例えば給食

事業であるとか、清掃公社の問題、こういうも

のを国が市場化テストをすると、６割ぐらいの

金額でやれるんじゃないかという試算も出てお

りますけれども、私は、１つの考えとして、安

くなるからアウトソーシングをするというのは

間違っておると思うんですね。 

　市がやって１億かかるものを、６，０００万

で受けてもらえれば、市は４，０００万は助か

るんですが、例えば六、七千万で受けた会社が、

雇用の立場からすれば、それだけ厳しい経営を

するということは、やっぱり人件費を削減した

り、雇用人数を減さなければやっていけないわ

けですから、同じ１億円払っても、市民の皆様

がたくさん働けるというような雇用状況をつく

っていくことも、１つの行政上の効果ではない

かと思うんですね。 

　そうしますと、人件費６，０００万円が仮に

１００万円の主婦や団塊の世代の方々のパート、

また若者も含めて、そういう方が１００万円で

あれば、６０人雇用できるわけですから、やは

り生活の安定には寄与するものがたくさんある

と思いますね。 

　だから、そういうようなことも考え合わせて

いただいたらいかがなものかと思います。 

　そしてまた、もう１つ、農産物なんか、水産

関係もそうですが、盛んに、農業の振興の意味

でも、食の安全の意味でも、地産地消というこ

とが強く言われておりますけれども、先ほど、

病院関係でこういう話がございました。 

　けんみん病院に、生協がなかなかやりにくい

から、ローソンと提携して、ローソンの売り場

ができると。高知の方でも１つ、安芸でもでき

ていると思いますが、ローソンが出店をいたし

ますと、ローソンの経営方針ですから、やはり

商品、野菜もそうでしょうが、いろいろ食品加

工物なんかも、ほとんど県外から入ってくるん

ですね。 

　広い意味での地産地消と言いますと、やはり

地元の物をつかっていただきたいわけですが、

これは民との間のビジネスのこともありますの

で、お願いという形にもなりますけれども、高

知のＪＡ病院ですか、ＪＡ高知病院。これ南国

にありますが、この病院は、１８０床ぐらいベ

ッドがありまして、地産地消に取り組んで、お

米は１００パーセント、野菜が７２パーセント、

魚やその他加工食品を含んでも、全体の６０パ

ーセントを地産地消で賄っておると、こういう

のが新聞に出てましたので、じゃあ、けんみん

病院が何でできないのかなという思いもござい

ます。 

　それから、各市内の病院もですが、今は病気

のいろんな形によって、食事もそれなりに、専

門の食事を食べなきゃなりませんので、ほとん

ど県外の大手の、いわゆる賄いをする会社が入

っておりまして、それはそれなりに結構なんで

すが、そういう業者が入ると、やはり、余り地

元の物を使っていただけないというような向き

もございまして、病院だけではございませんが、

あらゆる機関に、やはり行政と住民一緒になっ

て、地元のものを安全に供給するから、ぜひ使

っていただけないかというような取り組みは必

要ではないかと思います。 

　その雇用の促進と、産業振興については、市

長の方からは、県の取り組みのチーム制である

とか、若者や団塊世代の活用方法であるとか、
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ローソンの問題であるとか、ということに対し

てお答えをいただきたいと思います。 

　それから、フェリーについてですが、支援体

制の内容についても、詳しくご説明を受けまし

たので、よく理解できましたが、現状のところ

は、かいつまんで言うと、補助金がなければ赤

字であると。４３０万でしたか、４００幾らぐ

らいの赤字にとどまっておるけれども、実際に

は４億５，０００万円ぐらいを支払って、４億

７７０万の収入ですから、補助金と市の支援で

２，６００万円ぐらい助かっておるというとこ

ろですから、実際には５，０００万円近い赤字

で、まだ運行されておる状況だと思います。 

　私もフェリーの方で少し話を聞いておりまし

て、一番の伸びないものは何ですかと。当然、

２杯運航の６割がたの収益であるわけですから、

実際は伸びているんです。頑張っているんです

よという中で、１つ数字の上で、これはちょっ

と問題があるなと思ったのは、平成１７年の７、

８、９月。３カ月と、平成１８年の同じ月の３

カ月を比較しまして、トラックは全体１１０パ

ーセントの伸びということで、ここも余り変わ

りはないんですが、観光バスが全体で７４パー

セントということになっておりまして、ここの

あたりの数字が、７、８、９で、平成１７年は

１８４台あったものが、平成１８年は１０４台

ということで、８２台、３カ月間で減っている

んですね。 

　土佐の山内一豊のテレビドラマの影響もあっ

て、少し観光客が落ちたと、こちらでは、いう

原因もあるそうですが、やはりここら辺が伸び

ていかないと、フェリーも余りおもしろくない。

交流も少ない。バスが１日１台ずつ減ったよう

な感じになりますから、当然、５０名ぐらいが

宿毛市を通過したり、宿毛市で何かをしてくれ

る方が少なくなっておるわけですから、この宿

毛佐伯航路連絡協議会を立ち上げて、またタイ

ムリーに支援をしていくということですが、そ

の中で、例えば乗って残そうという鉄道、船も

そうですが、抽象的な意味合いでは、乗る人も

少ないんじゃないかと思うんですね。 

　それをふやす意味では、九州側のイベントで

あるとか、観光地の紹介を、ケーブルテレビな

んかでもタイムリーに入れたらどうでしょうか

ね。 

　湯布院のくじゅう国立公園の中に、世界一の

つり橋ですか、高いのができて、全国から観光

客が集まっておるそうですが、そういう観光地、

またはイベントとかを、来月ありますよ。皆さ

ん、行きませんかというようなものを載せれば、

あっ、行ってみようかなと思う人も出てくるん

じゃないかと思いますが。 

　そういうものも取り入れたらどうかと思って、

提案をしておきます。 

　それから、フェリーの今後の支援の問題です

が、市長は、２０年度以降は経営状況を見なが

ら、支援をしていく気持ちには変わりはないと

いう、強い姿勢をいただきましたが、このもと

もとフェリーの航路がとまって、市も県も、こ

れは大変な問題だということで、支援体制を組

んだときに、４億円を用意して、２杯運航の形

でこの枠組みをしました。 

　今、全体の出費から残りを見ますと、１億６，

０００万円ぐらい、その支援のお金がまだ残っ

ておるわけですけれども、これは、基本的に船

が２杯になれば、全額使えるということですか

ら、現在の状況では、ここへ全部手がつくわけ

にはまいりませんし、このお金を、例えば１杯

運航でも、船の航路を継続さすためには、無理

をして２杯にしたら支援するという枠組みの本

質にあるものは、航路をやっぱり維持したいと

いう気持ちですから、その思いであれば、この

１億６，０００万を有効に使える方法に対する

手だてを、何か考えた方がいいんではないかと。 
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　宿毛市も非常に、この財政が厳しい中を、３

年度、２，０００万円フォローしてまいったわ

けですから、ずっと出し続けるということも、

非常に難しいんじゃないかと思うんですね。 

　やはり、市町村合併も温度差がありましたけ

れども、知事は広域行政を取り入れて、やはり

それに近い効果を生んでいかないと、運営がで

きないと言っておる以上は、この幡多広域も、

あらゆる面で協力しなければ、単独ではやって

いけない日はすぐそこに来ておると思うわけで

すから、私は、船の滑り出しには協力するけど、

船が出だしたら運航は宿毛市さんがやってくだ

さいよと、幡多広域でも、市長も言われたと思

いますが。あれは非常に冷たいなと思うんです

ね。 

　やっぱり、西の玄関として、高知県にも１つ

しかない。当時は宮崎から来たマリーンエキス

プレスもやめました。もう残っているのは、佐

伯航路だけですから、県も幡多広域も、これは

必死になって、交通インフラの基盤でございま

すから、そういうものを残す体制づくりを、市

長もどんどんどんどん、幡多広域の首長に、そ

んなこと言うなよというふうな形で、トップセ

ールスをしていただきたいと思っております。 

　以上、ちょっと取りとめもない言い方でした

が、フェリーについては、そのような、立ち上

げる連絡協議会で申すこととか、今言った１億

６，０００万円の有効な使い道について、ご所

見があると思いますので、お伺いをしたいと思

います。 

　再質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、宮本議員の再質

問にお答えをいたします。 

　非常にたくさんあるような感じがいたします

が、どれから言っていいのか。メモは一応とっ

ておりますが、もし答弁が抜けましたら、また

後でご指摘もいただきたいと思います。 

　まず、産業支援、雇用の確保策でございます。 

　いろいろな数字を示されて、山形県長井市の

ことも、いろいろ参考になる話もいただきまし

た。 

　そういうわけで、総務省の交付金をふやすた

めの手だてだとか、県の補助を生かすというお

話の中で、チームとして県が取り組むが、本市

もどうですかというふうなお話もございました。 

　本市につきましても、各、この組織を今、変

える話はまだ、今回は出してはおりませんが、

横断的に、やはり各課別々のことでなくて、各

課の横の連絡を、やっぱりとるのが大切だろう

と。 

　これ、産業興しではございませんが、先だっ

て、青年会議所の人たちとも話したわけでござ

います。市の中の庁議でも話したんですが、例

えば宿毛まつりをやります。いろんなイベント

をやりますが、それぞれ、各課から、いわゆる

プロジェクトチームみたいな形で、１人でも２

人でも出して、各課全体を巻き込んだ形で、い

ろんな行事を、市として、市あげてという形で

やっていこう。 

　イベント１つにしましても、例えば商工観光

課がやる観光の件につきましては、観光課だけ

というふうな形ではなくて、やはり各課が、そ

れぞれが協力していかなきゃいけない。 

　こういうものが、今の宮本議員の指摘のお話

にもつながるんじゃないかなと思いまして、チ

ームとしての、そういったチームとしての取り

組みを進めていければ、ぜひこれを採用してい

きたいというふうには思います。 

　それから、例えば保留地、区画整理事業の保

留地を、売却目的で、ちょっと法律的には貸す

ことはできないとは思いますが、短期の土地使

用というものではできないかというご提案もあ

ったかと思います。 
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　これにつきましても、短期が、どれくらいの

短期なのか、そこら辺がちょっと、使う方との

調整も必要になろうかと思います。 

　短期というのは、大体、１週間ぐらいでやっ

たら、何とかイベント的にはというふうなこと

で、駅のイベントの関係での駐車場使用とかい

うものについては、今、使ってはいただいてお

ります。 

　それからまた、土地の関係を申しましたら、

先ほど、午前中にもお話ありました法務局の土

地であるとか、いわゆる国の、県の行政機関が

撤退した土地もございますし、宿毛市のあいて

いる土地もまだまだございます。 

　そういったところを有効に活用できないか。

けんみん病院の、県立病院ですか、その跡地も

まだ残っております。建物もそのままでござい

ますので、知事のところに、あれはどうして、

どうされるんですかという話も聞いたこともあ

りますが、まだ明確な返事がございません。 

　そういった市の中にある公共的な土地、そし

て市有地というものを有効に活用していただけ

るんであれば、それは条例等にのっとった形で、

有効使用させてあげれば、また若者の活躍の場

と申しますか、そういうものができるんじゃな

いかなというふうには思っております。 

　次に、ローソンの売り場がけんみん病院にと

いうことでございます。これは、ローソン、全

国的な会社でございますので、宮本議員のおっ

しゃるローソンが、全面的に入れば、県外の品

物、ローソンの流通経路の品物しか入ってこな

くなるじゃないかというご心配の向き、これは

もう当然あると思います。 

　県といたしましても、地産地消の協議会を各

地でつくって、取り組めというふうな指示もあ

って、宿毛市においても、地産地消協議会をつ

くっておるわけでございますから、我々の方の

給食センターにおいても、できるだけ宿毛市の、

宿毛市にあるものはそこで使っておりますし、

また、宿毛市にないものは、これは買わなきゃ

いけないということにしておりますが、やはり

県も地産地消をうたっておるわけですから、宿

毛市としても、この地産地消をどしどし進めて

いって、けんみん病院でありますから、ぜひそ

こで、地元のものを使ってもらいたい、このよ

うに私自身も思っておりますし、そのような取

り組みもしてまいりたいというふうに思います。 

　それから、フェリーの支援でございます。 

　ご提案が１つございました。抽象的でなく、

九州側のイベント等の情報を、いろいろ流しな

さいということでございますが、これ、私ども

の企画の方にホームページもございますし、佐

伯市等とも話しまして、お互い、広報のやりと

りをしております。 

　それから、あと、ホームページもやっぱり、

九州の情報であるとか、そういったものを、こ

こからよそに発信するというよりも、市内の

方々にもいろんな情報も発信しなきゃいけない、

そういうことも思っておりまして、いろんな催

し物につきまして、これ佐伯市ばっかりじゃな

くて、九州全体の催しを紹介するということも、

本当に大切なことだと思っております。 

　こういった取り組みにつきましては、全部が

全部、ちょっと入らないかもしれませんが、で

きるだけの情報は集めまして、皆さんに知らし

めるということをしたいと思っております。 

　それから、今後のフェリーの支援策でござい

ます。ご指摘がありました１億６，０００万、

これは幡多広域で２隻目を買う、つくる分につ

いて、だんになったら補助していこうという約

束ごとの１億６，０００万ではございますが、

まだこういう状況で、航路をやはり維持するこ

とが、まず大切でございますので、せっかく決

めていただいた１億６，０００万、宿毛市の負

担が非常に高いわけではございますが、このお
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金を、できれば有効に使いたいなという気持ち

は、私の腹の中にありまして、これから幡多広

域の議会等におきまして、この件につきまして

も、話をさせていただきたいなという気が起き

ております。 

　また、九州からのお客様も、足摺へ行ったり、

この幡多広域へ来るわけでございますので、そ

ういった意味でも、幡多が１つになって、この

フェリー航路の維持というものに、やっぱり取

り組んでいただきたいという気持ちが強く、私

にもありますので、ぜひほかの市町村長さんに

も、こういう話を伝えてまいりたいというふう

に思っております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　再々質問という形にな

りますけれども、今、市長から、ほぼ私の言っ

たこと、聞きたかったこと、そして提案として

思いつくままに言ったことも答えていただきま

したので、雇用の促進のＮＰＯの活用について

はありませんでしたが、多分、そういう思いで

おられると、これは思いますので。 

　１つだけ、保留地の問題は法的な問題も確か

にございます。私もそう思いますが、市の持っ

ておる土地を活用してということで結構ですが、

保留地も売れる可能性もないわけじゃないです

が、この今の経済状況では、あれが全部埋まる

というのは、非常に難しいですから、法の枠の

中で、弾力的に貸すこともできれば、ぜひそう

いう一等地を遊ばさないように、塩漬けという

言葉もございますが、塩漬けになる可能性もあ

るわけですから、手を打っていただきたいと思

います。 

　最後に申し上げたいのは、やっぱり長井市の

例を出したのは、２０年前に、非常に苦しんだ

と。そして、今、成功した。わずか人口３万１，

０００人の山形県の田舎の町ですから、宿毛と

大差ないんじゃないかと思いますが、やっぱり

取り組み次第では、まだ宿毛市も再生できるん

じゃないか。だめになったわけじゃないですよ、

夕張みたいに。まだ元気になれるんじゃないか

という思いもあります。 

　やっぱりよくなった町は、過去に本気で苦し

んだ町だと思います。本気で苦しんでない町は、

恐らくぬるま湯で、まあまあといううちに夕張

に近づくんじゃないかと思いますから、そのこ

とは市長もよくおわかりでしょうから、そうい

う意味で、非常に厳しい時代がやってくると、

私もこれは２期８年の最後の質問になります。

もし当選できましたら、また帰ってきて、その

ことについてお伺いをします。 

　きょうはこの辺でやめます。どうもありがと

うございました。 

○議長（岡村佳忠君）　これにて一般質問を終

結いたします。 

　以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午後　２時０６分　散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　この際、議長から報告をいたします。 

　佐田忠孝君から、会議規則第２条の規定によ

り、欠席の届出がありました。 

　本日までに陳情３件を受理いたしました。 

　よって、お手元に配付してあります陳情文書

表のとおり所管の常任委員会へ付託をいたしま

す。 

　日程第１「議案第１号から議案第６５号ま

で」の６５議案を一括議題といたします。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

　１６番中川　貢君。 

○１６番（中川　貢君）　１６番、中川です。

ただいまから質疑を行います。 

　質疑をいたしますのは、議案第１６号別冊、

一般会計予算の雑入と、議案第５１号、宿毛市

都市公園条例の一部を改正する条例についての

２件のみであります。適切なご答弁をお願いし

たいと思います。 

　まず、議案第１６号別冊、一般会計予算の雑

入でございますが、ページ数３６ページでござ

います。 

　諸収入の雑入の中で、職員等駐車料収入４１

３万４，０００円という雑入が計上されており

ますが、この内容について、ご説明をいただき

たいと思います。 

　既に学校並びに行政職員の関係者の皆様には、

既に文書で一律月額２，０００円の使用料をい

ただくということが通知をされておるように聞

いております。その内容について、その経緯、

理由、積算の根拠について、お示しを願いたい

と思います。 

　まず、今、なぜその使用料を徴収しなければ

ならなくなったのか、その理由とその経緯につ

いて、１点ご説明いただきたいと思います。 

　そして、積算根拠でございますけれども、宿

毛市財産条例によれば、目的外使用料地価価格、

恐らく地価評価のことでありましょうが、この

額の１００分の４を乗じた金額を年間使用料と

するということになっておりまして、その具体

的な箇所、地価並びにその評価、乗じた、１０

０分の４を乗じた年額、それに基づく月額をお

示し願えれば幸いであります。 

　その内容について、また１点お聞きしたいの

は、使用料ということでありますので、事業収

入ということではないにしても、一定、使用許

可を与え、その権利を売ったと。逆に言うと、

使用料を払う立場からすれば、駐車するスペー

スの使用権を買ったということになるんではな

いかなと思いますので、いわゆる消費税の課税

対象になるそういう使用料なのかなという気は

するんですが、その辺の見解もお示し願いたい

と思います。 

　そして、この駐車場の料金は一応、この財産

条例で読みますと、目的外使用料ということに

なるわけですけれども、この場合に、この使用

権を占用の使用と理解してよいのか。占有です

ね、いわゆる。そういった通常の使用料をお払

いして、お借りするということで、そこのスペ

ースについては、例えば何平米なのかちょっと

わかりませんけれども、その点の位置づけと言

いますか、どういうふうにお貸ししようとする

のか、お示しいただきたいと思います。 

　あわせて、使用料を取る以上は、使用の条件

でありますとか、使用の制限等々についての一

定の賃貸契約じゃないですけれども、そういっ

た契約が発生してくるんではないかなというふ

うに思いますが、その使用契約書なり、そうい

った覚書と申しますか、そういったものを一方
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的に、使用料を取る以上はこうですよというこ

とをお示しするのか、それとも、甲乙双方で契

約書を交わすのか、その辺のこともお示し願い

たいと思います。 

　ちなみに、県教委がこの４月から、各県内の

県立高校等々、県立の小学校について、使用料

を取るようになっております。これは、県の財

産条例に基づいて積算した地価評価額の積算、

一定の掛け率があるんだろうと思いますが、そ

れに基づいて、きちっと乗じた数字に２分の１

を掛けた金額を使用料とするということになっ

ておりまして、県内で一番高いところで月額２，

０００円、評価が５００円以下のところは無料

ということになっておりまして、具体的にいう

と、宿毛市内で事例を挙げますと、宿毛工業高

校は無料になってます。宿毛高校が５００円と

いうことになっております。 

　こういった関係を見ますと、市立小中学校に

通う教職員は、県教委から派遣されて、給料を

そちらでもらっておる。それで、県立高校につ

きましては、県が管理している施設ですから、

県の条例でいくわけですが、この職員間のアン

バランスが生じてくることは、少し好ましくな

いのではないかなというふうに思っております。 

　したがって、その辺のご見解も注目の的にな

っておるようですので、この際、お示しをいた

だきたいと思います。 

　続きまして、議案第５１号の宿毛市都市公園

条例の一部を改正する条例について、お聞きを

いたしたいと思います。 

　現行の使用料と、今回ご提案の使用料を比較

対照をずっとしてみましたところ、ちょっと、

若干どうしてかなと思うような部分がございま

したので、ご説明をいただきたいというふうに

思います。 

　１点は、議案の７８ページになりますけれど

も、宿毛市総合運動公園、市民体育館の部分で

ありますが、その他の部分、高校生以下の団体、

逆に言うと、高校生以上の団体ということにな

るんでしょうか。この部分で、市内と市外とそ

れぞれありまして、市内が、１カ所だけ言いま

すが、アリーナ全面を使った場合に９００円と

いうふうになっております。市外の分について

は、１，４００円となっております。 

　全体的に値上げの方向になっておるわけです

けれども、通常でありますと、市内を上げるの

であれば、市外も上げるというのが普通の考え

方であるし、この条例の使用料の設定の考え方

からすれば、市外に多くいただくと。市外から

の利用者については、市内の皆さんよりちょっ

と上乗せした額でいただくということになって

おるわけですけれども、その市外の分は、すべ

て据え置きとなっておるわけですが、一体、ど

うしてそういうふうな使用料設定になるのか、

お伺いをしたいと思います。 

　それから、職業団とございますけれども、語

句の解釈を、一定ここで確認させていただきた

いと思いますが。職業団というのは、いわゆる

実業団とか、例えばプロの団体。プロの競技団

体、いったようなことを指すのかなというふう

に思いますが、この解釈、定義についてご説明

をいただきたいと思います。 

　続いて、隣になりますが、７９ページになり

ます。陸上競技場のトラック・フィールドの部

分で、その中段のところに、「共用の場合１人

につき」とありますけれども、これまでの使用

料設定では、「共用の場合」というのがござい

ませんで、１人１００円という設定になってお

るように思います。 

　そうですね、個人として１人１回１００円、

これについては、例えばトラック・フィールド

１日、午前、午後、夜間とこうありますけれど

も、この「共用の場合１人につき」というのは、

時間制限ございません。朝から晩までやっても、
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１人１回、市内の高校生以下は１００円、市外

の高校生以下が１５０円。市内のその他が１５

０円、市外のその他が２００円ということにな

るわけです。 

　幾ら使ってもこれだけの格安の料金でできる

いうのは、スポーツ振興にとっては非常に好ま

しくていいことだと思うんですが、ここで共用

ということになりますと、例えば、フィールド

を実業団が借ります。それからまた、その他の

方が団体で借ります。１日借りて４万８，００

０円お支払いして、使っているときに、仮にフ

ィールドを使っている場合であれば、トラック

はあくわけですから、トラックを１人１００円

で、１５０円で走る。朝から晩まで使おうと思

えば使える、そういうことになってます。 

　逆に言いますと、トラックの方を４万８，０

００円でお借りして使っているときに、中のフ

ィールドが使ってないということであれば、共

用としてフィールドの中１人１５０円で使える

ということにも、朝から晩まで使えるというこ

とになるわけですが、その辺の調整とか、優先

順位とか、そういうことは全く明記されており

ませんので、どういうふうに取り扱いをされる

おつもりなのか、お示しをいただきたいと思い

ます。 

　１回目の質疑を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　総務課長。 

○総務課長（出口君男君）　総務課長、１６番

議員の質疑にお答えを申し上げます。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算、３６ページ、諸収入の雑入のうち、

職員等駐車料収入４１３万４，０００円につい

てのご質疑を賜りました。 

　まず１点、今回、この時期に駐車料を職員か

ら取ることについての理由と、経過ということ

でございますけれども、職員の駐車場につきま

しては、これまで、本庁舎の職員以外、それか

ら宿毛市立の小中学校の教職員を含めまして、

市有地を無料で使用をしていただいておりまし

た。議員の皆様ご承知のように、本市の大変厳

しい財政状況の中で、平成１１年に作成をいた

しました宿毛市行政改革大綱及び集中改革プラ

ンにおきまして、歳出の抑制はもとよりですけ

れども、財源の確保についても、積極的に取り

組んでいかなければならないということから、

今回、職員、これまでは職員の皆さん、それか

ら教職員の皆さんに無料で使用していただいた

駐車場用地について、本庁の職員は、それぞれ

個々の職員が民間の駐車場を借り上げていただ

いておることからも考えまして、一定のご負担

をしていただく必要があるのではないかという

ことから、学校の教職員及び市の職員団体に対

しまして、状況を説明申し上げ、ご理解をいた

だくということで、今回、１９年の４月から駐

車場料金について、一定のご負担をいただきた

いということでお願いを申し上げたところでご

ざいます。 

　２点目の、その使用許可が占用になるのかと

いうことでございます。これは、料金の設定に

当たっても、いろいろ議論したところなんです

けれども、本庁の職員については、民間の駐車

場を借り上げておりますので、占有になってお

ります。ですけれども、本庁舎以外の、例えば

保育園、あるいは給食センター、支所等につき

ましては、職員の特定の駐車場という位置づけ

は考えておりません。ですから、例えば保育園

であれば、早く来た職員からあいているところ

に、一番近いところに順番にとめていくという

ことになろうかと思いますので、個人個人の駐

車場の割り当てとして、ここがＡ職員の駐車場

ですということにはなりませんので、そういう

ことから一定、受益者負担としてご負担をいた

だくということで、消費税の方も当たらないの

ではないかと考えております。 
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　それから、使用条件、契約をするのではない

かということでございますけれども、先ほど言

いましたように、厳密に言えば、行政財産の目

的外使用ということにも当たるかもしれません

けれども、高知県の方の解釈も、本庁舎以外の

職員については、公用車の配置がされてないと

いうこともございまして、広く考えれば、目的

内使用ともとれるという県の方の解釈がござい

ます。そういったことから、料金の算定の根拠

には、宿毛市財産条例の、行政財産の目的外使

用の根拠を参考にいたしておりますけれども、

それをそのまま適用するのではなく、それを適

用しますと、例えば文教センターの職員であれ

ば２，０００円以上の駐車料金、それから、一

番安いところでいきますと、橋上保育園、そこ

でいきますと４００円というようなバランスを

欠くようなことにもなってきますので、近辺の

駐車場料金等も勘案しまして、１９年度の予算

には、１台当たり１，５００円ということでお

願いをしております。 

　ただ、今現在、職員団体とも、この額につい

ては、最終的に協議をいたしております。駐車

場料金を徴収することについては、一定、ご理

解をいただいておりますけれども、金額につい

ては、今まで無料で使用できていたものが、急

激に職員の負担になるのではないかということ

もございまして、最終的に今、調整中でござい

ますので、当初、この予算要求の段階では、１，

５００円ということで計上させていただいてお

りますので、ご理解をいただきたいと思います。 

　それから、高知県もこの４月から駐車場料金

をということでございますけれども、高知県の

関係、宿毛市における駐車料金の関係は、宿毛

高校と宿毛工業高校ということになろうかと思

いますけれども、先ほど、議員さんおっしゃい

ましたように、宿毛工業高校は５００円未満と

いうことで徴収をしないと。宿毛高校は、５０

０円を徴収するということで、そのバランスが

好ましいことではないのではないかというご指

摘でございますけれども、私どもは、先ほど言

いましたように、本市の厳しい財政状況も勘案

して、それとなおかつ本庁職員の駐車場料金の

負担の問題等々を総合的に勘案して、１，５０

０円程度はご負担していただいていいのではな

いかということで、お願いを申し上げていると

ころでございますので、よろしくご理解をいた

だきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君）　生涯学習課長、１６番、中川議員の

質疑にお答えをいたします。 

　議案第５１号、宿毛市都市公園条例の一部を

改正する条例について、ページ７８ページでご

ざいます。 

　この下の表にありますように、宿毛市総合運

動公園、市民体育館の行のその他、市内、市外

の中で、市外の料金は上げて、市内の料金は上

げないのが普通ではないかというご質問でござ

いますけれども、市内を上げたのはという質問

でしたね。質疑でしたね。 

　これは、中川議員もご存じのとおり、その他

の中で、市内は今まで、現行８４０円でござい

ます。市外は１，４００円。それを、今回の改

正でもって８４０円を９００円にしておると。

市外については、１，４００円はそのままで移

行いたしております。 

　ただ、その中で、左の高校生以下の団体とい

うのがありますけれども、その部分についても、

市外は８４０円を９００円に上げておるという

形の中で、全体、調整をした結果、そういうふ

うな金額に設定をさせていただいたというのが

実態でございます。 
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　次に、職業団とはプロを指すのではないかと

いうことですけれども、まさしくそのとおりで、

職業団とはプロを指しております。 

　次に、７９ページの真ん中の当たり、陸上競

技場を共用の場合、１人につき、市内の高校生

以下の使用が１００円、そして市外の高校生以

下が１５０円、その他の、高校生以上ですけれ

ども、その他と言いますのは、市内が１５０円

で市外が２００円になっておりますけれども、

これは、今までは一律に全部１００円で通して

おりました。それについても、見直しをして、

このような料金改正をさせていただいたわけで

ございます。 

　その中で、陸上競技場の使用についての総合

調整、あるいは優先順位、そういうふうなのが

定められてないので、混乱を来たすのではない

かという質疑でございますけれども、まさしく、

多目的にフィールドとトラックと使うことがで

きます。ただ、その中で、やはり団体が使用す

る、そういうふうなときに、トラックでもって

走られるというような支障が出る、あるいは危

険性が伴う、こういうようなときには、やはり

基本は団体が使用するのを中心に、調整をいた

したいというふうに思っております。 

　事故やそういうふうなことがないような形の

許可には、努めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

　なお、使用する側、あるいは管理する側、特

にそういうふうなことについても、十分、最新

の注意でもって許可業務に当たっていきたいと

いうふうに思っておりますので、ご理解のほど、

よろしくお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　１６番中川　貢君。 

○１６番（中川　貢君）　再度質疑をさせてい

ただきます。 

　駐車場、職員等駐車料収入という部分であり

ますけれども、ここで、先ほど総務課長から説

明ありました根拠として、宿毛市財産条例を１

つの計算の算出方法の方法として、参考にはし

たけれども、それには準拠してないということ

でありました。ということになると、一体、ど

ういった根拠で使用料を取るというのになるの

か。それとあわせて、この雑入として取るとい

うこと、雑入のところに収入が上がってきてお

るという、そういう予算の組み方ですね。それ

がどうしてなのか。 

　それなりのご理由があると思うんですので、

それをもう１回、説明をしていただきたいとい

うふうに思います。 

　それから、現在、調整中といいますか、額に

ついては、最終的にまだ確定してないかのよう

なお話でありました。それはそれで、今後、詰

めていただきたい部分ではありますが、県の教

育委員会の一定の算出した基礎いうのは、財産

条例に基づいてという明確な位置づけがありま

す、県は。料金を取るに当たっての根拠として、

財産条例に準拠してやりますよということにな

っておりまして、その中での計算式を当てはめ

まして、２分の１というところがみそやと思い

ますが、そこで５００円以下は無料にする。１，

０００円以下は５００円にしますということで、

最高額が２，０００円ということになってます。 

　そういった県の職員に対して、県という、行

政というところでの判断、料金設定と、市町村

と一緒にはする必要はないといえばそれまでで

すけれども、同じ、例えば県教委から給料をも

らう職員が、県立高校へ行くと無料。宿毛市立

になると１，５００円ということになるわけで

すね。そこに整合性があるのかどうか。使用料

を払う側からすれば、非常にもどかしい、おか

しなことだなというふうに思われても致し方な

いのではないだろうかというふうに思います。 

　したがって、まだ、最終的に額について決め

られてないということでありますので、ぜひそ
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ういった関係当局、県も含めて、調整なり検討

をして、適正な料金設定をしていただく方がい

いのではないかなというふうに、私は感じます。 

　それは、質疑ですので、執行部の方におかれ

て検討されることだと思いますので、よろしく

お願いします。 

　それから、生涯学習課長からご答弁いただき

まして、７８ページの、議案の７８ページの市

民体育館の総合運動公園の部分で、市内、市外

の料金の問題について、ちょっとお伺いしたわ

けですが、これちょっと、質問の答えになって

ないんで、答えていただきたいんですけれども。 

　市内は上げた、市外は据え置きというのが、

ちょっと理解できんので説明してくださいとい

う質問、質疑でありますので、どうして市外を

据え置きにした、全体を見渡していうことにし

たって、全体は値上げの設定にずっとしておる

わけですから、市内を据え置きで市外を上げる

というのでは、まだ理解できますが、何で市外

の料金を据え置きにする必要があるのか、ちょ

っと理解できません。ちょっと説明を、もう一

度お願いしたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　総務課長。 

○総務課長（出口君男君）　総務課長、１６番

議員の再質疑にお答え申し上げます。 

　職員の駐車場料金の徴収につきましては、市

の財産条例を根拠としなくていいのかというご

指摘でございますけれども、先ほども申し上げ

ましたように、基本的には市の財産条例準拠で

ございます。ただ、駐車場、今回、予算の組み

方にもかかわってきますけれども、今回、お願

い申し上げますのは、財産条例に基づく目的外

使用ということではなしに、市の財政状況も踏

まえまして、一定、公の財産を使用するという

ことから、受益者負担の観点からご理解をいた

だきたいということで申し上げておりますので、

予算も雑入として計上させていただいておりま

す。 

　それから、県と市のバランスの問題でござい

ますけれども、議員ご承知かもしれませんけれ

ども、県下では安芸市、香美市、南国市、香南

市、土佐市が、職員から駐車場料金として徴収

することとしております。室戸市につきまして

も、検討中でございます。 

　それから、高知市、須崎市、四万十市、土佐

清水市については、今現在は未徴収と。須崎市

は検討中ということでございますけれども、県

下各市の状況もそういう状況で、それぞれの市

の事情によって判断が異なっておりますので、

私ども、県は県でトータルで考えて、その２分

の１という措置をされたんだとは思いますけれ

ども、宿毛市は、先ほど言いました、金額はま

だ、先ほど申し上げましたように確定はいたし

ておりませんけれども、適正な価格でお願いを

したいというふうに考えておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君）　生涯学習課長、１６番、中川議員の

再質疑にお答えをいたします。 

　市外はそのまま据え置きで市内を上げてるの

はおかしなことではないかということですけれ

ども、これにつきましては、全体のバランス等

を見ながら調整した結果、６０円、市内が上が

ってきたということでございますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、質疑をいたしま

す。 

　大変申しわけないんですが、花粉症でして、

ちょっとお聞き苦しい点があるかもしれません

が、そういったときには、ぜひご指摘を願いた
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いと思います。 

　私の質疑は、議案第３号別冊、平成１８年度

宿毛市一般会計補正予算（第７号）及び議案第

１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般会計予算

の２議案でございます。 

　まず、初めに平成１８年度宿毛市一般会計補

正予算（第７号）の２９ページ、２款１項１５

目防災対策費の１３節木造住宅耐震診断調査事

業委託料１１８万８，０００円の減額の予算が、

減額補正の予算が計上されております。その減

額の理由についてのご説明を求めます。 

　そして、続きまして、その下に、木造住宅耐

震改修計画審査委託料５万円の減額がございま

す。 

　そして、関連になると思うんですが、１９節

に、宿毛市木造住宅耐震改修事業費の補助金と

して、３００万円の減額補正が計上されており

ます。 

　こちらは、１７年度についても３００万円の

計上が、当初なされておりまして、その全額が

補正で、減額補正となったように思っておりま

す。その理由についてご説明を求めます。 

　続きまして、ページ５１ページ、８款１項２

目非常備消防費、こちらの１５節耐震性貯水槽

新設工事費１６２万８，０００円が減額補正と

なっております。 

　その減額の理由について、ご説明を求めます。 

　続きまして、平成１９年度宿毛市一般会計予

算の方に移ります。 

　ページ４４ページ、２款１項３目秘書広報費

の８節に、広報編集アドバイザー報償費３０万

円が計上されております。この内容について、

ご説明を求めます。 

　続きまして、４５ページ、２款１項３目秘書

広報費、こちらの１９節の中に、四季の丘地区

コミュニティーセンター建設補助金８９７万２，

０００円が計上されております。この事業の内

容について、ご説明を求めます。 

　続きまして、４７ページ、２款１項９目開発

推進費の中の１３節宿毛駅開業１０周年記念イ

ベント委託料４６４万６，０００円が計上され

ております。この内容と、委託先についてご説

明を求めます。 

　続きまして、ページ５１ページ、２款１項１

５目防災対策費の中の１９節に、宿毛市木造住

宅耐震改修事業費補助金１２０万円と、そして、

こちらについては、昨年は３００万円。先ほど

の補正と絡むと思うんですが、こちらの方の減

額理由についてご説明を求めます。 

　そして、そのすぐ下の宿毛市木造住宅耐震設

計費補助金４０万円が計上されております。こ

れについては、昨年はなかった補助金だと思い

ます。この内容について、ご説明を求めます。 

　続きまして、その下になりますが、５２ペー

ジ、２款１項１７目離島振興費の中で、１９節

沖の島アドベンチャーラン事業費補助金８５万

円が計上されております。 

　昨年は、観光費の中で２０万円の予算計上だ

ったと思っておりますが、新たに６５万円の増

額になった理由を含めて、ご説明をいただきた

いと思います。 

　そして、続きまして、７８ページ、４款１項

３目老人保健費の中で、１９節後期高齢者医療

広域連合負担金１，７０４万７，０００円が計

上されております。こちらも、私の記憶では、

昨年までなかった新しい負担金ではないかと思

いますが、その内容についてご説明を求めます。 

　続きまして、９１ページ、５款２項４目林道

費の中で、１３節一生原自然環境保全事業測量

委託料５１万６，０００円。そして、その下の

１５節で、一生原自然環境保全事業工事費とし

て３８９万円が計上されております。 

　こちらについては、工事費として、今回の１

８年度補正予算で２００万７，０００円の減額
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補正が計上されておりますが、そちらの工事の

進捗状況等含めて、工事の内容についてご説明

をいただきたいと思います。 

　続きまして、９６ページ、６款１項５目観光

費の中の１５節観光案内板設置工事費１００万

円が計上されております。こちらの内容につい

て、ご説明を求めます。 

　最後に、１０６ページ、７款６項１目１９節

の横瀬川ダム建設促進期成同盟会分担金２０万

円が計上されております。こちらの分担金です

が、１７年度には５０万円、そして１８年度に

は３０万円、そして今回、２０万円という計上

になっていると記憶しておりますが、こちらの

減額の理由等含めて、その使い道についてご説

明を求めます。 

　１回目の質疑を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　総務課長。 

○総務課長（出口君男君）　総務課長、２番議

員の質疑にお答え申し上げます。 

　議案第３号別冊、平成１８年度宿毛市一般会

計補正予算（第７号）。２９ページ、防災対策

費の１３節委託料、木造住宅耐震診断調査事業

委託料１１８万８，０００円の減額の理由でご

ざいますけれども、木造住宅耐震診断事業につ

きましては、当初予算で１６５万円計上をさせ

ていただいておりました。これは、１戸当たり

の診断料３万３，０００円に、予定として５０

戸を予定いたしておりましたけれども、最終的

な実績といたしまして、１４戸のみとなりまし

た関係で、今回、実績にあわせまして３６戸分、

１１８万８，０００円を減額しようとするもの

でございます。 

　続きまして、同じく１３節委託料の木造住宅

耐震改修計画審査委託料５万円の減額でござい

ますけれども、この委託料につきましては、耐

震診断の結果、耐震改修の必要ありとされた住

宅につきまして、耐震改修を行うに当たりまし

て、設計を組みます。その設計が適正なものか

どうかを審査するに当たって、補助をしようと

するものでございますが、平成１８年度におき

ましては、耐震改修がございませんでした関係

で、いわゆる１戸当たり１万円でございますけ

れども、全額５万円を減額しようとするもので

ございます。 

　それから、同じく２９ページの１９節負担金

補助及び交付金、宿毛市木造住宅耐震改修事業

補助金３００万円の減額でございますけれども、

１８年度、１戸当たり６０万円で、５戸分を当

初予算で計上させていただいておりましたけれ

ども、耐震改修の申し込みが１件もなかったと

いうことから、その全額を減額しようとするも

のでございます。 

　続きまして、議案第１６号別冊、平成１９年

度宿毛市一般会計予算、５１ページでございま

す。防災対策費の１９節宿毛市木造住宅耐震改

修事業補助金１２０万円、これ１８年度３００

万円から１９年度１２０万円に減額した理由と

いうことでございますけれども、先ほど、１８

年度の減額の説明の中で申し上げましたように、

これまで全く実績がないということから、１９

年度につきましては、２戸分、６０万円掛ける

２戸分で１２０万円を計上させていただくと。 

　それと、その下の宿毛市木造住宅耐震設計補

助金４０万円でございますけれども、これは１

９年度、新規事業でございます。 

　その新規事業の４０万円につきましては、耐

震改修事業が、先ほど１８年度も申し上げまし

たように、実績がないということから、高知県

も耐震改修するには、一定、設計が、耐震改修

の補助は６０万ございますけれども、改修のた

めの設計に約３０万ぐらいかかると。そうする

と、改修の補助金の２分の１程度のものが設計

に回さざるを得ないということから、耐震改修

が進まないのではないかということから、高知



－ 115 －

県が新たに１９年度から、その耐震改修を促進

するためにもということで、設計費に対しても

補助をしましょうということで、これ１戸当た

り２０万円の補助でございますけれども、を予

定いたしております。 

　申しわけございません。平成１８年度一般会

計補正予算で説明が抜かっておりました。申し

わけございません。 

　議案第３号別冊の５１ページでございます。

５１ページの１５節工事請負費の耐震性貯水槽

新設工事費１６２万８，０００円の減額の理由

ということでございますが、この耐震性貯水槽

につきましては、当初予算で４基分で、２，１

２０万円を計上させていただいておりました。

１６２万８，０００円の減額につきましては、

その入札減によるものでございますので、その

決算額として１６２万８，０００円を減額させ

ていただいておりますので、よろしくお願いい

たします。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　企画課長。 

○企画課長（岡本公文君）　企画課長、２番、

中平議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計補正予算、ページ４４ページ、秘書広報費

の報償費、広報編集アドバイザー報償費の内容

についてでございます。 

　この報償費につきましては、昨年の６月にも

補正をさせていただきました。このアドバイザ

ーの件につきましては、広報が今まで、その見

づらいとか、いろいろその中の内容等について、

市民の方々からもご意見をいただいておりまし

た。それで、広報の中身の充実を図るために、

昨年の６月からご協力をいただいております。 

　これにつきましては、月５回、１回につき５，

０００円という形で、それの１２カ月分を計上

させていただいております。 

　昨年の６月から、アドバイザーにいろいろと

ご意見をいただいて編集する中で、大変見やす

くなったと、充実したというようなご意見もい

ただいておりますので、よろしくお願いをいた

します。 

　続きまして、ページ４５ページ、四季の丘地

区コミュニティーセンターの建設費補助金の内

容についてでございます。 

　四季の丘につきましては、ご承知のように、

平成１２年９月から販売が開始されまして、１

８年１０月１日現在では８０世帯、２６２名の

方が居住をなさっております。現在、コミュニ

ティー活動をする場合には、近隣の集会所等を

お借りして、会合を開くというような、大変不

便をかいているような状況の中、どうしてもコ

ミュニティーの場が必要ということで、地区か

ら申請がございました。 

　それを受けまして、市といたしましても、地

区からの内容で申請をしておりましたところ、

採択になったということで、今回、計上をさせ

ていただいております。 

　その事業内容につきましては、建築工事で約

８５７万８，０００円、これは、木造で７９．

６８平米ということでございます。そのほか、

機械設備、電気設備、それから共通架設費等々

を含めまして、最終な事業費といたしましては、

１，１２４万５，５００円ということになって

おります。 

　この事業費の５分の３を、助成をしていただ

きまして、残りの５分の１が市、それから残り

の５分の１が地元ということでございます。 

　市は５分の１でございますが、上限が２５０

万円ということになってまして、市費といたし

ましては、２２７万２，０００円の計上をさせ

ていただいております。補助金と合わせて８９

７万２，０００円ということで、お願いをして

おりますので、よろしくお願いいたします。 
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　それから、ページ４７ページ。４７ページの

委託料、宿毛駅開業１０周年記念イベント委託

料として４６４万６，０００円を計上させてい

だいております。その内容と委託先ということ

でございます。 

　宿毛駅につきましては、平成９年１０月１日

に開業をいたしました。以来、多くの方々に利

用もしていただいて、マイレール意識の高揚に

も努めていただいております。本年の１０月を

もって、１０周年ということで、今まで以上の

マイレール意識を持っていただこうということ

で、イベントの開催を計画いたしております。 

　この内容につきましては、中尾ミエ・モト冬

樹ジョイントコンサートというものを企画して、

列車を使って、またそのコンサートにも来てい

ただきたいということで、企画をいたしており

ます。 

　この委託の内容につきましては、旅費とか、

それから役務費、音響等の設備ですが、それか

らプロダクションへのギャランティー、それか

ら使用料等を含めまして、委託とさせていただ

いております。 

　この委託先につきましては、株式会社アスレ

ティックミエカンパニーというところに委託を

するものでございます。 

　続きまして、ページ５２ページ、沖の島アド

ベンチャーラン事業補助金。昨年２０万で、こ

とし６５万の増額となって、その理由というこ

とでございます。 

　アドベンチャーランにつきましては、沖の島

の観光等も含めた振興ということで、皆さんに

ご協力を得ながら取り組んできているところで

ございます。 

　この６５万の増額理由につきましては、運営

費といたしまして２５万、それから妹背山登山

道の整備事業として６０万を計上をさせていた

だいております。 

　妹背山は、舗装とか、そんなこともいたして

おりませんので、豪雨時には道が掘れて、大変、

その事業を行う上で支障を来たすということが

ございます。そういったことを防止するために、

固化材というものを使用いたしまして、環境に

配慮をして、舗装とか、コンクリ舗装とか、ア

スファルト舗装とかいったようなことではなく、

環境に配慮して、その道路の周辺の土を利用し

て、それに固化材を混ぜてかためるという、自

然に配慮した工事で施工をしたいと考えており

ます。 

　そういった形で、登山道の整備に６０万円、

昨年よりか余分に追加させていただいておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　市民課長。 

○市民課長（松岡繁喜君）　市民課長。中平議

員の質疑にお答えをさせていただきます。 

　議案第１６号別冊の、ページ７８ページ、４

款１項３目１９節の後期高齢者医療広域連合負

担金１，７０４万７，０００円についてでござ

います。 

　本年２月に、高知県後期高齢者医療広域連合

が設立をいたしました。つきましては、平成１

９年度の後期高齢者広域連合の全体予算が、総

額で５億５，５２０万４，０００円を見込んで

おります。 

　内訳につきましては、会議費で８６万円、内

容につきましては、広域連合議会の開催に伴う

費用でございます。 

　それで、総務費では、１億３，３２２万２，

０００円で、内容は、職員１５名の給与１億１，

４００万円と、時間外手当５００万円等となっ

ております。 

　また、民生費では、４億１，９９３万８，０

００円で、内訳は電算処理に伴うシステムの導

入に４億４，１４５万７，０００円と、パンフ
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レット等の作成に５００万円となっており、歳

入歳出合計が５億５，５２０万４，０００円と

なっております。 

　このうち、国庫補助金が１，４３６万２，０

００円ございまして、残り５億４，０８０万２，

０００円を、県下の市町村で、老人受給者の割

合に応じて負担をすることとなっております。 

　ちなみに、県下の受給者総数は１１万９，５

３７名で、本市の受給者数は平成１８年９月現

在で３，７６８名、約３．１５パーセントとな

っておりまして、負担額１，７０４万７，００

０円を、今回、計上させていただいております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　建設課長。 

○建設課長（豊島裕一君）　建設課長、２番、

中平議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算、ページ９１ページ、５款２項４目の

林道費、１３節の委託料、１５節の工事請負費、

一生原自然環境保全事業の測量委託及び工事費

につきまして、進捗状況、１８年度に減額して

いる状況等ということでございます。 

　本事業につきましては、横瀬川ダムの建設に

よりまして、完成することによって森林に入れ

ないとこもありますので、道路をつけるよりも

森林を買収して、その森林について作業道をつ

けてやる事業で、その作業道をつける費用につ

きましては、ダムから基金でいただいておりま

す。 

　全体、森林の作業道の計画としまして、約１，

５００メートルありまして、１８年、１９年、

２０年、３カ年計画で作業道をつける計画をし

ております。 

　１８年度につきましては、測量設計いたしま

して、約６００メートル測量設計しまして、工

事費につきまして、９５４万６，０００円計上

しておりましたが、７５３万９，０００円とい

うことになりましたので、２０７万円は減額い

たしております。 

　来年、新たに３５０メートルを設計委託しま

して、それにつきましては、３８９万円を、今

回、計上させていただいております。 

　そして、来年、残りを約５００メートル程度

を、２０年度に残りをやる予定をしております。 

　次に、１０６ページ、７款６項１目ダム対策

費、横瀬川ダム建設促進期成同盟会分担金２０

万円につきまして、昨年が３０万円、１９年度

２０万円ということで、この期成同盟会につき

ましては、四万十市、宿毛市で、横瀬川ダムの

建設促進について陳情等を行うために、期成同

盟会を結成しております。 

　現在、毎年２００万程度が繰り越されている

状況で、１８年度の期成同盟会で、今までの３

０万円を２０万円に減額しているものでござい

ます。 

○議長（岡村佳忠君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（有田修大君）　商工観光課長。

２番、中平議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算。９６ページ、６款１項５目の１５節

観光案内板設置工事費１００万円の内容につい

てであります。これは、市内にお遍路さんを含

めた観光客に対する観光案内板が少ないという

ことから、１９年度、高知県観光ビジョン実践

支援事業補助金をいただいて整備しようとする

ものであります。設置場所はサニーサイドパー

クや各駅、それから文教センター等を予定して

おりますけれども、菊地議員さんの一般質問に

ございましたように、に対して、市長がお答え

しましたように、「ダルマ夕日」の案内板もこ

の中であわせて検討をしたいというふうに考え

ております。 

　なお、同補助事業では、観光案内板の設置以

外に、観光パンフレット、それからお遍路案内
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シール等もあわせて作成することにしておりま

す。 

　ちなみに、事業費の総額は３２３万８，００

０円となっております。 

　以上であります。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再質疑を行いま

す。 

　各課長の皆さんから、大変詳しいご説明をい

ただきました。心より感謝をいたします。 

　何点かについて再質疑と、それから私の考え

方がございますので、そちらの方を述べさせて

いただきたいと思います。 

　まず、議案第３号別冊、平成１８年度宿毛市

一般会計補正予算（第７号）の方から入りたい

と思います。 

　防災については、１９年度の予算と関係して

きますので、まず、消防の方から消防費、ペー

ジで言いますと５１ページ、耐震性貯水槽新設

工事費の方から再質疑を行いたいと思います。 

　この減額の補正予算については、ただいまの

説明でわかりました。ただ、こちらが、１９年

度の方には、全く計上がされておりません。ど

うして計上がされていないのか、その内容につ

いて、なぜ計上しなかったのか、ご説明をいた

だきたいと思います。 

　私としては、まだまだ市内にそういった耐震

性の貯水槽ですか、防火水槽的なものが必要な

ところがあると思うんですが、こういった状況

になっているのはなぜか、その点について説明

を求めたいと思います。 

　そして、同じく２９ページの総務費の中の、

木造住宅耐震改修、こちらの方の関係なんです

が、こちらは１９年度の宿毛市一般会計予算の

方とかかわってきますので、こちらの５２ペー

ジ、こちらとあわせて一緒に再質疑を行いたい

と思います。 

　こちらが、今、課長の説明では、１７年度、

１８年度と改修事業については全く行われなか

ったと。そういったのを踏まえて、県の方が設

計に大体３０万円ほどかかるので、６０万円の

補助をもらっても、半分は設計で使ってしまう

と。だから、新たに２０万円の補助を出すこと

によって、促進を図っていこう、そういうふう

なお考えだと思います。 

　その中で、それでも件数的には、当初予算と

して、今まで５件だったものを２件に減らして

の計上となっているわけですが、私、この件に

関して、以前、県の方の担当の方と、担当課の

方とお話をさせていただいたこともあるんです

が、設計料が３０万円ほどかかるというのも大

きな問題だとは思うんですが、これ、何よりも、

なぜ使わないのという話を、市民の方としたと

きに、家全体を耐震化しないといけない。だか

ら、改修費がとても高いものになるわけです。 

　それで、家によっては、増改築繰り返されて、

大きくなった家とか、それからあと、以前はお

ばあちゃん、おじいちゃんと一緒に住んでたけ

ど、もういなくなったり、どこか施設に入った

りされていて、使わない部屋がたくさんある。

そういった、それぞれ家庭状況によって、家の

主に使うところ、そして全く使わないところと

いうのがあります。 

　そういった中で、ぜひ、よく言われるのは寝

室であったりとか、皆さんが生活をされるリビ

ングであったりとか、そういったところは耐震

がしたいと。本当に怖いから耐震改修したいん

だよと。それで、市の方にお話をすると、全部

をしなさいと。とんでもない値段になると。こ

れじゃあ、とてもじゃないとできない。この補

助金は、使えない、そういうお話をいただきま

した。 

　そういった中で、当然、県からの部分が強い

とは思うんですが、宿毛市としても、そこら辺
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のあたりをどのように考えておられるのか。そ

して、何らかの対応ができるのではないか、そ

ういったものを含めて、再度、ご説明を願いた

いと思います。 

　そして、引き続き、１９年度宿毛市一般会計

予算の方に入っていきます。 

　ページ４４ページの広報編集アドバイザー報

償費についてですが、昨年の６月から補正をし

て、大変、広報見やすくなったよという、そう

いう声も市民の方から聞かれてますというお話

しでした。 

　私自身、それよりも以前から、たしかこのア

ドバイザーの方にお世話になっているんじゃな

いかなと。全く紙面変わってきましたので、大

変見やすくなったなと、自分自身も思ってます

し、市民からもそういった声をよく聞きます。 

　そういった中で、ぜひこれからも多くの、広

く市民の方に、どういうふうに広報を利用して

いただきたいのか、どういうふうにすれば、み

んなが目を通すようになるのか、そういったの

を含めて、市民の方からも多くの声を聞きなが

ら、アドバイザーの方にも協力していただきな

がら、広報をもっともっと、よりよいものにし

ていただきたいという思いがあります。 

　これについては、再度、説明は求めません。 

　そして、４５ページの四季の丘地域コミュニ

ティーセンター建設補助金について、その内容

については、わかりました。 

　それで、このコミュニティーセンターという

ものは、大変、地域の輪と言いますか、コミュ

ニティー力になるんですが、それを高めていく

のに、本当に活用のできる、本当に必要なもの

だなと、そういうふうに私も思っております。 

　そういった中で、市内のほかの地域からこう

いった要望が上がってきてはいないのか、再度

ご説明を求めます。 

　それから、４７ページ、宿毛駅開業１０周年

記念イベント委託料、これについてですが、た

だいま、内容については説明をいただきました。

それで、委託先についてなんですが、「ミエ」

っていうのは、多分中尾ミエさんのミエだと思

うんですが、アスレティックミエカンパニー、

こちらの方に委託というふうになっております。 

　当然、いろんな音響とか、いろんなものをセ

ットできっと持ってきてくださるんじゃないか

なというふうに予想はつきますが、市内にも音

響関係をやられている方もおられます。できる

だけこの中で市内の業者さんを使えることがあ

れば、使うような形でお願いをしていただきた

い、そういう思いがします。これについても、

説明は要りません。 

　そして、５２ページの沖の島アドベンチャー

ラン事業費補助金、こちらについて、今、説明

がありました。 

　こちら、話を少し聞いたんですが、私が聞い

たところによると、昨年までウォーキング、マ

ラソン、同日に行われました。それからあと、

マウンテンバイクのレース、私も参加をさせて

いただきましたが、そういったのが年に２回開

催されておりましたが、これが年に、１９年度

は１回になるんじゃないかなというお話をお聞

きいたしました。その理由について、どうして

そういうふうな状況になっているのか、もし執

行部の方でわかっておられれば、そちらの方の

ご説明をいただきたいと思います。 

　大変いいイベントでして、地域にも根づいて

きておりますので、持続をさせていきたいとい

う、そういう思いですので、ぜひご答弁の方を、

よろしくお願いいたします。 

　そして、９１ページ、一生原自然環境保全事

業工事費、こちらの方ですが、ただいまの課長

の説明の中に、この道の部分は作業道なんだよ

と。それで、１９年度、２０年度で完了してい

きたいと、そういったようなお話がありました。 
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　それで、せっかく、これ僕が勘違いしてなか

ったら、山林だけで４１ヘクタール以上のもの

を、今回、買われたんじゃないかなというふう

に記憶しているわけですが、せっかくこれだけ

のものを保有するわけですので、自然学習とい

いますか、そういった部分で期待している方々

もおられます。要するに、中に遊歩道的なもの

があって、入っていって、そこで野鳥を見たり、

いろんな自然と触れ合ったり、そういったのに

ダムの周辺だから、きっとできて、そういった

ことに使えるんだろうなって、そういうふうに

思っている方がおられます。 

　そういった計画があるのかないのか、そうい

ったことをお聞きするとともに、その後、本題

に入ってくるとは思うんですが、ダムの建設に

ついては、どのような計画になっているのか。

今、もし課長の方でわかっておられれば、わか

らなければこちらの方は構いませんので、ご説

明を願いたいと思います。 

　それで、答弁漏れの方の話なんですが、水産

関係の方の部分がちょっと、答弁を再度求めた

いと思うんですが。これは残しておきます。 

　そして、看板の方は、ご説明わかりました。

看板いうのは、すごい重要だと思います。僕ら

もどこか知らないところに行ったら、必ず看板

とか、そういったパンフレットを見て、行動し

てしまいますので、ぜひ皆さんが見て、興味を

そそるような、そういった内容のものにしてい

ただきたいと思います。 

　それで、１０６ページの横瀬川ダム建設促進

期成同盟会の分担金についてなんですが、金額、

ちょっと間違ってたら申しわけないんですが、

２００万円程度ですかね、毎年繰り越されてい

るということで、その活動内容、どういったこ

とにお金を、以前の中村市と一緒にやっていら

れる、今では四万十市ですが、そういったお話

ですが、その活動内容についてご説明をお願い

したいと思います。 

　再質疑を終わります。 

　１回目の質疑の中で、私が質疑漏れをいたし

ておりました、大変執行部の方にはご迷惑をお

かけいたしました。 

　再度質疑をさせていただきます。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算、ページ９３ページ。５款３項２目水

産振興費の中で、宿毛市漁業経営構造改善事業

費補助金、７，６０２万円。こちらのその事業

の内容と、全体の事業費等についてのご説明を

求めます。 

　続きまして、その下、９４ページ。５款３項

４目漁港管理費、１９節の県営漁港事業費負担、

こちらの１，９６８万円も、これについても同

じように、その事業の内容と全体の事業費につ

いてご説明を求めます。 

　再質疑を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　総務課長。 

○総務課長（出口君男君）　総務課長、２番議

員の再質疑にお答えを申し上げます。 

　議案第３号別冊、５１ページ、非常備消防費

の１５節工事請負費、耐震性貯水槽新設工事費

１６２万８，０００円の減額に関係をいたしま

して、平成１９年度当初予算に耐震性貯水槽の

予算が計上されていないというのはなぜかとい

うご質問でございますけれども、非常備消防の

予算につきましては、消防団、消防署とも協議

をしながら、消防ポンプ車でありますとか、小

型動力ポンプ付積載車でございますとか、消防

が最も必要とする事業を、毎年度審議をする中

で、優先順位をつけさせていただいておりまし

て、消防が平成１９年度につきましては、ポン

プ車と動力付積載車を優先をしてほしいという

お話もございましたので、平成１９年度につき

ましては、耐震性貯水槽の予算は計上いたして

おりませんので、ご理解をいただきたいと思い
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ます。 

　それから、議案第１６号別冊、平成１９年度

一般会計予算、５１ページの１９節宿毛市木造

住宅耐震改修事業費補助金１２０万円が、前年

度当初予算３００万円に比べて減額をしており

ますけれども、その減額の主な理由が、実績が

ないということで、先ほど申し上げましたけれ

ども、ご質問議員の方から、市民の方から耐震

改修が進まないのは改修費用が多額にのぼると。

その耐震改修の補助の対象が、家屋全体の耐震

だということで、住民の要求とずれがあるので

はないかというご指摘でございますけれども、

私ども、地震の発生時に、先ほどご質問議員が

言われましたように、リビングにいるのか、寝

室にいるのか、あるいは普段使ってないところ

にいるのかもしれません。そういったことから、

基本的には、建物の耐震化というのは、全体を

とらえての耐震化であるべきだろうというふう

には考えております。 

　ただ、現状、耐震化の進んでない現状もござ

いますので、ご質問議員のご指摘につきまして

は、今後また県の方とも協議しながら、どうい

う形が、することが耐震改修が進んでいくのか、

そういったことを協議をしてまいりたいという

ふうに考えておりますので、ご理解を賜りたい

と思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　企画課長。 

○企画課長（岡本公文君）　企画課長、２番、

中平議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第１６号別冊、１９年度一般会計予算、

ページ４５ページ。四季の丘コミュニティーセ

ンターの建設に関連しまして、こういう施設は

必要だと。ほかに、他の地区からはそういう要

望はないかというご質問だったかと思います。 

　今回は、このコミュニティーセンターを含め

て、その上に２つあります放送施設整備事業、

これを含めまして、５つ各地区から要望のあっ

たものを申請をさせていただいて、今回、３件

の採択ということでございます。 

　コミュニティーセンターは、現在のところ、

各地区からの要望は出ておりません。それで、

あと２施設放送設備の改修等ということでは、

要望がございます。 

　続きまして、ページ５２ページ、アドベンチ

ャーラン事業についてでございますが、昨年ま

では２回、マウンテンバイクとマラソンをやっ

ておったということで、今回は１回になるが、

どうしてかということでございます。 

　この事業につきましては、多くの方に参加を

していただきまして、沖の島を満喫していただ

くということで、事業がなされてまいりました。 

　昨年、事業をした後、反省会をする中で、地

元の方々から、年に２回というのは、大変、食

事とか草刈り等々の地元ボランティアの確保が

できにくいというようなことから、ためしに、

ことしは、１９年度はマラソン、２０年度はマ

ウンテンバイク、それをやってみて、その中で

また反省をして、その後の事業計画をまた練り

直しをするというようなことのようでございま

す。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　建設課長。 

○建設課長（豊島裕一君）　建設課長、２番、

中平議員の再質疑にお答えいたします。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算、ページ９１ページ。 

　一生原自然環境保全事業の中で、全体面積の

中に道路をつけて、そこへ自然探索等ができる

ような形で、中にもやらないかということです

が、現在、幅員３メートルで、一応、作業道と

いう形で道路をつけておりますが、当然、それ

は、その道路は遊歩道的に探索できる道路と考

えておりますが、中へ、遊ぶとことか、今、ベ



－ 122 －

ンチとかいうものは、今、計画をしてない状況

でございます。 

　次に、ページ１０６ページ、横瀬川ダム建設

促進期成同盟会につきまして、現在、約２００

万ぐらいが毎年繰り越しされている状況です。 

　活動状況としましては、整備局、本省に横瀬

川ダムの建設促進の陳情へ行っている状況でご

ざいます。 

　違う、主だった事業は、現在しておりません。 

　次に、再質疑ありましたページ９４ページ。

９４ページ、５款３項４目の漁港管理費の１９

節県営漁港事業負担金１，９６８万円について、

事業内容をお答えをいたします。 

　この負担金につきましては、地域水産物供給

基盤整備事業ということで、田ノ浦に今、港を

整備しております。この分の県営事業分、１９

年度の予算３億９，０００万円について、１０

パーセント。それにつきまして、大月町、宿毛

市と２分の１折半しまして、宿毛市分５パーセ

ント、１，９５０万円を負担する分と、あと、

県営漁港沖の島に灯台をつけるところで、１８

万円がありますので、ここの負担金につきまし

ては、１，９６８万円になっております。 

　事業の内容としましては、田ノ浦の港の係留

施設、マイナス４メートルの岸壁に上屋１２８

メートルと舗装、及び臨港道路の舗装、荷さば

き場４５メートルと、あとマイナス３メートル

の物件補償等でございます。 

　済みません。横瀬川ダムの、ダムの建設の計

画ということですが、現在、ダムにつきまして

は、付けかえ道路と用地買収をしておりまして、

ダム本体とかいうところについては、まだかな

り先になりますので、はっきりした計画等を把

握しておりません。 

○議長（岡村佳忠君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（茨城　隆君）　産業振興課長。

２番、中平議員の再質疑にお答えいたします。 

　５款、ページ９３ページの５款３項２目の１

９節の宿毛市漁業経営構造改善事業補助金７，

６０２万円についてですが、これはすくも湾漁

業協同組合が事業主体となりまして、漁協の施

設整備２期工事を実施する事業補助金です。 

　漁協といたしましても、水揚げが上がってい

る以上、その船の機能、入ってきたときの荷さ

ばきと言いますか、それを充実さすために、最

小限の施設の充実を図るために事業計画をして

おります。 

　事業の計画といたしましては、全体計画の延

長１３５メートルぐらいの荷さばき施設を計画

しておりますが、１期工事で８５メートル区間

は、今の事業制度を導入して完成させています。 

　本年度より、先ほど、建設課長も答弁してお

りますが、国の補助制度が改正になりまして、

補助率の有利な県営事業の、公共事業の方へ荷

さばき施設は乗りかえて、県が事業主体となっ

て実施することとしてます。 

　その他の施設が、付帯施設で、今のこの負担

金の方へ上がってきている事業を導入して、整

備する計画としています。 

　補助対象事業費は、施設整備として１億３，

２１０万円を計画しています。施設の事業の内

容については、魚の鮮度を確保するための冷海

水製造施設整備費に９，８７０万、これは１０

０トンタンク１基と、それから荷さばき施設の

配管工事等が含まれます。 

　それと、魚の太さを分ける魚体選別機２台が、

整備費として３，３４０万円です。それの補助

金の内訳といたしましては、国の補助金の補助

率が施設ごとにちょっと違いますので、わかり

にくいかもしれませんが、冷海水製造施設整備

費９，８７０万円のうち、国の補助率は３分の

１の国庫補助金３，２９０万円。それと、県補

助金の１０パーセントの９８７万円。それから、

市の補助金１０パーセントの９８７万円の５，
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２６４万円と、４，６０６万円が残となります

が、それは大月町分と漁協の事業主体分となり

ます。 

　また、魚体選別機２台の整備費３，３４０万

円のうち、国庫補助率が、これは２分の１です。

５０パーセントです。の１，６７０万円、それ

から県補助金１０パーセントの３３４万円、そ

れから市の１０パーセント補助率３３４万円の

合わせて２，３３８万円が魚体選別機の補助金

となっています。そこの補助残は、大月町と事

業主体の漁協が持つ持ち出し金となります。 

　以上、施設整備費の市の持ち出し分が、補助

金合わせて５，２６４万円と２，３３８万円を

合わせた７，６０２万円を、事業主体となる湾

漁協の方へ交付するものです。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再質疑を行いま

す。二、三点について、再度質疑をさせていた

だきます。 

　どれにつきましても、平成１９年度宿毛市一

般会計予算でございます。 

　ページ数５１ページ、こちらの耐震、木造住

宅ですか、木造住宅の耐震設計費の補助金につ

いてでございますが、先ほど、課長の方から、

考え方として、地震が起きた災害時に、どこに

いるのかわからないので、リビングにいるのか

寝室にいるのか、それはわからないので、全体

の補助をする必要が、全体の耐震化をする必要

があるのではないか、そういうお話がありまし

た。 

　確かに、どこにいるのかはわからない。当然、

地震がいつ起こるのかもわからないので、自分

たちがどこにいるのかもわからないわけですが、

できるだけ確率の高い、いる確率が高いところ

から安全な、そういった耐震化であったりとか、

いろんな防災である、そういう取り組みをして

いかなければ、すべて１００パーセントを網羅

するような防災というのは、当然あり得ないと

思います。 

　僕ら、仕事で、海の上で魚にえさをやったり

するときがあるんですが、執行部の方々も磯釣

りが大変お好きな方々がおられると思います。

磯釣りに行ってて、岩の上で津波が起きたら、

もうどうすることもできないと思います。そう

いったのも含めて、すべてを網羅するというこ

とはできません。 

　そんな中で、市民が自分たちもこのぐらいだ

ったらお金が出せるよと。だから、幾らかでも

補助をしていただいて、寝室の、夜寝よる、子

どもも、小さい子もいる、お年寄りもいる、そ

の上だけでもつぶれないように耐震化したい。

そういった思いにこたえてあげるのが、僕は行

政だと思っております。 

　特に、こちらの備考欄、説明欄の方に、宿毛

市という名前が入っています。この補助金は宿

毛市の木造住宅の耐震設計費の補助金です。宿

毛市として、どういう対応をしていくのか、も

う一度考えていただきたいという、そういう思

いがございます。 

　何かありましたら、説明の方をよろしくお願

いいたします。 

　そして、続きまして次のページ、５２ページ

の沖の島アドベンチャーラン事業費補助金につ

いてでございます。 

　先ほど、前回終わった後の反省会において、

地元の方がなかなか、年に２回というのは負担

だというお話だと思います。確かに島民の方々

のすごい協力があって成り立っている、これ事

業だと思っております。だからこそ、また魅力

があり、そしてそこへ参加された方々が感動し

て、皆さんそれぞれ家に帰っていっているので

はないかなと、そういうふうに私自身、参加を

して思っているわけですが。 
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　そういったときに、２回やるのが負担だから、

とりあえず１回しよう。それで様子を見よう。

そういったのも当然、案としては出てくるとは

思うんですが、せっかくやっていることを持続

するためにはどうしたらいいのか。地元の人た

ちが負担になっているんであれば、何とかそれ

を軽減する方法はないのか、そういったことも

ぜひ、執行部として、担当課として考えていた

だいて、せっかくいいものを築き上げて、年に

２回行ってきました、楽しみにしている県外、

市外の方々もたくさんおられます。そうしたも

のを、先細りにしていくのではなくて、ぜひ続

けて、継続していけれるような形で協力、地元

に対しての協力の方をお願いすべき、お願いと

いうか、お願いしたいし、するべきだと思って

おります。 

　これについても、答弁がありましたらよろし

くお願いいたします。 

　そして、９３ページ、９４ページ、私がちょ

っと質疑漏れがございまして、ただいま課長の

方から大変わかりやすい説明を、詳しくしてい

ただきました。 

　１点だけ、これ再質疑させてもらいます。 

　ただいまの話の中で、２期工事の中のこれだ

けというようなお話があったと思います。僕の

記憶の中では、２期工事というのは、ざっとで

すが、１期工事が１０億８，０００万程度です

か、１１億弱ぐらいで、２期工事が８億程度の

工事が予定されていたのではないかなと思いま

す。 

　これ、施設整備の方になるんですが、こちら

の残りの、今回の予算計上された分の残りの整

備については、どういうふうな予定になってい

るのかお伺いして、再質疑といたします。 

○議長（岡村佳忠君）　総務課長。 

○総務課長（出口君男君）　総務課長、２番議

員の再質疑にお答え申し上げます。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算、５１ページの宿毛市木造住宅耐震設

計費補助金の関係で、補助金、名称にも宿毛市

がついてますように、補助金は宿毛市の補助金

であるから、市民の生命、財産を守る立場から、

市として考えるべきではないかというご指摘で

ございますけれども、議員ご承知のように、こ

の本補助金につきましては、県の補助要綱も踏

まえまして、県の補助を含めた形での補助とな

っております。したがいまして、議員ご指摘の

部分ができるのかどうかというのは、やはり県

の方とも協議をしながらでないと、単独補助金

であれば、市の判断でということにもなろうか

と思いますけれども、その部分については、今

後、県とも協議をして、できるだけ耐震化が進

むような方向には検討したいというふうには考

えておりますけれども、宿毛市だけの判断でも

って、リビングでございますとか、あるいは寝

室のように、最も滞在をしている確率の高い部

分だけの耐震化ということにつきましては、こ

の場でお答えはできませんので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　企画課長。 

○企画課長（岡本公文君）　企画課長、中平議

員の再質疑にお答えいたします。 

　アドベンチャーラン、今までせっかくやって、

皆さんの協力でやってきたことで、先細りとい

うことではなく、持続の方向でというご意見で

ございますが、反省会の中で、そういうことが

決まったということでございますので、今、こ

ういうお話もあったということでは、お伝えを

させていただきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（茨城　隆君）　２番、中平議

員の再質疑にお答えをいたします。 
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　漁協の整備の、施設整備の残事業の件になる

と思いますけれども、全体的な計画は配置図、

それと全体事業費概算を把握してます。 

　その中で１期工事を済ませて、今後、２期工

事をやるという形の中で、今、予算計上させて

もらいます。 

　残事業につきましては、先ほど、少し述べま

したけれども、漁協として水揚げに対して、最

小限の設備をしていくという形をとってますの

で、市の財政の方の関係もあるがですけんど、

今後また、水揚げがふえ、施設が不十分だとい

うときがあれば、残事業に対して計画を立てて

要望していくという形になると思います。 

　この事業自体が、２期工事いうて、言葉は出

よるがですけんど、単年度事業の計画で動いて

いきますので。それと、年度を超えてあれした

ときには、また有利な国の法改正があって、補

助制度ができれば、そちらへどんどんどんどん

乗り越えて、施設の充実を図っていく計画でな

っていくと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（岡村佳忠君）　２番、中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、質疑を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　この際、昼食のため、

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時４６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　６番、質疑をいたしま

す。 

　私がお聞きしますのは、議案第３号別冊、平

成１８年度宿毛市一般会計補正予算案について。

続きまして、議案第１６号別冊、平成１９年度

宿毛市一般会計予算について。続いて、議案第

２１号別冊、平成１９年度宿毛市特別養護老人

ホーム特別会計予算について。最後に、議案第

２３号別冊、平成１９年度宿毛市学校給食事業

特別会計予算についてであります。 

　順次、質疑をしてまいります。 

　まず、議案第３号別冊、平成１８年度宿毛市

一般会計補正予算案ですが、ページ３０ページ

の諸費の部分。２款１項２０目諸費の部分の１

９節負担金補助及び交付金のところの防犯灯設

置費補助金ということで、６万５，０００円を

減額補正しております。 

　この防犯灯については、小中のＰＴＡ初め、

つけてほしいという要望は多々あると聞いてお

りますが、減額補正の理由をお聞きしたいと思

います。 

　続きまして、ページ３４ページ、３款１項１

目８節の宿毛市地域福祉計画策定委員会委員報

償費を、２０万減額補正をしておりますが、こ

れは、一般質問等で策定するということで答弁

をしてきたところでありますが、減額補正の理

由をお聞きいたします。 

　続きまして、議案第１６号別冊ですが、ペー

ジ６４ページ。３款１項２目１３節の委託料。

地域生活支援事業委託料の８５２万５，０００

円の事業内容をお示し願いたいと思います。 

　続きまして、６５ページの、同じく３款１項

３目１３節委託料で、地域元気クラブ活動事業

委託料で３６１万５，０００円。それと、その

次の食の自立支援事業委託料で９７０万円を予

算化してますが、これの事業内容をお示し願い

たいと思います。と、委託先をお願いいたしま

す。 

　続きまして、ページ７８ページ。７８ページ

の４款１項４目１９節負担金補助及び交付金の

ところで、へき地医療拠点病院群巡回診療負担

金ということで、１０８万８，０００円を予算
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化してますが、聞くところによりますと、事業

の見直しを行ったというふうにも聞いておりま

すが、事業内容等をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

　続きまして、８７ページ。８７ページの５款

１項３目の１９節の中で、農地・水・環境保全

向上対策事業補助金ということで５０４万４，

０００円が予算化されております。これは、１

９年度からの新規事業というふうに聞いており

ますが、事業内容等をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

　続きまして、９０ページ。９０ページの５款

２項２目８節報償費の中で、有害鳥獣捕獲報償

費ということで、８５万５，０００円を予算化

されています。イノシシ、サルに加え、シカの

被害が今、増大しているというふうにも聞いて

おりますが、それの対策についてお聞きしたい

と思います。 

　続いて、ちょっと戻りますが、８１ページ、

済みません。４款２項３目１５節の工事請負費

ということで、主要施策の中にも出てましたが、

大型火葬炉入れ替え工事費とともに、空調機器

新設工事費ということで、３，６００万円の予

算化がされてます。これの理由をお聞かせ願い

たいと思います。 

　続きまして、９６ページ。６款１項５目１９

節の負担金補助及び交付金で、財団法人高知県

観光コンベンション協会会費ということで、６

６万円が予算化されております。 

　これは、昨日ですか、の新聞にも出てました

が、県としても、観光コンベンション協会の組

織等の見直しを行うというふうに新聞報道もさ

れてましたが、市としての対応、また予算の中

身についてお聞かせ願いたいと思います。 

　次に、９６ページ。同じ負担金補助及び交付

金の中の市民祭宿毛まつりの２７０万について

ですが、昨年、すくもやけんと一緒にして、３

００万の予算化をしてきたと思います。ことし

２７０万になってますが、昨年の開催について、

意見がいろいろとあったようにも聞いておりま

すが、市としてどのように考えているのかも踏

まえてお聞きしたいと思います。 

　続きまして、１１７ページ。９款４項３目１

節報酬の中で、分館長報酬ということで、４万

８，０００円が組まれてます。これは、金額の

大小じゃなくて、今現在、どのような分館活動

が行われているのか。余り見えてこないという

か、行政の中で分館活動という部分が必要な部

分は、私も感じてますが、現在、どのような形

でこの分館活動を進めていくのかも踏まえて、

分館長報酬について、どのような考えを持って

いるのかをお聞きいたしたいと思います。 

　続きまして、ページ１２３ページ。９款５項

３目１５節の体育館センターコート整備工事費

ということで、３４万４，０００円が組まれて

ます。どのような事業を行うのか、センターコ

ートの意味がちょっとわかりませんので、ご説

明を願いたいと思います。 

　以上で、１６号については終わります。 

　次、議案第２１号別冊の、ページ９ページの

中で、１款１項１目１５節、工事請負費という

ことで、省電力システム整備工事請負費という

ことで、２２０万５，０００円が予算化されて

おります。どのような、省電力ですので、どの

ようなメリットを考えて、このような工事をす

るのか、事業内容をお示し願いたいと思います。 

　次に、議案第２３号別冊で、同じくこれも９

ページの５款１項１目１節の雑入ということで、

独立行政法人日本スポーツ振興センター補助金

ということで、８０万を受け入れるようになっ

てますが、この中身をお示し願いたいと思いま

す。 

　以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　総務課長。 
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○総務課長（出口君男君）　総務課長、６番議

員の質疑にお答え申し上げます。 

　議案第３号別冊　平成１８年度宿毛市一般会

計補正予算（第７号）、３０ページ、２款１項

２０目の諸費の中の負担金補助及び交付金、防

犯灯設置費補助金６万５，０００円の減額につ

いてのご質疑でございますが、小中学校のＰＴ

Ａ等から防犯灯の設置についての要望がある中

で、減額した理由ということでございますけれ

ども、本事業につきましては、各地域内の防犯

対策ということで、地域からの要望に基づきま

して補助をいたしているものでございます。 

　照明器具の設置に対する補助でございまして、

その後の電気料等のランニングコストについて

は、地区のご負担ということになっております

ので、平成１８年度におきましては、当初予算

で２０灯１０万円の予算計上をさせていただい

ておりました。最終的には７灯の要望がござい

まして、残の１３灯分６万５，０００円を減額

しようとするものでございます。 

　なお、防犯灯につきましては、市の補助事業

以外に四国電力の方が毎年１０灯程度、無償で

提供していただける事業もございまして、そち

らを利用していただいている地区もございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君）　福祉事務所長、

寺田議員の質疑にお答えいたします。 

　まず、初めに議案第３号別冊のページ３４ペ

ージでございますが、社会福祉総務費の８節報

償費の２０万の減額理由についてでございます

が、この報償費につきましては、説明に書いて

おりますように、地域福祉計画策定委員会委員

の報酬ということで、当初予算に組んでおりま

したが、地域別リーダーであります地域福祉計

画推進役であります委員さんが決まらなかった

ということで、委員会設置ができませんでした。

そういう関係で、今回、減額補正をお願いする

ところでございます。 

　続きまして、議案第１６号別冊、１９年度宿

毛市一般会計予算の中のページ６４ページでご

ざいますが、その中の障害者福祉費の中の１３

節委託料８５２万５，０００円組んでおります

が、地域生活支援事業委託料の内容ということ

でございます。 

　この事業につきましては、障害者自立支援法

が施行されまして、市町村で実施することとさ

れておる事業と、実施しなければならないこと

とされておる事業を、この事業で実施をするも

のでございます。 

　目的につきましては、障害者及び障害児が、

その有する能力及び適性に応じて自立した日常

生活、または社会生活を営むことができるよう、

地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業

形態による事業を、効果的、効率的に実施し、

もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ると

いうものでございます。 

　この事業につきましては、いろいろなメニュ

ーがございまして、今回、主なものとしまして、

５つの事業を掲げております。 

　まず、１つには、コミュニケーション支援事

業。それから、２つ目には移動支援事業。それ

から、３つ目に地域活動支援センター機能強化

事業、それから４つ目には、訪問入浴サービス

事業、それから声の広報発行事業という、この

５つでございます。 

　この５つにつきまして、少し説明をさせてい

ただきますが、まず、１点目のコミュニケーシ

ョン支援事業については、聴覚障害者等が外出

する際に、意思の疎通が円滑に行われないこと

により、社会通念上支障があると認める場合に、

手話通訳者または要約筆記者の派遣を行う事業

でございます。 

　委託先につきましては、社団法人聴覚障害者
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協会及び特定非営利活動法人高知県難聴者・中

途失聴者協会に委託する予定にいたしておりま

す。 

　それから、２点目の移動支援事業につきまし

ては、屋外の移動に困難がある障害児、または

障害者に対して、外出のための支援を行うもの

でございます。 

　これにつきましては、中央ホームヘルパース

テーションとか、豊寿園のホームヘルパーステ

ーションに委託をする予定にいたしております。 

　それから、３点目の地域活動支援センター機

能強化事業についてでございますが、これにつ

きましては、現在、聖ヶ丘病院が経営しており

ます地域生活支援センターかけはしというのが

ございます。ここに委託をして行おうというこ

とにいたしておりますが、内容につきましては、

創作的活動、または生産活動の機会の提供、及

び社会との交流を促進する地域活動支援センタ

ーの機能を充実強化して、障害者等の地域生活

支援の促進を図っていく事業でございます。 

　この事業につきましては、四万十市、三原村

の３市村で委託をすることにいたしておりまし

て、３市村でかけはしに１，０００万で事業委

託しようとするものでございます。 

　そのうち、利用人数を出しまして、利用人数

によりまして案分をいたしました。その結果、

うちが３１パーセント利用しておるというよう

なことでして、今回、３１０万でうちの分は委

託をしようとするものでございます。 

　それから、４番目の訪問入浴サービス事業に

つきましては、身体障害者の居宅を訪問いたし

まして、浴槽を提供して、入浴の介護を行おう

とするものでございます。これにつきましては、

介護保険法にも訪問入浴介護を受ける事業がご

ざいまして、それに漏れた人をうちの方で救っ

ていこうという事業でございまして、対象者は、

今のところ２名を予定をいたしております。 

　委託先は、社会福祉協議会にお願いをしたい

と思っております。 

　それから、５点目の点字・声の広報等発行事

業でございますが、文字による情報入手が困難

な障害児・者のために、点訳、音訳、その他障

害児・者にわかりやすい方法によりまして、市

の広報等を定期的に障害児・者に提供していこ

うという事業でございます。 

　現在も年１２回、声の広報を出していってお

りますが、引き続き、この事業で実施をしてい

きたいということでございます。 

　この事業につきましても、社会福祉協議会の

方に委託をしようと考えております。 

　それから、同じくページ６５ページの３・

１・３の老人福祉費の中の１３節委託料の中で、

地域元気クラブ活動事業費の委託料の事業内容

と委託先ということと、それから食の自立支援

事業の事業内容と委託先ということでございま

す。 

　まず初めに、元気クラブの方の説明をさせて

いただきます。 

　この事業につきましては、在宅の高齢者が豊

かな経験と知識、技能を生かし、高齢者の生き

がい活動と社会参加を促進することにより、こ

れらの高齢者の自立生活を助長するとともに、

社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図

ることを目的に実施をするものでございます。 

　この事業につきましても、社会福祉協議会の

方に委託をして、実施をすることにいたしてお

ります。 

　それから、食の自立についてでございますが、

食の自立の方の説明をさせていただきます。 

　これは、調理が困難な高齢者や地理的環境、

調理未経験者等により、食事の提供が望ましい

と思われる高齢者に対し、栄養のバランスがと

れた、高齢者に適した食事を定期的に提供して、

住み慣れた地域での生活に対し、支援を行うと
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ともに、当該利用者の安否確認の実施、並びに

調理用の火による火災防止を目的にして、実施

をいたしておるものでございます。 

　対象者につきましては、おおむね６５歳以上

の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに

準ずる世帯ということにいたしております。 

　委託先につきましては、中央支援センターと、

それから土日につきましては、「やまさき」、

西町ですが、「やまさき」さんにお願いする予

定にいたしております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　保健介護課長。 

○保健介護課長（西本寿彦君）　保健介護課長、

６番議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算、７８ページの４・１・４の無医地区

対策費の１９節負担金補助及び交付金のへき地

医療拠点病院群巡回診療負担金の１０８万８，

０００円の内容と、無医地区の巡回診療の見直

しの経過、この２点の質疑だったと思われます

が、最初に、１０８万８，０００円の負担金の

内容について、お答えをいたします。 

　へき地医療拠点群、病院であります幡多けん

みん病院は、２週間に１回、楠山、京法の集会

所において無医地区の巡回診療を実施しており

ますが、その負担金であります。 

　負担金の算出根拠について申し上げますと、

高知県へき地医療病院群運営費補助金交付要綱

に基づきまして、巡回診療にかかわる１回当た

りの経費、これが１６万５，６００円ですが、

経費から１回当たりの診療収入が１０万１，３

４０円ですが、引いた額、これを基準額といい

ます。これは６万４，０００円になるわけです

が、６万４，０００円に京法の巡回診療と楠山

の巡回診療の回数５１回、それの３分の１をか

けたものが、このへき地医療拠点病院群の巡回

診療負担金となっております。 

　この事業については、国３分の１、県３分の

１、市３分の１の負担割合で、市の負担分は１

０８万８，０００円となっており、予算計上さ

せていただいております。 

　次に、無医地区の巡回診療に伴う見直しにつ

いてでございますが、昨年の１１月より、へき

地医療拠点病院であります幡多けんみん病院か

ら、平成２０年度から楠山、京法の巡回診療を

廃止したい旨の申し出がありました。 

　廃止となった場合の医療の確保について、高

知県の健康福祉部と協議を行い、代替案として

医師会に委託し、医療の確保に努めるという運

びになっていたところ、急遽、ことしの２月２

６日に、幡多けんみん病院の院長より、医師の

不足、また医師の業務の過重などにより、１９

年度から廃止をしたいという旨の申し出があり

ました。 

　その後、けんみん病院の院長、健康福祉部の

副部長と再度、協議を行った結果、３月１日に、

１９年度においては月１回であるが、楠山、京

法の巡回診療を行い、２０年度から廃止をする

ということになりました。 

　３月の２日から６日にかけまして、楠山、京

法などの関係地区長を訪問いたしまして、この

見直しの経過について説明し、一定の理解を得

たところでございます。 

　なお、１９年度の当初予算については、１２

月に編成している関係上、楠山、京法の巡回診

療の回数、それぞれ２週間に１回の割合で計上

いたしておりますが、９月議会において減額補

正をさせていただきます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　環境課長。 

○環境課長（岩本克記君）　環境課長、６番、

寺田議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算、ページ８１ページ。 
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　第４款衛生費、第２項３目斎場費の１５節工

事請負費の中の３，６００万円のうちの大型火

葬炉入れかえ工事３，４００万円が予算化され

ている理由ということですが、本施設の宿毛市

斎場は平成４年度より標準炉として稼動してお

りましたけれども、近年の葬祭文化の変化によ

りまして、お棺を大型化さす傾向にあります。 

　本施設も近年、炉内の補修をたびたび緊急に

行っておりましたのは、お棺の大型化で炉内容

積が狭くなっておるのが原因の１つでございま

す。 

　このような状態が今後続きますと、これから

の火葬業務に支障を来たすばかりか、修繕費用

も今以上に多額に必要となってまいりますので、

このような状態を回避するため、大型炉１炉を

導入したくお願いをするものでございます。 

　よろしくお願いいたします。 

　もう１点目の空調機器新設工事の２，２００

万の理由でございますが、待合室の空調機器に

ついて、近年、頻繁に故障が生じ、利用者の

方々に対して、大変迷惑をかけておる状態でご

ざいますので、担当課といたしましては、残さ

れた家族はもちろん、親族の皆様の心境を考え

ますと、人生最後の儀式にふさわしいやすらぎ

の場としていただけるよう、早期に修繕しなく

てはならないと考えまして、導入した空調機器

メーカーに問い合わせたところ、この機種は１

６年前の機種であり、現在もなく、修理するに

しても対応する部品がないという状況でござい

ますので、新たに設置をお願いするものでござ

います。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（茨木　隆君）　産業振興課長、

６番、寺田議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算のページ８７ページ、５款１項３目１

９節の中の農地・水・環境保全向上対策事業補

助金５０４万４，０００円についてでございま

すが、この事業は、本年度、新たに農用地区域

内の平場を対象に、５カ年事業として導入した

新規事業で、農地の荒廃を防止するために、地

域ぐるみで農業施設を管理し、保全活動を行う

対策事業です。 

　事業の対象地区は２５地区ありまして、説明

会開催後、事業を導入した計画地区は１２地区

です。面積が約４６６ヘクタールを計画してい

ます。それに伴う交付金額が２，０１７万５，

０００円を予定しております。 

　現在、その事業を導入する予定の地区では、

住民の合意形成を図るための総会、または事業

計画書等の手続を行っている現状となっていま

す。 

　また、その交付金額２，０１７万５，０００

円の内訳につきましては、国庫補助金が２分の

１の１，００８万７，０００円と、県が４分の

１の５０４万４，０００円、市が４分の１の５

０４万４，０００円となっています。 

　この事業の交付金は、４月に設立される県協

議会が取りまとめて、協議会より各組織に交付

されることとなりますので、市補助金５０４万

４，０００円を計上したものです。 

　それと、次にページ９０ページの５款２項２

目８節報償費８７万５，０００円のうちの有害

鳥獣捕獲報償金８５万５，０００円についてで

すが、農作物の被害を防ぐための捕獲された鳥

獣に対する報償費です。１８年度は、サル１頭

につき１万円、シカ、イノシシ１頭につき５，

０００円、カラス１羽１００円の報償金をもっ

て、イノシシほか１７８頭、カラス９０羽を捕

獲しています。 

　３月の終わり、猟期終わりまして３月の初め、

先日ですが、有害鳥獣被害防止対策協議会を開

催いたしました。これ、議員ご指摘のとおり、
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１９年度の捕獲の重点目標としていろいろ協議

したがですが、その中で、県の方も入ってきて

おりますが、幡多管内非常にシカが繁殖しよる

と。どこの市町村もシカを重点的に捕獲する計

画を立てておる。 

　同じく、協議の中で、うちの、本市の委員さ

んからも、非常にシカが多いという中で、重点

的にことしはシカをやっていただきたいという

要望等も受けております。 

　そのシカを撃つためにはどうしたらいいかと

いう中で、限られた予算の中で対応していかな

いかんいうことで、イノシシとシカとの報償金

に差をつけるということが決まりました。 

　現予算の中で、捕獲数頭数をふやすためにも、

１頭の報償金を減額していくということにして

ます。 

　それで、計画といたしましては、１９年度は、

シカ、イノシシ１頭につき５，０００円が、本

年度からは１頭につきシカが４，０００円、イ

ノシシが３，０００円として、サルの１万円と、

それからカラスの１００円は同額としてます。 

　それから、改正後の計画としましては、イノ

シシ、前年度は１００頭の計画でしたが、それ

が１１６頭、シカが５０頭が１００頭、サルは

同数、カラスが５０羽が７０羽と。全体総枠か

らいうと８６頭ぐらい多く捕獲するような計画

にしてます。 

　なお、うちが報償金を減額したことに伴い、

この報償金はうちが全部捕獲された名簿、それ

から頭数と、それから農協の方へも出しますの

で、農協の方でもその報償金を受けることがで

きます。減額された分、農協が１，０００円だ

と思うがですけれども、別に報償金を受けるこ

ともできます。 

　それと、もう１つ森林の方がシカでやられる

という中で、森林組合の方としても、本年度は

シカを撃った場合は報償金を出す金額を検討し

ようという中で、森林組合の方も検討していた

だいているいう状況です。 

　以上です。 

○議長（岡村佳忠君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（有田修大君）　商工観光課長。

６番、寺田議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算、９６ページの商工振興費、６款１項

５目の１９節負担金補助及び交付金の財団法人

高知県観光コンベンション協会会費６６万円に

対する市の考えと、予算についてということで

ございました。 

　高知県観光コンベンション協会におきまして

は、日ごろから観光イベントへの助成や宿毛フ

ェリーへの助成、また各種スポーツ大会の合宿

や誘致活動等に取り組んでいただいております

が、議員がご指摘のように、昨日の高知新聞紙

上に取り上げられましたように、協会のずさん

な組織運営のあり方や、一連の不祥事に対しま

して、非難が集中しているところでございます。 

　同協会は、毎年度、四万十市におきまして、

幡多管内の市町村、及び観光協会、関係団体と

懇談会を開催しておりますが、その席上におき

ましても、同協会の事業が高知市周辺に集中し

ていることや、幡多地域に効果の見える事業が

展開されていないなどの指摘がされておりまし

て、幡多管内への観光モニターツアーを実施す

るなど、具体的な活動の要望も出されているよ

うな状況にございます。 

　そのようなことから、今後は同協会の適正な

組織運営はもとより、今回のような不祥事が起

こらない組織の見直し等を図るとともに、我々

の期待する観光入り込み客の増加につながるよ

うな事業を積極的に展開していただくように求

めてまいりたいと考えております。 

　また、会費の支出につきましても、協会の取

り組みの経過も見ながら、適正に対応してまい
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りたいというふうに考えております。 

　次に、９７ページの同１９節市民祭宿毛まつ

り補助金２７０万円についてでありますが、市

として、どのように考え、対応していくのかと

いうご質問であったと思います。 

　昨年度、市民祭宿毛まつりにつきましては、

すくもやけん夏、それから宿毛ふれあいまつり、

市民祭宿毛まつりの３つの祭りを統合して、よ

り盛大で、市民に親しまれるような祭りにして

いこうということで、取り組みをしたところで

ございます。 

　その中で、メイン会場を宿毛親水公園にした

ことや、花火等の開催時期の問題、駐車場や警

備の問題等々について、さまざまなご意見をい

ただいております。 

　例えば、祭りのメイン行事の１つであります

花火に関しましては、花火は夏のもので、時期

が寒いのではないかというような意見もござい

ました。 

　また、市外の方々からは、その花火が大変よ

かったというふうなおほめの言葉も数多く届け

られている状況にございました。 

　そのように、祭り全般にわたって、具体的な

ご提言、ご意見が事務局の方にもたくさん届い

ておるのが事実でございます。 

　いずれにしましても、平成１９年度は早い時

期に実行委員会を立ち上げていただきまして、

昨年度のさまざまなご意見や反省を踏まえた上

で、１人でも多くの市民の方々に喜んでいただ

ける祭りにしていきたいと考えております。 

　市長の行政方針にもありましたように、市民

が心から楽しんで参加してくれることが、祭り

を充実させることになり、ひいては観光客の誘

致にもつながるという考えのもと、精いっぱい

取り組んでまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君）　生涯学習課長兼宿毛文教センター所

長。 

　６番、寺田議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第１６号別冊、平成１９年度宿毛市一般

会計予算、ページ１１７ページ、９款４項３目

の公民館費ですけれども、公民館費の報酬４万

８，０００円。これは分館長報酬でございます

けれども、現在、宿毛市の中央公民館、文教セ

ンターの中にあります中央公民館、これを中心

に公民館活動は行われておりますけれども、こ

れ以外に市内に５つの分館がございます。沖の

島、小筑紫、大島、片島、平田、この５つがあ

りまして、そのうち報酬を出しているのが沖の

島を除く４つの分館でございます。 

　ちなみに、公民館のあるべき姿といいましょ

うか、目的でございますけれども、市町村その

他一定区域内の住民のために、実際生活に即す

る教育、学術及び文化に関する各種の事業を行

い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情

操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の

増進に寄与することを目的とするというのが、

公民館のあるべき姿でございます。 

　そういう中で、現在行われておりますのは、

習字教室、あるいは運動、あるいは踊りといい

ましょうか、そういうふうに生活に潤いを与え

るような事業が、現在、行われておるようなわ

けでございます。 

　したがいまして、今後につきましても、この

公民館のあるべき姿、目的に沿った事業内容の

推進ができるような取り組みを展開してまいり

たいというふうに思っております。 

　ただ、中央公民館のような、人材というか、

職員数が分館にはどうしても不足しているとい

いましょうか、そういうような実態もあります

ので、なかなか中央公民館のような活動はでき
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ないというのが実態でございます。 

　次に、ページ１２３ページの教育費の保健体

育費の目は、３目の社会体育振興費の１５節工

事請負費３４万４，０００円、体育館センター

コート整備工事費ということになっております

が、このことにつきましては、現在の市民体育

館のアリーナの中に、バスケットボールのセン

ターコートがないということで、これにつきま

しては、このバスケットボール用のセンターコ

ートの設置ができるような準備を行いまして、

実は、日本リーグ女子のバスケットボールの大

会をあの会場で開きたい。そのために、整備を

しようとするものでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　千寿園長。 

○千寿園長（尾崎重幸君）　千寿園長、６番議

員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第２１号別冊、９ページでございます。 

　９ページの中に、一般管理費の中で１５節と

して、省電力システム整備工事請負費２２０万

５，０００円を計上しております。これのメリ

ットとその内容についてということでございま

すので、ご説明を申し上げたいと思います。 

　この省電力システムといいますのは、そのあ

る日の３０分間の使用の平均電力量、これを監

視することによって、電力料金を軽減できると、

こういうメリットがあるということで、このシ

ステムそのものは、もう確立されておりまして、

各施設において導入がされておると、そういう

状況があります。 

　したがって、千寿園におきましても、大体、

月に８０万円、年間９６０万円ぐらいの電力料

金がいっております。したがって、これを導入

すれば、一定の効果があるということでござい

ます。 

　ただし、最大電力量というのは、今、３０分

の平均と言いましたが、千寿園の場合、今、適

用されておるのが１６９キロワット／アワーで

ございます。それが出ますと、それから向こう

１年間は、その電力量が基本量に算定されます。

その１６９を下回れば、その下回った額に落ち

るということになりますので、このデマンド監

視装置をつけまして、一定、今、この試算で出

しておりますのは、１５０キロワット／アワー

ぐらいまで下げて監視をすると。監視するとい

うのは、今のエアコンの室外機に基盤を設置し

て、その基盤によって１５０に設定すれば、そ

れを超えないように、その基盤で制御していく

という形になりますので、必ずメリットは出る

わけですけれども、快適性を言われますと、一

定の制御されますと、超えそうになったらどこ

かの室外機が制御されてとまるということにな

りますので、そういう部分で、その快適性を維

持するのにどこらあたりが適当なのかというこ

とについて、今、１５０ぐらいに設定して予算

計上しておりますけれども、これが細部にわた

って、また調整はしていくと。契約の段階では

そういう形になろうと思います。 

　そういう意味で、今回、導入いたします。 

　内容といたしましては、機器を導入するわけ

でして、デマンドの監視制御盤１式、これが大

体６４万５，０００円ぐらい必要ということに

なってます。それから、その制御盤１式を取り

付ける工事、これが７３万７，０００円ぐらい。

それから、室外機に取りつけます制御基盤、こ

れも今、１８基を予定しておりますけれども、

その今の快適性との関係で、これが１６基にな

るのか、そこら当たり、最終の詰めはしますが、

１８基を予定しておりまして、７４万６，００

０円。その他、７万７，０００円ということで、

計２２０万５，０００円を計上させていただい

ております。 

　そういうことですので、どうぞよろしくお願

いいたします。 
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○議長（岡村佳忠君）　学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（近藤勝喜君）　学校

給食センター所長。 

　６番、寺田議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第２３号別冊、平成１９年度宿毛市学校

給食事業特別会計予算の９ページ、第５款第１

項１目１節の雑入の中の独立行政法人スポーツ

振興センター補助金８０万円の内容についてと

いうことです。 

　この補助金は、学校給食における学校、家庭、

地域の連携推進事業でありまして、この補助金

をもらいまして、事業を行うものです。 

　昨年度３月に、食育推進基本計画が作成され、

さまざまな食育推進事業が展開しております。

食育は、これまで家庭が中心に担ってきました

が、近年、子どもの朝食の欠食や、１人で食べ

る個食の増加を初め、不規則な食習慣や栄養バ

ランスの偏りなど、食生活の乱れが深刻となり、

肥満や生活習慣病の増加など、問題を引き起こ

しています。 

　このことからも、学校、家庭、地域の三者が

連携して、学校を通じ、児童生徒が生活を通じ

て健康に過ごすための望ましい食生活のあり方

について、実践、研究をするものであります。 

　この事業は、１９年度から２０年度の２カ年

でありまして、１９年度８０万円を独立行政法

人日本スポーツ振興センターより１００パーセ

ント補助金で行うものであります。 

　事業内容につきましては、児童生徒の食生活

改善に関する啓発活動、それから児童生徒の食

に関する知識や能力を身につけるための体験学

習及び調査研究。１９年度予算の予定といたし

ましては、食育についての講師を招いての講演、

学校、家庭との連携といたしまして、食に関す

る指導も含む親子料理教室、朝ごはんレシピ作

成、それから学校での食に関する指導といたし

まして、栄養教諭による弁当づくり、朝食の話、

歯によいおやつについて。 

　それから、地域との連携といたしましては、

宿毛の魚を使っての調理を、子どもたちと漁協

婦人部とで行う。それから、宿毛の郷土料理を

味わうヘルスメイトとの味噌づくり体験。それ

から、みかん狩りとみかんのもちづくり、そう

いったものを予定しております。 

　以上です。 

○議長（岡村佳忠君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　大変詳しく説明してい

ただきましたので、ほぼわかったんですが、３

点ほど再質疑をさせていただきます。 

　まず、議案第３号別冊の３４ページ、地域福

祉計画策定委員会の報償費ですが、これは、議

会では策定するという答弁をしてますが、今年

度の予算には入ってませんよね。そういうこと

はもう、委員会も今後、開く予定もないし、策

定しないのかというふうになるんですが、その

部分について、ご答弁をいただきたいと思いま

す。 

　続きまして、第１６号の別冊、９７ページの

宿毛市民祭の部分ですが、これ、健康福祉まつ

りでしたかね、も一緒にしたということで、昨

年度、場所が整地されてない場所で、車いすの

方、またベビーカーをついた方らが全然入れな

かったいうような話も、現地で聞きました。や

はりそういうことも踏まえ、課長が言いました

ように、市民全員、みんなが集える祭りにする

ように、市としても働きかけていただきたいと

思います。 

　次に、もう１点、分館長の、公民館の分館長

の報酬ですが、これ、たしか５人の分館長とい

いましても、分館という建物はないはずですが、

どのような形でその分館長が、報酬に対しての

仕事をしているのか、そこの部分をもう一度お

聞かせ願いたいと思います。 

　以上、３点で再質疑を終わります。 
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○議長（岡村佳忠君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君）　福祉事務所長。

寺田議員の再質疑にお答えいたします。 

　議案第３号別冊の１８年度宿毛市一般会計補

正予算のページ３０ページの中の社会福祉総務

費、８節の報償費の関係でございますが、今後、

開く予定はないかというようなご質問だったと

思います。 

　この地域福祉計画策定委員会につきましては、

ここ二、三年、予算を上げては、最終的に委員

会を開催せず、減額をしてきた経過がございま

す。 

　行政方針にもつくっていきますよということ

で表明をしながら、ようつくってないというの

が現状でございますが、もう二、三年かけても、

なかなか各地域のリーダー役をよう探していな

いのが現状でございまして、根本的につくる、

つくらないかも、今後やはり検討をしていかな

いといけない時期ではないかということでござ

いまして、来年度については、そういうことで

予算に計上はいたしておりません。 

　以上でございます。検討をこれからしていく

ということでございます。 

○議長（岡村佳忠君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（有田修大君）　６番、寺田議

員の再質疑にお答えをいたします。 

　９７ページの市民祭宿毛まつりに関してであ

りますが、昨年、整地されて、十分な整地がさ

れてないことで、車いすの方やベビーカーの人

が入れないなどの問題もあったというご指摘で

あります。 

　確かに、昨年度、新たな会場であったことな

どもありまして、そのような配慮が十分行き届

いてなかったという問題が、確かにございまし

た。 

　そういうことから、来年度の祭りの開催に際

しましては、そのような問題も事前に、十分協

議しながら、適正に対応してまいりたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（岡村佳忠君）　生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君）　生涯学習課長兼宿毛文教センター所

長。６番、寺田議員の再質疑にお答えをいたし

たいと思います。 

　まず、まずと言いましょうか、公民館費の分

館長の関係で、建物はない。あるいは、報酬に

対する仕事をしてもらいたいというご質疑だっ

たかと思いますけれども、まず、建物につきま

しては、ご存じのとおり、小筑紫については、

小筑紫の支所が入っている建物。あるいは、沖

の島については、開発総合センター、平田につ

いては、現在、子育て地域支援センターですか。

それから、大島、片島については、それぞれの

公民館が分館としての位置づけをされておる建

物でございます。 

　その中で、分館長の役目としては、こういう、

さっき言った公民館の事業をすることも目的で

すけれども、公民館自体の管理をしていただく、

ということも仕事の１つでございます。 

　そして、地域が公民館活動をするときには、

一緒になってかまわないときは出てきていだい

ておると、いうようなことも、業務の一端でご

ざいますので、ご理解をしていただきたいと思

います。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　非常におもしろい答弁、

ご説明をいただきましたが、私も８年間、ここ

で質疑なりをさせていただきました。きょう、

説明をいただいた課長の中にも、３月末をもっ

て退職される執行部もたくさんおるように聞い

ております。 
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　この８年間、どうも本当にありがとうござい

ました。 

　これで私の質疑を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で通告による質疑

は終了いたしました。 

　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

　この際、暫時休憩をいたします。 

午後　２時０４分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時２０分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　おはかりいたします。 

　ただいま議題となっております議案のうち

「議案第１号から議案第２９号まで」の２９議

案については、会議規則第３７条第２項の規定

により、委員会の付託を省略いたしたいと思い

ます。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第１号から議案第２９号まで」

の２９議案については、委員会の付託を省略す

ることに決しました。 

　ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第３０号から議案第６５号まで」の３６

議案は、お手元に配付しております「議案付託

表」のとおり、それぞれ所管の委員会へ付託を

いたします。 

　おはかりいたします。 

　議案等審査のため、３月１５日、及び３月１

６日並びに３月１９日は休会したいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、３月１５日、及び３月１６日並びに

３月１９日は休会することに決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　３月１５日から３月１９日までの５日間休会

し、３月２０日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午後　２時２２分　散会 
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陳  情  文  書  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年第１回定例

会 

 

  　　　上記のとおりそれぞれ付託いたします。 

　　　　　平成１９年３月１４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠 

 
受理番号

受理年月

日
件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第５９号
平成 

19. 2.22

安心・安全な公務・公共サー

ビスの拡充を求める意見書の

提出について

団　体 総 務

 

第６０号 19. 2.22
改憲手続き法案の廃案を求め

る意見書の提出について
　団　体 総 務

 

第６１号 19. 2.22 公契約条例の制定について 　団　体 総 務
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議　案　付　託　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年第１回定例

会 
 

付託委員会 議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　名

 

総 務 

常任委員会 

（１７件）

議案第３０号 

議案第３１号 

議案第３２号 

議案第３３号 

議案第３４号 

議案第３５号 

 

議案第３６号 

 

議案第３７号 

 

議案第３８号 

議案第３９号 

 

議案第４１号 

 

議案第４２号 

 

議案第４３号 

議案第４４号 

議案第４５号 

議案第４６号 

 

議案第５３号

宿毛市副市長定数条例の制定について 

宿毛市施設等整備基金条例の制定について 

宿毛市表彰条例の一部を改正する条例について 

宿毛市課設置条例の一部を改正する条例について 

宿毛市監査委員条例の一部を改正する条例について 

宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について 

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の

一部を改正する条例について 

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例に

ついて 

宿毛市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につ

いて 

宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部

を改正する条例について 

宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について 

宿毛市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例について 

宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について 

宿毛市特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

宿毛市税条例の一部を改正する条例について 

宿毛湾港工業流通団地への工業等導入における固定資産税

の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について 

宿毛市ふるさと創生基金条例を廃止する条例について
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教 育 民 生 

常任委員会 

（１０件）

議案第４０号 

 

議案第４７号 

 

議案第４８号 

議案第４９号 

 

議案第５０号 

宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例の一部を改正する条例について 

宿毛市青少年育成センター設置条例の一部を改正する条例

について 

宿毛市立運動場条例の一部を改正する条例について 

宿毛市和田体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について

 

議案第５４号 

議案第５５号 

 

議案第５６号 

議案第５７号 

議案第５８号

宿毛市社会教育基金条例を廃止する条例について 

幡多西部介護認定審査会共同設置規約の一部を改正する規

約について 

幡西衛生処理組合の解散について 

幡西衛生処理組合の解散に伴う事務の承継について 

幡西衛生処理組合の解散に伴う財産処分について

 

産 業 建 設 

常任委員会 

（　９件）

議案第５１号 

議案第５２号 

 

議案第５９号 

議案第６０号 

議案第６１号 

議案第６２号 

議案第６３号 

議案第６４号 

議案第６５号

宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例について 

宿毛市営改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の変更について 

市道路線の変更について 

市道路線の変更について 

市道路線の変更について
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平成１９年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１　議事日程 

　　　　第１４日（平成１９年３月２０日　火曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　議案第１号から議案第６５号まで 

　　　　　　（議案第１号から議案第２９号まで、討論、表決） 

　　　　　　（議案第３０号から議案第６５号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

　　　第２　議案第６６号 

　　　　　　（議案上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決） 

　　　　　　議案第６６号　平成１８年度一般会計補正予算について 

　　　第３　議案第６７号及び議案第６８号 

　　　　　　（議案上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決） 

　　　　　　議案第６７号　宿毛市議会委員会条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第６８号　宿毛市議会会議規則の一部を改正する規則について 

　　　第４　陳情第４９号外７件 

　　　第５　委員会調査について 

　　　第６　意見書案第１号 

　　　　　　意見書案第１号　安心・安全な公務・公共サービスの拡充を求める意見書の提出 

　　　　　　　　　　　　　　について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　議案第１号から議案第６５号まで 

　　　日程第２　議案第６６号 

　　　日程第３　議案第６７号及び議案第６８号 

　　　日程第４　陳情第４９号外７件 

　　　日程第５　委員会調査について 

　　　日程第６　意見書案第１号 

　　　追加日程　議案第６９号　指定管理者の指定について 

　　　追加日程　決議案第１号　東洋町への高レベル放射性廃棄物最終処分場立地に反対する

　　　　　　　　　　　　　　　決議について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１７名） 

　　　１番　浅　木　　　敏　君　　　　　２番　中　平　富　宏　君 

　　　３番　有　田　都　子　君　　　　　４番　浦　尻　和　伸　君 

　　　５番　菊　地　　　徹　君　　　　　６番　寺　田　公　一　君 
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　　　７番　菱　田　征　夫　君　　　　　８番　宮　本　有　二　君 

　　　９番　濵　田　陸　紀　君　　 

　　１１番　西　郷　典　生　君　　　　１２番　岡　村　佳　忠　君 

　　１３番　佐　田　忠　孝　君　　　　１４番　田　中　徳　武　君 

　　１５番　山　本　幸　雄　君　　　　１６番　中　川　　　貢　君 

　　１７番　西　村　六　男　君　　　　１８番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　福　田　延　治　君 

　　　次 長　　小　野　正　二　君 

　　　議 事 係 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　調 査 係 長　　乾　　　　　均　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　中　西　清　二　君 

　　　助 役　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企 画 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　総 務 課 長　　出　口　君　男　君 

　　　市 民 課 長　　松　岡　繁　喜　君 

　　　税 務 課 長　　美濃部　　　勇　君 

　　　会 計 課 長　　夕　部　政　明　君 

　　　保健介護課長　　西　本　寿　彦　君 

　　　環 境 課 長　　岩　本　克　記　君 

　　　人権推進課長　　谷　本　秀　世　君 

　　　産業振興課長　　茨　木　　　隆　君 

　　　商工観光課長　　有　田　修　大　君 

　　　建 設 課 長　　豊　島　裕　一　君 

　　　福祉事務所長　　岡　添　吉　見　君 

　　　上下水道課長　　頼　田　達　彦　君 

　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 

　　　学校教育課長　　小　島　正　樹　君 

 　　　教育長職務代理者 

　　　教 育 次 長
西　尾　　　諭　君
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　　　千 寿 園 長　　尾　崎　重　幸　君 

 

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

高　木　一　成　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
近　藤　勝　喜　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時１９分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「議案第１号から議案第６５号ま

で」の６５議案を一括議題といたします。 

この際、暫時休憩をいたします。 

午前１０時２０分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時１２分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き会議

を開きます。 

　これより「議案第１号」について討論に入り

ます。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第１号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第１号」は、これに同意するこ

とに決しました。 

　これより「議案第２号」について討論に入り

ます。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第２号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第２号」は、これに同意するこ

とに決しました。 

　これより「議案第３号から議案第２９号ま

で」の２７議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第３号から議案第２９号ま

で」の２７議案を一括採決します。 

　本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって「議案第３号から議案第２９号まで」

の２７議案については、原案のとおり可決され

ました。 

　これより「議案第３０号から議案第６５号ま

で」の３６議案について、委員長の報告を求め

ます。 

　総務常任委員長。 

○総務常任委員長（中川　貢君）　総務常任委

員長。 

　総務常任委員会に付託されました付託議案の

審査のご報告をいたします。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第３

０号、３１号、３２号、３３号、３４号、３５

号、３６号、３７号、３８号、３９号、４１号、

４２号、４３号、４４号、４５号、４６号、５

３号の計１７議案であります。 

　議案３０号、宿毛市副市長定数条例の制定に

ついては、地方自治法第１６１条第２項の規定

により、副市長の定数を１人としようとするも

のであります。 

　議案第３１号、宿毛市施設等整備基金条例の

制定については、新たに地震対策を初め、市民

の安全や福祉の向上のための施設や機械備品、

土地等などを調達する場合の経費に充てるため、
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基金を設置し、有効に活用しようとするもので

あります。 

　議案３２号、宿毛市表彰条例の一部を改正す

る条例については、助役を副市長、収入役を削

除することに改めようとするものであります。 

　議案第３３号、宿毛市課設置条例の一部を改

正する条例については、課設置条例の第１条中

第５号を削り、第２条会計課の項を削除し、会

計管理者の補助組織としようとするものであり

ます。 

　議案第３４号、宿毛市監査委員条例の一部を

改正する条例については、監査委員条例第１条

を改めるとともに、監査事務局の名称を監査委

員事務局に変更しようとするものであります。 

　議案３５号、宿毛市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例については、

国と同様に、休息時間を廃止し、休憩時間を４

５分から１時間に変更するものでございます。

これに伴い、職員の就業時間は１５分遅くし、

午後５時３０分までの勤務にしようとするもの

であります。 

　議案３６号、職員団体のための職員の行為の

制限の特例に関する条例の一部を改正する条例

については、職員団体との交渉について、国の

基準どおり適法な交渉に改め、明確化すること

により、減給対象とならないようにしようとす

るものであります。 

　議案３７号、宿毛市特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の一部を改正する条例については、

第２条、第３条関係の青少年育成センター運営

委員会委員の廃止に伴い、その項を削ろうとす

るものであります。 

　議案３８号、宿毛市特別職報酬等審議会条例

の一部を改正する条例については、地方自治法

の一部改正に伴い、第２条の規定の「助役及び

収入役」を「副市長」に改めようとするもので

あります。 

　議案３９号、宿毛市特別職の職員の給与並び

に旅費に関する条例の一部を改正する条例につ

いては、地方自治法の一部改正に伴い、「職

員」を「特別職の職員」に改めようとするもの

であります。 

　議案第４１号、宿毛市一般職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例については、人事

院勧告に基づき、扶養手当のうち３人目以降の

子どもの支給額を１９年度から１，０００円引

き上げ、６，０００円に増額しようとするもの

であります。また、給与は職員の申し出により、

口座振替の方法で支払うことができることに改

め、４月１日から収入役廃止に伴い、新たに会

計管理者を加え、他の管理者に併任、兼任され

た場合は、管理職手当の重複支給はしないと改

めようとするものであります。 

　議案第４２号、宿毛市特別職の職員の退職手

当に関する条例の一部を改正する条例について

は、地方自治法の改正により、助役を副市長と

し、収入役を削除するように改めようとするも

のであります。 

　議案４３号、宿毛市旅費条例の一部を改正す

る条例については、地方自治法の改正により、

助役を副市長とし、収入役を削除、また出張依

頼については、「職員以外のもの」を「職員ま

たは職員以外のもの」に改めようとするもので

あります。 

　議案第４４号、宿毛市特別会計設置条例の一

部を改正する条例については、新たに宿毛市土

地区画整理事業特別会計を追加して、事業の円

滑な推進を図ろうとするものであります。 

　議案４５号、宿毛市税条例の一部を改正する

条例については、地方自治法の改正に伴い、

「市吏員」を「職員」に改めようとするもので

あります。 

　議案第４６号、宿毛湾港工業流通団地への工
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業等導入における固定資産税の課税免除に関す

る条例の一部を改正する条例については、宿毛

湾港工業流通団地への進出企業に対する優遇措

置として、平成１９年４月１日以降に新設され、

または増設された場合、特例が適用できるよう

に改正しようとするものであります。 

　議案第５３号、宿毛市ふるさと創生基金条例

を廃止する条例については、一定の目的を達成

した本基金条例を廃止し、地震対策を初め、市

民の安全や福祉の向上のための施設や機械備品

などを調達する際の経費に充てるため、新たに

基金を設置し、有効に活用しようとするもので

あります。 

　議案の審査に当たりましては、各担当課から

の詳しい説明を受ける中で、慎重に審査した結

果、原案を適当と認め、全会一致をもって可決

すべきものと決しました。 

　以上、本委員会に付託されました１７議案に

ついて、報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　教育民生常任委員長。 

○教育民生常任委員長（西郷典生君）　教育民

生常任委員長。 

　本委員会に付託されました議案１０件につい

ての審査の結果を報告いたします。 

　議案第４０号、宿毛市教育委員会教育長の給

与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す

る条例について。 

　本議案は、「市吏員」を「市職員」に改める

など、条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 

　議案第４７号、宿毛市青少年育成センター設

置条例の一部を改正する条例について。 

　本議案は、既存の青少年育成センター運営審

議会を廃止して、青少年育成センターの運営を

宿毛市教育審議会に諮問することができるよう

に、条例の一部を改正しようとするものであり

ます。 

　議案第４８号、宿毛市立運動場条例の一部を

改正する条例についてと、議案第４９号、宿毛

市和田体育館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について。 

　これら２議案は、各スポーツ施設間での使用

料の格差を是正すること。利用者が使いやすい

ように使用時間帯を細分化すること、また、電

気料金など、光熱水費等については、受益者負

担として、実費相当額を利用者に負担していた

だくことを内容としたものであります。 

　議案第５０号、宿毛市中央デイケアセンター

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について。 

　本議案は、在宅サービスの充実を図るため、

宿毛市中央デイケアセンターを日曜日や祝祭日

も開館すること、また障害者自立支援法の施行

に伴い、障害者も利用できる施設にすることを

内容とした条例の一部改正であります。 

　議案第５４号、宿毛市社会教育基金条例を廃

止する条例について。 

　本議案は、本市の厳しい財政状況を踏まえて、

基金の再編を行うため、宿毛市社会教育基金を

廃止しようとするものであります。 

　議案第５５号、幡多西部介護認定審査会共同

設置規約の一部を改正する規約について。 

　本議案は、介護認定について適正な審査判定

を行うため、当該審査会の委員を１名増員し、

１５名体制で行うことができるよう、規約の一

部を改正しようとするものであります。 

　議案第５６号、幡西衛生処理組合の解散につ

いて、議案第５７号、幡西衛生処理組合の解散

に伴う事務の承継について、議案第５８号、幡

西衛生処理組合の解散に伴う財産処分について

の３議案について。 

　これら３件については、平成１９年度から幡

西衛生処理組合を幡多西部消防組合に統合する

ことに伴い、幡西衛生処理組合の解散、事務の
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承継、財産処分について、議会の議決を求める

ものであります。 

　以上１０議案につきましては、担当課からの

詳しい説明を受け、慎重に審査した結果、いず

れも原案を適当であると認め、全会一致で可決

すべきものと決しました。 

　以上、本委員会に付託されました議案１０件

についての報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（濵田陸紀君）　産業建

設常任委員長。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第５

１号、議案第５２号及び議案第５９号から議案

第６５号までの９議案であります。 

　議案第５１号、宿毛市都市公園条例の一部を

改正する条例について。 

　本件は、都市公園のうち、宿毛運動公園にあ

る野球場、補助グラウンド、雨天練習場、テニ

スコート、平田公園のテニスコート、多目的広

場、宿毛市総合運動公園の市民体育館、陸上競

技場、多目的グラウンドの使用料等を改正しよ

うとするもので、スポーツ施設間で利用料の格

差是正と、利用者が使いやすいような利用時間

帯を設定されております。 

　続きまして、議案第５２号、宿毛市改良住宅

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について。 

　地方自治法の改正に伴う一部改正であり、市

条例中の「市吏員」を「市職員」に改めるもの

であります。 

　本件２議案につきましては、担当課の説明を

受け、慎重に審査した結果、いずれも原案を適

当と認め、全会一致をもって可決するものと決

しました。 

　続きまして、議案第５９号、議案第６０号、

議案第６１号、市道路線の認定について、本３

議案は、新たに市道認定をしようとするもので

あります。 

　議案第５９号は、一般国道宿毛一本松改良工

事の完成に伴い、現在の国道の宿毛市分を篠川

線として、議案第６０号は、宿毛駅東地区土地

区画整理事業区内の道路の一部を駅前１３号線

に、議案第６１号は、貝塚地区内の道路を貝塚

４号線として市道認定するものであります。 

　議案第６２号、議案第６３号、議案第６４号、

議案第６５号、市道路線の変更について。 

　本４議案は、市道路線を変更しようとするも

のであります。議案第６２号は、一般国道宿毛

一本松改良工事に伴い、市道立野線を、議案第

６３号、６４号、６５号は、宿毛駅東地区土地

区画整理事業区内の、市道駅前６号線、駅前７

号線、駅前９号線の終点を西側に延長し、市道

の変更をしようとするものであります。 

　現地調査を行い、担当課の説明を受け、慎重

に審査した結果、議案第５９号から議案第６５

号の７議案については、いずれも原案を適当と

認め、全会一致をもって可決するものと決しま

した。 

　以上で、本委員会に付託されました議案につ

いての報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、委員長の報告

は終わりました。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「議案第３０号から議案第６５号ま

で」の３６議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 
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　これより「議案第３０号から議案第６５号ま

で」の３６議案について、一括採決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって「議案第３０号から議案第６５号ま

で」の３６議案は、原案のとおり可決されまし

た。 

　日程第２、「議案第６６号」を議題といたし

ます。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、ご提案いたしま

した議案につきまして、提案理由のご説明を申

し上げます。 

　議案第６６号は、平成１８年度宿毛市一般会

計補正予算でございます。 

　本市職員であります貝礎保育園の保育士が、

大変残念なことではございますが、去る３月１

３日急逝されました。残されたご家族に対しま

して、この場をお借りいたしまして、心よりお

悔やみ申し上げます。 

　このための退職手当を計上させていただきま

したので、よろしくご審議の上、適切なご決定

を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　これにて提案理由の説

明は終わりました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第６６号」は、委員会の付託

を省略することに決しました。 

　これより討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第６６号」を採決いたします。 

　本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって「議案第６６号」は、原案のとおり可

決されました。 

　日程第３、「議案第６７号及び議案第６８

号」の２議案について、一括議題といたします。 

　おはかりいたします。 

　本案については、会議規則第３７条第２項の

規定により、提案理由の説明を省略することに

いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案については、提案理由の説明を

省略することに決しました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 
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　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第６７号及び議案第６８号」

の２議案は、委員会の付託を省略することに決

しました。 

　これより討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第６７号及び議案第６８号」

の２議案を一括採決いたします。 

　本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって「議案第６７号及び議案第６８号」の

２議案は、原案のとおり可決されました。 

　日程第４「陳情第４９号外７件」の８件を一

括議題といたします。 

　これより「陳情第５５号及び陳情第５８号か

ら陳情第６１号まで」の５件について、委員長

の報告を求めます。 

　総務常任委員長。 

○総務常任委員長（中川　貢君）　総務常任委

員長。 

　総務常任委員会に付託されました陳情につい

て、審査結果のご報告をいたします。 

　本委員会に付託されました陳情は、陳情第５

５号、災害時における高砂地区民の避難経路の

確保について。陳情第５９号、安心・安全な公

務公共サービスの拡充を求める意見書の提出に

ついて。陳情第６０号、改憲手続き法案の廃案

を求める意見書の提出について。陳情第６１号、

公契約条例の制定についての４件であります。 

　まず、陳情第５５号は、…………より提出さ

れたもので、陳情要旨は、南海地震及び東南海

地震発生が極めて高い状況下で、市が指定して

いる避難場所等では、全住民が収容できないた

め、与市明川に橋をかけ、避難道を確保するこ

とを求めるものであります。 

　慎重審査の結果、地区住民の不安を解消する

必要があることを認め、全会一致で採択と決し

ました。 

　陳情第５９号は、医療、教育、福祉、雇用な

どの公務公共サービスの充実と、格差社会の是

正を図るために、社会保障制度を充実する意見

書の提出を求めるものであります。 

　慎重審査の結果、全会一致で採択と決しまし

た。 

　陳情第６０号は、憲法改正に直結する改憲手

続き法案を廃案にすることを求める意見書の提

出を求めるもので、慎重審査の結果、賛成少数

で不採択と決しました。 

　陳情第６１号は、自治体が発注する工事につ

いて、公共工事設計労務単価で積算された労務

経費を賃金として確保する施策と、公契約条例

の制定に向けて十分な検討を行うことを求める

もので、慎重審査の結果、全会一致で採択と決

しました。 

　以上、総務常任委員会に付託された４つの陳

情について、ご報告終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（濵田陸紀君）　産業建

設常任委員長。陳情審査の報告を行います。 

　陳情第５８号、呼崎地区の市道拡幅について。

本件の陳情箇所については、路肩が崩れたとこ

ろもあり、幅員が狭く、深さ２．５メートルほ

どの川に接しており、通行に危険であり、また

災害時や救急時に大型の消防車等が通行できず、

救急車も通行が困難な状態であり、市道の拡幅、

路肩の補修等をしてもらいたいとの陳情内容で

あります。 
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　本委員会としては、現地調査を行い、担当課

の説明を受け、陳情の趣旨も踏まえて慎重に審

査した結果、全会一致をもって採択すべきもの

と決しました。 

　以上、陳情審査の報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「陳情第５５号及び陳情第５８号並

びに陳情第５９号、陳情第６１号」の４件につ

いて、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「陳情第５５号及び陳情第５８号並びに陳情

第５９号、陳情第６１号」の４件については、

お手元に配付いたしました「審査報告書」のと

おりであります。 

　本件は「審査報告書」のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより「陳情第６０号」について、討論に

入ります。 

　討論の通告がありますので、発言を許します。 

　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　１番、討論を行います。 

　本論に入ります前に、総務常任委員会の皆様

には、執行部提案の議案はもとより、…………

から出されておりました震災時における高砂地

区民の避難経路の確保についての陳情、その他

郵送による３件の陳情も、慎重に審議いただい

たとの委員長報告、お疲れさまでございました。 

　陳情のうち、３件は採択、１件は不採択との

委員長報告でした。そこで、その不採択となっ

た１件につき討論させていただきます。 

　これより本論に入ります。 

　陳情受理番号第６０号について、不採択と決

した委員長報告に反対する立場から討論いたし

ます。 

　この陳情は、現在、国会で審議されている憲

法改定手続法案の廃案を求める意見書の採択を、

宿毛市議会に要請してきたものであります。 

　皆様ご存じのように、小泉政権のあとを受け

た安倍内閣は、現行憲法の改定を公言し、憲法

手続法案のこの国会での成立に執念を燃やして

おります。現行日本国憲法は、戦前の大日本帝

国憲法のもとでの度重なる侵略戦争への暴走を

再発させないため、主権が国民にあることを明

らかにして、基本的人権の尊重をうたい、そし

て第９条では、戦争の放棄による平和主義を確

立したのであります。 

　ところが、今日の日本政府は、海外派兵や侵

略戦争への足かせとなっている現行憲法をなん

としても改憲しようとしております。これは２

００５年１２月、アメリカのアーミテージ前国

務副長官に自衛隊の地球規模でのパートナーと

しての米軍とともにどう戦うか、その決断には、

憲法９条の問題がかかっている、と改憲を求め

られていることが根底にあります。 

　憲法を変えて、アメリカが地球規模で起こし

ている侵略戦争に、いつでも自衛隊を派兵でき

るようにしたいとの思いが明らかであります。 

　さて、今、提出されている改憲手続法案の問

題点は、まず、最低投票率が設定されていませ
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ん。市町村合併の住民投票などは、定めた投票

率より投票結果が低い場合には開票せず、不成

立とする場合もあります。 

　ところが、改憲手続法案では、投票率が４０

パーセント台でも国民投票は有効とされ、その

過半数の賛成で改憲されます。有権者のわずか

２０パーセント台の賛成でも改憲できるように

なっているわけであります。 

　次に、全国で約５００万人の公務員や教員に

対し、国民投票運動の制限、あるいは禁止が盛

り込まれ、国民の自由な討論を妨げることにも

なっております。 

　３番目に、テレビ、新聞などでの改憲賛否の

広告制度についても、投票日前、１４日間を除

いては自由であり、資金を大量に持っている側

が有利となります。 

　このほかにも、改憲派を有利にする多くの問

題点があり、今国会での成立を急ぐのではなく、

国民的議論が必要であります。 

　このため、先日は土佐町議会がこの法案に反

対する意見書を可決しました。私は、宿毛市議

会としても意見書を提出すべきと、その立場か

ら委員長報告に反対し、皆さんのご賛同を求め、

討論を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、通告による討

論は終わりました。 

　ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

　これより、「陳情第６０号」を採決いたしま

す。 

　本件については、審査報告書のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　「陳情第４９号から陳情第５１号まで」の３

件については、産業建設常任委員長から、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申し出書のとおり、閉会中の継続審

査の申し出があります。 

　おはかりいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査に付することに決しました。 

　日程第５、「委員会調査について」を議題と

いたします。 

　各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

　おはかりいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

　日程第６「意見書案第１号」を議題といたし

ます。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、提案理由の説明を省略することにいたした

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は提案理由の説明を省略するこ
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とに決しました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

　これより、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「意見書案第１号」は、原案のとおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「意見書案第１号」は、原案のとおり

可決されました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、意見書案が議決されましたが、そ

の条項、字句、数字その他の整理を要するもの

につきましては、その整理を議長に委任された

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、条項、字句、数字その他の整理は議

長に委任することに決しました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、市長から「議案第６９号」が提出

されました。この際、これを日程に追加し、議

題といたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よってこの際、「議案第６９号」を日程に追

加し、議題とすることに決しました。 

　議案第６９号を議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　追加ご提案申し上げま

した議案につきまして、提案理由のご説明をさ

せていただきます。 

　議案第６９号は、指定管理者の指定について

でございます。内容につきましては、平成１８

年度に引き続き、平成１９年度から平成２１年

度までの３年間、株式会社宿毛グリーン企画を

宿毛市ゴルフ場の指定管理者として指定するこ

とにつきまして、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定に基づき、議会の議決を求めるもの

でございます。 

　よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明

とさせていただきます。 

○議長（岡村佳忠君）　これにて提案理由の説

明は終わりました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第６９号」は、委員会の付託

を省略することに決しました。 

　これより、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第６９号」を採決いたしま

す。 

　本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって、「議案第６９号」は原案のとおり可

決されました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、田中徳武君ほか１３名より「決議

案第１号　東洋町への高レベル放射性廃棄物最

終処分場立地に反対する決議」が提出されまし

た。 

　この際、これを日程に追加し、議題といたし

たいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、この際、「決議案第１号」を日程に

追加し、議題とすることに決しました。 

　「決議案第１号」を議題といたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、提案理由の説明を省略することにいたした

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は、提案理由の説明を省略する

ことに決しました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は、委員会の付託を省略するこ

とに決しました。 

　これより、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「決議案第１号」ついて、採決い

たします。 

　「決議案第１号」は、原案のとおり決議する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって、「決議案第１号」は原案のとおり決

議されました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま決議案が議決されましたが、その条

項、字句、数字、その他の整理を要するものに

つきましては、その整理を議長に委任されたい

と思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、条項、字句、数字、その他の整理は

議長に委任することに決しました。 
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　おはかりいたします。 

　今期定例会に付議されました事件はすべて議

了いたしました。 

　よって、会議規則第７条の規定により、本日

をもって閉会いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、今期定例会は本日をもって閉会する

ことに決しました。 

　閉会に当たり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　閉会に当たりまして、

ごあいさつを申し上げます。 

　去る３月７日に開会しました今期定例会は、

本日までの１４日間、議員の皆様方におかれま

しては、連日ご熱心にご審議をいただきました。

結果、ご提案申し上げました６７議案すべてを

原案どおりご決定いただきまして、まことにあ

りがとうございます。 

　今会期中に、一般質問や質疑等を通じまして

お寄せいただきました貴重なご意見やご提言に

つきましては、今後、さらに検討をいたしなが

ら、市政の執行に反映させてまいりたいと考え

ております。 

　平成１９年度を迎えるに当たりまして、市政

執行の基本的な考え方につきましては、行政方

針の中で申し上げましたが、大変厳しい財政状

況が続く中、行政改革大綱、及び集中改革プラ

ンに基づきまして、経常経費の節減、むだの排

除に努めるとともに、防災対策や少子高齢化対

策、産業振興等については、積極的に推進して

いかなければならないと考えております。 

　市民並びに議員の皆様方におかれましては、

今後ともより一層のご指導、ご協力を賜ります

ようお願いを申し上げます。 

　さて、今議会でございますが、議員の皆様に

は任期最後の定例会となりました。この４年間、

市政発展のために日夜ご活躍をいただきますと

ともに、大変貴重なご指導、ご助言をいただき

ましたことに対しまして、心から厚くお礼を申

し上げます。 

　特に、今期をもってご勇退される議員の皆様

におかれましては、大変長きにわたりまして本

市の発展のために多大なご尽力を賜りました。

そのことを心から感謝を申し上げます。 

　どうか健康にご留意されまして、今後とも市

政発展のためにご指導、ご協力をいただきます

ようお願いを申し上げます。 

　また、再度の出馬を予定されておられます議

員の皆様方におかれましては、再びこの議場で

お会いできますようご祈念を申し上げまして、

閉会のごあいさつとさせていただきます。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

　これにて、平成１９年第１回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午後　３時０５分　閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿　毛　市　議　会　議　長　　　岡　村　佳　忠　 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿 毛 市 議 会 副 議 長　　　菱　田　征　夫 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　田　中　徳　武 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　山　本　幸　雄 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年３月１６日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　中　川　　　貢 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第３０号 宿毛市副市長定数条例の制定について 原案可決 適　当

 
議案第３１号 宿毛市施設等整備基金条例の制定について 原案可決 適　当

 
議案第３２号 宿毛市表彰条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第３３号 宿毛市課設置条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第３４号 宿毛市監査委員条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第３５号

宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第３６号

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する

条例の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 

議案第３７号

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例について

原案可決 適　当

 
議案第３８号

宿毛市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条

例について
原案可決 適　当

 
議案第３９号

宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例

の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第４１号

宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について
原案可決 適　当

 
議案第４２号

宿毛市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第４３号 宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当
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議案第４４号

宿毛市特別会計設置条例の一部を改正する条例につ

いて
原案可決 適　当

 
議案第４５号 宿毛市税条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 

議案第４６号

宿毛湾港工業流通団地への工業等導入における固定

資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条

例について

原案可決 適　当

 
議案第５３号

宿毛市ふるさと創生基金条例を廃止する条例につい

て
原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年３月１６日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　西　郷　典　生　 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第４０号

宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第４７号

宿毛市青少年育成センター設置条例の一部を改正す

る条例について
原案可決 適　当

 
議案第４８号 宿毛市立運動場条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第４９号

宿毛市和田体育館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第５０号

宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第５４号 宿毛市社会教育基金条例を廃止する条例について 原案可決 適　当

 
議案第５５号

幡多西部介護認定審査会共同設置規約の一部を改正

する規約について
原案可決 適　当

 
議案第５６号 幡西衛生処理組合の解散について 原案可決 適　当

 
議案第５７号 幡西衛生処理組合の解散に伴う事務の承継について 原案可決 適　当

 
議案第５８号 幡西衛生処理組合の解散に伴う財産処分について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年３月１５日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　濵　田　陸　紀 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第５１号 宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第５２号

宿毛市営改良住宅の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第５９号 市道路線の認定について 原案可決 適　当

 
議案第６０号 市道路線の認定について 原案可決 適　当

 
議案第６１号 市道路線の認定について 原案可決 適　当

 
議案第６２号 市道路線の変更について 原案可決 適　当

 
議案第６３号 市道路線の変更について 原案可決 適　当

 
議案第６４号 市道路線の変更について 原案可決 適　当

 
議案第６５号 市道路線の変更について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年３月１６日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　中　川　　　貢 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第５５号 震災時における高砂地区民の避難経路の確保について 採　　択 妥　　当

 
第５９号

安心・安全な公務・公共サービスの拡充を求める意見

書の提出について
採　　択 妥　　当

 
第６０号 改憲手続き法案の廃案を求める意見書の提出について 不 採 択 不 適 当

 
第６１号 公契約条例の制定について 採　　択 妥　　当



－ 161 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年３月１５日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　濵　田　陸　紀 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第５８号 呼崎地区の市道拡幅等について 採　　択 妥　　当



－ 162 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年３月１５日 

 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　濵　田　陸　紀　 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

　　本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会

議規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

　１　事　件 

 

　２　理　由　今後なお審査を要するため 

 
受 理 番 号 事　　　　　件　　　　　名

 
陳情第４９号 四季の丘と貝塚地区を結ぶ防災道路の整備について

 
陳情第５０号 貝塚団地４号線の排水路起点の改修について

 
陳情第５１号 貝塚史跡隣接道路の拡幅について



－ 163 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年３月１６日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　中　川　　　貢　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

　 

記 

１　事　件　（１）　総合計画の策定状況について 

　　　　　　（２）　行政機構の状況について 

　　　　　　（３）　財政の運営状況について 

　　　　　　（４）　公有財産の管理状況について 

　　　　　　（５）　市税等の徴収体制について 

　　　　　　（６）　地域防災計画について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年３月１６日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　西　郷　典　生　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　教育問題について 

　　　　　　（２）　環境、保健衛生の整備状況について 

　　　　　　（３）　下水道事業の運営管理状況について 

　　　　　　（４）　老人対策の状況について 

　　　　　　（５）　保育施設の管理状況について 

　　　　　　（６）　介護保険制度について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 



－ 165 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年３月１５日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　濵　田　陸　紀　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　農林水産業の振興対策状況について 

　　　　　　（２）　商工業の活性化対策状況について 

　　　　　　（３）　観光産業の振興対策状況について 

　　　　　　（４）　市道の管理状況について 

　　　　　　（５）　市営住宅の管理状況について 

　　　　　　（６）　都市計画事業の推進状況について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 



－ 166 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年３月２０日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会運営委員長　宮　本　有　二　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　議会の運営に関する事項 

　　　　　　（２）　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

　　　　　　（３）　議長の諮問に関する事項 

　　　　　　（４）　議会報に関する事項 

２　理　由　議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

　　　安心・安全な公務・公共サービスの拡充を求める意見書の提出について 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１９年３月２０日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　中川　貢　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　寺田公一 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　宮本有二 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　佐田忠孝 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　田中徳武 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

説明　口頭 

 

　　　安心・安全な公務・公共サービスの拡充を求める意見書 

　通常国会に提出された２００７年度予算案は、「骨太の方針２００６」をベースに、２０１

１年度でのプライマリーバランスの均衡という財政を最大重視して編成されている。企業収益

の回復を背景に伸びている法人税について、実効税率の引き下げをはかる一方で、相次ぐ社会

保障改革や税制改革などで負担増を強いられた国民には、歳出削減の「痛み」のみが押し付け

られようとしている。 
　この間の「構造改革」路線は、個人間、地域間、企業間などあらゆる分野で「格差」を拡大

している。同時に、三位一体改革の名で地方財源が削減され、「地方切捨て」が進んでいる。 
　国の責務は、貧困層の増大や地方の「格差」を是正するために、不公平税制の是正、社会保

障制度の充実など所得再配分機能を強化することである。 
　ついては、下記事項について地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

記 
１　医療、教育、福祉、雇用などの公務・公共サービスを充実すること。 
２　「格差社会」の是正を図るために、社会保障制度を充実すること。 
　　 
　　平成１９年３月２０日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠 
　内 閣 総 理 大 臣　殿 

　総 務 大 臣　殿 

　財 務 大 臣　殿 

　文 部 科 学 大 臣　殿 

　厚 生 労 働 大 臣　殿 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

 



－ 168 －

決議案第１号 

　　　東洋町への高レベル放射性廃棄物最終処分場立地に反対する決議について 

　東洋町への高レベル放射性廃棄物最終処分場立地に関して、別紙のとおり決議する。 

　　平成１９年３月２０日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　田中徳武　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　浅木　敏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　中平富宏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　有田都子 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　浦尻和伸 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　菊地　徹 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　寺田公一 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　菱田征夫 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　宮本有二 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　濵田陸紀 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　西郷典生 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　佐田忠孝 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　中川　貢 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　岡﨑　求 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

説明　口頭 

 

　　　東洋町への高レベル放射性廃棄物最終処分場立地に反対する決議 

　財政難にあえぐ地方の現状を思う時、田嶋東洋町長の苦渋の選択は分からぬでもないが、議

会にも諮らず、住民のコンセンサスも得ぬまま、応募をしたことに問題がある。 
　施設の安全性については、学者間にも意見の違いがあり、なお研究の余地があると思う。し

かしながら、本県には近い将来高い確率で南海大地震が発生する事が予想されており、高レベ

ル放射性廃棄物最終処分場の誘致には安全性に対する住民の不安や一次産業、観光等に対する

影響、風評被害など、多くの危惧する声が上がっている。 
　高知、徳島両県からはもちろん、周辺自治体からも強い反対の意思が示され、理解が得られ

ないという状況で、文献調査を開始すれば大きな禍根を残すこととなる。 
　よって、宿毛市議会としては今回の高レベル放射性廃棄物最終処分場調査への応募に対し、

国は認可を行わないことを求め決議する。 
　　 
　　平成１９年３月２０日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿　毛　市　議　会 
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一  般  質  問  通  告  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年第１回定例会 
 

質問 

順位
質 問 議 員 質 問 の 要 旨

 

１
　２番 

　中平富宏君

１　産業振興策について（市長） 

（１）漁港整備について 

（２）水産業について 

 

２　南海地震について（市長） 

（１）自主防災組織について 

 

３　子育て支援について（市長） 

（１）公園の利用について 

（２）公園整備について

 

２
　１番 

　浅木　敏君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）介護認定者の減税手続きについて 

（２）保育行政について 

　　ア　公立保育所の統廃合について 

　　イ　認定こども園について 

 

２　全国一斉学力テストについて（教育次長）

 

３
　４番 

　浦尻和伸君

１　漁業振興について（市長） 

 

２　小筑紫バイパス早期実現について（市長） 

 

３　パチンコ店の営業時間について（市長）

 

４
　５番 

　菊地　徹君

１　環境行政について（市長） 

（１）本市におけるゴミの年間排出量について 

（２）レジ袋、トレイ等の減量について 

（３）ゴミの不法投棄対策について 

（４）廃食用油の処理について 

 

２　観光行政について（市長、教育次長） 

（１）ブルーツーリズムの推進について 

（２）観光ボランティアガイドの養成について 

（３）宿毛歴史館の内容充実について 

（４）「早稲田フェスタ」の開催と今後の早大との交流につい

　　　て 

（５）だるま夕日のＰＲ作戦について
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５
　６番 

　寺田公一君

１　地域情報化について（市長） 

（１）共聴施設への地デジ対策について 

（２）携帯電話のエリア拡大について 

 

２　道路整備について（市長） 

（１）県道宿毛津島線の整備について 

（２）市道の維持管理について

 

６
　３番 

　有田都子君

１　道に清掃の文化を根づかせることについて（市長） 

 

２　旧高知銀行の活用について（市長） 

 

３　いじめゼロに向けての取り組みについて（教育次長）

 

７
１４番 

　田中徳武君

１　森林資源を生かした企業誘致について（市長） 

 

２　循環型社会について（市長）

 

８
　８番 

　宮本有二君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）産業振興と雇用促進について 

（２）宿毛佐伯航路の支援策について
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平成１９年第１回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

　　　議　　案 

 
 

議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　１号

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて
３月２０日 同　　意

 
第　２号

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて
３月２０日 同　　意

 
第　３号 平成１８年度宿毛市一般会計補正予算について ３月２０日 原案可決

 
第　４号

平成１８年度宿毛市簡易水道事業特別会計補正予

算について
３月２０日 原案可決

 
第　５号

平成１８年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補

正予算について
３月２０日 原案可決

 
第　６号

平成１８年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正

予算について
３月２０日 原案可決

 
第　７号

平成１８年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算

について
３月２０日 原案可決

 
第　８号

平成１８年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

補正予算について
３月２０日 原案可決

 
第　９号

平成１８年度宿毛市老人保健特別会計補正予算に

ついて
３月２０日 原案可決

 
第１０号

平成１８年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予

算について
３月２０日 原案可決

 
第１１号

平成１８年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算

について
３月２０日 原案可決

 
第１２号

平成１８年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計補

正予算について
３月２０日 原案可決

 
第１３号

平成１８年度幡多西部介護認定審査会特別会計補

正予算について
３月２０日 原案可決

 
第１４号

平成１８年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予

算について
３月２０日 原案可決

 
第１５号

平成１８年度宿毛市水道事業会計補正予算につい

て
３月２０日 原案可決

 
第１６号 平成１９年度宿毛市一般会計予算について ３月２０日 原案可決

 
第１７号

平成１９年度宿毛市簡易水道事業特別会計予算に

ついて
３月２０日 原案可決
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第１８号

平成１９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計予

算について
３月２０日 原案可決

 
第１９号

平成１９年度宿毛市へき地診療事業特別会計予算

について
３月２０日 原案可決

 
第２０号

平成１９年度宿毛市定期船事業特別会計予算につ

いて
３月２０日 原案可決

 
第２１号

平成１９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

予算について
３月２０日 原案可決

 
第２２号

平成１９年度宿毛市老人保健特別会計予算につい

て
３月２０日 原案可決

 
第２３号

平成１９年度宿毛市学校給食事業特別会計予算に

ついて
３月２０日 原案可決

 
第２４号

平成１９年度宿毛市下水道事業特別会計予算につ

いて
３月２０日 原案可決

 
第２５号

平成１９年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計予

算について
３月２０日 原案可決

 
第２６号

平成１９年度幡多西部介護認定審査会特別会計予

算について
３月２０日 原案可決

 
第２７号

平成１９年度宿毛市介護保険事業特別会計予算に

ついて
３月２０日 原案可決

 
第２８号

平成１９年度宿毛市土地区画整理事業特別会計予

算について
３月２０日 原案可決

 
第２９号 平成１９年度宿毛市水道事業会計予算について ３月２０日 原案可決

 
第３０号 宿毛市副市長定数条例の制定について ３月２０日 原案可決

 
第３１号 宿毛市施設等整備基金条例の制定について ３月２０日 原案可決

 
第３２号 宿毛市表彰条例の一部を改正する条例について ３月２０日 原案可決

 
第３３号 宿毛市課設置条例の一部を改正する条例について ３月２０日 原案可決

 
第３４号

宿毛市監査委員条例の一部を改正する条例につい

て
３月２０日 原案可決

 
第３５号

宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例について
３月２０日 原案可決

 
第３６号

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関す

る条例の一部を改正する条例について
３月２０日 原案可決

 
第３７号

宿毛市職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例について
３月２０日 原案可決
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第３８号

宿毛市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する

条例について
３月２０日 原案可決

 
第３９号

宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条

例の一部を改正する条例について
３月２０日 原案可決

 
第４０号

宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例について
３月２０日 原案可決

 
第４１号

宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について
３月２０日 原案可決

 
第４２号

宿毛市特別職の職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例について
３月２０日 原案可決

 
第４３号 宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について ３月２０日 原案可決

 
第４４号

宿毛市特別会計設置条例の一部を改正する条例に

ついて
３月２０日 原案可決

 
第４５号 宿毛市税条例の一部を改正する条例について ３月２０日 原案可決

 

第４６号

宿毛湾港工業流通団地への工業等導入における固

定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正す

る条例について

３月２０日 原案可決

 
第４７号

宿毛市青少年育成センター設置条例の一部を改正

する条例について
３月２０日 原案可決

 
第４８号

宿毛市立運動場条例の一部を改正する条例につい

て
３月２０日 原案可決

 
第４９号

宿毛市和田体育館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について
３月２０日 原案可決

 
第５０号

宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例について
３月２０日 原案可決

 
第５１号

宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例につい

て
３月２０日 原案可決

 
第５２号

宿毛市営改良住宅の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について
３月２０日 原案可決

 
第５３号

宿毛市ふるさと創生基金条例を廃止する条例につ

いて
３月２０日 原案可決

 
第５４号 宿毛市社会教育基金条例を廃止する条例について ３月２０日 原案可決

 
第５５号

幡多西部介護認定審査会共同設置規約の一部を改

正する規約について
３月２０日 原案可決

 
第５６号 幡西衛生処理組合の解散について ３月２０日 原案可決
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第５７号

幡西衛生処理組合の解散に伴う事務の承継につい

て
３月２０日 原案可決

 
第５８号 幡西衛生処理組合の解散に伴う財産処分について ３月２０日 原案可決

 
第５９号 市道路線の認定について ３月２０日 原案可決

 
第６０号 市道路線の認定について ３月２０日 原案可決

 
第６１号 市道路線の認定について ３月２０日 原案可決

 
第６２号 市道路線の変更について ３月２０日 原案可決

 
第６３号 市道路線の変更について ３月２０日 原案可決

 
第６４号 市道路線の変更について ３月２０日 原案可決

 
第６５号 市道路線の変更について ３月２０日 原案可決

 
第６６号 平成１８年度宿毛市一般会計補正予算について ３月２０日 原案可決

 
第６７号

宿毛市議会委員会条例の一部を改正する条例につ

いて
３月２０日 原案可決

 
第６８号

宿毛市議会会議規則の一部を改正する規則につい

て
３月２０日 原案可決

 
第６９号 指定管理者の指定について ３月２０日 原案可決
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　　　陳　　情 

 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第５５号

震災時における高砂地区民の避難経路の確保につ

いて
３月２０日 採　　択

 
第５８号 呼﨑地区の市道拡幅等について ３月２０日 採　　択

 
第５９号

安心・安全な公務・公共サービスの拡充を求める

意見書の提出について
３月２０日 採　　択

 
第６０号

改憲手続き法案の廃案を求める意見書の提出につ

いて
３月２０日 不 採 択

 
第６１号 公契約条例の制定について ３月２０日 採　　択


